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ま え が き

この報告書は、科学研 究費補助金基盤研究 （Ｂ）によって平成18～20年 度に行 われ た 「大学

経営の高度化 とそれ を支援す る政策のあ り方」の成果 の一部をま とめた ものである。本研

究の主題 は正確には高等教育経営 であるが、語感 の良 さか ら先行研究 を踏襲 して、大学経

営の語を課題名 には用いた。

知識基盤社会 をむかえて、知識 の創造 、整理、継承、普及な どにかかわる組織 として、

大学な ど高等教育機 関へ の関心が高まっている。進学率 の上昇 は世界的な傾 向であ るし、

先進 国のなかには高等教育の質 に注 目してその維持 向上をはかった り、優秀 な留学生 を確

保 しよ うとす る国 も少 な くない。 日本において も、教育振興基本計画 に うたわれた 「教育

立国」の実現に向けて、高等教育 のあ り方 を検討す ることが求め られてい る。その さい、

中央教育審議会 の平成17（2005）年の答 申 『我が国の高等教育の将来像』 が指摘す る 「計画

の策定 と規制の時代か ら、将来像 の提示 と政策誘導の時代への移行」 をふまえれば、個別

大学の主体的な経営努力 に依拠 してそれ を実現す ることが期待 され よ う。 なお、 ここでい

う経営 とは企業経営的な手法 とい う意味ではな く、大学の管理運営全般を さしてい る。

高等教育研 究の制度化 は世界的にも1970年 代 に始ま り、90年 代に本格化 した とされ る。

日本 もその例外で はな く、今 日では主な学会 が ３つ を数 える状況にある。 それ にもかかわ

らず、大学経営 と銘打つ国内の先行研究はそれほ ど多 くない。 日本 の近代大学には100年 を

こえる歴史があ り、大学令か ら数 えれ ば私立大学 にも90年 の歴 史がある。 この間、事 実 と

しての大学経営 は行われ てきたが、研究対象 とはあま り考 えられなか ったのであろ う。 こ

の よ うな事情 もあ り、本報告書の内容 はアメ リカなど諸外 国の事例 を中心に構成 され るこ

ととなった。

最後 になったが、本研 究の実施にあた り、多 くの方々のご指導 とご支援 を得 たことに、

あらためて感謝 と御礼を申 し上げる。

平成21年10月

研究代表者　塚 原 修 一
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大学経営論の展開と課題

塚 原 修 一

は じ め に

知識基盤社会 をむかえて、知識の創造、整理、継承、普及な どにかかわる組織 として大学

な ど高等教育機 関への関心が世界的に高まってい る。高等教育の量的な拡大 と質的な向上を

はかる国が少な くないなかで、 日本においても教育振興基本計画に うたわれた 「教育立国」

の実現に向けて、高等教育のあ り方 を検討す ることが求 められてい る。その さい、計画の策

定 と規制の時代か ら、将来像の提示 と政策誘導の時代へ の移行 （中央教育審議会　2005a） を

ふまえれ ば、個別大学の主体的な経営努力を中核 としてそれ を実現す ることが期待 され よ う。

国際化 ない しグローバル化が、今 日の高等教育における重要課題のひとつであることは言

うまでもない。そのさい、大学の国際競争力 （中央教育審議会大学分科会2009） とい う言葉

か ら、オ リンピックのよ うに各国の頂点にたつ大学同士の比較が想定 されがちであるが、そ

れだけではな く、国際化は各国の中堅大学をまきこんで進行 している。国際機 関における国

際的な質保証の議論や、質保証機関の国際的ネ ッ トワークな どが注 目す るのは、各国のいわ

ば普通の大学がいかなる質を維持 してい るかとい う問題 であ り、 日本において も学位 の国際

的通用性 （中央教育審議会2005b、2008） として議論がな されてきた。

こ うした状況 をふまえて、各国のさまざまな大学が教育 と研究の水準を維持向上 させ るた

めに、 どのよ うな工夫を行っているか、それに対 していかなる政策的な支援 がな されている

かを問題意識 として調査研究をすすめた。なお、本研究の主題 は正確には高等教育経営であ

るが、術語 としての語感 の良 さか ら先行研究 を踏襲 して、大学経営の語 を課題名 には用いた。

1節 　大学経営論の展開

大学経営 とは、大学が資金 ・施設設備 ・教職員 などの投入要因を確保 し、それ らを組織 し

て 自らの使命 を追求することである。羽 田 （2005）は管理運営の概念を整理 して、管理 とは

高等教育機 関に対す る外部機関の権限関係 をさし、運営 とは高等教育機 関の内部における管

理をさす とした。運営は さらに、定型的な業務の実施 （operation）と経営管理 （management）

からなるとい う。両角 （2001a）によれば、 日本語の大学経営は、大学 とい う組織 の運営形態

を意味す る英語のガバナンス （governance）と、 目的の達成をめ ざした合 目的な大学組織の運

営を意味す るマネジメン ト （management） の2つ に対応する とい う。両者の範囲はおおむね

一致す るが
、羽 田のい う管理が両角の定義には含 まれない ようにみ えるし、両角のい うガバ

ナンスに羽 田は明確には言及 していない。大学経営論 が新 しい研究課題であることをふまえ

れば、さしあた り両者 を包含 した広い定義に依拠 して議論 を進めることが適 当であろう。 
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大学経営 に関す る先行研 究は本稿 の後半で整理するが、国内の研究成果はそれほど多 くな

い。 また、大学経営論の主題のひ とつ である国立大学の職員論について、そ こで主張 され る

内容 には疑問があ り、いくつかの問題点が無視 されていると羽 田 （2009b）はい うのである。

た しかに、大学経営論は新 しい領域であるだけでな く、大学関係者それぞれの利害に直結す

る自己言及的な研究課題であるか ら、そのよ うな可能性 がない とはいえない。 このことをふ

まえて、本稿 では、大学経営論に関す る国内外の先行研 究を調査す るとともに、企業の経営

学、非営利組織の経営論、大学経営論 とい う流れにおいて大学経営論の全体像の位置づけを

こころみた。経営学 と経営論 とい う表現は、後述するように企業の経営学には100年 以上の歴

史があ り、非営利組織 と大学の経営論 の歴史はいずれ も50年 にみたないことか ら、学問 とし

ての成熟にちがいがある との判断 による。 なお、以下で言及す る大学院のカ リキュラムは、

ウェブ検索で上位 に抽出された ものか ら選択 した。 それ らは、参照 された頻度な どが多い、

人気ないし評判の高い事例 といえる。

１．企業の経営学

経営学は、内容がかな り標準化 され た領域 と考 えられ るので、網羅的な調査にはよらず手

元のい くつかの事例 を検討する。最近の教科書の一例 と して、深山 ・海道 （2006）は以下の

ような ３部構成 をとっている。第 １部 経営学の根本問題 ：第 １章 経営学の方法 と歴史／第

２章 株式会社論／第 ３章 企業 目標論。第 ２部 経営学の体系 ：第 ４章 経営生産論／第 ５章

マーケティング論／第 ６章 経営財務論／第 ７章 経営管理論／第 ８章 経営組織論／第 ９章

経営労務論／第10章 経営意思決定論／第11章 経営計算制度論。第 ３部 経営学の現代的課

題 ：第12章 コーポ レー ト・ガバナ ンス／第13章 組織行動 と企業文化／第14章 技術革新 とベ

ンチ ャー ・ビジネス／第15章 国際化の進展 と企業経営／第16章 環境問題 と企業経営／第17

章 情報化の進展 と企業経営／第18章 企業の社会的責任 と企業倫理。

第 １部 「経営学の根本 問題」 を筆者 な りに要約すれば次の ようになる。経営学は企業を研

究対象 とす る社会科学である。企業には 自営業か ら大企業までさまざまな規模の ものがある

が、多 くの出資者か ら多額の資金 をあつめて、経営の専門家が管理運営にたず さわる株式会

社の ような組織形態 は19世 紀の中ごろまでに成立 した。19世 紀末の ドイツでは、高等商人 を

養成す る商科大学が各地に設立 され、その中心科 目として科学性 のある経営学の確立がめざ

された。す なわち、経営学はその当初 か ら、高度職業人養成 にかかわる実践性 と科学性 とい

う２つの性格をもっていた。 両者の均衡は学派によって異なるが、大雑把にい えば、 ドイ ツ

経営学は科学 性に、アメ リカ経営学は実践性に傾斜 している。 日本 の経営学は、戦前は ドイ

ツ経営学の、戦後はアメ リカ経営学の影響を強 く受けて現在 にいたる。

企業の 目標は、きわめて抽象的には最大利益の獲得 にある。 とはいえ、労働者の利害や環

境保護 な ど、利益のほかにも企業が考慮 しなけれ ばな らない 目標がある。また、考察の抽象

度 をより下げれば、企業の生存 と成長、適正利益 の確保、社会的責任な どの多様な 目標が浮 
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上す る。 とい うのは、それ らの 目標 を重視す る経営者 もあ り、企業内の組織に よっては固有

な目標が重視 され るか らである。経営学の研究者 が企業の さまざまな側面を取 り上げれば、

それによって注 目される目標 も異なるものとなる。

第 ２部 「経営学の体系」は本書の中核部分である。 「は しがき」によれば、第 ２部の内容は、

価値創造の流れ に関す る機能 としての生産 と販売 と、貨幣の流れに関す る機能 としての財務

から構成 され、 さらに、マネジメン トに関する問題領域である経営管理論、経営組織論、経

営労務論 と、マネ ジメン トの用具にかかわる経営意思決定論 と経営計算制度論 が論 じられ る。

第 ３部 「経営学の現代的課題」には現代の企業 を理解す る うえで不可欠な課題 が列挙 され る。

すなわち、本書によれ ば、経営学の体系は価値創造機能 （生産 と販売）、貨幣的機能 （財

務）、マネジメン ト問題領域 （経営管理論、経営組織論、経営労務論）、マネジメン ト用具

（経営意思決定論 、経営計算制度論） の４つか らなる。本稿 の 目的は企業に関する理解を深

めることではないので、実践性に注 目して経営管理修士 （MBA） に代表 され る実務家養成の

教育プログラムを次に検討す る。著者か らみて、理解 しやすい事例 のひ とつはグロー ビス経

営大学院であった。そこでは経営の ３要素であるヒ ト・モ ノ ・カネに対応 して、組織 ・人事、

マーケティング ・戦略、会計 ・財務 の ３領域をお き、そのほかに 「思考」 と 「志」 とい う領

域をおいている。 これ ら５領域の科 目名 は以下のよ うである。

○組織 ・人事 ：人材マネジメン ト、組織行動 とリーダーシップ。

○マーケテ ィング ・戦略 ：マーケテ ィング、経営戦略、技術経営、オペ レーシ ョン戦略。

○会計 ・財務 ：アカウンティング、ファイナ ンス。

○思考 ：ク リテ ィカル ・シンキング、 ビジネス定量分析 、 ビジネス ・プ レゼンテー ション、

ビジネス ・ファシ リテーション。

○志 ：経営道場、企業家 リーダーシップ。

この大学院では、深 山 ・海道 （2006）のい うマネ ジメン ト問題領域が ヒ トと呼ばれ てモノ

やカネ と同列に単純化 され、マネジメン ト用具は価値創造 にあた るモ ノ領域 と 「思考」領域

に分散 された。同 じ機関が刊行 した実務家向けの教科書 （株式会社 グロー ビス1995） では、

MBAの １年 目の必修科 目か ら、 とくに重要なものとして、経営戦略、マーケティング、アカ

ウンティング、ファイナンス、組織 ・人、情報技術、ゲーム理論 ・交渉術の ７つをあげてい

た。深 山 ・海道 （2006）と対応 させれば、価値創造機能 （マーケティング）、貨幣的機能 （ア

カウンテ ィング、ファイナンス）、マネジメン ト問題領域 （経営戦略、組織 ・人、情報技術）、

マネジメン ト用具	 （ゲーム理論 ・交渉術） となろ うが、対応 関係 はこち らの方が明確である。

そのほかに、国内の大学院の事例を ３つあげたい。青山学院大学大学院の経営学研究科は、

学問 としての 「経営」を経営学、会計学、商学、統合マーケティングの ４分野 に区分 して以

下の科 目か ら構成 している。

○経営学 ：経営戦略、経営行動、情報システム、企業法務な ど。

○会計学 ：制度会計、管理会計、財務分析な ど。 
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○商 学 ：流通 、貿易 、市場 システ ム、 リスクマネ ジメ ン トな ど。

○統合 マー ケテ ィン グ ：統合 マー ケテ ィング コ ミュニケー シ ョン、消費 者行動 な ど。

同志 社 大学 大学 院 ビジネ ス研 究科 で は 、専 門科 目と して 、マネ ジメ ン ト、 マー ケテ ィング、

ア カ ウンテ ィン グ、 ファイ ナ ンス、 コ ミュニ ケー シ ョンの ５つ をあ げてい る。 また 、小樽 商

科 大学 ビジネ スス クール で必 修 とな る ５つ の基本 科 目は 、マ ネ ジメ ン トと戦 略 、企業 会計 の

基礎 、組 織行 動 のマ ネ ジ メン ト、マ ー ケテ ィ ングマネ ジメ ン ト、情 報活 用 と ビジネ ス ライ テ

ィン グで あ る。

すなわち、価値創造機能 は、青山学院大学の 「商学」 と 「統合マーケティング」、同志社大

学の 「マーケティング」 と 「コミュニケーション」、小樽商科大学の 「マーケテ ィングマネジ

メン ト」にあた り、貨幣的機能 は、青山学院大学の 「会計学」、同志社大学の 「アカウンティ

ング」 と 「ファイナンス」、小樽商科大学の 「企業会計の基礎」にあたる。マネ ジメン ト問題

領域は、青山学院大学の 「経営学」、同志社大学の 「マネ ジメン ト」、小樽商科大学の 「マネ

ジメン トと戦略」 と 「組織行動のマネ ジメン ト」にあたる。以上、経営大学院の教育内容を

ま とめれ ば、経営の ３要素をヒ ト・モ ノ ・カネ と並列に扱 うか、 ヒ トを含む より広い領域を

マネ ジメン ト問題領域 として区分するかに大学の個性がみ られたが、教育内容は全体 として

おおむね共通 しているといえる。

２．非営利組織の経営論

大学の多くは非営利組織であるか ら、企業の経営学がそのまま適用できるとは限 らず、む

しろ非営利組織 の経営論 の対象であると考えられ る。非営利組織にマーケティングの考え方

が導入 されたのは、アメ リカでも1970年 代の ことであるか ら （雨森2007：163） 、非営利組織

の経営論は新 しい領域である。 ここでは、非営利組織の経営論 にかかわる ３冊の書籍 を取 り

上げるが、それ らの構成は以下のようである。

島田 （2009）は ３部か らな り、次のよ うに構成 されている。第 １部 われわれは今 どこにい

るのか ：第 １章 市場主義 と産業社会の起源／第 ２章 現代社会における非営利組織の役割／

第 ３章 非営利組織の範囲 と現状。第 ２部 非営利組織の経営原論 ：第 ４章 ミッシ ョンか ら始

まる／第 ５章 マネ ジメン ト－ 成果への挑戦／第 ６章 トップ ・マネジメン ト機関。第 ３部

マーケテ ィングの展開 ：第 ７章 マーケテ ィングとは何か／第 ８章 事業発展の原則　　マー

ケティング戦略論／第 ９章 事業展開の手法－ －マーケティング戦術論。第 ４部 組織の構築、

人材 の活用 ：第10章 組織 と人事／第11章 リーダーシップ とボランタリズム。第 ５部 評価 と

未来計画 ：第12章 非営利組織の決算書／第13章 未来への計画 と夢。

田尾 ・川 野 （2004） は、 「プ ロ ロー グ」 につづ く ３部 か ら構成 され てい る。 第 １部 ボ ラ ン

テ ィア ・NPO・NGOと は何 か ：第 １章 定義 、 そ して、本 質 を考 え る／ 第 ２章 わが 国の 「ボ

ラ ンテ ィア」、 「NPO」、 「NGO」 。 第 ２部 経 営管理－ ボ ランテ ィア か らNPOへ ：第 ３章 マ ネ

ジメ ン トとは何 か／ 第 ４章 ボ ラ ンテ ィアのモ チベ ー シ ョン／第 ５章 リクル ー ト、そ して 育 
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成／第 ６章 リーダーシップ と支援 システム／第 ７章 組織化　　ラインとスタ ッフ／第 ８章

人材獲得 とキーパー ソン／第 ９章 ミッションと経営理念／第10章 意思決定 とガバナ ンス。

第 ３部 経営戦略 －組織の成長 と未来のために ：第11章NPOの 戦略 とは何か／第12章 マー

ケテ ィングと市場細分化／第13章 戦略、統治および組織特性／第14章 協働、パー トナー シ

ップ、ネッ トワーク／第15章 成長 と再編。エ ピローグ－NPOと ボランテ ィアの論議におけ

る隠 された未来。

田尾 ・川野 （2004：213） は、島田の書について 「ミッシ ョンの重要 さを強調 したテキス ト

で……経営学的なスタンスが明確」 と評 している。1999年 に刊行 された旧版への評であるが、

ここで取 り上げた新版 にもあてはまる。これ に対 して、田尾 ・川野の書が第 ２部において経

営の人的側面を重視 しているのは、田尾が心理学の出身であることによるものであろ うか。

　雨森 （2007）は以下の ５章か ら構成 されてい る。第 １章NPOと は何か／第 ２章 非営利組

織の活動か ら／第 ３章 社会の中のNPO／ 第 ４章 ＮPOの マネジメン ト／第 ５章 過去か ら未来

へ。本稿 にとくに関係する第 ４章を、著者 な りに要約すれば次のようになる。

非営利組織 とは、営利を 目的 としない民間の組織 で、公益的な活動を行 うものをさす。非

営利組織 は、使命 ない し組織の基本方針を明確 に し、事業戦略 を打 ち出す必要がある。その

さいにはマーケティングが求められる。事業が どのよ うな顧客 （消費者、利用者）を対象 と

するか、顧客のニーズをつかみ、掘 り起 こしてニーズにそ くした商 品 （サー ビス）を提供す

ることで 「販売促進」を不要にす ることが望ま しい。事業活動 は組織の強みが あるところに

集中させ るべきである。非営利組織の出 自によっては運動 性と事業性の均衡が問題 となる。

非営利組織 とい えども、活動の継続 には収入が必要である。 ただ し、事業の対象 と収入源

が別であることも少 なくない。非営利組織の収入源には、事業収入 、会費、寄附、助成金 ・

補助金、委託金 、借入金 などがある。事業を、本来事業 とその他の事業にわけて論 じること

もある。非営利組織を支援する制度 として、寄附の仲介組織や支援税制などがある。

非営利組織の活動は無給 の職員によって担 われ ることも多 く、有給であってもその待遇や

労働環境 は良好ではない。 これ らの結果 として、少ない予算で も活発 な活動ができることが

ある。活動に意義 （や りがい、精神 的満足な ど）を見いだ して参加す る者が多い ことか ら、

自発性にもとづいて参加す る個人 と組織の論理が対立す ることがあ り、仕事を強制す ること

は企業な どに くらべて困難 である。大規模な組織 では理事会が活発に機能することが求 めら

れ る。危機管理、事務局の監督、後継幹部の育成 と選任 など、組織の継続性の確保 は理事会

の重要な役割のひ とつである （要約おわ り）。

ドラッカー （1990＝1991：133） によれば、企業に くらべて非営利組織では成果や結果がは

るかに重要であるが、その測定 と制御 はいっそ う難 しい。企業には財務の決算書があ り、損

益だけでは成果 を判定す るに充分 とは言えないが、少な くとも利益が成果を測定する尺度 と

して使われる。非営利組織では ［損益 とい う尺度に意味がないか ら］、役員が リスクを ともな

う決断を迫 られた とき、まず実現すべ き成果か ら考え、そのあ とで成果や結果を判定する手 
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段を決定す ることになる。非営利組織 の効率的な運営 を心がける役員は、「成果をどう定義す

るか」 とい う問題 にまず答 えなけれ ばならない とい う。

非営利組織の経営に関す る教育プログラムは、 日本国内の事例 を うま く発見できなかった

ので外国の事例を参照 した。スパル タス （Spertus）大学の非営利経営の修士課程では、中核

科 目は次の15科 目か らなる。非営利組織 と非営利経営の概観／批判 的思考の基礎技術／文書

と口頭 によるコミュニケー ション技術／非営利組織にお ける経営 と リーダーシップ／組織文

化 と統治／仕事環境の管理／戦略的計画／応用研究 とプログラム評価／予算 と財務／非営利

組織 の収入開発／法的問題 ・人的資源 問題／専門家 としての文書作成／知識管理／非営利組

織の倫理問題／プロジェク ト形式の実習。

また、ヘ ラー （Heller）大学の非 営利 管理 のMBAコ ー スで は、15科 目か らな るコア科 目の な

か に、財 務 ・会 計 、組織 経営 ・事業経営 な どのほか、社会 正義 （Social　Justice）、二重 決算の経

営 （Manage　for　a　Double　Bottom　 Line） な どが含 まれ る。 とくに後者 では 、財 務的 な決 算 ととも

に非営利 組織 の社会 的使命 が どれ ほ ど達成 され た か を、参加 型 評価 の手 法 を用 いて示す こ と

を学習 す る とい う。 この コース では非 営利 の領 域別 に ６つ の専 攻 （社会 政策 、保健 、子供 ・

若者 ・家族 、老 人 、持続 可能 な開発 、社 会 と環 境 へ の影 響 ） が用意 され 、学 生 は １つ を選 択

す るこ ととな って い る。

Cohen　and　Abbott（2000）は、コロンビア大学の大学院において、非営利経営プログラムの公

共経営プ ログラムへの統合 について考察 した。その結果、非営利経営の専攻 には次の ４科 目

が提供 され るべ きであるとした。すなわち、非営利組織の財務管理 、非営利組織の法的政治

的文脈、外部 との関係 （寄附金募集、メディア対応、環境変化に対応 した組織 開発）、公私の

協力関係である。

以上をま とめれば次のよ うになろ う。 ヒ ト・カネ ・モ ノの ３要素について、非営利組織 と

企業 にはい くらか差異があ り、そ こに企業の経営学 とは異なる非営利組織の経営論の特徴が

み られた。非営利組織の成果は損益では判定できないが、公益 に貢献 している とい うだけで

は不充分である。それぞれ の非営利組織 が公益によ りよく貢献す る方策を探索 して、組織 の

方向性を使命ない しミッシ ョン として打ち出 し、そ こか ら各組織な りに成果の定義 をみ ちび

いて、その実現に努めることが求め られる。非営利組織 といえ ども資源が枯渇すれば活動が

継続できない。カネについては寄附金な ど、 ヒ トについては参加者 な ど、活動 に要する資金

や人員の動員が必要であることか ら、それ らに関す る知見が蓄積 されていた。 なお、非営利

の活動 といって も、社会政策、保健、開発、環境 などの領域 によって特色があ り、これ らに

対応 した専攻を用意す る大学院 もあった。

３．大学経営論

大学経 営 に 関す る図書 は 、ア メ リカで は1970年 代か ら飛躍 的 に増 加 してい た （両角2001b） 。

大学経 営 の基礎 概念 につ いて 、両角 （2001a、2001b） はア メ リカ の ４冊 の論 文集 を取 り上 げ、 
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収録 された論文を分析 して次の４領域を抽出 した。 これ らの論文が刊行 された主な時期 は、

①が1980年 代まで、② と③は80年 代 と90年代、④は90年 代であった。

①大学組織の制度的側面 ：規範論 ・制度論、大学組織のモデル、ガバナンスな ど。

②大学組織の非制度的側面 ：組織文化、学内利害集団の政治力学など。

③大学の 「戦略的経営」論 ：リーダー シップ、大学における経営強化論、マーケテ ィング、

それ らの消長 と遺産など。

④社会環境の変化 と大学内組織 の相互作用 ：大学の対応 と組織変容、経営主義や企業的体質

の無理のない導入、営利大学の出現、評価、政府 ・市場 ・大学の力学モデルなど。

大学経営に関す る教育プログラム （高等教育プ ログラム）は、東京大学大学院教育学研究

科の大学経営 ・政策 コース、桜美林大学大学院の大学ア ドミニス トレーシ ョン研究科大学ア

ドミニス トレーシ ョン専攻 、立命館大学の幹部職員養成プ ログラムな どが 日本 国内にもある

が、授業科 目の名称が分析 にあま り適 していない。その例外 は名城大学大学院の大学 ・学校

づ くり研究科で、以下のようにカ リキュラムが構成 されている。

○プロジェク ト科 目群 （方法論科 目群）：教育戦略論、教育マネジメン ト論、教育財務論、学

修サービス論、学修コンテンツ論、大学 ・学校調査方法論。

○実物 ・実習科 目群 ：教育フィール ド調査。

○統合科 目群 ：大学づ くり論、学校づ くり論。

○研究指導科 目群 ：研究指導。

○関連科 目群 ：高等教育論特殊講義、初等中等教育論特殊講義、生涯学習論特殊講義。

この研究科は大学経営論 に特化 したものではないが、提供 される科 目は、価値創造機能 （学

修サー ビス論、学修 コンテ ンツ論）、貨幣的機能 （教育財務論）、マネジメン ト問題領域 （教

育戦略論、教育マネジメン ト論）、マネジメン ト用具 （大学 ・学校調査方法論）な どに整理 さ

れる とともに、経営の対象 となる大学や学校に関す る知識 を提供す る科 目 （関連科 目群）が

用意 されている。

高等教育プログラムはアメ リカで発展 している。その調査分析は本報告書に収録 した高野

の論考にゆだねて、ここではい くつかの事例を検討す る。 ノース ウェスタン （Northwestern）

大学の高等教育管理 ・政策 の修士課程では、カ リキュラムが次の13科 目か ら構成 され ている。

教育の社会的文脈／高等教育 ・専門職教育における教授 と学習／教授学習に関する研究 と分

析 １ 討議 と課題開発／教授学習に関す る研究 と分析2文 献調査 と研究方法／教授学習 に関

する研究 と分析 ３ 分析、解釈、普及／ゼ ミナール／学生論／高等教育の法と倫理／高等教育

の予算 と財務／高等教育の歴史 と哲学／高等教育政策／高等教育管理ゼ ミナール／イ ンター

ンシップ。

セ ン トクラウ ド （St．　Cloud） 州立大学の高等教育管理の修士課程では、次の13科 目を提供し

ている。高等教育管理入門／高等教育における リーダー シップ と管理／高等教育の法的倫理

的側面／高等教育の人的資源問題／高等教育財務／大学 と地域の関係／ゼ ミナール／高等教 
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育管理実習／統計学入門／研究入門／研究方法 と研究計画／プ ロジェク トまたは修士論文。

また、ベイパス （Bay　Path）大学が通信制で提 供する高等教育管理の修士課程プログラムは、

高等教育に特化 した次の内容か ら構成 されている。 リーダーシップに関するマネジメン ト科

目／財務／戦略／マーケテ ィング／寄附金募集／変化の管理。

これ らの うち、論文集か ら抽出され た４領域 と修士課程の科 目構成には差異があり、前者

は、大学経営の原理論か ら現状論 ない し実践論 にいたる研究フロンテ ィアの推移 をあらわす

ようにみ える。高等教育論の制度化がは じまったのは世界的に1970年 代のこ とであった （タ

イ ヒラー2007：168） 。そのさい、先に経営学についてみたように、大学経営論ない し高等教

育論の科学化が こころみ られた とすれば、その成果 として原理論がまず誕生 し、現実的 ・実

践的な研究成果がそれ につづいた とい う順序が考え られ る。 もともと論文集 とは、大学院生

な どの読者を対象 に、これ までの研究動向を整理 して これか ら研究す るべ き課題を考察 させ

るものである。すなわち、大学経営論の原理論的な研究はおおむねその最盛期 をす ぎ、大学

経営のよ り細部 にわたる研 究や、現実的 ・実践的な研究が展開されつつあるとい う認識が表

明されているのではなかろ うか。 これ に対 して、修士課程の科 目群は大学経営論の広が りを

示す もので、大学経営論 を学ぶ者が身 につ けるべき知識や技術を集約 したもの と考 えられる。

４．大学経営論の特徴

この節のまとめとして、修士課程の科 目群 に注 目して、企業の経営学や、非営利組織 の経

営論 と対比 した大学経営論の特徴 を考察する。修士課程の科 目構成 において、企業の経営学

の内容 は、価値創 造機能、貨幣的機能、マネ ジメン ト課題領域、マネジメン ト用具の４領域、

または、経営の ３要素であるヒ ト・モ ノ ・カネにおおむね対応 していた。非営利組織の経営

論では、損益 とい う尺度 が適用できないがゆえに、重大な意思決定にさい しては、組織の根

源である使命 にたちもどり、成果 の定義にもとづいた考察を余儀な くされ る。 これに対応 し

て、使命の重視 、社会正義、損益計算によらない成果の評価、 自発的な組織変化 ・組織開発

などが教育プ ログラムに盛 り込まれた。非営利組織の経営においても資源は重要である。た

とえば資金が枯渇すれば活動 を継続できないか ら、寄附金 などの収入開発、人的資源問題な

どカネ とヒ トの動員にかかわる内容が教育プログラムに含まれていた。

大学経営の教育プログラム （高等教育プログラム）においても、 ヒ ト・モ ノ ・カネの ３要

素が非営利組織 と同様 な形で盛 り込まれていた （説明を簡略化するため教育サー ビスの提供

をモノに含めている）。非営利組織の経営論 と対比 した大学経営論の特徴 のひ とつは資源の動

員にある。大学 においても寄附金の開発は重要であるが、事業収入 （事業の対象である学生

が支払 う授業料、外部か らの研 究費な ど）や政府資金 （助成金や補助金 などにあたろ う） な

どに よってまかなわれる部分がかな りあ り、活動の多 くが有給の教職員 に担われていること

などがあげ られ よ う。多 くの社会 において大学教員の職業威信が高い こと （立派な職業であ

るとい う世間の認識）もあげてよいと思われ る。 
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教育は、産業分類にあてはめれば人間から人間に提供 され るいわ ゆるサー ビスにあたる。

しか し、あらか じめ決 められた教育サー ビスを提供する とい うより、それによって学生の発

達を触発す ることが本 旨である。非営利組織にはサー ビス提供 を目的 とするものが少な くな

いが、非営利 であることとサー ビス提供は異なる概念である。教育だけでなく研究や社会貢

献を含 めて、大学における価値創造は ヒ トと強く結びついている。大学の教育 ・研究 ・社会

貢献な どの質を規定する うえで大学教員な どの個人的力量が決定的に重要であること、教育

内容についての決定権が しば しば教員集団にあること、教員集団の人事が 自治的に行われ て

いることな どがその理由であろ う。 さらに、教育の成果が教員 と学生の相互作用によって生

み出され ること、成果が顕在化す るまでに長期間を要す る場合 があることな ども留意 されて

よい。 これ らの ことは大学経営において成果の的確な定義がむずか しく、 ドラ ッカーのい う

非営利組織 の効率的な運営がいっそ う困難な ことを意味 しよう。

これ らの結果 として、企業の経営学な どと対比すれ ば大学にお ける意思決定は複雑 である。

前述 した論文集の分析 において、大学 にお ける意思決定が合理的でな く行われ ているとす る

モデル （ごみ箱モデル、複雑系な ど）に両角 （2001a）は言及 している。一般論 として、 この

よ うな主張は研究そのものの不具合 を意味することがあるので注意 を要するが、大学経営の

複雑 さや分析 の難 しさを示唆 している。 これ らに対応 して、高等教育プログラムでは、高等

教育に固有な諸事情が しば しば教授 されていた。教授学習過程、学生論、地域 との関係 、高

等教育の歴史や哲学などがそれ にあたろう。

２節　 日本における先行研究

１．所在 と動向

教育学には学校経営ない し教育経営 とい う領域があ り、大学経営 も概念 としてはそこに含

まれ よう。 この領域で50年 の歴史がある 日本教育経営学会では小中学校 を対象 とす る研究が

行われてきたが、近年は高等教育にまで視野 を拡大 している。すなわち、この学会が編集 し

て2000年 に刊行 された 『シリーズ 教育の経営』全 ６巻 には高等教育の巻 （日本教育経営学会

20OO） が組み入れ られたが、1986～87年 に刊行 された 『講座 日本の教育経営』全10巻 にその

ような巻はなかった。 もっとも、学会誌 の総 目次 （日本教育経営学会2008） によれば2000年

以降も高等教育に関す る論考はあま り見 られず、初等中等教育を中心 とす るこの学会の立脚

点はそれほど変化 していない。

高等教育論の領域には、主な学会だけで も、大学教育学会、大学行政管理学会、 日本高等

教育学会の ３つがある。橋本 （2007）は大会発表の内容を比較 して、大学教育学会は授業分

析 ・開発 と学士課程教育が飛び抜けて多 く、大学行政管理学会は管理 ・運営、財政 ・財務 、

地域 ・産学連携に集中 しているが、 日本高等教育学会はさまざまな研究課題 がまんべんな く

発表 されているとした。また、 日本高等教育学会 の大会発表の推移を分析 して、発表件数 が

高止ま りの研究課題は、学士課程教育、評価 ・点検、財政 ・財務、制度 ・組織であ り、増加 
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傾 向 にあ る研 究課題 は 、研 究者 ・大学教員 の研 修 （FD：Faculty　Development） 、管理 ・運営、 グ

ローバ ル化 、 キ ャ リア ・就職 、質 保証 で ある と した。 す なわ ち、 高等教 育論 の領 域 には大 学

経 営 に関す る先行研 究が存在 し、かつそれ は増加 してい る。

大学経営に関す る先行研究の一端は塚原 （2009）にま とめたが、それほ ど多いわけではな

かった。大学経営に関する 日本の調査研究は、国公立大学よ りも私立大学を対象 とす るもの

が先行 していた。両角 （2007）は、 日本の私立大学の理事会に関する先行研究 として、1973

年以降に刊行 された34の 論考を整理 して、既存のデータ （寄附行為 などの文書、理事や評議

員 の選 出方法の規定な ど） の分析 と、学長の役割 などに関す る実態調査はな されたが、理事

会が実際に どのように機能 しているのかにせ まる研究がなかった と総括 している。

最近は、国立大学の法人化 もあって、私立大学に限 らない大学経営論の書籍が刊行 され る

よ うになった。経営の3要 素であるヒ ト・カネ ・モ ノの うち、 どの要素が主に取 り上げられ

ているか とい う視点か ら手元にある書籍を整理すれば以下のよ うになろ う （ここでも教育活

動はモ ノに含 めてい る）。 リー ド （2001＝2003）、川原 （2004）、守屋 （2009）はカネ、丸山

（1999、2002） はカネ とモノ、 日本教育経営学会 （2000）は ヒ トとモノ、太 田和 （2003）は

ヒ トとカネ、山本ほか （2005）はヒ トである。すなわち、 日本の大学経営論における今 日の

注 目点は何 よりも財政 ・財務であるが、18歳 人 口が減少 して入学者の定員割れが懸念 され る

状況では無理のないことといえよう。それに続 く課題が ヒ トであるが、学長 などの リーダー

シ ップや大学職員論 に傾斜す る傾 向がある。最後のモ ノとは、大学の役割である教育、研究、

社会貢献をいかに展 開す るか とい う課題であるが、 ここで例示 した書籍のなかでは必ず しも

充分には扱われていない ようにみえる。

２．大学組織のモデル

大学経営論に関するアメ リカの研究動向は、すでに両角 （2001a、2001b） によって紹介 し

た。国内の先行研究のなかには、 この ようなアメ リカの研究成果 をふまえた ものが含 まれ て

いる。パー トン ・クラークは、高等教育システムを規定す る重要な要素 として、大学 （教授

会）、政府、社会 （市場）をあげ、これ らを頂点 とする三角形の どこに位置す るかによって、

その国の高等教育 システムが性格づ けられ るとした。典型的な ３つの国をあげれば、イ タ リ

アの統治形態は教授会が強い同僚制であ り、大学教員の合意によって大学が運営 されている。

旧ソ連は政府が強い官僚制であ り、政府の決定に したがい、学長な ど大学管理者の判断によ

って大学が運営 されてい る。アメリカは社会が強い市場制であ り、学生や卒業生の就職先な

ど、大学の顧客の要望にそって大学が運営 されている。 クラークのい う三角形 のなかで、 こ

れ ら ３つの国はそれぞれ対応す る頂点の近 くに配置 され 、 日本はアメ リカ とイタ リアの中間

に位置づけられた （山本2006：46-48、 羽田2004a：5、 クラーク1983＝1994：161） 。

羽 田によれば、高等教育の特徴のひ とつは、全体社会を強 く規定する論理 （た とえば政治

や経済の論理） と、高等教育システムを強 く規定する論理 （た とえば教育や研 究の論理）が 
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異なることであ り、そのため外部性 （環境要因） と内部性 （学問研 究 と教育） のあいだに相

互関係 の力学がはた らく。パー トン ・クラー クによる大学組織 の ３層モデルでは、大学の基

本単位 となる下部構造 （学部学科）、事業組織体である中間構造 （大学の執行部）、事業組織

体をシステム的 に連結す る上部構造 （中央政府）が区別 され る。下部構造は内部要因である

研究の論理によって変容する志向性 をもつが、中間構造には高等教育政策や財源 の変化な ど

外的要因によって変容す る志向性があ り、これ らの葛藤 と統合の過程 として組織 の変動が分

析 され る。 トニー ・ベ ッチ ャー とモー リス ・コーガンは、個人 （大学教員な ど）、基本単位

（学部学科）、機関 （大学）、中央権力 （政府）か らなる ４層モデルを設定 して、各層が準拠

す る規範の形態 と運営の形態を整理 してい る。個人 とい う層が設定 されてい るので、教員の

仕事の変質や、大学教授職の再定義な どの議論に適 したモデルである （羽 田　2004：5-7）。

矢野は、デー ビッド・ガー ビン、グラン ト ・ハーマ ン、ガ レス ・ウィリアムズを参照 して、

大学の経営行動 のモデル と資金配分方式の対応 関係 を検討 している。伝統的な同僚モデルに

よれ ば、大学 とは教授団の自己決定 を重視 した学者 の共同体であ り、これに適合 した資金配

分方式は大学に資金の使途 をゆだね る一括補助 である。 しか し、大学は今やこのモデルか ら

離れつつある。 これにかわ る候補 のひ とつは官僚モデルであ り、それによれ ば大学 とは法に

もとづいた階層的合理的な組織体である。官僚モデル には使途 （費 目）別に予算枠 を定める

資金配分方式が適 しているが、経済的に非効率だ とされてい る。 も うひ とつの候補は市場モ

デルである。 このモデル によれば、大学 とは経済的な誘 因や報償体系に動機づ けられ た会社

経営体であ り、これ には成果 にもとづいた資金配分方式が適 している。 しか し、イギ リスの

経験によれば、成果指標 を詳細に設計すればす るほ ど、大学の 自律性が高まるとともに政府

の介入も増加 して、市場モデル化は同時に官僚モデル化 となる。また、成果主義が全面的に

採用 されて しま うと、成果が曖昧である大学は本 当に死んで しま う。 ３つめの候補は専門モ

デルである。このモデルでは、大学は専門家の権威 にもとづいて緩やかに水平分化 した連合

体 とされ、大学経営の専門家をみずか ら養成す ることで、資金配分方式の適切な組み合わせ

が構築 され るとい う （矢野　 2005：45-49） 。 これ らのほかにも、大学経営に関す る先行研究

として、江原 （2005）、馬越 （2006）、龍 ・佐々木 （2005）などがある。

３．設置形態別の課題

大学経営の今 日的な課題は、大学の設置形態によって も異なってい る。国立大学について

は、法人化がその状況を大き く変化 させ、運営費交付金 の削減 による教育研究条件の悪化 、

一部の大学への競争的研究費の集 中な どが議論 されてい る （国立大学協会2005
、2008）。天

野によれば、国立大学のなかにも多様 な機能 と形態の大学があ り、法人化は国立大学のあい

だの格差を顕在化 させて拡大 した。歴史的にみると、1990年 代 に、研究における国際競争 に

勝ち残るためには管理運営面での 自由の拡大が必要であるとして、国立大学の関係者 のなか

に設置形態の見直 しを求める声が生まれた。 しか し、このよ うな内発的な危機感 の成熟を待 
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たず に、行財政改革の一環 としての法人化が短い準備期間をへて強行 された。法人化によっ

て国立大学における学長 と役員の権 限は強化 され、 自主性 と自律性が拡大 した。 しか し、旧

来の大学運営にな じんだ教員層や職員層には とまどいや意識 のずれがある。法人化の制度設

計それ 自体にも以下のような内在的な課題がある。

・６年間の中期計画 をたてているにもかかわ らず、単年度主義の予算が年 ごとの財政事情に

よって変動す ること。

・国立大学のあいだの格差が拡大 していること。 とくに基盤的な経費を削減 して競争的な研

究費 を拡大 しているために、少数の研 究大学 に資金が集 中して、それ以外の大学が貧困化 し

ていること。

これか らの課題 として、大学の管理運営に対応 した専門的な管理者層や職員層の形成、国立

大学 のあいだでの機能分担 と地域社会 にお ける活用、高等教育に対す る公財政支出の拡大が

ある （天野2008） 。 なお、山本 （2008）と吉田（2008）は法人化後の財務的な側 面の変化を分析

し、羽田 （2009a）は国立大学法人制度の課題を列挙 している。

公 立大学は、国立大学を補完 し、地域の実情 にあわせ た大学教育 を提供す るもの として期

待 され、地域のニーズにも合致 してその数 を増加 させていった （宇野2007） 。公立大学の設

置は旧自治省 との協議を必要 とし、 自治体の規模によって設置の可否やその数に制限があっ

た。また、大学財政が行政上の制約 を受 けること、 自治体の （他の部局か ら人事異動によっ

て着任 した）職員が大学事務 を担当す ることな どの問題 か ら、公立大学 とい う形態が大学の

あ り方 に適 さないとの考え方 もあった。 これ らを回避す る方策 として、 自治体が学校法 人 を

設立 し、その学校法人が 自治体の経費を用いて私立大学を設置す る、いわゆる公設民営大学

が設置 され るようになった。2003年 の地方独立行政法人法 によって、公立大学の法人化が可

能 となった。 これによって、 自治体 と公立大学法人は別組織 とな り、一定の独立性をもつ こ

とができる。 そのため、大学の運営面での利点か ら公設民営大学を選択す る理由は乏 しくな

った （高橋2007） 。2008年3月 までに認可 され た公立大学法人は37法 人 をかぞえる。近年の

地方分権、地域格差の表面化、国公立大学の法人化などによ り、公立大学の必要性があ らた

めて問われてい る。公立大学は 自治体 に貢献す ることが期待 されるが、地域のニーズを総合

的かつ迅速に把握す ることはむずか しく、地域振興、地域開発な どの応用科学にさける人材

が大学には少ない。 これ らの課題 を解決す るには、公立大学 と自治体が 「公 」ない し 「公

共」 とは何かについて共通理解 をもって協力す る必要がある （宇野2007） 。

私立大学の経営における最悪の事態のひ とつは経営破綻 であるが、少子化の進展や大学間

競争の激化な どによ り、一部の学校法人はこうした事態 にお ちいる可能性がある。 日本私立

学校振興 ・共済事業団では、学校法人活性化 ・再生研究会において検討 をすす め、私立学校

にお ける経営革新 と教学改革のあ り方、経営困難 を克服 して経営破綻 を予防す る方策、経営

困難 に陥ったさいの対応策、学校法人が破綻 した ときの対応策な どをまとめている。その概

要は次のようである。 
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・私立学校の課題 ：私立学校の経営環境がきび しくなるなかで
、学生募集 の方策だけでな く、

教育研究体制や教育内容そのものの見直 しと変革が求め られている。

・事業改革の方策 ：大学の理念の明示 、経営の透明性の確保、地域等における学校間連携 、

教育の質の確保などが指摘 されている。

・破綻前の対応 ：定量的な経営診断を定期的に行い、問題があれば経営相談な どの働 きかけ

を行 う。経営上、看過できない兆候がみ られた ら、学校法人が作成す る再生計画について指

導助言を行い、経過を観察す る。経営状態がさらに悪化 した場合には、文部科学省 と連携 し

た措置を行 う。

・破綻後の対応 ：学生の転学の支援、納付ずみの授業料な ど学生の経済的損失 を軽減す る仕

組みの検討、在学生が卒業す るまでの学校運営の継続の検討、な どがあげ られている （日本

私立学校振興 ・共済事業団学校法人活性化 ・再生研究会2007） 。

4． 大学経営の力量向上

大学に限 らず、適切な管理運営の前提 は正確な現状把握であ り、その有力な手段のひ とつ

が財務分析である。 山本は国立大学法人を中心 として財務分析を行い、その結果が高等教育

政策 と個別大学の経営改善に寄与できる可能性が大 きい とす る。 しか し、現在 のところ入手

可能 な数値は大学を単位 としたものであるため、活動の基本単位である学部や学科ごとの数

値が得 られない点に制約があるとした。 とくに、学部ご との費用構造を考慮せずに授業料 を

大学ごとに一律 とす る現在 の方式に対 して、教育機会の確保や公平の観点か ら見直 しの声が

高まるであろ うとす る。今後の課題 として、大学が保有する広義の資産のちがいを加味 した

業績評価手法の開発、大学 の学部を単位 とした行動モデルの特定化な どが重要である （山本

2006b）。 も うひ とつの手段である組織分析について も、山本は国立大学法人の経営協議会の

人的構成 を分析 し、産業界や行政 ・地元関係者が外部委員の約半数を しめていること、法人

評価 を通 じて経営改善への活用をはかるよう、実施段階において間接 な誘導規制がなされて

いたことを明 らかに した。すなわち、制度の整備 はな されていて、所期の 目的の達成は運用

にかかっているとす る （山本2007） 。

も うひ とつの手段が、機関研究 （institutional　 　Rはresearch：IR）とよばれ る活動である。 、文

字通 りには機 関ない し機関の構成員 による調査研究 とい う意味であるが、高等教育機 関の意

思決定、組織改革、外部に対する説明責任な どに資することを目的 とするものをさし、在学

生や卒業生を対象 とした調査はこれ に含 まれ る。その意味でIRは 科学的である とともに応用

的実践的であ り、学生の個人情報を活用 して分析 を深 めることが少な くないが、学術研究 と

は異なって結果の公開を前提 としない こともある。IRは アメ リカにおいて長 い歴史があ り、

岡田と沖の総説によってそれを紹介 したい。それ によれば、IRの 今 日の話題 は、管理経営課

題、学生確保 と退学防止、経営 と教育の双方にかかわるFDの よ うな課題、教員の研究者 とし

ての側面に焦点をあてた活動、校友 （卒業生）へ の対応、教育課程 の効率性 の分析、社会に 
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対する説明責任の遂行、学生支援のよ うな教育面での課題な ど、幅広い範囲に及んでいる。

アメ リカのIRに は ２世紀半におよぶ歴史があるが、1960年 代 に注 目されてIR組 織を設置する

大学が増加 した。当時のアメ リカの大学は財政危機 にあ り、高等教育を対象 とした学術的な

研究 と、個別機関の経営に資する研 究へ とIRは 分極化 した。前者 は教育改善 と管理運営改善

を中心 とした 「質 と効果」の改善 を主張 し、後者は 「費用 と効率牲 」の改善を主張す る傾向

があった。 このよ うな対立 と分極は現在 も解消 されていないが、それを乗 りこえた協働が今

日のIRに 求められ る方向である （岡田 ・沖2008） 。

高等教育機 関の内部における経営の力量の向上 とい う点で、人的に期待 されているのが事

務職員である。鈴木は、ア メリカで専門職 （正確には準専門職であろ う） として成立 してい

る大学管理者 （大学ア ドミニス トレーター） を参照 して 日本における大学事務職員の職務内

容 を検討 した。その結果、幹部事務職員や事務系管理職 の養成 を主眼とす るジェネラル ・ア

ドミニス トレーター と、教育研究支援 に関連 した業務 に従事す るアカデ ミック ・ア ドミニス

トレーターの養成が 日本では考 えられ る とし、後者の職務 、大学の組織上の位置づけを検討

している （鈴木2007） 。

３節　大学経営論の課題

本稿 では、先行研 究の検討を中心 として大学経営論の展開をま とめた。その範囲内で、 日

本における大学経営論の課題をあげたい。本報告書でそのすべてを扱 ったわけではな く、実

態分析 を伴わないのでやや抽象的であるが、 この段階における著者な りの論点整理である。

（1）日本の高等教育の課題 として、知識基盤社会の到来、国際化、少子化な どが指摘 され

ているが、 これ らは政府の政策課題で ある とともに個別大学が直面する経営課題でもある。

実際、審議会答 申などの政策文書ばか りでな く、先 にあげた大学経営に関す る著作の多くに

も言及 されてい る。一般に、それぞれの国や地域には法的 ・行政的 ・社会的 ・文化的な規制

があ り、政府 は大学の教育研究条件 、活動のあ り方、成果な どに基準を設定 して、個別 の大

学はそれ らのも とで自らの使命や 目的 を追求す ることになる。大学 は受 け身であるばか りで

はな く、たとえば政府 に対す る圧力 団体 として影響力 を行使す ることもあるが、それ らの結

果 として大学の活動のあ り方が規定 され るといえる。また、望ま しい高等教育システムの実

現をめざして個別大学の活動を支援す る政策が、競争的な資金配分な どの形で行われている。

したがって、大学経営論の前提 として、政府が設定する諸基準の適切性が議論 の対象 とな

ろ う。 たとえば、教育機会の提供 とい う視点か らかつてのよ うに大学の地域別配置を考慮す

るべ きかどうか、大学の規模 によるちがいを考慮するべきか どうかなどである。教育の機会

均等は、教育の重要な価値のひ とつにかかわる。それ を地域差に集約 してよいか どうかは と

もか く （苅谷2009） 、政府が設定す る諸基準に反映 されても不思議ではない。大学の規模は、

組織のいわゆる体力差にかかわる。高等教育政策 の課題 としてあま り注 目され ていないが、

産業界では中小規模の企業を対象に、育成、発展、経営の向上を 目的 とした政策が中小企業
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庁によって展開 されている。政府 が設定する諸基準が変更 されれば、個別 の大学は利益ない

し不利益を受けるか ら、高等教育システム全体のあ り方 との関係で議論 されるべ きである。

（2）企業における生産 と流通は、経営学では価値創造機能 とされ、現実にも企業間競争の

主要な舞台 となっている。大学 にお ける価値創造 は、教育、研究、社会貢献の諸活動 によっ

て行 われている。 この部分 に対す る大学経営の立場か らの さらなる注力、 とりわけ教授学習

過程 におけるイ ノベー ションや、教育支援、学習支援、学生支援 といった活動の充実が求め

られ ているのではないか。財務 ・財政問題が 日本 の大学経営における今 日の重大問題である

ことは認識 しているが、 日本の大学経営論の うち、書籍 の内容がそれに集中 してい るのは学

問としてあま り健全 とはいいがたいのではないか。

日本の高等教育研究において も価値創造機能が注 目され、FDや 学士課程教育に関す る研究

として展開されてい るが、国立大学法人における教育研 究の質 を高める職員論の不在 とい う

羽田 （2009b）の指摘をふまえれば、この部分には大学経営論が今後に取 り組むべき重要な課

題が数多 く含 まれている。職員論 との関係でいえば、学長 を中心 とした経営陣 と、教員や職

員の協力が強 く求められ る領域 といえよ うか ら、大学経営におけるヒ トない し組織の問題 と

しての展開も期待 され よう。

（3）知識基盤社会 とは、社会のあらゆる領域 で知識の重要性が飛躍的に高まる社会である

か ら、情報技術やインターネ ッ トの普及が、大学経営 に大きな影響 を及 ぼす可能性がある。

この うち、eラ ーニングなど情報技術 を活用 した教育活動 については吉 田 （2006）な どの研

究成果がすでにあるが、ここで指摘 したいのは大学の外部でウェブ上に蓄積 された知識量の

飛躍的な増加 のことである。すでに今 日で も、 ウェブ上に世界規模 で 日々に追加 ・更新 され

る莫大な知識の集積か ら、検索エンジンによって精選 された知識を無料で得 ることができる。

このことに注 目して、情報技術 とウェブによって 「学習の高速道路」が整備 された とした り

（梅 田2006：210－217） 、「大学 とい うビジネスモデルは もう今 までの ような形では成 り立た

ない」 （梅 田 ・茂木2007：96） とする論者 もある。

こ うした主張を鵜呑みには しない としても、軽視するべきではなかろ う。中世以来の伝統

をもつ大学システムの強靱 さには信頼 をお くとしても、知識基盤社会のなかで価値創造 にお

ける大学の長所が どこにあるのか、その所在 をあ らためて確認 してお く必要がある。大学の

強み としてただちに想定 され るものには、学位の授与、教育の視点か ら適切に編成 された信

頼性の高い知識の提供、対面による知識伝達のライブ感、対人関係や友人 関係 を形成する場

の提供、知識の提供に とどまらない能力 開発や人格形成 などがあろ う。大学はそれ らを吟味

し、強化 した うえで、社会に向けて強調す る必要があるのではないか。

注

本稿で参照 した大学院の ウェブサイ トは以下のようである。

青山学院大学 http://www.aoyama.ac.jp/graduate/management/curriculum.html
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小樽商科大学 http://www.otaru-uc.ac.jp/master/bs/contents/mba_program/curriculum _course.htrn

グロー ビス http://mba.globis.ac.jp/curriculum/curriculum_map.html

同志社大学 http://bs.doshisha.ac.jp/modules/mba _program3/index.php?id=1#wrapper

名城大学 http://emspd.meijo-u.ac.jp/education/

ベイパス大学 http://www.baypath.edu/CrraduateProgram/BayPathOnline/OnlinePrograms/MSHigher 

EducationAdministration.aspx

ヘ ラー大学 http://heller.brandeis.edu/academic/mba/curriculum/index.html

ノー ス ウェス タン大学 http://www.sesp.northwestern.edu/higher/curriculum/

セ ン トクラウ ド州立大学 http://www.stcloudstate.edu/hied/master/courses/asp

スパルタス大学 http://www.spertus.edu/degreeprograms/nonprofit/abouttheprogram.php
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ア メ リカ にお ける学 士課 程教育 と大学経 営

学習成果の維持向上 と財政の改善を考える

高 野 篤 子

は じ め に

一部の大学の潤沢な基本金や莫大な寄付 といった事例に 目を奪われ がちであるが
、アメ

リカ合衆国のほ とん どの大学は、学生が在籍 してい ることよって得 られ る収入 、すなわち

授 業料やその他 の関連す る収入や補助金、学生に対す る奨学金な どの収入に よって運 営 さ

れてい る。 地道 に学生を確保 し、授業料収入 を得 ることが、大学経営 の安定には欠かせ な

い。 同時に、教育 目標 を明確 に し、その具体的 な成果 を証明す るアカ ウンタ ビリティ （説

明責任 ）も求め られ る。

本稿では、アメ リカ合衆国において重 要性 を増 しているエ ンロール メン ト （就学形態）

と財政運営 の関係 および学士課程教育のア ウ トカム （教育の成果）つ くりを図る研 究の動

向 と実践例 を考察する。最初 に、エ ンロール メン ト・ポ リシー と財政上のマネ ジメン トの

関係 を整理 し、次に大学 にとって 良質の学生 を確保 ・維持す るための戦略 としてのア ウ ト

カム ・アセ スメン ト、方法 としての ラーニング ・コミュニテ ィや ポー トフォ リオにつ いて

検討す る。 そ して、今後の 日本の学士課程教育 と大学経営に関す る示唆を得 たい。以 下で

は、2006年8月 下旬にアイオワ州の ノエル ・リビッツ社 、ワシン トン州 のワ（Noel－Levitz）

シン トン大学 とエバー グ リーン州立カ レッジ、オ レゴン州のポー トラン ド州立大学を訪 問

し、そ こでの調査によ り得た情報 ・資料 を主 として用い る。

１節　エ ンロール メン ト・ポ リシー と財政上のマネジメン ト

ア メ リカ合衆国には大学 を顧客 とし、各大学のエ ンロール メン ト、マーケテ ィング、学

生 の成功 といった 目標 の達成 を支援する コンサル ティング会社が存在す る。30年 以上 にわ

た り、約1，800の 大学に関わってきたノエル ・リビッツ社には、95人 のフル タイム ・スタッ

フに加 えて60人 のパー トタイ ムがい るとい う。 この会社の顧客 には ２番手か ら ３番手の大

学が多 く、学生募集、授 業料 と奨学金 、 リテ ンシ ョン （在籍継 続）に関す るコンサル テ ィ

ングを行 っている。具体的には、 リテンシ ョン率 （在籍継続率） を上げるためにコンサル

ティングを毎月行 ない、 リテ ンシ ョンの予測に関す るデータを分析 した り、年 に １回、学

生 １人につ き、 ２ドルで学生満足度 を、 ７ ドル で動機 付けの診断 を実施 している。また、

学生 に接す る最前線のスタ ッフの訓練 とい った、学生支援サー ビス向上 のための教育プ ロ

グラム も提供 している。
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このよ うな ビジネ スが成 り立つのは、浮沈の激 しいア メ リカの高等教育界で生 き残 るた

めに、個々の大学 が学生の人 口動態や政府の方針 の変化等に敏感に応 えるためであろ う。

ノエル ・リビッツ社の20O2年 の報告による と、2012年 までに高等教 育へア クセ スす る学生

数 が さらに多 くなる、 とりわけ ヒスパニ ックの学生数が よ り多 くなる と予測 され ている1）。

仕 事を得 るのに中等後教育を受 ける必要性が さらに高 ま り、高校卒業生 の75％ 近 くまでが

進学 し、大学の卒業率は約59％ で、初年次での 中退率は約21％ になる と見積 もられている2）。

すなわち、 ２年次 に退学 ・転学す る学生 が多いため、それを防 ぐことが各大学での大きな

課題 となる。また、州の高等教育 に関す る予算 は削減 され る傾 向にある3）。こ うした状況に

対応するために、各大学は学生の就学に ともな う収入 を確保 し、有効 に活用す ることの重

要性 を 自覚 し始 めた4）。

学生の在籍状態 と財政運営の間には、教育課程の編成や教育方法 を含 めて、相互 に重要

な関連がある。 ノエル ・リビッツ社では、戦略 を立てる上で基本的 に着 目すべ き点 として

次の ８つをあげている5）。それは、①大学のポジシ ョニング、②価格設定、③学資援助 ポ リ

シー、④学生のマーケティングとリクル ー トメン ト、⑤学生集 団のコス ト、⑥教育上の定

員 と需要のコス ト、⑦学生の リテンシ ョン、⑧補助的収入である。

まず第 １は、大学のポジシ ョニングであ る。受入れ率や新入生の学力 といった選抜性、

学費 ・授業料の費用か ら、図 １の ように、I選 抜性が高 く ・授業料 が高い、II選 抜性 が高

く ・授業料が低い、III選抜性が低 く ・授業料が高い、IV選 抜性が低 く ・授業料 が低い、に

分 けられ る。Iは 豊富な基本財産 と高い入学選抜性 をもつ トップ レベルの私立大学、IIは

選抜制の高い州立 の旗艦 大学、IIIは少 ない基本財産 と高い授業料ディスカ ウン ト率 となる

選抜性 の高 くない地域の リベ ラルアー ツ ・カ レッジ、IVは コミュニティ ・カ レッジや州 立

４年制大学や一握 りの非常 にコス トのかか らない独立 したカ レッジ とな る。ACT/SATの 点

数な どをもとに、現在の 自大学の位置づ け、 さらにライバル校 と比較 して 自大学が 目指す

べ き将来に向けたポジ ョニングを行な う。

図 １　 大学のポジシ ョニ ング
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第 ２に、授業料 の設定であるが、①原価標準の価格付け、②授業料等のデ ィスカ ウン ト、

③授業料等の増額 （望 ま しくない結果を招 く場合がある）、④差別的価格 の形成 （実験や実

習の費用を別に徴収す るな ど）、⑤競争価格 の設定 （ライバル校 との兼ね合 い）な どの方法

がある。第 ３に、生活 の必要度 に もとづいた財政的援 助か、才能 ・成績に もとづいた財政

的援助 か といった学資支援ポ リシーを定める。第 ４は、学生マーケテ ィング とリクルー ト

の問題 である。新入生 １人のマーケテ ィング とリクル ー トにかか る平均の費用 は、 ４年制

私立大学で1，961ドル、 ４年制公立大学は516ド ル、 ２年制公 立大学は322ド ル である6）。

第 ５に、通学生や留学生 といった学生集 団をいかに構成す るかである。第 ６に、図 ２の

よ うに、キャパ シテ ィ （収容力） と需要 を考慮す るこ とである。つま り、学生 １人当た り

か らの純収益が高 く、各科 目の学習 ・教育上のキャパ シテ ィに対する履修学生数の割合 が

高 くなるよ うにカ リキュラムを設定 ・持続すれ ば、財政上プラスになる。逆に、学生 １人

当た りか らの純収益が低 く、科 目のキャパ シテ ィに対す る受講学生の割合の低い場合は、

その科 目自体を削減 も しくは廃止す る必要があろ う。学生 １人当た りか らの純収益が高 く、

履修す る学生が少ない場合 は、受講者 を増やす努力 をすれ ば成長が見込まれる。

いずれにせ よ、学生の リクルー トメン トと学資支援プ ログラムの分析 に ともない、教育

プ ログラムの収容力 と需要に関す る条件 を設定す ることであ る。選択お よび必修科 目が収

容力の問題 で履修できないことは、 ドロップア ウ トや転学の原 因 とな りうる。登録者不足

の科 目は学生 １人 当た りのコス トが高 くつ くし、 コス トの高い科 目と取 る学生の割合 はバ

ランスシー トに直接に否定的影響 を与 える。特定の科 目に学生の希望が集 中 した り、登録

学生の少ない科 目が多す ぎた り、高い コス トの科 目に多 くの学生が殺到す る ことは、財政

に影響 を与える。 したがって、学生の需要 と収容力のギャップを調べ る必要がある。

図 ２　 キャパ シテ ィと需要の関係
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教育プ ログラムの経済的 な効率 を評価す るこ とに加 えて、第 ７は、収入 の増加お よび改

善にむすびつ く学生の リテ ンションであ る。そ もそ も学生が在籍 しな けれ ば授業料等の学

費に関す る収入が得 られ ない。初年次か ら ２年次、 ２年次か ら ３年次、 ３年次か ら４年次

への リテ ンシ ョン率 と卒業率を分析 す る。第 ８の補助 的な収入 としては、洗濯 ・ク リーニ

ング代、施設利用代、食費、住居費、印刷 ・コピー代 、駐車代 、書籍代 、コンピュー タ関

連 のサー ビス代の徴収が考え られ る。

学生 をどのよ うに大学 で就学 させ るか とい うエ ンロール メン ト・ポ リシー と財政上のマ

ネジメン トは相互 に補完 し合 う。そ して、学生の確保 ・維持 には、 さらに次 に述べ る教育

上のマネジメン トが課題 となる。

２節　教育上のマネジメン ト

アメ リカでは政府 とア ク レデ ィテー シ ョン団体か ら大学 に対す るアカ ウンタビ リテ ィ

（説 明責任 ）を求 める圧力 が増 し、教育の質 と効果について、 ここ20年 来、 もっぱ らイ ン

プ ッ トとプロセスにあった関心が、ア ウ トプ ッ トとア ウ トカムに重点が移行 してきた7）。こ

れまで、教育の質 は、入 ってくる学生の学力 、教員の質や評判 、蔵書の数や学生が利用で

きる他 の学習資源 といったイ ンプ ッ ト、そ して提供 されているプ ログラム、カ リキュラム

の必修条件 、学生支援サー ビスの利用可能性 といったプ ロセ スに よって評価 されていた8）。

しか し、1990年 代 に入 ると、大学は学生 に与える付加価値 が問われ るよ うになった。す な

わ ち、これまでの評価尺度 であった大学 の知名度や伝統 といった評判 、教員数 といった資

源、卒業生の就職率、大学が提供する専攻の数 とい った要素だ けではな く、学生が大学 で

獲得 した知識やスキル とい った教育の成果 を測 ろうとす るよ うになったのである。

付加価値 を評価す る上で注 目され てきたのがア レクサ ンダー ・アスティンのI-E-Oモ デル

である9）。学習開始の時点 （例 えば大学の入 り口）におけるイ ンプ ッ ト、すなわち学生がは

じめに持 っている知識や スキルや態度等 が、一定期間 の学習 （大学の さま ざまな環境 のも

とでの教育 ・経験） によ り、カ リキュラム修了 （出 口である卒業な どア ウ トプ ッ ト）時点

で どうなるのか成果 （ア ウ トカム）を測 るとい うものである。到達 目標 は各大学で独 自に

設定するものであるが、学士課程 においては コミュニケー シ ョン能力や 自己管理能力 とい

ったジェネ リック ・スキル （generic　skill）とよばれ る汎用的な能力の獲得を評価する傾 向が

強 ま りつつ ある。個 々の大学は、大学教育で何 を教 えるかよ り、 どうい う能 力を どの よ う

に して学生 に身につ けさせ るか、学生が何 をどれだけ ど うで きるよ うになったのか、 とい

う教育の成果に重 点を置 くよ うにな り、ア ウ トカム ・アセ スメン トの導入 ・実施 によって

教育の質 を確保 しようと試みるよ うになった。

学 習 の 成 果 （ラ ー ニ ン グ ・ ア ウ ト カ ム ） の 指 標 と し て 、CIRP（Cooperative　 Institutional

Research　 Program） 、NSSE（National　 Survey　 of　 Student　 Engagement） 、CAAP（Collegiate

Assessment　 of　Academic　 Proficiency） 、CSEQ（College　 Student　 Expectations　 Questionnaire） な ど の
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全国的な調査がある。各大学 は実際にア ウ トカム ・アセスメン トを行な うにあた り、 これ

らの全国的な調査 を利用す る他に、大学独 自で学生の成績、 コンプ リヘ ンシィブ ・イ グザ

ム、イ ンターンシップ、ポー トフォ リオ、イ ンタ ビューな どを用いてい る10）。教育 におけ

るア ウ トカムを高める要因 として明 らか になっているのは、学生 同士の相互作用、学生 と

教員の相互作用、人種や倫理的な課題 の討論、多様性の確保、チ ュー タ リングであ る11）。

特に、大学での教育 ・経験の質その ものを向上 させ、カ リキュラムお よび学生の履修登録

管理 を計画的かつ効率的 にす る教育方法 として、前節 の費用対効果の関係か らみ ると、初

年次にお けるラーニング ・コミュニテ ィと、大学での教育 ・経験 を質的に評価するツール

としてのポー トフォ リオが有効 な方法 とな り得 るであろ う。

ラー ニ ン グ ・コ ミュニ テ ィ とは、複 数 の科 目が リンク した もの で、 そ の 中 に学生 小 集 団

が含 まれ 、 学 生 は互 い の つ なが りや教 員 とのつ な が りを保 ち、学 習 効 果 を高 め る こ とが で

き る とい う方 法 で あ る12）。 学 生 は 自分 の ラー ニ ン グ ・コ ミュニ テ ィ内 で他 の学 生 と友 人 に

な る傾 向がみ られ 、これ を通 じて学 び の グル ー プ を よ りたやす く形成 す る こ とが で き る13）。

最 終 的 に、 ラー ニ ン グ ・コ ミュニ テ ィは 、学 生 と教 員 との相 互 交 流 を促 進 す る。 これ らの

総合 的 な組 み 合 わせ の成 果 と して 、学び が 向 上 し、大学 で の体 験 に 対す る満 足 度 が上 が り、

リテ ンシ ョン率 （在籍 継 続 率） が 高 ま る。 ラ ウフグ ラーベ ン （Laufgraben　2005） に よれ ば 、

ラー ニ ン グ ・コ ミュニテ ィ内 の学 生 は、 ラー ニ ン グ ・コ ミュニテ ィ外 の 学生 よ り、典 型 的 に

高い 点数 を得 、長 く学校 に留 ま り、ま た ラー ニ ン グ ・コ ミュニ テ ィ内 の学 生 は 、ラー ニ ン グ・

コ ミュニ テ ィ外 の学 生 よ り、学 校 に つな が っ てい る と感 じて い る とい う14）。

教 育プ ログ ラム の評価 は、 リテ ンシ ョン （在 籍継 続 ）率 、成 績 、GPA（grade　 point　averages）

とい っ た数 量や 、満 足度 とい った認 知 に 関す る学生 調 査 に よ り立 証 しよ うとす る ものが 多

い15）。 ポ ー トフォ リオ は 、学 生 が学 習 の 達成 を示す もの を累積 す る こ とに よ り、学 生 の成

長 を質 的 に評 価 す る試 み で あ る16）。 学 生 が授 業 の最 初 に書 い た作 文 と最 終 に書 いた 作 文 を

デ ィベ ロ ップ メ ンタル ・ポー トフォ リオ （developmental　portfolio） と呼 ん だ り、対 話式 の レ

ジ ュメや イ ン ター ンシ ップ先 の指 導者 か らの 手紙 な どを集 め て シ ョー ケー ス ・ポー トフォ

リオ （showcase　 portfolios） と した りす る大学 もあ る17）。 また 、学 生 だ けで な く、 教員 も し

くは 、大 学 の組織 全 体 の評 価 に ポー トフォ リオ を活用 してい る大 学 もあ る。

アメ リカの大学 では、 １年次か ら２年次に進級す るときに転校 した り、退学 した りす る

こ とが多いために、大学に入 った初年次の学生の在籍 を継続 させ るために初年次教育が行

われてい る。高校か らの円滑な移行 を図 り、大学での学習や社会的経験を成功 させ るべ く、

主に大学新入生を対象に総合的につ くられた教育プ ログラムで ある初年次教育を中心 に、

外部か らの評価 に耐 え うるアウ トカムつ くりを効率的に実施 した ４年制 の州立大学 ３校 に

着 目す る。

次節 で は、ユー ・エ ス ・ニ ュー ス ・ア ン ド ・ワー ル ドレポー ト社 の2006年 度America’s　Best

Collegesに お い て上位 に ラ ンキ ング され 、高 等教 育 の 関係 者 か らもその教 育 プ ログ ラムの成
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功が認 め られているワシン トン大学、エバー グ リー ン州立カ レッジ、ポー トラン ド州 立大

学を取 り上げる18）。 これ ら３つの州 立大学は、高校 にお ける成績が上位層、中下位層、 中

上位層 と入学 して くる学生の学力、す なわち大学のポジシ ョニ ングおよび学生の集団の性

質がいずれ も異なるが、 ラーニ ング ・コミュニテ ィとポー トフォ リオを活用 してい る。州

か らの財源 の縮小 、多様化す る学生の増加、教育の成果の立証 とい う課題 をいかに克服 し、

どのよ うに学生を大学に適応 させ、学習 を維持 ・継続 させているのかを検討す る。

３節　経営戦略につながる教育課程 の編成お よび教育方法

１． ワシン トン大学

ワシン トン大学 （University　Washington）of　 は ３つ のキャンパスを持つ伝統のある大規模

大学 である19）。州立の研究大学す なわち州 の旗艦 大学であるが、ア ウ トカム ・アセスメン

トの動 きに容赦 な く巻 き込まれ、 ここ15年 か ら20年 の間に、大学 を学習す る機 関 （ラーニ

ング ・カ レッジ） にす るために、所属 してい る学問分野や クラスを超 えて、学生に対す る

教育責任 を果たそ うとい う合意ができた。特に新 しい学長が学士課程 の教育に力を入れて

い る。学士課程の学習および教育 を支援する学士課程教育 （Undergraduate　Education） のオ

フィスには ７人のプロフェショナルが配属 されている。

ワシ ン トン大学 の ラー ニ ング ・コ ミュ ニテ ィに は、 成 績優 秀 者 を対象 と した 特別 教 育 プ

ロ グラ ム （Honors　programs）20） 、環 境 プ ログ ラム21）な どい くつ か のプ ログ ラムが あ るが 、

中で もユ ニー クな ラー ニ ン グ ・コ ミュニ テ ィはFIGs（Freshman　 Interest　Groups） プ ログ ラム

で あ る。新 入 生の約70％ 、約3，200か ら3，500人 が 秋 の学期 （クォー ター ）に履修 登録 す る。

このプ ロ グラム は 、下 記 の例 の よ うに一般 教 育 の3～4科 目を12～17単 位 の1FIG、 す な わ

ち １ク ラス ター のパ ッケー ジ と し、全部 で165FIGs（165ク ラ ス ター ）ほ ど設 定 され て い る。

学生 はそ の 中か ら 自分 の興 味 ・関心 の あ る1FIGを 選 ぶ22）。各FIGの 中に 、新 入 生 の 「GEN　ST

例 　 　 は 、FIGsプ ロ グ ラムに参 加 す る 同一 の学 生集 団 か らな るラー ニ ング ・コ ミュ

ニテ ィで、FIGリ ー ダ ー と ともに必 ず週 １回以 上 は顔 を合 わせ 学習 す る こ とに な る。

1FIG（ １ ク ラ ス タ ー ） 

Introduction to Public Speaking ５単位

Introduction to Comparative Politics ５単位

The University Community ２単位

1FIG（ １ ク ラ ス タ ー ） 

Survey of Western Art-Ancient ５単位

Introduction to Psychology ５単位

The University Community ２単位
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（General　Studies）199ユ ニ バー シテ ィ ・コ ミュニテ ィ」 とい う科 目が必 ず含 まれ る。

「ユ ニバ ー シテ ィ ・コ ミュニ テ ィ」 は、 週 １回50分 間 の ２単位 の科 目で、20か ら25人 の

学 生 の小集 団で構 成 され る。 学 生 は 、学 部 の 上級 生 や 大 学院 生 で あ るFIGsリ ー ダー の も と

で、学 習 の計 画 に つ いて な ど さま ざま なデ ィス カ ッシ ョン を行 った り、 オ ン ライ ン ・ポー

トフォ リオを作 成 した りす る23）。FIGsは 一般 教 育科 目で あ るた め、 「ユ ニバ ー シテ ィ ・コ ミ

ュニ テ ィ」以 外 の 科 目が何 百人 に もな る よ うな大規 模 な講 義科 目 とな る こ と もあ る。 しか

し、FIGsに 参加 した 同 じテ ー マや 興 味 を もつ20か ら25人 の学 生 た ちは 、同 じFIGの 仲間 と他

の ク ラスで も一緒 にな る こ とに よ り、 自動 的 に即 時 の ス タデ ィ ・グル ー プ を つ くる こ とが

で き る。 また 、FIGsは 、 教室 内だ け で はな く、教 室 外 で の経 験 を重視 す るテ ーマ を決 め て

の研修 旅 行や 、社会 的活動 や 共通 のテ キ ス トの読解 （common　 reading） を通 じて 地域 の こ と

を知 るな どの調 査 ・研 究 を行 な っ てい る。

この よ うに して 、1987年 か ら開始 され たFIGs（Freshman　 Interest　Groups） プ ロ グラム は新 入

生の履修 登 録 、お よび 意 味の あ る コネ クシ ョンづ く り、大 学へ の適 応 を助 けて きた24）。 し

か も、FIGs（Freshman　 Interest　Groups） は複 数 科 目を1つ の ク ラス ター に した だ けの もの なの

で、各 科 目の教 員 の負 担 が 従 来 に比 べ て増 えた り、 ま た担 当教 員 間で シ ラバ ス を調 整 した

りす るこ とは ない。 む しろ、 一般 教 育 に あ た る各 科 目を提 供 して い る従 来 のデ パ ー トメ ン

トに とって は 、FIGsで 関心 を もった 学 生 が 自分 た ちの 専攻 を選 ぶ 、す なわ ち 自分 た ちのデ

パー トメ ン トの 学生 が 増 え る とい うメ リッ トが あ る。 さ らに、教 員 向 けに、 成績 評 価 、TA

の活 用 の仕 方 、大 規模 クラ スの授 業 につ い て の ワー ク シ ョップ の 実施 とい っ た支 援 プ ロ グ

ラムが用 意 され て い る25）。

ワシン トン大学 は研 究大学 なので、成績優秀者 を対象 とした特別教育 プログラム と環境

プログラムには、学事部 門 （academic　affairs）の州の予算が配分 され るが、　FIGsに は割 り当

てられていない。FIGsは 独 立採算制を とってお り、2003年 には どの学生 か らも新入生登録

費250ド ルを徴収す るよ うになった。FIGsの リーダーを務めるボ ランテ ィアは学内で募集 さ

れ、10週 間の リーダー養成 コースを受ける。応募者 のGPAは 重要であるが、ピア ・リーダー

としての情熱 と履修の履歴 など学生 自身の経験 を考慮 して選 出 されている。FIGsリ ー ダー

に とって、FIGsリ ーダーの経験そのもの と、全体で もらえる ６単位 がイ ンセ ンテ ィブにな

っている。FIGsプ ログラムのアセ スメン トは、学生の意見 とピア ・リーダー の意見、担 当

教員か らの意見 を聞いて行 な う。規模 が大きな教室では学生の評価がば らつ くが、25人 く

らいの小規模 では学生 の評価が大体 同じにな る。

ワシン トン大学のFIGsプ ログラムは、提供 され る科 目間相互の調整 ・統合 がほ とん どな

いにもかかわ らず、非常に低 コス トで成 果をあげている とされ てい る26）。 それ は、州か ら

予算配分 されない代わ りに各学生か ら費用を徴収 し、ボランテ ィア学生の ピア ・リーダー

や 、研究志 向の教員ではな くプ ロフェ ッシ ョナル ・ス タッフの活用等 によるラーニ ング ・

コミュニティを形成 し、プログラムの定員管理を行ってい るか らであろ う。
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2． エバ ー グ リー ン州 立 カ レ ッジ

エバ ー グ リー ン州 立 カ レ ッジ （The　Evergreen　 State　College） は、 地方 に位 置 す る比 較 的に

歴 史 の浅 い リベ ラル ア ー ツ ・カ レ ッジ で あ る27）。 ガ ス キ ン （Guskin） らに よれ ば、全 学 に

お け る教 員 の役 割 と教 育 の負担 の 見 直 しに よ り、他 の 州 立大 学 と同様 の予算 で高 い教 育 の

成 果 を あげ てい る と評 価 され て い る28）。 この 大 学 は州 立 の リベ ラル アー ツ ・カ レッジ とは

い え、 学 生の25％ が 寮 に住 み 、75％ が 自宅 通学 生 で あ る。在 籍者 数 は約4，200人 、50％ が転

入 学生 と成 人学 生 で ある。 フル タイ ムの 教員 数 は約160人 、 クラ スの規 模 はす べ て100人 以

下 で あ る29）。

エバー グリーン州立カ レッジの使命 は、「革新的な、芸術 、人文科学、社会科学、自然科

学のインターデ ィシプ リナ リな教 育プログラムを通 して、学生の潜在能力を実現す るのを

助 ける」ことである30）。加 えて、「コミュニケー トす る、問題解決す る、現実の問題 に向け

て協力的かつ 自主的 に働 くとい う基本ス キル を ともな った卒業生を輩 出」す ることを 目指

している31）。卒業生 に対す る期待 とは、「多様な社会 に参加 し、協力す ること。責務 を引き

受 けるこ と。創造 的に効果 的にコミュニケー トす るこ と。統合的かつ 自立 した批判 的思考

を行 な うこと。」な どであ る32）。

この教 育 目標 を達 成 す る た めに 、① コア ・プ ログ ラム 、② オ ール レベ ル ・プ ログ ラム、

③ ロ ウアー ・デ ィ ビジ ョン ・プ ロ グラ ム、④ ２年 生 以 上 の プ ロ グ ラム とい う、 ４つ の科 目

区分 を設 定 して い る33）。

① コア ・プ ログラムは、将来の勉 学や キャ リアに備 えるための基礎知識やスキル を学生

に身に付 け させ るために設 定 されている。初年 次の学生は コア ・プ ログラムに登録す る。

2006年 度は次の ９科 目である。「黒人、カ ソ リック教徒、ユ ダヤ教徒 ：アメ リカの経験」、「文

化 と公的領域 ：メデ ィア、芸術、法律、文学の諸研 究」、「シェイクスピアの女性 との対話」、

「種の理解」、「視覚的生態学」、「生態 系力学 と保存 ：木が森 で倒れるな ら」、 「環境 問題で

の紛争」、 「太平洋岸北西部にお ける森林生態学 と森林マネジメン ト：遺伝子か ら地球温暖

化まで」、「ジェンダー とメディア」。

いずれの科 目も、受講者69人 に対 して教員 ３人、受講者34人 もしくは40人 も しくは46人

に対 して教員 ２人 、受講者23人 に対 して教員 １人 となっている。学生23人 に対 して教員 １

人の割合の ラーニング ・コミュニティ となってお り、学生 と教員、学生同士 の相互作用 を

確実にす る。異なったデ ィシプ リンの教員が複数で教 え、イ ンターデ ィシプ リナ リなアプ

ローチで学生のテーマや課題の探求 を助 ける。セ ミナー、個々の会議 、講義、グループ学

習、研 究調査旅行 、ラボ ラ トリーでの活動を含む。 ただ し、フィール ド ・ワーク、海 外留

学な どの実習費は学生か ら別途 に徴収 してい る。

「文化 ・テ キ ス ト ・言語 」、「環 境研 究 」、 「表 現 芸術 」、 「科 学研 究 」、「社 会 ・政 治 ・行 動 ・

変 化 」、 「ネイ テ ィブ ・ア メ リカ ン と世 界 の先 住 民研 究 」 とい っ た各 プ ログ ラム か らも科 目

が提供 され て い る34）。 各 プ ログ ラム は伝統 的な 学 科や コー ス で は な く、イ ン ターデ ィシプ
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リナ リで、受講者の上限人数が示 されてお り、多 くても7O人 前後 である。

②オール レベル ・プ ログラムは、 １か ら４年生が対象で、主専攻 （major）の単位 として

認 め られ る。25％ が新入生で、残 りは ２年生以上が履修登録す るイ ンターデ ィシプ リナ リ

な科 目である。③ ロウアー ・デ ィビジ ョン ・プ ログラムは、 １年生 と２年生のみが対象で、

それぞれ50％ ずつ の割合 を占める。④ ２年生以上のプ ログラムは、特別 に優秀な初年 次生

にのみ履修が認め られ る。

エバー グ リーン州 立カ レッジのコア ・プ ログラムは、異な る学問分野か らの教員 による

チーム ・テ ィーチ ングが徹底 され たラーニング ・コミュニテ ィで、 １学期 １科 目16単 位 と

な っている。全てのプログラムの最後に、学生は公的 な成績 を構成す る材料 （ポー トフォ

リオ） の一部 とな る自己評価を作成す る35）。

この ような教育を行な うためには、教員が教育熱心である必要があ り、教員 は研究 より

も教育スキルや実践能力 を重視 して採用 され る36）。フル タイム とパー トタイ ム合 わせて221

人い る教員の うち、博士号保持者 は74．2％ となってい る。エバーグ リー ン州 立カ レッジに

は ６人のアカデ ミック ・デ ィーンがお り、採用兼FD担 当のデ ィー ンが １年 に約35人 の教員

を新 しく雇用す る。採用時においてスキルがあ るか否 かを問 うより、教育に専心するつ も

りがあるか否かを文書に書かせ、 この大学で何 を したいか といった夢 を語 らせ るとい う。

教員には、夏に1週 間の研修 、教員向けの手引き、会議 ・会合 、グループ ・ワー クが用意

されている。チーム ・テ ィーチ ングが行 われ るラーニ ング ・コミュニティは教員を孤 立 さ

せず、教育改善に も役 立つ。

大学経営側 に とって こ うした取 り組み のインセ ンテ ィブは、無駄 な一般教育の科 目がで

きず、効率的に科 目を増や して提供 できることである。卒業要件科 目の中で一般教育科 目

の割合が下が り、英語や ライテ ィングの科 目をラーニ ング ・コ ミュニテ ィの コア ・プ ログ

ラム科 目に含 めることによ り、 リメデ ィアル的な科 目をわ ざわ ざ開講す る必 要 もなくなっ

た。 また、各科 目には履修登録の予定者数が設定 され 、研究調査旅行 な どにかかる実費は

学生の負担 とされて、収容力 （キャパ シテ ィ） と学生の需要 との関係 に考慮 した仕組 み と

なってい る。地理的な立地条件が悪 く、州 か らの財源 が縮小 している中、教員 のチーム ・

ティーチ ングによるラーニンング ・コミュニテ ィの運営で、大衆化 ・多様化 した入学者 の

教育効果 を高めなが ら学生を維持 ・確保す る効率的な経営戦略 とい える。

３． ポー トラ ン ド州 立大 学

ポー トラ ン ド州 立大 学 （Portlad　State　University） は、「知 識 を市 に活 かそ う （Let　 knowledge

serve　the　city）」 を標 語 にす る都 市型 の 学生数 ２万2，000人 を超 える州 立大 学 で あ る37）。 この

大 学 は、イ ン ター デ ィシ プ リナ リな ラー ニ ング ・コ ミュニテ ィ とポ ー トフォ リオ ・ア セ ス

メ ン トを実 施 し、一 般 教 育 プ ロ グ ラム を よ り少 ない 単位 時 間で 消化 し、 しか も学生 の 学 び

の成 果 を増加 させ る こ とに成功 した とされ てい る38）。
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1994年 に一般教育の改革 に着手 し、新 しい一般教育プ ログラムであるユニバーシティ ・

スタデ ィーズ ・プ ログラムを採用 した。 これに より、 さま ざまなデパー トメン トにわたっ

て、イ ンターデ ィシプ リナ リな形 で学生 を教員や上級生に結びつけてい くよ うに授業 が改

善 された。統合 された学習経験を一貫 して結合す るこのプログラムの究極の 目標は、生涯

学習 を追求す るさいに必要 とされ る適切な態度 とスキルを身につけた卒業生を輩出す るこ

とである。ユニバーシテ ィ ・スタデ ィーズは リベ ラル ・スタデ ィーズ とオナーズ ・プログ

ラムに登録 した学生を除 くすべての学生 にとって必修 である。 インターデ ィシプ リナ リな

アプローチを伴 う科 目のクラスター は、すべての学生の学習、満 足、 リテンシ ョン （在籍

継続）を高めるとされ る環境要因 と学習機 会を提供す るよ う、次の よ うに設計 された39）。

改革 によって一般教育の単位数は、63単 位必修か ら下記 のよ うに45単 位必修 となった40）。

例

① 初 年 次探 求	 （Freshman　Inquiry：FRINQ） 　 15単 位 　 １年 次 レベ ル

１年 にわ た るメ ン ター の授 業 を と もな う科 目。 イ ン ターデ ィ シプ リナ リな ア プ ロー チ を

用 い て 、テ ー マ につ い て 異 な った視 点 か ら探 求す る。 異 な るデ ィ シプ リンか らの教員 が チ

ー ム と して科 目を教 える。各 教員 は、学部 の 上級 生 か ら選 ばれ た ピア ・メ ン ター （peer　mentor）

とペ ア を組 む 。授 業 は講 義 、グル ー プ で の話 し合 い な どを行 い、それ を補 完す る形 で ピア ・

メ ンター に よ る授 業 が週 ２回行 なわれ て い る。 

② ２年 次探 求 （Sophomore　 Inquiry：SINQ） 　 12単 位 　２年 次 レベ ル

１学期 にわ た る メ ン ター の授 業 を と もな う科 目。 教 員 に よる授 業 が週 ２回 、大 学院 生 の

ピア ・メ ン ター に よ る授 業 が週 ２回行 な われ る。 ２年 次探 求 科 目とア ッパ ー ・デ ィ ビジ ョ

ンの ク ラス ター は相 互 に 関連 し、 ２年 次 探 求科 目の １つ と直接 に リン クす る ク ラス ター か

らア ッパ ー ・デ ィ ビジ ョン ・ク ラス ター は選 択 され る こ とに なる。

③ ア ッパー ・デ ィビジ ョン ・クラスター　12単位 　 ３年次 レベル


２年次探求の科 目と関連があ り、 さま ざまなデ ィシプ リンの科 目か らなる。
 

④ ４年 次 キャ ップ ス トー ン （Senior　Capstone） 　 ６単位 　４年 次 レベ ル


さま ざま な専 攻 や バ ック グ ラ ウン ドを持 った 学 生 がチ ー ム と して コ ミュニ テ ィ ・プ ロジ

ェク トに参加 し、教員 や コ ミュニテ ィの リー ダー と ともに課 題 を理 解 し解 決 す る。

ユ ニバーシテ ィ ・スタデ ィーズは、 自然科学、社会科学、人文科学、プ ロフェッシ ョナ

ル ・スクール の各々のデ ィシプ リンが、 どのよ うに異 なった方法で問題にアプローチす る

のか、 さらに複雑な問題 を理解す るためにそれ らは どのよ うに互いに作用す るのかを学生

に理解 させ るプログラムである。教員たちは、イ ンターデ ィシプ リナ リであるべきこ とを

ペ ダゴジー （教授法）の中心 と捉 えてい る。ユニバーシテ ィ ・スタデ ィーズ ・プ ログラム

の具体的な 目標 は、批判的思考、 コミュニケー シ ョン、人間の多様性の認識 、倫理 と社会
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的 責任 の ４つ で あ る41）。教 員 は 学生 の学 習 を分 析 し、進 歩 を評 価 す るた め に、大 学独 自の

「ル ー プ リック （rubrics）」 を適 用 して い る42）。 ルー プ リック には 、 目標 で あ る 「批判 的思

考 」、 「ライ テ ィ ン グ」、 「数 量 的能 力 」、 「人 間の 経験 の 多様 性 」、 「倫理 的問題 と社会 的責任 」

に関 してそ れ ぞれ の ６段 階 の達 成 基 準 が記 され てい る43）。 ル ー プ リ ックで学期 ご とに評 価

の変 化 を通 してみ るこ とに よ り、学 生 の変容 過 程 を把握 す る こ とが で き る。

一般教育の改革では
、学習のプ ロセスをみてい くこ とを重要 とみな してポー トフォ リオ

を導入 した。最初はポー トフォ リオ を一般教育プ ログラムで用 いたが、工学や建築学 か ら

始まって徐 々に専門教育 にも普及 し、歴 史学、文学、政治学に も有効で、大学院生に も利

用できることがわかった。学生の知識の習得状況や研 究の進捗状況が把握 できるため、卒

業生を雇用する側 もポー トフォ リオを使 うことを歓迎す る。ジ ェネ リック ・スキル とい う

観点か ら学生の学習成果 をみ ると、試験 よ りもポー トフォ リオの方 が知識 を身 につけて運

用す ることに対 して効果 的であった。1991年 か ら紙ベースのポー トフォ リオをデ ジタル化

してeポ ー トフォ リオ （e-portfblios）と呼び、ユニバーシテ ィ ・スタデ ィーズ ・プ ログラム

の ４つの 目標を達成す るために、①初年次探求、② ２年次探求、③ ３年次 クラスター、④

４年次キャ ップス トー ンの各授業で活用 している。学生が 自分で 目標 を記入 し、課題 を管

理 した り、教員 が学生に助言 し、 コメン トを記入 した りできるよ うになってい る。また、

学生はeポ ー トフォ リオ を産業界や官庁お よび保護者 に対 して、地域社会の環境や移民の

問題な ど大学で学んだ成果の説明に使 うことができる44）。

初年次 と２年次 の学生には、基本的なコンピュー タ ・テクノロジー、 リサーチ とライテ

ィング ・スキル、課題 の処理の仕方な どを学ぶ メンター ・セ ッシ ョンが提供 されてい る。

ピア ・メンターである学部 の上級生や大学院生は、GPAが3．0以 上であ り、 コミュニケーシ

ョン能力、問題解決能力、プ ログラムの 目標への関心度な どによ り選 ばれ、州か ら才能 ・

成績 に基づいた奨学金を受 け取る45）。すべてのメンター は多様性 を理解す る教育や ライテ

ィングの指導、テ クノロジーの応用、グループ学習 に関す る訓練 を受ける。

また、教員 について見る と、一般教育だけを教 える教員 を雇い、その人 々を中心 に して、

他 のデパー トメン トの教員 に働 きかけて、ユニバーシテ ィ ・スタデ ィー ズ ・プ ログラムへ

の参加 を促 した。さらに、一般教育の コー スを開発す る教員 には特別な手 当てを支給 した46）。

そ うす ることによ り、全体の約半数の教員 が一般教育 に関わるよ うになった。初年次生が

履修す る一般教育科 目には35％ 、 ４年生 が履修す るキャ ップス トー ンには70％ 程度の教員

が関わっている。教員が一般教育 に携 わるイ ンセ ンテ ィブは、金銭的報酬以外に、デパー

トメン トを越 えた さまざまな教員 と協働 でカ リキュラム開発す ることの楽 しさであ り、一

般教育 を教 えると自分の所属 のデパー トメン ト、す なわ ち専攻 に学生を呼び込む ことがで

きることである。

ポー トラン ド州 立大学では、教員だけではな く州 の奨学金 を受 け取 る在学生が参加 す る

ラーニング ・コ ミュニテ ィに、新 しい教授法 とも言 える充実 したeポ ー トフォ リオ を取 り
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入れ 、学生の需要 を満 たすカ リキュラム編成 とした。

４節　お わ り に

州か らの財源 の縮小 と学生の多様化、地域住民に対す るアカウンタ ビリテ ィ （説明責任）

が とりわけ問われ る州立大学 ３校 の、教育 目標 の設定、教育課程の編成、教 育方法、教育

の成果の測定 について検討 してきた。

ワシン トン大学 は、プ ロフェ ッシ ョナル ・スタ ッフを活用 した独 立採算制によ り、既存

の一般教育科 目にボランテ ィアの ピア ・リーダーによる「ユニバー シテ ィ ・コミュニテ ィ」

を連結 させ 、初年 次教育の質の向上を図 るこ とに成功 している。学生数の多い研究大学で

あるだ けに、研究 を重視す る教員をいか に教育 に巻 き込み、いかにプ ログラムを低 コス ト

で管理運営 し、学生へのサー ビス向上を図るかが大きな課題 であった。一方、比較的に規

模 が小 さいエバー グ リー ン州立カ レッジは、伝統的な学科や専攻 の名称ではな く、「社会 ・

政治 ・行動 ・変化」や 「ネイテ ィブ ・ア メ リカンと世界 の先住 民研究」 といった名称で教

育プ ログラムを用意 し、複数の教員 によるラー ニング ・コミュニティを実現 させている。

全学を挙 げて教育 を最優先 し、すべ ての科 目の履修登録者人数 を示 しカ リキ ュラムを管理

運営 してい る。 さらに、 フィール ド・ワー ク等 の実費は各学生か ら徴収 していた。ポー ト

ラン ド州立大学は、教員 と州か らのメ リッ ト・ベー スのお金 を受 け取 る ピア ・メンター と

の連携によるラーニング ・コミュニティの実現、ルー プ リック とい う教育 目標 の達成基 準

の策定、そ して何 よ りも徹底 したポー トフォ リオの充実 によって、一般教育のス リム化 を

果た した。

日本では、2002年 の学校教 育法の改正 によ り、すべ ての大学 ・短大は、国の認証 を受 け

た第 三者評価機 関の評価 を受 ける ことで教育の質の保証 を行 な うこととなった。 大学評

価 ・学位授 与機構 では、各大学の設定 した 目的 を踏まえて評価 を実施 し、 目的の設定 の適

切性は評価 の対象 とは しない47）。 これは、ア メ リカのア クレデ ィテー シ ョン団体がア ウ ト

カムの評価 を各大学に条件付 けて も目標 そのものの是非は問わない姿勢 と同様 である。

大学全入 の時代の到来 を うけて、それぞれの大学が達成 を 目指 してい るのはどのよ うな

学力なのかを、大学 自身 が改めて問い直す必要に迫 られてい る。何が学士課程教育の 目標

なのか、 ４年間の教育を通 して どのよ うな学力 を身に付けた学生を世に送 り出そ うとして

い るのかを不問に付 したままで、つま り出 口での学力問題 を抜 きに、入 り口での学力問題

だ けを語 ることはできなくな りつつある48）。教育の質 を論 じる際に、学生の学力 をどうと

らえ、 どう教育す るかは、 とりわけ学生か らの授業料収入 に頼 る大学 に とって経営 に直接

的に影響 を及 ばす事柄 とな りうる。

本報告ではアメ リカの ３大学 を取 り上 げ、政府やア クレデ ィテー シ ョン団体へのアカ ウ

ンタ ビリテ ィ （説明責任） を果た し、学生 を確保す るた めに、教育方法やカ リキュラム編

成 を改善 し、経営戦略 としてのア ウ トカムづ く りを行 なってい る事例 を検討 した。 いった
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ん受け入れ た学生 （インプ ッ ト） を、一定期間の学習 に適応 させ 、卒業 させ る （ア ウ トプ

ッ ト） とい う大学の営みの 中で、学生に何 を どれだけ身 に付け させたかが教 育の成果 （ア

ウ トカム） である。 このア ウ トカ ムを左右す るのは、学生 と教員 がいかに学習 ・教育に互

いに関与す るかである。ア メリカ におけ るアウ トカム ・アセスメン トの動 きは、今後 日本

の大学において財務上の見地か らもます ます注 目されてい くことになろう。
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年次のキャ ップス トー ンな どでいずれ も上位にランキングされている。

19）1861年 創 立 。

20）や る気 のあ る学 生 をひ きつ け る30人 く らい の プ ログ ラム。５～ ６世代 前 か ら大学 卒業 者
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22）ク ラス ター とな って い るので 、学 生 は部分 的 に単位 を落 とす こ とが で きない。基 本 的 に
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コ ミュニ テ ィ ・カ レ ッジ にお け る機 関調 査 （IR）部 門

歴史 ・現状 ・課題

井 口 千 鶴

は じめに

近年、大学評価の制度化 に伴い、様 々なデー タの作成 ・管理 に従事す る部門への関心が

日本 でも高まっている。加 えて、2008年 には中央教育審議会の答 申で、学士課程教育 にお

いて達成が期待 され る学習成果の大枠が 「学士力」 と して提案 され、その測定 ・把握 ニー

ズ も議論 され始 めた。教育成果をデー タに基づ き明示する とな ると、それ を専 門的に行 な

う部署 に関する調査 も必要ではないか とい う意見 もあ り、先進 事例 として、アメ リカの高

等教育機関においてかかる業務を行なう機関調査 （Institutional Research 、以 下 で はIRと 略 ）

部門の実態への関心が生まれている。

本稿では、多様 なアメ リカ高等教育機 関のなかか ら、 ４年制大学ほ ど財源 が豊かではな

い コミュニテ ィ ・カ レッジを選択 し、資金潤沢ではない コミュニテ ィ ・カ レッジにおいてIR

部門が どれほ ど導入 され てい るのか、規模や業務 内容 は どの程度の ものか、 ど うい う課題

があるのか、その概要を把握す ることに努 めたい。

１節 　 コ ミュニテ ィ ・カ レッジにお け るIR部 門 の歴 史概 要

アメ リカで も、大学研 究に比較す る と、 コミュニテ ィ ・カ レッジに関す る研 究は遅れが

目立つ。IR部 門について も、大学ほ どには調査 が進んでいる とはいえない。 ここでは、各

年代の代表的参考文献に依拠 しなが ら、 アメ リカのコ ミュニテ ィ ・カ レッジにおけるIR部

（ 

門の歴史概要 について紹介する。

1960年 代

1960年 代 とい えば 、全米IR協 会 （AIR：Association　 for　Institutional　 Research ） が1965年 に設

立 され てい る。 しか し、1966年 当時のAIRの 会員数はまだ230で 、 ４年制大学で さえ常勤の

調査調整役 （コーデ ィネー ター） を置 く所 は多 くなかった。 ルー シェ とボ ッグスの調査

Rouche and Boggs 1968 ） に よる と、 コ ミュニテ ィ ・カ レ ッジ （当時 は まだ ジ ュニ ア ・カ レ

ッジの名称で呼ばれ ることも多かった） に関 しては、調査に回答 したジュニア ・カ レッジ

の23％ に しか常勤 の調査調整役が配置 されていなかった。39％ は調査調整役 を全 く欠いて

お り、それ以外では管理職がその責を担っていた。

1970年 代

クナ ップ （Knapp　1979） によれば、　IR室 の割合 は以前 よ り増 えてはい るものの、まだまだ

財政的基盤 も弱 く、スタ ッフの数 も少 ないのが普通で、通常はわずか １人か ２人 のス タッ

フしか配属 されていない こと、IR室 の有無はカ レッジの規模に関係 があることが判 明 した。
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1980年 代

1985年 以 降 、戦 略 的計 画 （Strategic Planning ） が高等教育機 関にも導入 され、戦略的計画

の策定支援 、教育な らび に研 究評価 のためのデー タ収集 な ど、多様なデータが必要 とな っ

た。 ウ ィル コ ッ クス （Wilcox 1987 ） に よれ ば 、1987年 には南 カ リフ ォル ニア に あ る コ ミュ

ニテ ィ ・カ レッジ1校 当た りの 「常勤 相 当」 （ full-time-equivalent: FTE ）のIRス タ ッフは平 均

0．67人 しかお らず、政府機 関か ら送 られて くるデー タ依頼の調査票 に必要事項 を記入す る

に も十分 な人数 ではなかった といわれ る。1980年 代後 半には州が次 々に達成度評価 （ア ウ

トカムズ ・アセ スメン ト） に対す る需要 を生み 出 したが、追加情報 に対す る需要がIR室 の

存在 を保 障す るほ どにはIR室 は拡大 しなかった。

２節　 コ ミュニテ ィ ・カ レッジにお け るIR部 門 の現状

１． コ ミュニ テ ィ ・カ レ ッジ にお け るIR部 門の設 置状 況 と規模 

Morest and Jenkins （2007）の調査 （①量的調査 と②質的調査 の併用。① はランダムサ ンプ

ル で全 米 の189校 のIR責 任 者 を対 象 にア ンケー トを2005年 春 に実施 し、 回収 率 は59％ で111

校 のIR責 任 者 か ら回答 を得 た。 ② は15州 の28校 の コ ミュニ テ ィ ・カ レ ッジで 学長 、大 学 ア

ドミニ ス トレー ター （administrators ）、IR研 究 ス タ ッフ、教 員 に イ ン タ ビュー ） に よれ ば、

コ ミュ ニテ ィ ・カ レッジ にお け るIR部 門 の設 置状 況 と規模 は 、以 下 の よ うに ま とめ られ る。

ま ず 、 コ ミュニ テ ィ ・カ レッジ にお け るIRの 有 無や 規模 は次 の ４つ に分 類 され て い る。

①IR機 能 を もた ない コ ミュニテ ィ ・カ レ ッジ ：３校 （回 答 を寄せ た機 関 の ３％）。

②IR機 能はあるが常勤相当のスタ ッフ （FTE staff member ） が １名 以 下の コ ミュニテ ィ ・カ

レッジ ：15校 （回答 を寄せ た機 関 の14％ ）。

③IRデ ィ レク ター を １名 雇 用 して い る コ ミュ ニテ ィ ・カ レ ッジ ：45校 （回答 を寄せ た機 関

の41％ ）。 この 中 には 、IRデ ィ レクタ ーが0．5名 以 下 の 常勤 相 当 の ア シス タ ン トを擁 して

い る場 合 も含 まれ る。

④1．5名 以 上 の常勤 相 当の研 究者 を雇 用 す るIR部 局 を擁す る コ ミュニ テ ィ ・カ レッジ ：48校

（回答 を寄せ た機 関の43％ ）。

また、IR部 局の規模 とカ レッジ全体の規模 との関係 、　IR部 局の規模 と設置年 との関係 に

ついては、以下のよ うな相関が見 られ るとい う。

回答 を寄せ た機 関に関 しては、 １校 当た り常勤相当スタ ッフの数は ０人か ら ７人までの

幅があ り、全体の約 ４分 の ３は ２人以下の常勤相 当スタ ッフしか擁 していなかった。 ２人

以上の常勤相当スタッフを擁する コミュニティ ・カ レッジは、概 して大規模校 （学生数 の

平均 は7，763人） に多い。

規模 の大 きなIR部 局は比較的歴史も長 く、1995年 よ り前か らIR部 局 を設置 してい る。 比

較的歴史のある39校 では、その51％ が大規模のIR室 （３人以上の常勤相 当スタ ッフを配置）

を擁 し、小規模 のIR室 （１人未満の常勤相 当スタ ッフを配置） は13％ にす ぎない。それに
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対 して、1995年 以後 にIR部 局 を設置 した比較的歴史の浅い72校 では、大規模 のIR室 （３人

以上の常勤相 当スタ ッフ）は ４％ しかな く、47％ は小規模 のIR室 （１人未満の常勤相 当ス

タッフ）だ とい う。

２． コ ミュニテ ィ ・カ レ ッジにお け るIRス タ ッフ の学歴

コ ミュニ テ ィ ・カ レ ッジにお け るIRス タ ッフ はい か に養 成 され てい るのだ ろ うか。　Morest 

and Jenkins （2007）の調査 によれ ば、回答者 の うち修士 より下位の学位保持者 は11％ にす ぎな

かった。それに対 して、修士あるいは専門職 学位の保持者 が51％ 、博士 （Ph．DあるいはEd．D）

の保持者 が38％ である。IRス タ ッフの学歴 はかな り高いこ とが分かる。専攻分野で見 ると、

教育学専攻 が最 も多 く32％ 、次いで社会科学専攻が23％ 、ビジネ ス専攻が17％ となってい

る。二重学位 の保持者 も多 く、例示 され ているのは、政策分析でMS学 位、政治学でMA学

位 を取得 している場合 な どである。学歴 の高 さと調査研究 の質 との間 には関係があるのだ

ろ うか。確 かに、博 士保持者 の調査研究は、研究手法な どの面では洗練 され てはいるが、

そのよ うな方法論がIRの 仕事 にどれだけ必要であるかは不明確だ とい う。

３． コミュニテ ィ ・カ レッジにお けるIR部 門の業務 と課題

カ レッジは、大学評価の要請 に容赦な く苦 しめられ る。すなわち、州、連邦、認証機関

か らの様々なデー タの要請である。具体的には、プ ログラムの説 明責任、達成度評価 、編

入比率、就職斡旋の検証、卒業率 、評価基準、学生の満足度、職務遂行能力 な どに関す る

データの要請である。データの配列方法や実行す るための必要条件 な ども指示 され る。

これ らの要請 に対 して、IR部 局 は、人事 、入学、学生 の記録 な ど、大学事務局のあ らゆ

るデー タバ ンクに敏速 なアクセ スがで きなけれ ばな らない。近年 、デー タ処理能力が大幅

に向上 し、経済的です ぐに利用 できるよ うになったおかげで、作業効率は昔 よ りも良 くな

ったが、 １校 当た り平均 １人か ２人 の常勤相 当スタッフでは、要求 に応 えるのがや っ とだ

といわれ る。連邦政府や認証機 関の要求 に応 じてデータを用意す る業務に関 しては、小規

模 カ レッジを中心に負担感が強い よ うであるが。

次に、 コ ミュニテ ィ ・カ レッジにお けるIR部 門の業務や経営 との関係 な どについて、も

う少 し詳細 に明 らかにす るためにカ リフォルニア州の事例 を紹介す る。

　 ３節　 コミュニテ ィ ・カ レッジにお けるIR部 門の業務 内容 とカ レッジ経営へ の関わ り ：

カ リフォルニア州 の場合

１．カ リフォルニア州IR協 会 と加盟機 関

全米のIRの 専門職 協会 としては、1965年 に創設 されたアメ リカIR協 会 （AIR）が国内外で

有名 である。AIRに は、州や広域、更には海外 の関連機 関が機 関会員 として登録 している。

カ リフォル ニ ア州 で は、カ リフォル ニ ア州IR協 会 （CAIR: California Association for Institutional
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Research） がAIRに 機 関会 員 と して登録 して い る。　CAIRの ウェブ サイ ト （California Research 

Offices Web Sites: http://www.cair.org/ir/ ）には、以下の加盟機 関が掲載 され てい る。

カ リフォル ニア大学 （University of California ） 群 が10機 関 ：Berkeley, Riverside, Davis, San 

Diego, Irvine, San Francisco, Los Angeles, Santa Barbara, Merced, Santa Cruz

カ リフォルニア州立大学 （California State Universities ）群 が21機 関 ： Long Beach, San Diego, 

Bakersfield, Los Angeles, San Francisco, Chico, Monterey Bay, San Jose, Dominguez Hills, 

Northridge, San Luis Obispo, Fresno, Pomona, San Marcos, Fullerton, Sacrament, Sonoma, 

Hayward, San Bernardino, Stanislaus, Humboldt

カ リフ ォル ニア ・コ ミュニテ ィ ・カ レッジ （California Community Colleges ） が ９機 関 ： 

Cabrillo College, Glendale Community College, Chabot College, Los Rios Community College 

District, City College of San Francisco, Rancho Santiago Community College District, Foothill-De 

Anza Community College District, Santa Monica College, State Center Community College District

（下線 は井 口）

カ リフォルニア大学 （University of California ）群 は10機 関すべて、カ リフォルニア州立大

学 （California State Universities ）群は23機 関の うち21機 関が掲載 され ているのに対 して、コ

ミュニティ ・カ レッジは全110機 関の うち僅か ９機関 しか掲載 されていない。機 関の総数が

違 うのでやむ を得ないが、 コミュニテ ィ ・カ レッジのIR室 は、 ４年制大学 のIR室 に比べて

極 めて小規模 で、ホームページ も未整備 な所 も少な くないか らではないか と推察 され る。

その代 わ りとい う訳 でもなか ろ うが、CAIRの ウェブサイ トには、コ ミュニティ ・カ レッ

ジのIR部 門 と関係 の深い以下の ような専門職 協会 （Professional Associations ） の ウェ ブサ イ

トが掲載 されてい る。 これ らの専 門職 協会 は、 コ ミュニテ ィ ・カ レッジでIR業 務に携わ る

スタ ッフの質の向上や人材交流 ための ワークシ ョップや研究発表 などの機会 を毎年提供 し

てい る。 

National Community College Council for Research and Planning (NCCCRP) 

Research and Planning Group of the California Community Colleges (RP Group)

次 に 、CAIRの ウェ ブサ イ トに掲載 され た代 表 的 コ ミュニテ ィ ・カ レッジのIR部 門 （９機

関） の ひ とつ 、 City College of San Francisco （シテ ィカ レ ッジ ・オ ブ ・サ ン フ ランシ ス コ、

以 下CCSFと 略 ） のIRを と りあげ よ う。

２．CCSFに お け るIR部 門の規 模 と業務 内容

CCSFは 、1935年 に創 立 され た比 較 的歴 史 の あ る、都 市 （urba） コ ミュニテ ィに立 地す る

カ レ ッジで あ る。 単位 取 得 コー ス、非 単 位 取得 コー ス合 わせ て 、約10万 人 の学 生 が学 ぶ 大

規 模 コ ミュニテ ィ ・カ レ ッジ で 、2008年 １月 現在 の教 員 数 は2，099人 （フル タイ ム728人 、

パ ー トタイ ム1，371人 、95％ が修 士 号保 持者 、250人 は博 士 号保 持 者 ） で あ る。 サ ン フ ラ ン

シ ス コ市 内 に10の キ ャンパ ス と ２つ の セ ンター を持 ち 、 ４年制 大学 へ の編 入 を 目指 す コー
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ス、幅 広 い分野 の職 業 専 門 コー ス、ESL（ English as a Second Language ）や高齢者 向けクラ

スな どの非 単位 取得 コー ス （無 料 ）、短 期 の コ ミュニテ ィ ・サー ビス ・コー ス な ど、幅 広い

プ ログラム を提供 して い る。

CCSFのIR部 門は 、コ ミュニ テ ィ ・カ レッジのIR部 門 と しては 大規模 で あ る。ス タ ッフは 、

室長 （１名 ）、調 査研 究 部 門 （３名 ）、計 画 部 門 （１名 ）、助 成 部 門 （３名 ）、 コー デ ィネ ー

ター （１名）で構 成 され 、合 計 ９名 であ る。常勤相 当 に換 算 した ス タ ッフ数 は3．8人 で あ る。

フ ロ リ ダ 州 の マ イ ア ミ ・デ ー ド ・コ ミ ュ ニ テ ィ ・カ レ ッ ジ （Miami-Dade Community College ）

のIR部 門は12人 の ス タ ッフ数 を誇 り、 コ ミュニ テ ィ ・カ レッジ のIR部 門 と しては 最 大級 で

あ るが、CCSFのIRも 、 それ に は及 ば ない ものの 、 かな り大 規模 なIRの 部 類 に入 る。

CCSFに お け るIR部 門 の正 式名 称 は 、「調 査 ・計 画 ・助 成課 」（ The Office of Research, Planning, 

and Grants 、以 下ORPGと 略 ） で あ る。1994年 に創 設 され た の で、 これ また コ ミュニテ ィ ・

カ レッジのIR部 門 としては、ある程度歴 史のある方だ と言 える。

ORPGの 業務内容 は以下の よ うである。

調査研 究 （Research）業務

・報告書の作成 ：学生の達成度 に関す る最新報告書、学生の満足度調査報告書、教職員、

管理職の満足度調査報告書、技術活用調査報告書、および調査報告書概要な どの作成。

・カレッジ、地域 （Local）、広域 （Regional）の コミュニティ動向調査 ：CCSFの 学生数、そ

の特徴、達成度お よび満足度の動 向、サ ンフランシス コの教育動向、地域、広域 の人 口動

態、社会経済変化の概観。

・カ レッジの認証評価のための 自己調査 ：自己調査用 ツール Study　（Self　 Tools） および調査

結果の根拠、補足資料の整備。

・データベー スの維持管理
。

計画 （Planning）業務

・学長の意思決 定に不可欠なデー タを提供す ること
。例 えば、カ レッジの学科やユニ ッ ト

に関す る綿密 な経年調査 （例 えば、1998年 春学期 か ら現在 に至るまでのコースの履修要件、

学生数お よび学生の特徴、達成度 、入学後の伸び）のデー タ、プログラムの調査検討 （program

review） データ、サンフランシス コ地域の教育動向、社会経済変化 の概観 、人 口動態 、大学

進学率のデー タ、 日々更新 され る在学者数のデータなど。

・CCSFの 「計画 ・予算 協 議会 」 （ Planning and Budgeting Council ）、カ レッジの戦略的計画づ

く り （strategic planning ） に向けた報告。カ レッジ全体に関わる諸計画に関する情報整備。

認証評価のための 自己調査スケジュール。

助成 （Grats）業務

助成金獲得 に関わ るすべての側 面に対応 したサー ビスを提供す ることである。教職 員が

助成金獲得の機会 を逸す るこ とのない よ う、適切 な情報を適時に提供 し、プ ロジェク トの

企画を支援す る。助成金獲得後の財務関連 の手続 きも処理す る。最新 の助成月報 （monthly
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grants bulletin ）、 報 奨 制 度 （awards） に 関す る 情 報 な らび に 報 奨 後 の 運 営 （post-award 

management ）、プ ロ グラ ム企 画 （program design ） を支援す るための リソース整備 など。

3．CCSFに おけるIR部 門 とカ レッジ経営 との関係

IR部 門は、学生 の教育改善のた めのデー タを整備す ることが主 目的のひ とつであるが、

カ レッジの経営改善 に有用 と思われ る情報 を、適 時に用意 し伝達す ることも重要な使命で

ある。 カ レッジの戦略的計画や意思決 定に有用 と思われ る情報 を、学長等、執行部 に用意

し伝達す ることによってカ レッジ経営を支援 している。

例 えば、 どうい う情報を執行部 に用意す るのであろ うか。 その一例 として、IR部 門であ

るORPGが2006年9月26日 にカ レッジの計画 ・予算協議会 に提 出 した報告書を挙げることが

できる。そ こでは、学科の リス トラをも念頭 においた情報分析結果が呈示 されている。す

なわち、①場合に よって は廃止 もあ りうると評価 され た学科、②状況の改善 が見 られたの

でブラック リス トか ら外 された学科、③ 更なる経過観察 を要す る学科が、以 下の よ うに リ

ス トア ップされている。

①場合 に よっては廃 止 もあ りうる と評価 された学科 ：Aircraft Maintenance Technology, 

Journeyman/Training, Transitional Studies

②状況の改善が見 られたのでブラック リス トか ら外 され た学科 ：Architecture, Astronomy, 

Asian Studies, Fire Science, Library Information Technology, Graphic Communications (Non-credit), 

Health Science (Non-credit)

③更なる経過観察を要する学科 ： Apprenticeship, Business/Office Technology/Small Business 

(Non-credit), Child Development (Non-credit), Computer Science, Culinary Arts (Non-credit), 

Engineering Technology, Environmental Horticulture/Floristry, ESL, Labor and Community Studies, 

Fashion (Non-credit), Photography, Theater Arts

このよ うに、学科 のプ ログラムの効果 に関 して、「このプログラムの教職員配置は適切 か、

プ ログラムは学生 を引き付 ける力があるか、費用効率は高いか」な ど、プログラムの調査検

討 を行 い、その結果 を次年度以降のプログラム ・デザイ ンに結びつけよ うと試み る。評価

のいわゆるPDCAサ イ クル の一環 をIR部 局が担 っているのである。

４節　結びに代 えて ：コ ミュニティ ・カ レッジにおけるIR部 門の課題 と日本へ の示唆

以上見て きたよ うに、コ ミュニティ ・カ レッジにおけるIR部 門は概 して小規模で、まだ

まだ常勤 スタッフの数を増やす ことが課題 のひ とつに挙 げ られ る。特 に、連 邦政府や認証

機 関の要求 に応 じてデータを用意す る業務に関 して負担感の強い、小規模 カ レッジにおい

て人員増加が求め られている。デスク トップの刊行装置が一般 に利用 できるよ うになった

おかげで、著作物 の迅速な公表ができるよ うにな り、IRス タ ッフの作業は随分簡素化 され

た。 とはい うものの、まだまだ人材配置の点では改善の余地があるといわれ る。
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日本で も、大学評価制度の進展、教育成果の明示要求な ど、IR的 機能 を遂行 するこ とへ

のニーズは以前よ り強まってい る。 しか し、財政的に逼迫 してい る大学 ・短期大学 におい

てアメ リカなみのIR部 門を設置す るこ とは どれ ほ ど可能なので あろ うか。民間の調査会社

な どに委託す る場合に比べて、費用対効果は ど うであ ろ うか。 また、各種データを教育や

経営の改善に活用す ることを期待 されてい る大学執行部は、デー タ活用能力 をどれ ほ ど備

えているのであろ うか。今後、更なる検討 を要す ると思われ る。

［付 記 ］本稿 の執 筆 に あた り、CCSFに お け るIR部 門の 室長 ロバ ー ト・ガ ブ リー ナ （Robert

Gabriner） 氏 に イ ン タ ビュー を行 い 、情報 お よび資料 提 供 に ご協 力 いた だ い た。 記 して 、感

謝 の意 を表 した い。
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アメ リカ にお け る大学 の同窓会

その成立過程 と日本への示唆

江 原 昭 博

１節 は じ め に

アメ リカでは、 ３兆円以上の規模 を誇 るハーバー ド大学を筆頭 として、多 くの有力大学

が豊富な大学基金 をもつこ とが知 られている。 この ことをふまえて、 日本の大学が国際的

な通用性 （中央教育審議会2008） ない し競争力を確保す るには 「一過性の記念事業型募金

に頼るだけでは不十分で、恒常的かつ大規模 な大学基金の確立が不可欠」（東京大学2008：

31－32）な前提であるとの認識 が国公私立を こえて広まってい る1）。大学 の寄付金戦略に関

す る研究 もな され るよ うにな り、2006年 には 『IDE現 代 の高等教育』誌が特集 を組み 、現

在では東京 大学 と野村讃券の共 同研 究が進行 してい る。それ らにおいて も、アメ リカの寄

付金戦略の事例は注 目されている （田中2006、 丸 山2006、 小林他2007、Lapovsky　 2007、

）小 林他2008、 Reed and Reed 2008

しか し、そ うした大学基金運用や寄付募集の実践 において必要不可欠 である、卒業生の

組織化や同窓会 に関す る研究は国内には思い のほか少 な く、アメ リカを対象 とす るものは

わずかに清水 （1987）、喜多村 （1990）、飯野 （1997）、山田 （2003、2007） な どが見 られ る

にす ぎ ない。 これ に対 して、ア メ リカで は Alumni Studies （卒業生研究） と呼ばれ るAlumni

Survey（ 卒業生調査） を中心 とした卒業生の調査研究や 、 Alumni Relations （校 友行 政 ）2）と

呼ばれる卒業生と大学との関係や Alumni Association （同窓会、校友会）3）をめ ぐる実践研究

が盛んである。現在、 日本の高等教育機 関で導入 が盛んな Institutional Research （IR：機 関

研究） にお いて も、ア メ リカでは卒業生 に対す る調査研 究は、IRの 重要な一分野 を担 う 

Alumni Research として独立 した研 究分野 を形成 してい る。研究者組織について も、IRの 学

会組織である The Association for Institutional Research （AIR） に対 して 、 Alumni Research や 

Alumni Relations の学会組織に the Council for Advancement and Support of Education (CASE)

があることか らも、アメ リカにお ける校友行政 の重要性 がわか る。

本稿では、卒業生 の組織化や同窓会 の発展 に関す る、アメ リカの大学にお ける校友行政

（Alumni Relations ）の生成発展 の歴 史的構造 を明 らかにす ることをめ ざす。 アメ リカの最

初の大学 として1636年 に現在 のハーバー ド大学が誕生 したが、本格的な同窓会が初めて組

織 されたのは1821年 のウィ リアムズ ・カ レッジにおいてであった。それ以降、各大学 の同

窓会は大学 に対す る組織 的な経済支援 と政治 的支援 を通 して力 を備 えるよ うにな り、1930

年前後までに卒業生 の組織化 が完成 したとされ る （Sailor 1930, Grant 1931 ）。そ こで本 稿 で

は、最初の同窓会 が誕生 した1821年 以前 を前史 とし、1821年 か ら校友行政がおお よそ完成
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したと言 われ る1930年 前後 までの期 間を中心 としてア メ リカの大学やカ レッジにおける校

友行政の発展史を記述す る。

本論考 と同時代のアメ リカの校友行政の研 究に Webster S. Stover の もの があげ られ る

（Stover　1930）。　Stoverは ウィリアムズ ・カ レッジに同窓会が設立 された1821年 と、アメ リ

カの高等教育機 関の拡大傾 向に変化 の生 じた1893年 で三段階 に区切 り、それぞれの段階 に

おける各機 関の学長 と同窓生 との関係 を歴史的 に考察 した。Stoverは 特 に、1893年 以 降の

アメ リカの高等教育 の変化 の状況が、彼が実際に研究 を行 った1930年 前後の状況にいか に

影響 を及 ぼ したかを1930年 の研究枠組みか ら論 じてい る。それに対 して本論考では、Stover

の研究成果 を引用す る一方で、Stoverの 時代枠組 みを離れ 、論考の 中心を ウィ リアムズ ・

カ レッジに最初の同窓会が設 立 された1821年 以降の校友行政の成立 ・発展 ・完成 に置 く。

21世 紀 に入 った現代の視点 か ら当時のアメ リカの校友行政 を振 り返 るにあた り、Stoverの

研 究時期 である1930年 前後 ほど、1893年 を境 とす るアメ リカの高等教育 の状況変化が現代

の校友行政 に特別な示唆 を与 えるものではない点が一つの理 由である。も う一つの理 由は、

1821年 にウィ リアムズ ・カ レッジに最初の同窓会が成 立 して以来のアメ リカの校友行政 の

展開を傭 敵で捉 えて比較 を進 める方 が、現代 日本の高等教育が抱 える論 点に対 してよ り深

い示唆 を得 られ るか らである。つま り当時のアメ リカにお ける校友行政 の展開がいかに現

代 日本 の高等教育改革に結びついているかに視点 を昇華 し、具体的には、組織改善、寄付

戦 略 、教 育 改 善 、 キ ャ リア支 援 、FD（ Faculty Development: 大学教員の研修） とい う五つ

の枠組みか ら当時のアメ リカの校友行政 を現代 的な視点で捉 え直 して行 く。

の 

た しかにアメ リカ の校友行政は大学の基金運用や寄付戦略の土台 を形成す るものであ り、

その歴 史を通観す ることに よって、アメ リカの大学 と同窓会の関係、ひいては大学 の寄付

戦略のあ り方につい て、 よ り深い理解 に到達するこ とが期待 され る。一方でアメ リカの校

友行政は寄付戦略に とどま らず、同窓会 はカ リキュラム改革や組織改善、就職斡旋や大学

評価な どに貢献 している。 そ うしたアメ リカの大学 の同窓会が持つ機能の多様性 を以下で

は明 らかに したい。

２節　卒業生が組織化 され ていなかった時代の大学 と卒業生の関係

アメ リカのカ レッジや大学の卒業生や校友組織 に関する研究は1930年 前後か らま とまっ

た形 で見 られ るよ うにな った。 勃 興 した校 友行 政 の初 期の歴 史 をま とめた研究 で ある 

"I 
mproving Alumni Relations" に お い てJ．L．　Morrill（1938：236） が 指 摘 し た よ う に 、1922年

のWilfred B. Shaw
"A N 

ew Power in University Affairs" は 、 ア メ リカ の カ レ ッジや 大 学 の

卒業生や同窓会 を論 じる最初の論考の一つであ り、卒業生や 同窓会を中心に取 り上げた論

考はShaw以 前 には管見 の限 り見 当た らない ようで ある。 さらに卒業生 の研 究や 、その組織

化に関する包括的な研究が R. W.  Sailor (1930) によって引き継 がれ、創刊当時の高等教育研

究 誌 、 The Journal  of Higher Education の1930年 の 号 に掲 載 され て い る。 

48
 



３節　　卒業生 の組織化

１．同窓会の設立 と大学 と卒業生 との関係 の変化

（1）同窓会の設立

1821年 、「教育 を受けた母校 の支援 ・援護 ・発展 を 目指 して、支援体制 を統合 した卒業生

ShawやSailorは 、アメ リカのカ レッジや 大学ではその誕生以来 、長 い間、同窓会 は組織

化 されなか った ことに言及 している。ハーバー ド大学は1636年 の設立以来、卒業生の活動

自体は活発であった ものの長い こと同窓会は組織化 されなかった。イェール大学では、1792

年以来、卒業年次 ご とに同級生代表 の幹事をアメ リカで初めて設定 していた ものの、同窓

会の設立までは至 らなかった。アメ リカで記録 に残 る最 も古い 同窓会 は1821年 に組織化 さ

れた ウィ リアムズ ・カ レッジの卒業生組織であ り、その後、続 々 と組織化 され ていった同

窓会の総数 は、1930年 には全米で約250に （Sailor　まで増加 していた 1930：339）。

卒業生が組織化 され る以前にお けるアメ リカのカ レッジや大学の主であった収入源 につ

いてStover（1930：3－11）は、地域行政 か らの資金、学生納付金 、様 々な寄付 、そ して卒業生

か らの寄付 の四種類 をあげている。発足当時 のアメ リカの大学 に とって卒業生か らの寄付

は学校運営の重要な部分 を占めた。 当時の卒業生に よる寄付は、富裕 な卒業生の個人 によ

る寄付の利用対象を指定した納付 （restricted gifts ）が主要な形式 で、例 えば1773年 に発行

されたハーバー ド大学の による と、個人か らの寄付の多 くは整備 が進むThe Donation Book

校舎や図書館や 寄宿設備 な どに充当 されてい る。一方で、卒業生による寄付形態 として無

名の個人による少額寄付の重要性 を、こ うした少額寄付 は合計すれ ば大 きな金額 になる こ

と、そ して使途が限定 され ていない寄付 （ ） はカ レッジや大学の財政に好unrestricted gifts

ましいインパ ク トを与 えることに言及 してい る。

組織 」 として ウィ リアムズ ・カ レッジに最初 の同窓会 が設立 された （Shaw　1922：681）。 そ

）（ 

の 目的は当時の学長 と理事会の対立による母校の混 乱を収束す るため とも言われ、25，000

ドルの募金が集 め られ、新学長の名 を冠 した新 しい教会が建設 された （Stover　 。1930：13－14）

続 い て1826年 、 Henry Edwards 上院議員 を議長に、 Professor Maclean を同窓会幹事に迎 え、

プ リンス トン大学に 「母校 の利益 と卒業生 の親睦 を深 め るために」同窓会が設立 された

Wertenbaker 1946: 181-182

ウィ リア ム ズ ・カ レッジ 、プ リンス トン大 学 に同 窓会 が生 まれ て以 来 、1832年 に マイ ア

ミ大 学 、1838年 に ヴァー ジニ ア大 学 、1839年 にオバ ー リン ・カ レ ッジ とデ ニ ソン大学 、1840

年 にハ ーバ ー ド大 学 、1842年 にア マー ス ト ・カ レ ッジ とブ ラ ウ ン大 学 、1854年 に コ ロン ビ

ア 大学 、そ して1860年 に ミシガ ン大学 と、19世 紀 前 半 は 同窓 会 が次 々 と生 まれ た時代 で あ

った。 そ の ほ とん どは卒業 生 自身 に よって組 織 化 され 、 中 には 大学 運 営 へ の援 助 を 目的 と

した もの もあ った ものの 、 多 くの カ レ ッジや 大学 の 卒 業 生組織 の創 設 当初 の 目的は読 書 会

を 中心 とした社 交 が 中心 で あ った （Shaw　1922：681） 。20世 紀 に 入 る と、 そ の成 立背 景 か ら

。
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卒業生の組織化に とりたてて積極的ではなかった州立大学においても卒業生の組織化が進

んだ。オハイオ州立大学学長 のThompsonは1925年 の年次報告において卒業生の組織化の必

要性 を説いている （Stover　 。1930：45－46）

（2）法人 と理事会

は、徐 々に力を備 えたカ レッジやア メ リカの高等教育の歴史 を著 した Frederick Rudolph

こ うした寄付 による大学財政への経済的な貢献や、大学行政 を支持す ることに よる政治

的な支援 を通 じて各校 の同窓会は力 を備 え始 めた。1865年 のハーバー ド大学 における卒業

生の大学運営へ の正式な参加 を皮切 りに、1868年 にウィリアムズ ・カ レッジ、1870年 にボ

ウ ドイ ン ・カ レッジ とオバー リン ・カ レッジ、1872年 にイェール大学 とコーネル大学、1874

年にアマース ト・カ レッジ とブ ラウン大学において評議会や理事会 を通 じた卒業生の大学

）運営への参加 が始 まった （Shaw 1922: 681-682, Rudolph 1962: 428-430

19世 紀前半に同窓組織 が生 まれ始 めた頃は、卒業生 自身 によって同窓会が組織化 され る

ものがほ とん どであった。 ところが、19世 紀後 半か ら20世 紀前半にかけて安定 した恒久的

な基金確立要請を背景に、 自然発 生的で互助会的で あった卒業生組織 を一本化 してカ レッ

大学の卒業生が、19世 紀後半か ら同窓会 を通 じて母校の運営 に参加す る状況 を取 り上 げて

いる。Rudolph（1962：428） は、1865年 に州か ら完全 に独立 したハーバー ド大学 が監督者理

事会の選 出を卒業生 に委ねた ことをもって、同窓会か ら卒業生理事を母校の理事会に送 り

出す動 きの始ま りとした。

一方 で学長側 か らの卒業生組織 への働 きか けと して
、1868年 にブ ラ ウン大学 におい て

Caswellg学 長 と卒業生代表 との話 し合いが もたれ 、同窓会の支援機能の強化お よび大学理

事会への参加が決 め られた。1870年 にフランク リン ・カ レッジは同窓会 に対 してその年 の

決議 の支持 を要請 した。さらに1880年 、ジ ョー ジタウン学長のHealyは 、全 く機能 していな

かった校友組織 を解 体 し、 自ら校友組織 を組織化 した。1881年 、ジ ョージタウン大学の創

立年 である1811年 以来全 ての年次を含む118人 の卒業生 を集 めて同窓会が正式に発足 し、初

代委員 には現役学長 であるHealy自 身が選出 され た l930：15－18）（Stover　 。

（3）全学統 一校友会 への さらな る組織化

ジや大学側 との連 携を強化 し、全学校友会 （general alumni association ）を組織化する動き

が 目立 っ て きた。

ペ ン シル バ ニ ア 大 学 で は1895年 、 副 学 長 のPepperが 全 学 校 友 会 （The General Alumni

Society） を設 立 し、そ の後校 友 雑 誌 （The Alumni Register ）を創刊 した。イェール 大学学長

Hadaeyは1904年 、 イ ェ ー ル 大 学 全 体 の 管 理 運 営 を 担 当 す る コ ー ポ レー シ ョ ン （The

Corporation） と全 国の校 友 との 積極 的 な交 流 を促 す た め 、100人 以 上の 会員 を持 つ全 ての イ

ェール大学の同窓会組織 に、校友諮問委員会 （The Alumni Advisory Board ）の設立を呼びか

。
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けた。その結果、1906年 に校友諮問委員会が設立 され た。また校友 との連 携の重要性 を鑑

みたボス トン大学の学長Marshは1926年 、全ての学部、部局の校友 の代表者 を41人 集 め、

学長 とともに働 く機 関 として全学統一校友会 （All-University Alumni Association ）を設立 し

た （Stover 1930: 42-44 ）。

こ うした全学校友会や校友諮 問委員会の設立で共通 してい るのは、一つにはそれ らの組

織がカ レッジや大学 とい う機 関側か らの働 きかけで設立 された こと、そ して も う一つはそ

れ らの設立の最大の 目的が経営資源 の確保 、つ ま り校友か らの使途制限のない寄付金 を通

じた安定的基金の確 立であった ことである。

卒業生 との連携、つま り校友行政 の重要性 を当時のカ レッジや大学が認識 していた例 と

して、ハーバー ド大学学長 のEliotは、主要な校友組織 （当時 のハーバー ド大学の同窓会は

統一 されていなか った）の一つである The Associated Harvard Clubs において、校友組織の重

要性 を説 いてい る。 さらにダー トマス ・カ レッジ学長 のTuckerは 、 自ら各年次 の同窓会幹

事 を招集 して全学校友会 を設立 した。Tuckerは 、そ の全学統一校友会の開催 と、そ こに参

加す る各年次の同窓会幹事 を通 じて、ダー トマス ・カ レッジの校友 と母校の円滑 な関係 を

確立 した （Stover 1930: 44-45 ）。

２．基金の設 立 と寄付募集戦略

（1）目的意識

現代の校友行政 における課題の一つ に卒業生か らの寄付 を中心 とした基金の効果的な運

営があげ られ る。卒業生 との関係や組織の変革 を通 じた最大の 目的は、安定的な基金の確

立であった。 そ うした使途 を限定 され ない安定的な基金の確立は、卒業生の組織化 と並行

してアメ リカのカ レッジや大学にお いて取 り組むべ き課題 として意識 されていた。

（2）基金の設 立

校友組織 による基金設立に、最 も早 く取 り組 んだのがイ ェール大学であった。1850年 に

イ ェール大学の学長Woolseyは 、授業料収入に頼 らない収支構造 を目指 した恒久的基金 の確

立の必要性 を説 いた。Porter学長 時代 の1872年 に校 友の理事会参加が始 ま り、1890年 には全

米初の校友基金である The Yale Alumni Fund Association を設立 した （Geiger 2000: 31-33 ）。 そ

の設立に携わったのはイェール大学全体の管理運営 を担当す るコーポ レーシ ョンであった。

つま り、イ ェール大学の校友基金はその設立当初か ら校友行政の一部 として成立 したもの

であ り、大学の管理運営組織 と密接 な関係 を持 っていたので ある。基金の活動 は、年単位

の使途制 限のない募金の管理 を行い、各年度 にその年 の募金者 を顕彰す る機関紙を発行 し、

校 友以外 か らの募金 について もその管理運用 をす るもので あった。設立 か ら37年 を経 た

1927年 の6月30日 時 点 で 、 The Yale Alumni Fund Association は 、7，729，092ド ル も の 基 金 を

集めるに至った （Stover 1930: 52 ）。
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世紀初頭 には完成 していた とも言 える。

（3）寄付戦略の進化

さらに20世 紀 に入 って か ら生 まれ た寄 付募 集方 式 と しては校友 に よる遺 贈 （alumni

bequests） の 変 形 で あ る 「遺 贈 保 険 （bequest　 insurance ）」 が あ げ られ る。 プ リンス トン大 学

学長 のHibbenに よる1922年 の年次報告 において、1916年 の卒業生か ら導入 している 「遺贈

それでは今 日、世界一の大学基金規模 と運用益 を誇 るハーバー ド大学は どうであったの

の死をきっかけ としか。ハ ーバ ー ドとい う名 称 の 由来 が 開学 二年 後 の1938年 の John Harvard

た遺産 の寄付で あった よ うに、ハーバ ー ド大学 は開学以 来様 々な寄付に よって成長 した

（Morison 1963: 9 ）。 ハ ーバ ー ド大 学 学長 のEliotは1882年 の年 次報 告 にお い て、そ の運 用利

息の活用 まで をも視野 に入れ て使途 に制限のな い恒久 的基金 の拡 大 を取 り上 げてい る。

Eliotは奨学基金 の効果的な運用 にも関心を持 っていた。1878年 、1853年 か ら1872年 の間に

ハーバー ド大学 において奨学金を利用 した後 に卒業 した校友282人 に質 問票を送付 し、奨学

金が卒業後 の人生に与えた影響な どに関する調査 を行った。そ うした調査を踏 まえた上で

Eliotはそれ らの校友 に奨学基金へ の援 助を求 めた ところ、そのほ とん どがハーバー ド大学

の奨学基金への募金に応 じた （Stover 1930: 26-29 ）。

そ の後 、ハ ーバ ー ド大 学 は1889年 に は6，874，000ド ル まで そ の投 資 を確 保 し、1913年 に は

27，500，000ド ル まで 増 大 させ て い る。 ちな み に1912年 か ら1913年 のハ ー バ ー ド大 学 の年 間

総 収入 は2，657，546ド ル で あ るが 、そ の うち寄 宿 費 な どを含 め た学 費 収 入 が876，000ド ル に

Stover 1930: 40-41過 ぎな い の に対 し、投 資収 益 が1，274，000ド ル で あ る （ ）。 ハ ー バ ー ド大

学の一年 あた りの投資収益 は、1913年 時点においてすでに、年間総収入 の約半分、学費 の

1．5倍に達 していたのである。現代のハーバー ド大学の強 さは19世 紀 にすでに端 を発 し、20

保 険」制度 によって、保険期間満 了 とな る1936年 度 以降、プ リンス トン大学 に毎年75，000

ドル の寄付 が期待できる との ことである。 プ リンス トン大学に よる 「遺贈保険」制度をそ

の他 のカ レッジや大学 もこぞって取 り入れ たが、 この制度に関 して1930年 当時、プ リンス

トン大学の優位は変 わっていなかった （Stover　 1930：71－73 ）。

３．教育カ リキュラム改革 と卒業生組織

（1）教育カ リキュラムと校友

日本ではアメ リカの大学の校友行政 とい うと寄付金戦略や基金運用 ばか り取 り上 げ られ

ることが多い。 しか し実際はアメ リカにお ける校友行政は資金調達に とどま らず多岐に渡

ってお り、特 に卒業生を取 り込んだ形で行われてきた教育カ リキュラム改善の取 り組みは

卒業生の組織化 同様 の歴史がある。
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（2）自校教育の萌芽 としての校友教 育

学士課程学生 に対 して 「校友 の権利 と義務 （the rights and duties of alumni ）」を伝 え る 「校

友教育」は、校友が組織化 され るの と並行 して19世 紀 に始まった。 コーネル大学では学長

Colbyに よって1867年 に 「校友教育」が導入 された。当初 の 「校友教育」の 目的は、この時

期に顕在化 し拡大化 した校友の様々な役割 を現役学 生に伝 える ことを通 じて、彼 らが校友

となった後の母校への貢献 を円滑 に誘導す るための ものであ るが、結果的には現代 の 「自

校教育」の萌芽 ともなっている （Stover　1930：33－34）。ブ ラウン大学では1915年 に学長の

Faunceも 参 加 の も と新 入 生 向 け の オ リエ ンテ ー シ ョン にお い て 、 “To make alumni out of 

freshmen” とい う明 確 な 意 図 の も とに 「校 友 教 育」 が 導入 され た （Stover　 1930：98 ）。 さ ら

にダー トマ ス ・カ レッジでは、卒業年度の学生に 自校の歴史 と伝統 を学習 させ る明確 な意

図を持った校友教育科 目 （自校教育科 目）が存在 した。 （ Morrill 1938: 241 ）。

（3）初年次教育

1922年 、メイン大学学長 であったLittleは、新 しい新入生プラグラムの名称 を “Freshman 

Week” とした。高校 を卒業 したばか りの新入生が大学生 となる手助けをす るとともに、大

学生が校友 として社会 で活躍す る準備 までを視野においた、文字通 り 「初年次教育 （接続 、

導入教育）」か ら 「校友教育 （自校教育）」を網羅す る画期的なコースであった。さらにLittle

は1925年 、今 度 は ミシガ ン大 学 学長 と して校 友 教 育 に力 を入 れ た。既 に The College 

Orientation Courses を持 っ てい た ブ ラ ウン大学 で は、1926年 の年 次報 告 に お い て学長Faunce

が、Providenceの 同窓 会 に所 属 す る85人 の校 友 が250人 の新 入 生 の ア ドバ イザ ー とな って 面

談 な どを行 っ た こ とを報 告 して い る （Stover　1930：92－99）。そ して この 時期 に まで に は多 く

のカ レ ッジや大 学 で 、新 入 生 を未 来 の校 友 と認 識 し、 自校 に対 す る理解 とプ ライ ドを植 え

付 け る “Freshman Week 
” を開催 して い る こ とが Morrill(1938: 241) によって紹介 され てい

る。本質的な 目的においては若干異なるものの、現代 における 「初年次教育」あるいは 「First 

Year Experience 」 に、高等教育環境へ の円滑な移行 が 目指 され てい る点で密接 に関連す る

教育活動が 、校友行政 を通 じて行われ ていたのである。

（4）キ ャ リア教 育

マ イ ア ミ大 学 は1915年 か ら “Business as a Profession 
” とい うプ ログ ラム を導 入 した

。 プ

ログラムを通 じて全 ての現役学生に向けて参加卒業生の職業や業務 について講演 を行 い、

興味を持 った学生 と講演の後で交流 した （Shaw et al. 1917: 91 ）。 マ サチ ュー セ ッツ工科 大

学学長のStrattonは1924年 、卒業後に社会で成功を収 めている校友を招待す るための基金 を

設立 して予算 を確保 した上で、最終学年 の学生向けの講演を導入 した。Strattonの 目的は就

職を 目前に控 えた学 生達に職業知識や成功の鍵を伝 えることで あった （Stover 1930: 93-94 ）。

こうして現代 におけ る 「キ ャ リア教育」 は20世 紀初頭 にそのひ とつの萌芽 を見せた。
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（5）継続教育

校友の組織化が進 む際 に読書会 を通 じた社交が求心的役割 を果た したケースが多かった

よ うに、卒業後の継続教育 に対す る関心は卒業生が組織化 され る以前か ら存在 した。 ただ 

Grant (1931: 17-18) も指摘 している通 り第一次世界大戦以降、校友に対す る卒後教育、継

続教育はカ レッジや大学側 か らの働 きかけを中心に急速に発展 した。1920年 にはプ リンス

トン大 学学 長 のHibbenが The Princeton Plan を発表し卒業後の継続教育への取 り組み姿勢を

示 し、1923年 に はア マ ー ス ト ・カ レ ッジ にお い て学 長Meiklej　ohnが ア メ リカ で最 初 の組 織

化 された卒後教育を実行 した （Stover 1930: 100-102 ）。

４．卒業生への就職斡旋 とキャ リア支援

（1）卒業生へのキャ リア支援政策が発展 した背景

卒業生への就職斡旋 サー ビスは、一方的に増大す る卒業生へ の経済的依存の見返 りと し

て、卒業生の組織化 が進 んだ19世 紀後半に現れた校 友行政の新形態であ る。際限のない寄

付の要請に加 えて教育面や経営面か らも校友への要求を強めた当時の校友行政 において、

こ うした就職斡旋サー ビスの発展は、校友による多大な協力に対す る母校 か らのサー ビス

の還元 とい う意味か らも自然 な成 り行 きであった。

（2）就職 情 報 の仲介

1886年 にカ リフ ォル ニ ア大 学 学長 のHoldenは 、 「学 位 」、 「出身校 」、 「教 育歴 」、 「専 攻 」、

「宗教 」、 「収入 」、 「職 位 」 とい っ た質 問項 目を通 じて 卒 業生 の 情報 を収集 し、教員 募 集 し

て い る各 種 教 育機 関へ の情 報 提供 を通 じて 卒 業生 の就職 を援助 した。驚 い た こ とに、「個 人

情 報 の 公 開 の 可否 」 とい っ た質 問項 目 も、 こ の 時期 に既 に用 意 され て い た （Stover　1930：

34－35）。

（3）キャ リアセ ンターの登場

ハーバー ド大学では1897年 、 当時のアメ リカのカ レッジや大学において一二を争 う先進

的な取 り組み として、現代 における 「就職課 」あるいは 「キャ リアセンター」の校友版で

ある 「校友の就職や昇進を担当する部局 （bureau for securing appointments and promotions ）」

を設置 した。 さらに1901年 の年次報告 において学長Eliotは 卒業生の就職環境 について 「就

職委員会 （The Appointment Committee ）」の重要性 に触れてお り、1903年 の年次報告におい

て は就 職 サ ー ビス の 充 実 を 図 る た め 有 力 校 友 に よ る就 職 委 員 会 へ の 支 援 を促 して い る。

（Stover　1930：34，94－95）。

　当時のカ レッジや大学において も学生や校友 の就職環境 は学生募集 に とって重要な要素

であったので、ハーバー ド大学 における校友 への就職斡旋サー ビスは瞬 く間に拡大 し進化

した。ス ミス ・カ レッジ学長Neilsonの 年次報告 によると、1922年 、ス ミス ・カ レッジでは
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学校 と同窓会の協力 によ り　「就職部 （The Appointment Bureau ）」の機能 を拡大 し教育 コン

サル タン トを新設 した。教 育コンサルタン トの業務 はス ミス ・カ レッジ校友 の就職状況 を

調査 し、就職部の成果 を上 げることであった。同時期のパデュー大学において も J.E. Walters

の指揮 のもと、卒業生 フォ ロー アップシステムを実行 し、校友や学生の就職環境の改善 を

目指 した （Stover 1930: 95-97 ）。

５．卒業生に よるFDと 大学評価

（1）卒業生の学校参加

日本の文脈においては、アメ リカのカ レッジや大学の校友行政 とい うと経営面や組織面

に焦点が当た りがちであるが、卒業生に よる 「FD的活動」や 「大学評価的支援」も、アメ

リカの校友行政 において19世 紀後半か ら発達 してきた特徴 である。

（2）訪問調査 とFD的 活動

コーネル大学学長 のWhiteは1894年 、現代における 「訪問調査」のよ うないわゆる 「評価

報告書」的活動、あ るいは 「メンターによる講義参観」の よ うないわゆ る 「FD」的活動 を

導入 した。この活動 を実際に機能 させ るた めに、コーネル 大学 の校友は訪問委員会 （Visiting

Board） を設 立 した （Stover 1930: 75-76 ）。

こ うした コー ネ ル 大学 の動 き を追 いか けて 、 ブ ラ ウ ン大学 の学 長Faunceは1903年 、 自ら

先頭 に立って訪問委員会 （Visiting Committees ）を各 学部 に一つずつ設立 し、年次調査 を開

始 させた。い くつかの学部では事前 に前年度の活動報告書の謄 写版 （A mimeographed report 

of the work of the past year ） を準備 す る よ うに さえな った。1928年 のFaunceに よ るブ ラ ウン

大学年次報告書 において24の 学部や部局に訪 問委員会 を派遣 したことをあげてお り、訪問

調査にあたった校友 の総数 は272人 にのぼる本格 的なものであった （Stover 1930: 76-77 ）。

（3）卒業生調査 と授 業評価的活動

校友行政の展 開は公 的 「訪 問調査」的な 「学校評価」 にとどま らず、 さらに突っ込んだ

私的 「卒業生調査」的 な 「学校評価」にまで発展 した。例 えば1893年 、ブラウン大学 のAndrews

学長は、 メディカル スクール において導入 を予定す る新 しい コー スにつ いて校友の意見 を

参考に している。 ウェスタン ・リザーブ大学 （現ケース ・ウェスタン ・リザーブ大学）学

長のThwingは1906年 、1891年 以後の全ての校友に対 してウェスタン ・リザーブ大学の学士

課程教育 に関 して良かった点 と悪 かった点を質問 している。 オハイオ ・ウェス レヤ ン大学

学長のWelchは 聖職者 となった校友 、公 立学校の教員 になった校友 のそれぞれ に対 して学

士課程教育の良かった点や悪かった点 をたず ねてい る （Stover　1930：85－86）。

そ して1925年 、オ バ ー リン ・カ レ ッジ学長 のKingは1899年 か ら1923年 に 卒業 した全 学 部

の全 て の校 友 に対 して 、 オバ ー リン ・カ レッジ の学 士課 程 教 育 全般 に関 す る 「顧 客満 足 度
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調査」並みの調査 を行った。「自分の子供 をオバー リン ・カ レッジに入学 させた、あるいは

させ るか ど うか」とい う質問については、491人 の校友が 「自分の子供 もオバー リン ・カ レ

ッジに入学 させた、あるいは させ る」 と答 えているのに対 し、469人 の校友 が、 「入学 させ

ていない、あるいは させない、 もしくは不明」 と答 えてい る。続いてオバー リン ・カ レッ

ジでは、1928年 に学長 のWilkinsが 学内の給与体系改革の基礎データ として、ほ とん ど授業

評価 と言える卒業生調査 を行った （Stover　1930：83－88）。訪問調査的な 「学校評価 」とは別

に、卒業生調査 を通 じて各校友 の個人的な意見 を調査票で募 る 「学校評価」を求 めた流れ

を考 えれば、その先 の卒業生調査では校友それぞれ の 「授 業評価」を求 める流れ になるの

はある意味で必然か もしれない。

６．その他の活動

（1）校友会報の創刊

卒業生の組織化では一歩遅れ を取ったイ ェール 大学 であったが、卒業生 による卒業生 の

ための雑誌 であ り、いわゆる校友雑誌や校友会報 としてはアメ リカで最初のものとなるThe 

Yale Alumni Weekly を1891年 に創 刊 した （Shaw 1922: 680 ）。 これ は1890年 に寄付金募集校友

組織である The Yale Alumni Fund Association をアメ リカで初 めて組織化 した ことに引き続

くもので、 この ことは寄付金を募集す るためには校友雑誌 を連動 させ ることが効果的であ

るこ とが19世 紀末の時点で既 に認識 され ていた ことを意味す る。その後、1892年 にハーバ

ー ド大学が Harvard Graduates 'Magazine を創刊 し、 ミシガ ン大学 は The Michigan Alumnus を

創 刊 し た （Shaw　 1922：683） 。

（2）スポ ー ツ

ア メ リカ の カ レッ ジや 大 学 の特 徴 の一 つ で あ る 巨大 な大 学 ス ポー ツ ビジネ ス の 萌芽 も校

友 との 関係 の 中 に見 られ る。 ア メ リカの カ レ ッジや 大学 では1859年 まで本 格 的 な体 育館 は

無 か った の で あ るが 、1859年 か ら1860年 にか け て アマ ー ス ト・カ レッ ジ、ハ ー バ ー ド大 学 、

イ ェール 大 学 の各 校 で体 育館 が竣 工 した。 アマ ー ス ト ・カ レ ッジの 設備 は15，000ド ル と最

も建 設費 の かか っ た もの で あ った が 、 そ のわ ず か16年 後 の1877年 、ハ ー バー ド大学 の一 人

の校友が当時最も豪華な体育館である Hemenway Gymnasium の 建 設 に110，000ド ル を寄 付

した。 こうした母校のスポー ツに対す る寄付 は、1890年 代以降、大学間のライバル関係が

発展す るの に従 って、校友 の母校への愛着 に結びつき、校友 の思いが大学 間の ライバル 関

係に さらに拍車をか けるとい う関係が成 立 した （Stover 1930: 21-24 ）。

（3）大 学昇 格 運 動

19世 紀 後 半 は ア メ リカ の 当時 の 「カ レッジ （college）」 が 「大学 （university）」へ と変革

す る時 期 に も重 な り、 この 局 面 にお い て も校 友 の貢 献 が 求 め られ た。 ハ ー バ ー ド大 学 にお
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いて はEliotが1870年 の卒 業 式 にお い て 、「大学 」の 立場 での機 関運 営 に は 「カ レッジ」の場

合 よ りも運 営 資金 が必 要 で あ るた め 、さ らな る校 友 の貢 献 が必 要 で あ る こ とを訴 えてい る。

ジ ョー ジタ ウンで はHealy学 長 が 、 「カ レ ッジ」 か ら 「大 学 」 へ の変 革 に際 して必 要 な校 舎

の増 築 に 関 して 、1877年 に校 友 の 貢献 を求 め た連 絡 を送付 して い る （Stover　1930：29－31） 。

（4）施設設備

卒業生の組織化 とともに進展 し現代の校友行政 にまで繋 がる特質 として、校 友会館 （同

窓会館 、 alumni hall ）の建設が あげ られ る。1885年 の年次報告におい てコーネル 大学の学

長Whiteは 、卒業生の便宜 を図 るため、お よび学校側 が運営上に利用するため とい う二つの

目的で、卒業生に校友会館 の建設を求めた。 実際の教育に直接結びついている教室や図書

館ではな く、機 関経営管理側 である大学運営本部 の建設を、校 友会館 とい う名 目で卒業生

に依存す る とい う全 く新 しい建設方法であった （Stover　1930：31）。

（5）卒業生による学生募集 と入学生選抜戦略

卒業生 に よる新規学 生の勧誘 は19世 紀後半 に始 まった。ダー トマ ス ・カ レッジ学長 の

Tuckerは 西部や太平洋側 の卒業生 に学 生を送 るよ う毎年 依頼 していた。 コル ビー の学長

Smallは1889年 か ら1892年 の三学年 に渡 る入学生の調査結果か ら、学生達 の入学理 由が卒業

生による影響である ことを発見 した （Stover 1930: 33-34 ）。20世 紀に入 ると校友行政 を通 じ

た卒業生による学生募集への参加 も始 まった。デ ィ ッキン ソンの学長Reedは1908年 、各卒

業生がそれ ぞれ一人 の入学候補者の住所 と氏名 を知 らせ るように求めた。 さらにダー トマ

ス ・カ レッジの学長Hopkinsの 指導に より、1922年 ダー トマス ・カ レッジでは新 しい学生募

集選抜 システムを導入 した。 このダー トマ ス校友選抜 システムは、まず各校友が全国統一

の質問票に従 って面接 を通 じて各受験生の評価 を行 い、 さらに各受験生 が所属する地域 を

担当す る当該地域のダー トマス校友委員会 が評価 を行 うとい うもので、校友の意見が非常

に重要 なものであった （Stover　1930：89－92）。

７．校 友 行 政 （Alumni Relations ）の完成

1927年 とい う年 に、現在の 同窓会の全米組 織で ある The Council for Advancement and 

Support for Education （CASE） の 前身 で あ る The American Alumni Council （AAC） が創 設 され 、

ある意味で実務面 における校友行政 の完成 が見 られた。 同時に1927年 とい う年は、校友行

政 とい う研 究分野の完成 を象徴す る初 めての全 国調査 がGratに よって行われた年で もあ

る。 こ うした象徴的 な事例 が重なったことや 、その後の校友行政 と卒業生研究の展 開を考

慮 に入れ て、本論考で得 られた一つ の知見 として1927年 を 「校友行政 （Alumni Relations ）

完成の年」 とみな したい。
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（1）校友会の全 国団体の設 立

組織化 された校友活動 をアメ リカ独特 のものである としたSailorは、さ らなるアメ リカの

特色として複数の大学の同窓組織による合同組織の設立をあげた （Sailor 1930: 340 ）。 ま ず

各大学の校友事務担当者 によって全米初 の校友会の合 同団体である The Association of 

Alumni Secretaries （AAS） が 、1913年 に Ohio State University に設立 された。設立以来、AAS

は、毎年学会 を開催 し、同時に年 に一度 の学会誌を発行 した。そ うした成果は1917年 、Hand 

Book ofAlumni Workとしてま とめ られ た （Shaw et al. 1917: 18-22 ）。

1918年 には校 友雑 誌 の編 集 団体 の全 国組織 で あ る The Alumni Magazines Associated

（AMA） が 設 立 され 、　AASと 合 同で 、 Hand Book  of Alumni Workの改訂版である The Manual 

of Alumni Workを1924年 に 出版 した （Sailor et al. 1924 ）。 そ の 後 、1925年 に は The Association 

of Alumni Funds （AAF） が設 立 され た。

そ して1927年 、AASとAMAとAAFの 三団体が合併 し、校友行政担 当者 の連合組織である

と同時に、学会組織 としての機能 も果 たす The American Alumni Council （AAC、 現 在 のThe 

Council for Advancement and Support of Education: CASE ）が設立 された （ Sailor 1930: 339-340 ）。

その後活動 を本格化 したAACは 、設立 当初か らの 目的である全国的な同窓活動や、出版

活動 の支援 を行 う一方 で、 The American Association for Adult Education （AAAE、 現 在 のThe 

American Association for Adult and Continuing Education: AAACE ）との協同で、卒業生への教

育にまで活動 の幅 を広 げてい く　（ Sailor 1930: 341 ）。

（2） Daniel Grant による校友行政調査

大学関係機関による卒業生への継続教育や生涯教育への視点の展開に関した研究調査が 

Daniel L. Grant に よって1927年 に行 われ た。この調査 は、同年 に誕生 したばか りのAACの236

の参加機 関を対象に行 われた。 いわ ゆる校友行政や 生涯教育 といった分野 を対象 とした体

系的な調査 としてはアメ リカでは最初の ものであ り、1928年 のAACの 学会において発表 さ

れた （Grant 1931: 16-23 ）。

この調査に基づいたGrant（1931：16－17） によれば、最初 に卒業生への教育サー ビスプ ロ

グラムを開講 したのは第一次世界大戦直後のアマース ト・カ レッジで、その後 卒業生への

継続教育、生涯教育的プログラムの発想 は次第に広 まってい く。1925年 にはペ ンシルバニ

ア大学 のPenniman副 学長が生涯教育への大学の参加 を促す声明 を発表 し、1928年 には前述

のAACとAAAEの 協同活動が始ま る。

Grat（1931：17－18） の言 う、 明確 な意 図 を持 っ て計 画 され た 「知 的 サー ビス （intellectual

services）」 は 、読 書会 の 開講 や 、講 習 会 の設 立 、通 常講 義 へ の 参加 な ど様 々な 形式 を通 じ

て 、 ス ミス ・カ レ ッジ、 ヴァ ッサー ・カ レ ッジ、 ラ フ ァイ エ ッ ト ・カ レッジ 、ニ ュー ヨー

ク大 学 、ハ ー バ ー ド大 学 、 イ ェール 大 学 、ペ ン シル バ ニ ア大 学 な どに よ って続 々 と採 用 さ

れ た。 た だ し、 そ の数 は最 終 的 には約50か ら60に とどま り、数 百 の大 学 は1930年 頃 にや っ

－58－



 

と取 り組み を始めた程度であった。

Grat（1931：18－21） は また 、14の カ レッジや 大 学 の約1，000人 の 卒業 生 に対 して 、卒 業 後

の知 的活 動 と教 育 に 関す る簡 単 な卒 業生 調 査 も行 っ てお り、卒 業 生 の興 味 は大 学在 籍 時 の

興 味 の範 囲 を さほ ど超 え な い な どの 成 果 を得 て い る。 こ の よ うな研 究や 調 査 を通 じて

Grat（1931：21－23） は、各 大 学 に よ る卒 業生 へ の知 的 サー ビス 活動 、い わ ゆ る生涯 教 育 が 、

実際 には母校のカ レッジや 大学 （Alma Mater ）に対する卒業生の経済的あるいは政治的支

援 を促す活動 と密接 に結びついてい ること、つま り校友行政 との関連 があることを指摘 し

ている。

（3） Alumni Relations の完成

1922年 、 Scribner 's Magazine にWilfred　 B．　Shawが “A New Power in University Affairs 
” と題

して卒業生や 同窓会 とカ レッジや大学の関係 を とりあげた校友行政 に関す る論文を発表 し

て以来、高等教育研 究の世界において校友行政は研 究分野の一部 を形成す るよ うにな り、

1930年 に はR．W　 Sailorが “The American Alumni Council 
” を

、 Webster S. Stover が “Alumni 

Stimulation by the American College President
”を発表 した

。 さらに前述の Daniel L. Grant によ

る研究成果 が、 The Journal  of Higher Education に “Intellectual Life of Alumni 
” と して発 表 さ

れ た の が1931年 で あ る。 続 く1934年 に は “Alumni Relations 
” とい う題 目の論 文 がRobert

Williamsに よって発 表 され て い る （Williams1934: 327-331 ）。本 論 文 は106の カ レ ッジや 大 学

を対象に行われ、大学の管理運営 と校友組織や校友幹事の関係を中心に校友行政に関する

調査 をま とめた ものである （Williams 1934: 327 ）。1938年 に は J. L. Morrill が “Improving 

”を発表 し
Alumni Relations 、前身組織であるAASが1913年 に設 立 されて以来 のAACの 四半

世紀 の活動の歴史を振 り返 りつつ、校友組織 と母校のカ レッジや大学の関係 の現状、そ し

て将来的な関係 について論考 を進 めてい る （Morrill　 。つま り1938年 頃には、1938：235－242）

校友行政 とい う研究分野について歴史的に振 り返 る環境 が成立 していた よ うに思われ る。

このよ うに、1930年 前後 に研究分野 としての一定の基盤 を確 立 して以来、アメ リカのカ

レッジや大学にお ける校友行政 に関 して様々な研究が重ね られ た。一方 、1930年前後か ら、

卒業生や校友組織の研 究に関 して、卒業生や校友その ものに焦点を当てた調査 を中心 とす

る卒業生研 究 とよばれ る新 しい潮流 が生まれた （Pace　1979：48－50）。た しかに卒業生研究

とい う言葉は1930年 以前にも時折使用 されてはいたが、その研 究対象はあ くまでも校友行

政である。卒業生調査 を通 じた調査 を行 った場合 において も、それはあ くまで も 「母校 （カ

レッジや大学 といった高等教育機 関）と校友 （卒業生）の関係 」、つ ま り校友行政 に焦点 を

置いた調査であった。他方 、Pace（1979：48－50）が取 り上げてい る研究形 態は、卒業生 とカ

レッジや大学の関係ではな く、1930年 前後か ら始 まった、「卒業生 その もの」を調査対象 と

する卒業生調査 による、卒業生研 究であった。つま り、それまでの研究対象 が高等教育機

関の経営的側面や、運営的、行政的側面、具体的 にい えば校友行政 であったのに対 し、卒
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業生その ものを対象 に した調査を通 じて高等教育機 関の教育そのものにまで焦点を発展 さ

せた卒業生研究が胎動 した のである。

こ うした状況か ら、1930年 前後 とい う時代 をア メ リカのカ レッジや大学 における卒業生

や校友組織の研究 における転換期 、つ ま り校友行政が一定の完成 を見 る一方で、卒業生研

究が始動す る時代 と捉 えるこ とができる。 その際、校友会の全 国学会の設立 と初めての校

友行政 の全国調査が、同時に行われ た1927年 を校友行政 が完成 したことの象徴 と考えるこ

とができるであろ う。

４節　ま と め

１．得 られた知見

以上、数 章にわたって、校友 の組 織化や 同窓会の発展 に関す るア メ リカにおける校友行

政の生成発 展の歴史的構造 を明 らか にす るこ とを 目指 した。

1821年 、 ウィ リアムズ ・カ レッジにおいて全米初の同窓会が創設 され て以来、アメ リカ

のカ レッジや大学では卒業生の組織化が進み 、校友行政 が発展 した。 日本 で取 り上げられ

ることの多い寄付金戦略や基金運用 といった経営面のみな らず、FDや 大学評価 といった教

育改善の側面、初年次教育や キャ リア教育、継続教育 といった現代 のカ リキュラム改革の

基礎 的な側面が、校友行政 の発展に伴 って形成 された ことが確認できた。加 えて、就職斡

旋や同窓会事業な どの直接 的な支援 のみ な らず、未来の校友 として現役学生に対 し在学 中

か ら様 々な支援 を与 え、卒業後の母校 の支援へ と結びつける。 さらに言 えばそ うした母校

とのつなが り、それ は寄付 とい う形 をとることが多 いのであるが、そ うした母校 との関係

を研究す ることこそ が校友行政で ある、そ うした取 り組み姿勢がアメ リカのカ レッジや大

学の校 友行政 の概観 か ら明 らか になった。そ して、1927年 のAACの 創設 、お よび同年 の 

Daniel L. Grant による校友行政調査 の実施が、ア メ リカのカ レッジや大学 が長い年月 をかけ

て創 り上げた校友行政の一つの完成 を象徴 してい るとい う事 も、今回、明 らかに された。

２． 日本へ の示唆

これ らの知見か ら明 らかになった、アメ リカの校友行政にお ける教育面や カ リキュラム

面の改善活動 は、 日本の校友行政の文脈 において忘れ られ がちであ り、アメ リカの校友行

政にお ける先例 は大きな示唆に富む。 同時 に 日本 の大学が、現代のアメ リカの基金運用や

寄付金戦略を闇雲に模倣す ることの危 険性が、 こうしたアメ リカの校友行政の歴 史か ら伺

い知ることが出来 る。つ ま り、アメ リカではハーバー ド大学の開学以来 、最初の同窓会が

誕生す るまで200年 の歳月を必要 と し、最初の同窓会が ウィ リアムズ ・カ レッジに創設 され

て以来、100年 の歳月をかけて校友行政を完成 させ た。そ して校友行政が完成 してか らさら

に約100年 の年月を経 てこそ、現在 のアメ リカのカ レッジや大学に よる基金運用や寄付金戦

略の圧倒的な隆盛 があるのである。ハーバー ド大学の大学基金 が三兆 円を超 えているこ と 
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はよく知 られているが、ハ ーバー ド大学が今 か ら約 百年前に既 に授業料収入 を超 える基金

運用収益を上げていたことは、 日本 ではあま り知 られていない。アメ リカのカ レッジや 大

学の経営面における校友行政 の長い歴史 を十分に理解す ることな しに、アメ リカの寄付金

戦略や基金運用を拙速 に模倣す ることは危険である。それ と同時 にアメ リカの校友行政が

担って きた教育改革や組織 改善 とい う機能 を理解す ることは、 日本 において今後本格的に

校友行政に取 り組む際に重要な示唆 を与えて くれ るはずである。

３．今後の研究課題

本研究 を通 じて、アメ リカにおけ る校友行政 の成立か ら発展 そ して完成 の歴 史が明 らか

になった。今後は本文で も取 り上げた通 り、アメ リカのカ レッジや大学において校友行政

の完成 の後 に発展 した卒業生研究について明 らかにす ることが求め られ る。一方で 日本の

卒業生の組 織化 については、2000年 に天野郁 夫が 日本の同窓会の類型化に関す るモデル を

示 してい るが、今回のアメ リカのカ レッジや大学 に関す る卒業生の組織化 と校友行政 の研

究をふまえた新 しい枠組み を提示す ることも今後の大 きな課題 といえる。 その際、寄付募

集 などの経営面のみな らず教育改善や組織 改善の側面を も視野に入れたアメ リカの校友行

政 の歴史 とい う、今回得 られた知見を十分に活か した本格的な取 り組みが求め られ よ う。

【付記】本稿 は、『国立教育政策研 究所紀要』138号 （平成21年3月 刊）の125－139頁 に掲

載 された同名 の論文に、若干の修正 をほ どこした ものである。

注

1）東京大学 は今 回の創立130周 年記念募金キャンペー ンな どを通 じて、短期的には500億 円、

長期的には2000億 円規模 の東京大学基金 を確 立す ることを 目標 としてい る。 同時期に早

稲大学 の125周 年 キャンペー ンな ど多 くの大学が東京 大学同様 の周年事業 を開催 したが、

その多 くは従来同様 の単発 の記念事業型募金 を中心 としたキャ ンペー ンであった。 サブ

プライ ム ロー ン問題 に端 を発す る経済環境の悪化 は、駒澤大学 がデ リバテ ィブ取 引で

154億 円の損失 を発 生 させ、慶應義塾大学が225億 円の株式含み損 を発生 させたが、短期

的な視野 におけるこ うした悪条件を考慮 して もなお、グローバル化やユニバーサル化 に

よる国内外の競争の激化 は、 日本の高等教育機関が基金の拡大や財務基盤 の安定を 目指

さざるを得ない背景 となってい る。

2）本文中でも触れ てい るよ うに “Alumni Relations
”は 「卒業生 と大学の関係 」であるが適

訳が見当た らない。PRを 「パ ブ リック ・リレー シ ョンズ」と表記す るよ うに「ア ラムナイ ・

リレーシ ョンズ」としたい ところで あるが定着 しているとは言 えず、 「卒業生 関係 」、 「同

窓会業務」とい った訳語 も正確 とは言 えない。そ こで本論では、日本私立大学連盟が1987

年の特定研修 で使用 して以来、時において使用 されてきた 「校友行政」とい う訳語を、行
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政府の活動 と紛 らわ しい表記 ではあ るが使用す る。

3） “Alumni” の訳出については、固有名詞 な ど特定の訳がついてい る場合 を除き基本的に

「卒業生」で統一 した。 「卒業生」の うち、一定の 目的 を持 って活動す る、あるいは何

らかの意 図の下 に組織化 され たもの に 「同窓生」や 「校友」の訳語をあてた。“Alumni

Association” の訳出については、卒業生 自身 によって 自然発生的に組織化 され る通常の

卒業生団体 を 「同窓会」、機関側の主導に よ り大学 の利害関係 を重視 して組織化 され る

もの を 「校友会」 とした。 なお、 日本語 の 「同窓会」は、同窓生同士 による一時的な行

事の ことを指す こともあるが、ここでは恒常的な 「団体 ・組織」 としての 「同窓会」 を

主 に取 り上 げる。
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アメ リカ にお ける大 学教員評 価制度 の特質

テキサス大学エルパソ校を一事例として

吉 田 武 大

は じめに

本稿 の 目的 は、ア メ リカ合衆 国 （以下、ア メ リカ） のテキサス大学エルパ ソ校 （以下、

エルパ ソ校 ）を対象 として、大学教員評価制度の特質を明 らかにす ることである。

1991年 の大学設置基準の大綱化 によって 自己点検 ・評価が努力義務規 定 として設 け られ

てか ら現在 に至 るまで、外部評価や認証評価 とい った評価制度が次々 と導入 されてきた。

とはいえ、評価制度の歴史 はここ十数年に とどまるものではない。例 えば、大学教員 の採

用や昇進においては、当該教員 の業績に対す る評価がな されて きたよ うに、大学教員個人

を対象 とした評価制度 は古 くか らみ られた もので ある。 ただ、そ こにおいては、大学教員

を研 究業績 で評価す る側面が極めて強 く、それ以外の業績が考慮 され ることはほ とん どな

かった といってよい （関1991） 。しか し近年、さま ざまな評価制度が導入 されてい く中で、

大学の教育機能が重視 され るよ うにな り、教 育業績 を積極的 に評価す る大学が見 られ るよ

うになって きた。2001年 の大学設 置基準の改正 によ り、教授等の教員資格 をめ ぐって、教

育を担 当す るにふ さわ しい教育上の能力に も考慮す るよ う明記 された ことな どが、そ うし

た動 きを支 える根拠 となってい る。

その一方で、大学教員個人の評価 に とどま らず、組織 の評価 、機 関の評価 とい った さま

ざまな レベルの評価が、研究や教育な どの領域 を対象 として行われ るよ うになって きてい

る。今後、教育重視の傾 向を維持 しなが ら、多様 な レベル の評価が評価 システム全体の構

成要素 として機能 してい くためには、大学教員評価 とい う従来の評価 が機 関や組織の評価

といった新 たな評価 と調和す るよ うなシステムの構築 を模索 してい くべ きであろ う。 こ う

した評価 システムを模索 してい くための基礎 的な手がか りを得 るべ く、本稿 においては、

大学教員評価に関 して先駆 的な取 り組み を行ってい るアメ リカの大学 、具体的には研 究大

学 であるエルパ ソ校 を事例 として取 り上げ、検討 を進めてい くこととす る1）。

エルパ ソ校 を対象 とする理 由について、アメ リカの研究大学にお ける大学教員評価 をめ

ぐる動向を簡単に確認 しなが ら説明 してお く。一般的に、研究大学では、著書や学術論文

といった研究業績 に主たる力点が置かれている。 しか し、1980年 代 半ば頃か ら1990年 代 に

かけて、教育重視 の動 きが、州立大学、なかで も、「研究型大学」や 「総合型大学」におい

て生 じてきた。 そ してそれ は、教育業績 を大学教員評価 に取 り入れ よ うとする動 きとなっ

て具体化 した （高橋1998） 。 ところが、その ような中でエルパ ソ校 は、教育業績の評価 に

とどまらず、社会 との連携活動 をも積極的に評価すべ く、大学教員評価制度を見直 したカ
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レッジが存在す るとい う特徴 を有 している2） （吉 田2004） 。 この ような特徴 を有す るエル

パ ソ校 を対象 とす ることによって、上記の評価 システムを構築する上で貴重な示唆が得 ら

れ ると考 えられ るのである。

研究 目的の解明にあたっては、次の ４つの作業課題 を設定する。第 １に、エルパ ソ校 の

概要 を取 り上げ、第 ２に、大学教員評価 における評価プ ロセスについて検討 し、第 ３に、

大学教員評価基準 を分析 し、第 ４に、大学教員評価 を側 面か ら支援す ると思われる組織に

ついて考察する。検討素材 については、筆者 らが2007年 ２月 ５日か ら８日まで ４ 日間にわ

たってエル パ ソ校 を訪 問調査 し、そこで得 られた資料及びイ ンタビュー結果 を基 とす る。

１節　研 究大学 としてのエルパ ソ校

１．地理的情勢

まず は、エルパ ソ校の立地 している都市エルパ ソを概観 してお こう。エルパ ソは、テ キ

サス州西端に位置 し、メキシコ合衆国 と国境 を接す る人 口約70万 人の都市である。メキシ

コ合衆 国 との国境 に位置 してい るとい う事 由もあって、エルパ ソには、 ヒスパ ニ ック系住

民が多数居住 している。 また、エルパ ソでは、 ヒスパニ ック系住民 と白人 との経済 ・教育

をめぐる格差 をいかに縮小 させ るかが政治的課題 とされている。 とりわけ、教 育問題 をめ

ぐっては、多数派 であるヒスパニ ック系住民の学業成績 をいかに向上 させ るかが課題 とさ

れ続けてお り、その解決のために、様 々な施策が策 定 ・実施 されてい る。

２．沿革や ビジ ョン、使命

次に、か よ うな地理的経済的条件下にあるエルパ ソ校の概要 を取 り上 げる。エルパ ソ校

は同地域 で随一の州立の総合大学であ り、カーネギー財団に よるア メ リカ高等教育機 関の

分類でい うところの研究大学 （ RU/H: Research Universities <high research activity> ）で あ る。

エルパ ソ校の沿革 を確認 してお く。エルパ ソ校 は、テ キサス州立鉱物 ・冶金学校 （Texas 

State School of Mines and Metallurgy ） と して1914年 に創 設 され た。 そ の後 、 ２度 の組 織 名 称

変 更 を経 て 、1949年 に はテ キ サ ス ウェ ス タ ンカ レッジ （Texas Western College ）とい う名称

に、そ して1967年 にテキサス大学エルパ ソ校 へ と名称が変更 され 、現在に至ってい る。

エルパ ソ校の ビジ ョンは次の通 りである。

第 １　多様 な学生 に質の高い高等教育 を提供す る。

第 ２　経済的教育的機会か ら地理的 に隔離 された地域 の人々に対 し、教育機会 を可能な限 り

拡大す る。

第 ３　学生、教員、そ して産業界 とくに北部 メキシ コの産業界 の間に、多文化的でインター

アメ リカンな教育 ・研 究上の協力 関係 を創造 し維持す るために、地理的環境 を活用す る。

第 ４　卓越性 とアクセ ス とい う２つの理念 に関与 し、アカ ウンタ ビリティを受 け入れ る。

第 ５　テキサス州の高等教育にお ける新 たなモデル として、経済的技術的そ して社会的環境 
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を変革す る教育的 リーダー となるこ とを目指す。

エルパ ソ校 の使命 については、教育、創造 、解釈 、応用そ して知識 の普及 に貢献す るこ

ととされ、具体的 には次の よ うになってい る。

（1）学生 に対 して、質の高い教育プログラムや、研 究上の卓越性、芸術 的創 造性 そ して革

新的なプ ログラムや サー ビスを提供す ることを通 じて、生涯 に渡ってキャ リアに挑戦す

るよ う働 きかける。

（2）テキサス大学 システムの一構成要素 と して、エルパ ソ及び周辺住 民に対 して高等教育

の機会 を提供す る。

（3）国際性や多文化性 とい うエルパ ソ地域 の特徴 を活か し、学習、教育、研究、芸術的努

力、文化的経験そ してサー ビスに対す る機 会を学生や大学教員 に提供す る。

３．組 織

ビジ ョン と使命 を取 り上げてきた ところで、以下ではエルパ ソ校の組織構成を確認 して

い こ う。 まず 、 学 事部 門 （Academic Affairs ）であ る。学事部門は学長直下の組織であ る。

この 中に 、図 １の ご とく、 ビジネ ス ア ドミニス トレー シ ョン、 教 育、 エ ンジ ニア リン グ 、

ヘル ス サイ エ ンス 、 リベ ラル アー ツ、 サイ エ ンス の ６カ レ ッジ が位 置 して い る。 ま た 、 図

には掲載 され て い な いが 、 学事 部 門 の 下部 組 織 と して 、効 果 的 な教 授 ・学習 のた め のセ ン

タ ー （Center for Effective Teacning and Learning ：以 下 、教授 学習 セ ン ター） が属 して い る。

次 に、セ ンタ ー で あ る。 各 セ ンター は副 学長 （Provost） 下 に配 置 され て い るが 、機 関評

価 ・研究及び計画センター （Center for Institute Evaluation Research and Planning 以 下 、評

価セ ンター）は、学長直下の情報源及び計画部門 （information resources and planning ）の下

部組織 として位置づけ られている。 なお、エルパ ソ校 の連携組織 （El Paso Collaborative for 

Academic Excellence ）は、他 のセ ンター組織 と異な り、学長直下であるこ とが注 目され る。

４． 大 学教 員 と学 生

最 後 に、大 学 教 員 及 び学 生 につ い て確認 してお く。 大学 教員 数 は2005年 度 で1118名 で あ

る。性 別 は、女 性 が463人 （41．4％）、男 性 が655人 （58．6％） で あ る。職 階別 で は 、教 授 が

154人 、准 教 授 が148人 、講 師 が564人 、助 教 が193人 、 テ ィー チ ン グ ・ア シス タ ン トが59人

とな って い る。テ ニ ュア の取 得 状 況 につ い て は 、テ ニ ュア 取得 者 が292人 、テ ニ ュア トラ ッ

ク にい る者 が210人 、テ ニ ュア トラ ック にい な い者 が616人 で あ る。 勤 務 形態 につ い て 、 フ

ル タイ ムが680人 で あ るの に対 して 、パ ー トタイ ム は438人 で あ る。 カ レ ッジ別 で は 、 ビジ

ネ スア ドミニ ス トレー シ ョンカ レ ッジが82人 （7．3％）、教 育 カ レ ッジが111人 （9．9％）、エ

ンジニ ア リン グカ レ ッジ が99人 （8．9％）、 リベ ラル ア ー ツ カ レ ッジが436人 （39．0％）、ヘ

ル スサ イエ ンス カ レ ッジ が130人 （11．6％）、 サイ エ ンス カ レ ッジが186人 （16．6％）、 そ の

他74人 （6．6％） とな って い る。
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図 １　 エルパ ソ校の学事部 門の組織構成3）

一 方
、学 生 につ い て は 、2007年 度 時 点 で 、 カ レ ッジ と大 学 院 の 合 計 が20，154人 で あ り、

フル タ イ ム の学 生 は12，214人 （全 学 生 の60．1％ ） で あ る。 性 別 につ い て は 男性 が8，904人

（44．2％）、女性 が11，250人 （55．8％）とな って い る。民族 別 で は、ヒスパ ニ ック系 が73．6％

で14，826人 、 白人 が10．5％ 、 黒人 は2．7％ な どとな って い る。

２節　大学教員評価プ ロセ ス

１．エルパ ソ校 レベル

大学教員評価はカ レッジ毎 に実施 され てい る。 このことは、各カ レッジがエルパ ソ校全

体の基準 とは独 自の基準 を設 け、かつ独 自のプ ロセ スで評価 を行 っている ことを意味す る

ものではない。そ こで本節 では、エルパ ソ校 レベル で、大学教員評価が どのよ うなプ ロセ

，”

スを経て実施 されているのかについて、エルパ ソ校 の “Handbook of Operating Procedures 

（以下、ハ ン ドブ ック） を基に検討 してい くことと しよう4）。

昇進 とテニュアの審査手続 きは学科か ら開始 され る。参照すべ き資料 について は、学科

主任 （Department Chair ）、学科 の常任委員会、または学科主任 の設置 した特別委員会 が収
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集することになっている。その際、昇進またはテ ニュアの候補者 は資料の提 出を求め られ

る5）。資料収集後、昇進 とテニ ュアの決定権 限を有す る全 メンバーは、候補者の資料 を事

前に参照 した上で、候補者の昇進 またはテ ニュア獲得 が適切か どうかの投票 を行 う6）。一

方、学科主任 は独 自に候補者 の推薦 を行い、カ レッジ長 （Dean）へ候補者 に関す る文書 を

送付す る。 そ こには、諸資料 、投票結果 、そ して推薦文が含 まれ る。

学科 および学科主任 か らの通知 を受けて、カ レッジ長 はカ レッジ諮問委員会7）を設置す

る。同委員会は学科 の推薦 を確認 し、推薦 の根拠 となった資料 を審査 した上で、候補者 に

対す る推薦 をカ レッジ長 に行 う。 その後、カ レッジ長は、候補者の履歴書、学科主任 とカ

レッジの委員会か らの報告 の要約 、投票結果 、そ して必要であれ ば、審査者の意見 を副学

長へ送付す る。 また、カ レッジ長 は候補者 に対す る独 自の推薦 も行 う。

カ レッジ長 か らの文書や推薦 を受 け、副学長は、大学院プ ログラムに対す る候補者 の貢

献を考慮 した追加 意見を求 めることもある。その場合、副学長 が適切 と考える他 の審査手

続きを開始す ることもある。 その後に、副学長は学長へ推薦を行 う。

なお、昇進やテニュアの候補者は、学科主任か ら学科 レベル での決定事項の全 てを知 ら

され ることになっている。 また、学科主任 は、カ レッジ長か らカ レッジ レベルでの決定事

項の全てを知 らされるこ ととされ てい る。

以上 に見てきた よ うに、昇進 とテニ ュアの場合、学科主任 か らカ レッジ長へ、カ レッジ

長か ら学長 等へ とい うプロセスに即 して大学教員評価 が実施 されている。昇給 に係 る大学

教員評価 も同様のプ ロセ スで実施 されている8）。

２．カ レッジ レベル

エルパ ソ校 レベルの大学教員評価プ ロセスを確認 した ところで、以下では、教育カ レッ

ジ とビジネスア ドミニス トレーシ ョンカ レッジにお ける大学教員評価プ ロセスを検討 して

いくことにす る。

教育カ レッジでは、テニュア、昇進そ して昇給審査に際 して、第 １に、候補者は関連資

料 を学科主任 に提 出す る。 第 ２に、テニュア及び昇進の候補者 の提 出 した資料 は、外部審

査者 ３名 によって審査 され る。外部審査者は候補者 と同 じ専門分野の研究者 である場合 が

多 く、 この点は研 究大学であるカ リフォルニア大学 も同様で ある （例 えば、當作2002） 。

外部審査者の選定 については、候補者 が審査者 について学科主任 と相談 し、候補者が提示

した中か ら学科 主任が2人 を選出す る。そ して第 ３に、外部審査者 は、候補者 か ら提出 さ

れ た資料 を審査 し、テニ ュアや昇進の推薦 を行 う。第 ４に、推薦文が学科主任 へ送付 され 、

第 ５に、学科主任 は、推薦文やその根拠 となる資料 を、学科主任の独 自な評価 と共 にカ レ

ッジ長へ送付す る。

ビジネスア ドミニス トレー シ ョンカ レッジにおいて、毎年実施 され る大学教員評価プ ロ

セスは3段 階か らなってい る。第 １に、学科主任 は年度初めの9月30日 までに各教員 と面 
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会 し、評価書類に関す る計画立案 を求める。第 ２に、学科業績評価委員会 （Department Merit 

Evaluation Committee ）は ３月 １日までに各教員の評価の審査 を完了 させ る。第 ３に、学科

主任 は ５月 １日までに各教員 と面会 し、評価結果を伝達す ると共に、今後 の改善の見通 し

についてカ ウンセ リングを行 う、 とい うプ ロセスで評価 が実施 されている9）。

以上、エルパ ソ校 レベル及 びカ レッジ レベルの大学教員評価プ ロセスを検討 して きたが、

エルパ ソ校 レベルのプロセスの方 が詳 しく規定 されていることが明 らか となった。各カ レ

ッジは、基本的 にはエルパ ソ校 レベルの評価 プロセスに即 して評価 を実施 している。ただ

し、テニュアの審査 においては、独 自に外部審査者 を取 り入れているカ レッジもみ られ る。

３節　大学教員評価基準

１．エルパ ソ校 レベル

大学教員評価 プロセスを確認 した ところで、先のハ ン ドブ ックを基 に、エルパ ソ校 レベ

ルの大学教員評価基準を分析 してい くこ ととする。エルパ ソ校 は国境 に位置 してい る事 由

もあ り、その提供す る教育等 に関 して、マイ ノリテ ィの教育に対す る卓越 した国家的研究

セ ン ター （national research center of excellence for the education of minorities ） とい う名 声を

得てい る。実際、エルパ ソ校 は、経済的教育的機会 か ら地理 的に隔離 されたエルパ ソ地域

にお ける教育機会 の拡大を使命の一つ としてお り、また、マイ ノリテ ィに対す る教育機会

の拡大を謳 ってい る10）。 さらに、教育機 会の拡大 に とどま らず、入学 した大学生全ての学

問的能力 の向上 をも目指 している。 この よ うにエルパ ソ校は、研究大学であ りなが ら、地

域 における教育機会 の拡大、大学教 育の充実 を重要 な使命 として位置づ けてい るのである。

この よ うな使命 の下で展開 され るさま ざまな活動 をめ ぐって、エルパ ソ校 レベルでの大

学教員評価基準にはいかな る特色 がみ られ るのであ ろ うか。ハ ン ドブ ックによると、エル

パ ソ校は、評価 を下す側の主観性や大学教員 の多様 な専門分野 といった事由によ り、テニ

ュアや昇進 の基準を詳細には特定化 しえない との認識 を示 しなが らも、可能であれ ば、一

般 的なガイ ドライ ンや基本 的指針 は常に支持 され るべきであるとす る。 ここでい う一般 的

なガイ ドライ ンや基本的指針 とは、具体的 には以下の ４つである11）。

第 １に、大学教員 にはい くつかの義務遂行が期待 されてお り、それ らに即 した業績 をあ

げてい るか どうかが問われ るとい うことで ある。ここでい う義務 とは次の ７項 目である12）。

a． 授業の担 当／b． 授業外 での学生に対す るア ドバイス／c． 最先端 の学問への関与／

d． 学術的活動への従事／e． 学科の 目標達成へ の貢献 と学科活動への参画／f． カ レッ

ジや大学の福利へ の奉仕／g． 教科外の多様な方法 による学生や市民への影響。

第 ２に、大学の全てのアカデ ミックな組織 において、昇進や テニュアへの推薦 に際 して

は、類似 した基準 が用い られ るべきだとい うことであ る。換言すれ ば、ハ ン ドブックに記

載 され てい る規程や基準に抵触 しない限 り、カ レッジ等 の各組織には、大学教員評価 に関

す る手続 きを定めることが認 め られるので ある。
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第 ３に、大学教員 の職 階が上がるにつれ て、昇進やテニュアへの推薦 の基準が変わ るべ

きだ とい うことである。

第 ４に、雇 用年数は あくまで もテニ ュアや昇進への推薦 に対す る根拠 の一要素 ではあ る

が、主要な根拠 としては用い られ ない とい うことで ある。

以上の一般 的なガイ ドライ ンや基本的指針 の下、前述の評価 プロセスを通 じて、昇進や

テニ ュア等の評価 が行 われてい るのである。

なお、ハ ン ドブ ックには、テニュアや昇進 において、学科 レベルで考慮 され る評価基準

の構成要素 として次の ７項 目を列挙 してい る13）。（1）教育上の有能 さ／ （2）学術論文や他

の著作物の質／ （3）業績や賞な どの質／ （4）専門 に係 る大学外でのサー ビスの／ （5）候補

者 に対す る評価が記載 された文書 と評価者 の人物証明書／ （6）学科、カ レッジ、大学 そ し

て専門分野へ の候補者 の貢献／ （7）候補者 の将来の知的進歩、そ して、大学への貢献 に関

する潜在能力。

以上、エルパ ソ校 レベル の大学教員評価基準を分析 して きた。 ここにおいては、大学教

員の多様 な学問分野、評価 の主観性 といった事情 を考慮 し、評価基準が大綱的な表現 に と

どめられているこ とが看取 され よ う。

２．カ レッジ レベル

本節 では、エルパ ソ校 レベルの大綱的な大学教員評価 基準の下、各カ レッジが どのよ う

な評価基準 を策定 しているのかについて分析 してい くこととす る。

ま ず 、ヘ ル スサ イ エ ンス カ レッジ に お い て は 、評 価領 域 と して 、 「教 育 」、 「研 究 」、 「学

内外 のサ ー ビス」、「学 内行 政 」が設 定 され て い る。 この うち、 「教 育 」及 び 「研 究 」 はそれ

ぞれ 全 評価 の40％ を 占めて い る。 ま た、 「学 内外 の サー ビス」 は20％ 、 「学 内行 政 」 は0％

とな って い る14）。評 価 の 割 合 を 明確 に設 定 してい るの は、エ ルパ ソ校 で はヘル スサ イ エ ン

ス カ レ ッジ のみ で あ る。研 究 大学 で あ るカ リフォル ニ ア大学 にお い て 、研 究 が全 評価 の90％

以 上 を 占 め る と され て い る （當 作2002） こ とに鑑 み るな らば 、ヘ ル スサ イ エ ン スカ レッジ

は教 育 を重視 して い る とみ る こ とが で き よ う。 た だ し、 学 事 部 門 の 副 学長 補 佐 （associate

provost） に よれ ば、 この評 価 割合 の設 定 は大学 の使 命 に即 した もの とは言 えず 、 ヘル スサ

イエ ンス カ レ ッジ に見直 しを求 め て い る との こ とで あ った15）。

次 に、ヘルスサイエ ンスカ レッジ以外のカ レッジを取 り上げてい く。ハ ン ドブ ックに記

載 されているよ うに、そ もそ もエルパ ソ校 においては、研 究のみ な らず、教育、サー ビス

も同等に重要であ ることが強調 されてお り、先の副学長補佐 もこの点に言及 していた。 こ

のよ うなエルパ ソ校 の理念 の下、ヘルスサイエ ンスカ レッジ以外のカ レッジでは、研究や

教育、サー ビス等に対す る評価割合 は設定 されていない16）。それ では果た して、ヘルスサ

イエ ンスカ レッジ以外のカ レッジにおいて、実際に研究や教育 、サー ビス等が同等 の位置

づけを与え られているのであろ うか。 以下では、評価基準の項 目数 とい う観点か ら、理念
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レベル と項 目数 の関係 を検討 してい くことにしたい。

教 育 カ レ ッジ にお け る大 学 教 員 評価 の 形式 を見 てい く と、 「教 育 」 、　 「研 究 」 、　 「サ ー

ビス」 、 「そ の他 」 の ４つ が設 定 され て い る。評 価 基 準 の項 目数 は 「教 育 」が13、 「研 究 」

が ８ （「A．独創 的 な研 究 成 果 の 出版 」 は ７項 目に細 分 化 、 「B．専 門分 野 の研 究会 で の論 文発

表 」 は ５項 目に細分 化 、 「F．補 助金 の 申請 」 は ３項 目に細 分化 ）、　 「サ ー ビス」 が ８、　 「そ

の他 」 が １とな っ てい る。

リベ ラル アー ツカ レッジの大学教員評価 をみ ると、「教育 プログラムへの貢献」、 「専門

的な活動 と開発」、 「専門的履歴 」、 「大学 と地域へ のサー ビス」、「学内の行政義務」の ５つ

の評価領域が設定 されている。各領域 の評価基準の項 目数は次の通 りである。「教育プ ログ

ラムへ の貢献」は ８、 「専門的な活動 と開発」 は ６　（「A．学識や研 究に関す る執筆」は ６つ

に細分化）、「専門的履歴」 は ９、「大学 と地域へのサー ビス」は ７、 「学 内の行政義務」 は

１となってい る。

サイエ ンスカ レッジにおいては、筆者が以前の研究 で明 らかに したよ うに、大学教員 の

連携活動への参画 を促進す るべ く、1996年 に大学教員評価基準 が見直 され 、新たに連携活

動 に関す る評価項 目が取 り入れ られている。昇進や テニュア獲得 に際 して行われる評価 に

ついて、サイエ ンスカ レッジの評価領域 としては、「研究、学識そ して創 造的な活動」、「教

育的有能 さ」、「サー ビス」の ３領域が設定 されてい る。各領域 の評価 基準の項 目数 は 「研

究、学識 、そ して創造的な活動」 は ２、「教育的有能 さ」は ５、 「サー ビス」 は ３である。

エ ンジニア リングカ レッジの大学教員評価 には、 「教育 とア ドバイス」、 「研究 と学識 」、

「専門分野での活動」、「学科及び／も しくはカ レッジでの行政活動」、「サー ビス」の ５領域

が設定 されてい る。各領域の評価基準項 目数 は次の通 りである。「教育 とア ドバイ ス」は ７

（「D．学生評価」 については学期 ごとの記述が要求 されてい る）、 「研究 と学識」 は４ （「B．

契約及びグラン ト」は ２つに細分化、「D．研究や学識 の成果についての コミュニケー シ ョン」

は ９つに細分化）、 「専門分野での活動」は ４ （「B．専門分野 に利 益を与 える活動 も しくは、

専門分野に関す るメンバー」については ３つに細分化）、「学科及び／も しくはカ レッジでの

行政活動」 は ２、「サー ビス」は ２となっている。

ビジネ ス ア ドミニ ス トレー シ ョンカ レッ ジに お いて は、 「教 育 」、 「研 究 」、 「サー ビス」

の ３領域 が設 定 され てい る。 各領 域 の評価 基 準項 目数 につ いて 、 「教 育 」 は10、 「研 究 」 は

12、 「サ ー ビス」 は12で あ る。

以上、各カ レッジにおける大学教員評価基 準の項 目数を確認 してきた。項 目数 とい う観

点か ら見る と、いずれのカ レッジにおいて も、評価領域間で項 目数に大きな違いを見出す

ことはできなか った。 ここか ら、ヘル スサイエンスカ レッジを除いて、研 究のみな らず、

教育、 さらにはサー ビスをも同等 に重視 してい ることが推察 され る。 この点で、先のカ リ

フォルニア大学が研 究に90％ 以上の比率を設定 しているこ ととは対照的である。また、州

立のワシン トン大学では 「研究 と同様に教育が重視 」 （高橋1997） されていたが、研究 と
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教育のみな らず 、サー ビスをも同等 に重視 してい る点がエルパ ソ校 に特徴的 といえよ う。

４節　 関連 組 織

１．教 授 学習 セ ン ター

教授 学 習 セ ンター は1997年 に創 設 され た。 創 設 当初 は 、サ イ エ ンス、 テ ク ノ ロジー 、 エ

ンジニ ア リン グ、数 学 （STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics ） とい っ た

理科系の大学教員 を対象 とした教授支援 を 目的 としていたが、2000年 以降、対象は全学に

拡大 されてい る。教授学習セ ンターでは、次の ような取 り組みが行 われている。す なわち、

教授法に関す る各種プロジェク トや ワークシ ョップの開催、大学教員の昇進等に用い られ

るティーチング・ポー トフォ リオの使用方法の紹介等である。これ らのプ ログラムは希望者

に対 して実施 され ている。 教授学習セ ンターのス タッフは ４名 であるが、専任 は臨時副セ

ンター長 １人であ り、残 りの ３名 は大学院生等のアルバイ トでまかなっている。アルバイ

トの大学院生 は、プ リン トの コピーや資料作成な どを職務 としていたことか ら、実質 的に

は臨時副セ ンター長 が １人で各種 プログラムを立案 ・実施 してい るとい ってよい。

２．評価セ ンター

評価セ ンター には12名 の専任 スタ ッフが在籍 してい る。 内 ９名 が大学院で研究業績 を積

んできたプ ロフェ ッショナルなスタ ッフであ り、残 り３名 が事務スタ ッフである。 この他

に、大学院生のスタッフが ６名 いる。評価 センター は、大学運営に係 る計画立案 のサポー

ト、計画 に対す る評価 、計画や意 思決定に関す る調査研 究を主 な役割 としている。大学教

員評価 に関わる評価センターの役割 としては、教育 の効果 を監視する こと、教 育や研 究等

に関す るデータを各カ レッジや大学教員 に提供す る ことが挙 げ られる17）。

５節　ま と め

１．エルパ ソ校 の特質

エルパ ソ校の大学教員評価制度 を検討 して きたが、その特質は次の ４点にま とめられ る。

第 １に、エルパ ソ校は、研 究大学であ りなが ら、教育のみな らずサー ビスをも同等に重

視 していた。先に取 り上げたカ リフォル ニア大学や ワシン トン大学な どの州立大学 と比す

ると、エルパ ソ校 の特異性 がよ りいっそ う顕著 となる。ただ、ヘルスサイエ ンスカ レッジ

においては、研 究及び教育がそれぞれ40％ 、サー ビスが20％ とい う評価割合が設定 されて

いたが、この比率 も上記 ２大学、 とりわけカ リフォルニア大学 と比す るな らば、サー ビス

にも一定程度の配慮 がな され てい るといえるであろ う。

第 ２に、学事部門は各カ レッジに対 して、大学教員評価 に関す る権 限を有 していた。 カ

レッジの定める大学教員評価基準が大学 の使命 に即 していない場合、一般的 にはカ レッジ

の専権事項 と思われる評価 基準について、学事部門が修正を命ず る権限を有 していた。 こ
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のこ とは、ヘルスサイエ ンスカ レッジの評価割合 において確認す ることができた。 このよ

うな、いわば トップダ ウンとで もい うべき権限関係 が大学教員評価 とい う側面で見 られ た

ことは、多元的な評価形態 を調和的な ものに してい くことを検討す る上で示唆的である。

　第 ３に、教授 学習セ ンターや評価 セ ンターは、各カ レッジの大学教員評価 が円滑に実施

され るよう、側 面的な支援 を行 う役割 を担 っていた。 これ らのセ ンターが1990年 代以前に

創設 され ていなかったことに鑑み ると、近年の大学教員評価制度が、従来の よ うな同僚評

価 （peer review ）、つ ま り、学科やカ レッジの構成員 を中心 とした評価 を原則 としつつ も、

カ レッジ外 の組織 に一定程度依存 した上で成立 していることは注 目に値す る。その一方で、

エルパ ソ校 が教授学習セ ンター を重要な組織 と して認識 していない ことも明 らか となった。

実際、教授学習セ ンターは、学 内の他組織 に対 して大学教員評価 に関す る特段の権限 を有

してい るわけではない。また、教授学習セ ンターの専任ス タッフはわず か １人であ り、 し

かも、臨時職 とはいえ、専任 の職 を講師待遇で もって充てていたのであ る。

第 ４に、社会 との連携活動 が、大学教員評価基準 において考慮 されていた。 サイエ ンス

カ レッジや リベ ラル アー ツカ レッジでは、社会、具体的には教 師教育 とい う側面での連携

活動が、教育の領 域にお ける評価基準 として設 けられていた。 また、各カ レッジのサー ビ

スに関す る評価基準には、社会 との連携活動が評価 の対象 として含 まれていた。 このよ う

にエルパ ソ校各カ レッジで は、社会 との連携活動が評価 の対象 とされていたのである。他

の研究大学 、特 に州立の研 究大学 では、教 育活動が業績 として積極的 に評価 され始めてい

るなかで、教育活動に とどまらず 、社会 との連携活動等 も評価 の対象 とされ てい る点 が研

究大学であるエル パ ソ校の特色 といえよ う。

２．今後 の課題

今後の課題 としては以下の ３点が挙げ られ る。

第 １に、大学教員評価 をめ ぐる、学事部 門 とカ レッジの権 限関係 を明 らかにすることで

ある。本論 で、学事部 門の副学長補佐 がヘル スサイエ ンスカ レッジに対 して評価割合の見

直 しを求めていた ことを指摘 したが、この よ うな権 限関係 を詳細に分析するこ とによって、

大学教員評価制度 の全体像 を浮かび上が らせ ることが可能になる と考える。

第 ２に、評価セ ンターにお ける、組織の評価 と大学教員個人の評価の関係 を検討す るこ

とである。教育重視 の傾向 を維持 しつつ、多様 な評価形態が評価システムの構成要素 とし

てそれぞれ機能 してい くためには、大学教員評価 とい う従来の評価 と、機 関の評価や組織

の評価 といった新 しい評価 が調和す るような評価 システムのあ り方 を模 索す る必要がある

と冒頭で述 べた。 この点 に関 しては、評価セ ンター にお ける組織的評価 に関す る業務 と個

人的評価 に関す る業務 の関係 を検討す るとともに、各 カ レッジと評価セ ンター等関連組織

との関係 を精緻 に描出す るこ とを通 じて明 らかに していきたい。 なお 、教授学習セ ンター

の専任 スタッフの配置がいかなる意 図の下でなされているか も併せ て検討課題 としたい。
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第 ３に、連携の具体的な活動内容 を明 らかにす るこ とである。 注 ２において述べた ごと

く、本稿では連携の定義 を広 く捉 えた。そ の結果、教師教育に関す る連携活動 が リベ ラル

アーツカ レッジ、サイエンスカ レッジ等 にお ける教 育の領域の評価基準 に含 まれ ていた こ

とを示す ことはで きた。 ただ、本稿では、それ以外 の連携活動が大学教育の中に入 り込ん

でい るか どうかを明 らかにす るには至 らず 、サー ビスの領域の評価基準に含まれ てい る と

指摘 したに とどまった。今後、連携活動の内容 を調 査および分析す ることで、教育や研究

といった評価領域 において、新たな連携活動 の抽 出が可能 にな ると考 える。
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12） Ibid., Section 3, Chapter 4, 4.3.2


13） Ibid., Section 3, Chapter 4, 4.4.5.5.3


14）な お 、各領 域 にお け る評価 基 準 の項 目数 をみ る と、 「教 育 」 は ８項 目、 「研 究」 は ４項 目

（「1．出版」 は、14項 目に細 分化 、 「3．グ ラ ン ト」 も ３項 目に細 分化 ）、そ して 「サー ビス」

は ７項 目 （「1．大学 と地 域 で の活 動 」は ４項 目に細 分化 ）、「行 政 」は ３項 目となって い る。

15） Associate provost か らの私 信 （2007年6月13日 ）。

16） 同 上 。

17）評価 セ ンター デ ィ レク ター の Roy Mathew 氏へ の イ ンタ ビュー に よる （実施 日は2007年

２月 ６ 日 ）。
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参 考 資料 ：各 カ レ ッジの 大 学教 員 評価 基 準 （一部 略 ）

（1） ヘル スサ イエンス カ レッジ

I．	 教 育 （40％）

1． 教 えてい るコースの リス ト

2． 他 の授業 で のゲス ト講師

3． 大学院教授 と しての地位 に係 る職務

a．学科 における論文委員会もしくは総括的委員会	 （thesis or comprehensive committee ）に

関す る委員長 もしくは委員 としての貢献

b．論文委員会もしくは総括的委員会において、学科外 もしくはプログラム外の学生に対

しての貢献

4．教育上の独創性。例 えば、教育賞、新たな教授－学習活動の開発、ビデオや ソフ トの

ようなメディアの開発

5．学術的なア ドバイス （学部、大学院、ア ドバイスセンター等）

6．新任教員そ して／もしくはパー トタイムの教員に対す る教育上の助言

7．教育上のプログラムに対す る直接的な貢献 についての他の証拠

8． その他	 （例えば、年度当初以前 に、学科主任 と協議の上、教育 目標 を設定 しているの

な らば、その 目標に対する達成度を記述のこと）

II．学 　 識 （40％）

1． 執筆活 動

a．	 査読付 き学術 雑誌 に掲載 され た記事

b．	 査読 付 き学術 雑誌 に掲載 され た要約

c．	 査読付 き学術雑誌 に受入 れ られ た記 事

d．	 査読 付 き学術雑 誌 に対 して提 出 され た記 事

e．	 査 読付 きの会 議 のプ ロシーデ ィング （proceedings） に掲載 され た記 事

f． 掲載 され た文献、章

g．	 掲載 が認 め られ た文献 、章

h．	 掲載 のた めに提 出 した文 献、章

i． 掲載 され たモ ノグラ フ （monographs）

j．	 掲載 が受入 れ られ たモ ノグ ラフ

k．	 掲載 のた めに提 出 したモ ノグラ フ

l． 査読 な しの学術雑誌 に掲載 され た書評、要 約、記事

m．	 査読 な しの学術雑誌 に受入 れ られ た書評 、要約 、記 事
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n． 査読 な しの学術 雑誌 に提 出 され た書評 、要約 、記事

2． 地域 、州、 国家 、そ して／も しくは 国際 的な専 門的会合 におい て発 表 され た学術的論 文

3． 補助金 の書類 に関す る活動

a． 提 出 され た／承認 され た研 究 の補助金

b． 提 出 され た／承認 された 訓練の補助 金

c． 提 出 され た／承 認 され た他 の種 類の補 助金

4． そ の他	 （例 えば、年度 当初以 前 に 目標 を設 定 してい るの な らば、その 目標 に対 す る達

成 度 を記述 の こ と）

III．大 学及び コ ミュニテ ィへ のサー ビス （20％）

1． 大学及 び コ ミュニテ ィの活動

a． 学科 、カ レッジ、大学で の委 員会活 動

b． 大学 生そ して／も しくは大学教員 への リクルー ト活 動

c． 同僚へ の助 言

d． サー ビスや 専門的 な組織

2． 専 門的 な組織 での活 動

3． 地域 の組織 での活動

4． 賞

5． 相 談業務。 例 えば、研 究活動 や専 門的証人 、臨床 的な相談 の代理店等 にお け る補助

6． 専 門的 な活 動 －例 え ば、会議 やセ ミナー 、CE活 動 、学会 とい った もの －へ の参加

7． そ の他	 （例 えば、年度 当初 以前 に、 目標 を設 定 してい るの な らば 、その 目標 に対す る

達成度 を記述 の こ と）

IV． 行 　 政 （0％ ）

1．行 政的 な責任 を リス トにす るか言及 す る こと

2． 行 政上 の義 務 の成 功的 な完 了 に対 す る証拠 を提示 す るこ と

3・あなたが作成	 しよ うと してい る他 の物語 形式 的 な コメ ン ト （例 え ば、年 度 当初 以前 に、

目標 を設 定 してい るのな らば、その 目標 に対す る達成 度 を記述 の こ と）

（2） ビジネスア ドミニス トレ－シ ョンカ レッジ

1． 教育及びア ドバイス

（1）評価　　　　　　　　　　　　　　（2）新たなコース／刷新

（3）主要なコースの修正　　　　　　　 （4）特別なコース

（5）特別な学生へのア ドバイス　　　　 （6）主要な賞歴

（7）賞へのノミネー ト　　　　　　　　 （8）独立 した学習

（9）助言　　　　　　　　　　　　　　　 （10）教授法の個人的な開発

2． 研 究	 　

（1）執筆 した学術雑誌の記事　　　　　　（2）採択 された記事

（3）オケージョナル ・ペーパー　　　　 （4）国際的なプ ロシーデ ィング

（5）著作／研究論文　　　　　　　　　 （6）地域のプロシーディング

（7）プ レゼンテーシ ョン　　　　　　　（8）補助金の申請

（9）受け取った補助金　　　　　　　　　（10）講 演

（11）校閲もしくは審査付 きの論文　　　（12）継続 中の研究
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３．サー ビス

　 A　 学 外

（1）編集審査委員会　　　　　　　　　　（2）編集者

（3）審査者　　　　　　　　　　　　　　（4）組織の役員

（5）組織委員会／業務　　　　　　　　　 （6）地域での業務

（7）専門的な会議


B　 学 内


（1）大学委員会　　　　　　　　　　　 （2）ＣＢＡ委員会

（3）学科委員会　　　　　　　　　　　　（4）学生集団ア ドバイザー

（5）学科外の学生支援

（3）教育カレッジ

１．教育への貢献

A．次年度に対 した計画 された 目標及びその達成度の要約 を提出す ること

B．以下の表に記述 し、補助資料を付す こと

C．指導 したインターンの数

D．学科主任 もしくは委員会のメンバー としての論文数


学科主任 もしくは委員会のメンバー としての学術論文数


独立 した学習についての学生数


E．刷新的な実践やプログラムを詳述 した他の資料 ；臨床上の調整、そ して講義のコース

F．ア ドバイスの質、そ してア ドバイスを した学生数

G．若手教員への助言や関連 した活動

H．教育に関す る賞

I．コースの修正

J．プログラムの開発

K．学生の成功 を高めることへの貢献

L．大学外の訓練プログラムやセ ミナー

M．学生の達成 もしくは賞

２．研究／学識への貢献

A．独創的な研究成果の出版

（1）著 書

（2）編集 された著作

（3）モノグラフ

（4）著作もしくはモ ノグラフにおける章

（5）査読付き論文

（6）技術 レポー ト

（7）他の専門分野での著作

B．専門分野関連の会議での論文発表

（1）招待講演、そ して国際的及び国内の会合での論文

（2）招待講演、そ して地域の会合での論文

（3）地域、国内、そ して国際的なシンポジウムや会合での査読付き論文
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（4）会議 の プ ロシーデ ィング

（5）大学で のセ ミナ ーのプ レゼ ンテ ーシ ョン

C．テ ク ノロジー に対す る学術 的な貢献

D．シンポジ ウムや会 合 での司会

E． 原稿 も しくは研 究計画 の編 集 と審査

F．補助 金 申請

G．学術的活動 に対す る賞

H．その他

３．サー ビス

A．学科 、カ レッジそ して大学 の委 員会 での司会

B．学科、 カ レッジそ して大 学の委員 会 に関す るサー ビス

C．学科 、カ レ ッジそ して大 学内 での特別 の義務	 （例 えば、講演や 臨床 的 な コー スの調整 、

そ して ラボの機 材管理 や監督 ）

D．地域 、州、 も しくは国家的 な委員会

E．若 手教員へ の助言

F．専 門に関連 した地域へ のサー ビス、奉仕 活動 、学校へ のサー ビス

G．専 門的な も しくは地域 サー ビス に対す る賞

H．その他

４．そ の他 － コンサル タン トと して、専 門分野へ の貢献

（4） エ ンジ ニア リングカ レッジ

I． 教育 とア ドバイ ス

A． 教 育の負担

B． 大学院 生の管理

C． ア ドバ イ ス

D． 学 生評価

E． 必 要な らば、 あなたが行 った学術 的な助言 に関 して入手可 能 な情報 を提供す るこ と

F． 学 生組織	 との活動 とい った 、教 育や ア ドバ イ ス以外 の活動 に関す る情報 、教育 を改

書す るた めの努 力 、刷 新的 な教授 上のテ クニ ック、委員 会の仕事 、賞な ど

G． 継 続教育や エ クステ ンシ ョン活動


II　 研 究 と学識


A．研 究 の関心領域 に関す る端 的 な記述

B．契約 及び補助 金

1．提 出 され た計 画

2．実施 中の補助 金

C．大学院生 の論文作成 につ いて、研 究 上のア ドバ イス

D．研 究や 学識 の成 果 につ いての コ ミュニ ケー シ ョン


III　プ ロフ ェ ッシ ョナル な活 動


A． プ ロフ ェ ッシ ョナル なエ ンジニ ア、PE、 登録 状態

B． プ ロフェ ッシ ョンに利 益 を与 える活動 も しくは、 プ ロフェ ッシ ョナル な メンバー

C． 相談 業務 
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D． Ｉや ＩＩで報告 され てい ない 、プ ログラム開発 上の努力


IV　 学科及 び／も しくはカ レッジでの行 政活動


V　 サー ビス


A．	 大学 での委員 会活動 （学科 、カ レッジ、大 学の順 に記載 ）。継 続 なのか臨時 的な もの

な のか ど うか とい うこと、任命 され た 日付 、そ して委 員会 の役割 を示す こと。

B．	 大学 で のあなた の地位 を関連 づ け るた めに構築 され得 る、大学 とは 関係 の ない委員

会や公 的サ ー ビス活動

（5）	 サ イエ ンスカ レッジ

１．研 究、学識 そ して創 造 的な活動

A．研究 、創 造 的活 動の 質 につ いての 、審 査者 に よる評価

・テ ニュアにつ いて は、外 部 の審 査者 か らの ４人 を含む ６人の評価

・昇進 につ いて は ３人の評 価。 これ は全 て外部者

・外 部評価者 の簡潔 な経歴 書

B．研 究 も しくは創 造 的な活動 を支援 す る上 で、学外 の資金 を確保す るこ とに関す る努 力

と成 功 の記述 の要約

２．教 育的有能 さ

A．教育 の質

・学科 の平均 と比 した 、学 生評価 につ いての学科 主任 の要約

・学 生の コメン トの コ ピー

・教 育上の能力 につ いての 同僚 の評価

B．学生へ の助言 の証 拠

・指導 した学術 論文及 び学位論 文

・学 生 との共著

・学 生指導 について の賞

・助 言 した学 生の キャ リア上 の達成

C．コー ス及び カ リキュラム開発 の性 質 ・質 につ いての証拠

D．教育上 のプ ロジェ ク トも しくはプ ログラムへ の参加 につ いて の証拠

E．教授 、教授上 の施設 にお け る刷 新 、 も しくは学生支援 に関す る外部 資金 を確 保す る こ

とにお いて、努力 と成功 に関す る記述 の要約

３． サー ビス

A．関与 したサー ビスの質 につい ての学科主任 の評 価

B．サー ビスを提 供 され た 、 も しくは一緒 にサー ビス を提供 した 同僚 によ る評価

C．サー ビスへ の貢献 につ いての候補者 の追加的 な コメン ト

（6） リベ ラルア－ ツカ レッジ

１．教 育 プ ログラムへの貢献

A．担 当 した コー ス

B．開発 した新 た なコース も しくは プ ログラム

C．あなた の指 導下 で作 業 した学生 に よる業績 、展示 、出版

D．学科 の構成 要素で あ る、教師教 育 に対 して貢献 した活動
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E．指導 した修士論文や博士論文、そ して奉仕 した委員会

F．学科プログラムの管理 もしくは調整

G．発展的なア ドバイス

H．学科の教育プログラムに対す るあなたの直接的な貢献が考慮 されている他の証拠

２．専門的な活動 とその開発

A．学識や研究に関する執筆

1．著作 とモノグラフ

2．査読付きの文献や学術雑誌 に掲載 された記事

3．他の学術的な刊行物

4．学術雑誌での書評

5．学術的な会議もしくは招待 されたコロッキア （colloquia）で提示 した論文

B．通常の教育活動の責任以外の、創造的な活動、ショーそ してパフォーマンス

C．創造的な成果についての書評 もしくは記事

D．ゲス トアーテ ィス トとして奉仕するために受けた招待

E．研究、学識、芸術的な成果 に関連するグラン ト及び契約計画

F．学術的もしくは創造的な活動 に関す るその他の証拠

３．専門的な履歴

A．所属学会

B．学術雑誌の編集委員会 における役割およびサー ビス

C．学術雑誌、プロシーディング等に対する原稿の審査

D．グラン ト計画の審査

E．専門的な相談業務

F．専門的なワークショップや コース

G．その他

H．出席 した会議

I．受賞歴

４．大学 と地域へのサー ビス

A．学科、カ レッジそ して大学の委員会に関するサー ビス

B．学科外の責任に関す るア ドバイス

C．非学術的な執筆、もしくは芸術的 ・創造的な努力

D．地域の委員会や集団に関す るサー ビス。オフィス名や組織名、選ばれた 日付、サービ

スの期間を記述す ること

E．地域集団に対する相談業務

F．地域集団に対す る講演

G．機関的なもしくは地域サー ビスに関す る追加的な証拠

５．学内の行政的な義務

A．行政的な役職
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大学 ア ドミニ ス トレー ターの研修 プ ログラム

高 野 篤 子

は じめ に

ア メ リカ の副 学 長 ・学部 長 とい っ た上 級 レベ ル の ア カ デ ミ ック ・ア ドミニ ス トレー ター

は、ＯＪＴも し くはセ ミナ ー や ワー クシ ョ ップ に参 加 す る こ とに よ り、 管理 運 営 の ス キル を

磨いてきた （Goodchild and Fife 1991; Strathe and Wilson 2006 ）。 と ころが 、 そ のセ ミナー や

ワークシ ョップな どの研修その ものについては、アメ リカ国内で研 究の対象 として論ぜ ら

れ ることは これまであま りな され ていない。

歴史的にみれば、アメ リカでは、学生数 が急増 した1970年 代初期 に、連邦政府が ２年制

お よび ４年制大学において優れ た教員、ア ドミニス トレーター、教育の専門家 が不足 して

いるとして高等教育の教職員訓練 プログラムを実施 した （Office of Education 1971; 1972 ）。

これは、現職 の教員や ア ドミニス トレー ターが指定 された大学院課程 で学ぶ ことを奨励す

るものであった。

アメ リカにおいて、大学 の管理運営 に携わる者 を養成、あるいは教育、 も しくは訓練す

るプ ログラムには、①修士号や博 士号 を授与す る大学院課程で ある高等教育プ ログラム、

②学位 ではな く修 了書を発行す るサーテ ィフィケイ ト・プ ログラム、③個別の大学が 自前

で行な う研修プ ログラム、④大学の関連団体が主催す る研修プ ログラムの ４つがある。本

稿では、この うち③ と④ に注 目して概観 し、その特徴 を明 らか にす ることを試 みる。

１節　個別大学 にお ける研修プ ログラム

１．インター ンシ ップ を主 とす る研修

各 大学 に よる研修 プ ログラムは自大学の構成員 を対象 と した ものであ り、大学 院課程

とは別 の ものである。Ard（1994：15） は、個別大学 による研 修プ ログラムで あるイ ンター

ンシ ップは1980年 代に急増 したが、1990年 代 にその多 くが消滅 している と指摘 し、それ

らの長所 と短所 の検討 が重要 である としてい る。 そ こで、表 １のよ うに ３つのプ ログラ

ムを比較 し、成功す るプ ログラムの要 因につ いて分析 した。

表 １の うち、ペ ンシルバニ ア州 立大学の管理運営プ ログラムは女性 とマイ ノ リテ ィの

教職員のみ を対象 としてい るが、他 の ２つ は、性別 ・民族 の属性 、教員 ・職 員の別、職

階の別 を問わず、広 く学 内の教職員 か ら応 募者 を募 っている。 これ らのプ ログラムの参

加者は応募書類や面接 に よって選抜 され、いずれ も有給 で、比較的長期 間にわたって実

際の管理運営の場 でイ ンター ンシ ップを遂行す ることになってい る。
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〔表 １〕個別大学による リーダーシップ ・プログラム
〈プログラム名〉と実施大学名　　　　　　　 対象者　　　　　　　　人数　 期間 と形態 

<Administrative Fellows Program> 女性，マ イ ノ リテ ィ ３人 １年

ペ ンシルバニア州立大学 の教職員 対象 フル タイム 

<Programs for Professional Enrichment> 全ての教職員対象 ４人 １セ メ ス タ ー

イー スタン ・イ リノイ 大学 パ ー トタ イ ム 

<Management Internships Program> 全ての教職員対象 ７人 ９ケ月

ア リゾナ州立大学 フル タイ ム

*Ard, Anne K. , 1994, "Institution-Sponsored Internships, " New Directions for

Higher Education, 22 (3) : 11-17. よ り作 成 ． 

ペ ンシルバニア州立大学 の大学管理運 営イ ンター ンシ ップ ・プ ログラムの 目的は、参

加者 が高等教育の直面す る複雑 な課題 を認 識す る こと、参加者 が意 思決 定のな され る環

境 を理解す る こと、参加者 に意思決定 の幅広い過程お よび学習活 動 ・プ ログラムのマネ

ジメン トに関わる機会 を提 供す るこ と、そ して 、女性や マイ ノ リテ ィで高い レベル の管

理運営職への適任者 を増やす こ とで ある （Ard　1994：12）。参加者 は、は じめにメンター

である副学長 、プ ロポス ト、学部長 、部長 らに相談 して指導 を受 ける。 さま ざまな問題

解決 お よび意思決 定 をす るプロジェク トへ の参加 を通 して理論的知識 と実践 的なスキル

を統合 す ることので きる実習計画 を立て る。 具体的 には、予算 のプ レゼ ンテーシ ョンや

保 育サー ビスの計画、大学 の戦 略策 定、マイ ノ リテ ィ学生 の在籍継続率 を高めるプ ログ

ラムな どに参加 す る。結果 として、参加者 の15人 中10人 が終 了後 に責任 の重 い新 しいポ

ジシ ョンに昇進す る とい う成功 を もた らした （Ard　1994：13）。実習生は、 メンターや他

の実習仲間 と終了後 も連絡 を取 り合 ってお り、管理運営職 に適任 の女性やマ イ ノ リテ ィ

を自前で育て、人材 として蓄える ことが可能 とな る。

ア リゾナ州 立大学のマネ ジメン ト・イ ンター ンシ ップ ・プ ログラムは、学内にお ける

マネ ジャーの候補 者 を増やす こと、ア リゾナ州 立大学 の方針や理念 を広 めるこ と、女性

やマイ ノ リテ ィに職能 開発 の機会 を提 供す るこ とな どを 目的 と し、女性 やマイ ノ リテ ィ

だ けではな く全て の教職員 が対象 とな ってい る。 そ して、ペ ンシルバニア州立大学の管

理運営プ ログラム と同様 に学長や副学長 のも とで仕 事 をす る （Ard　1994：14）。

イース タン ・イ リノイ大学 のプ ロフェ ッシ ョナル強化 プ ログ ラムは、最終的 に参加者

を選抜 して、大学の 中央 にお ける管理 運営 の仕 事 に触れ させ るプログラムで あった。 ア

ファーマテ ィブ ・ア クシ ョン ・オ フィスを通 して運営 され、開設 当初は女性やマ イ ノ リ

テ ィを対象 としていたが、後 に学 内の全 ての教職 員に開かれ ること とな った。 プ ログラ

ム構成 は、表 ２の よ うに ３つの段階か らなってい る。 第 １段階は、約20人 を対象 に 自己

分析 な どを含む キャ リア ・プランニングに関す るワー クシ ョップが行 なわれ 、第 ２段階

ではイース タン ・イ リノイ大学や他 の高等教育機 関のア ドミニス トレー ター によるセ ミ

ナーが実施 され 、第 ３段階 で結果 として約 ４人 にイ ンター ンシ ップが認 め られ る。
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〔表 ２〕イースタン ・イ リノイ大学の Programs for Profesional Enrichment

各段階のプログラム名称　　　 内容　　　　　　　　　　対象人数

第 １段階 キャリア ・プランニングなどの20人 調整委員会により認められた

キャリア ・ディベロップメン ト 15～21時間のワークショップ 者

第２段階 高等教育、リーダーシップ、　 20人 第１段階を終えた者全員が

高等教育管理運営セミナー 財務 ・会計、組織開発など 対象

第３段階 提出された実習旨恒 に基づ く　 ４人 第２段階を終えた者の中の

管理運営インターンシップ インターンシップ 調整委員会の審査通過者 
*Ard, Anne K., 1994, "Institution-Sponsored Internships, " New Directions for 

Higher Education, 22（3）：11－17．よ り 作成

以上 の よ うに、3つ の大学 がそれ ぞれ 主催 す る研 修 プログラムは、参加者 たちが現職

の教職 員で給与 を得 なが ら、大学の首脳 部 による 日々の活動 に参加す る機会 を得 るイ ン

ター ンシ ップ を中心 としている。 この よ うな方式 の長所 として、高等教 育の管理 運営の

文化 を理解 す るた めに必要 なメ ンタ リングを受 ける機会 を女性や マイ ノ リテ ィに提供す

ること、 と りわけ学長、副学長 、学部長 といった上級 レベル のア ドミニス トレー ダーの

ア ドバ イス を受けなが ら、大学 の管理運営 に携 わ る経験 は他 に代 えがたい もので あるこ

と、そ して、参加 者が上級 レベル のア ドミニス トレー ターや参加者 同士 とネ ッ トワー ク

を築 くことがで きる点が挙 げ られ る。す なわ ち、大学 の多様性 を高め、適切 な幹部候補

生 を確保 できるな ど大学 の効率 的な管理運営 には有効 な手段 となっている。その一方で、

こ うしたプ ログラムには、対象 人数 が限 られ、 コス トがかか るとい う短所が ある。 メン

ター となる上級 レベル のア ドミニス トレー ダー の時間 と労力 以外に、研 修へ の参加者 に

かわる人員 を雇用 できるよ う所 属部署 に予算措置 を講 じ、なおかつ参加 者 の給与 を保証

す るな どの ことに相 当の費 用がかか るため、継続 が困難なのであ る。

２．セ ミナ ー や ワー クシ ョ ップ を主 とす る研 修

Lewis　et　al．（1994） は 、学 長 ら トップ の発 案 に よっ て個 別 の大 学 で行 な われ て い るセ ミ

ナ ー や ワー クシ ョップ を 中心 と した研 修 プ ログ ラ ム の うち 、1985年 か ら1993年 に 開始 し

た もの につ い て 表 ３の よ うに報 告 して い る。

この うち ア リゾナ 州 立 大 学 の事 例 は 、年 間35人 の 中 ・上級 レベ ル の マ ネ ジ ャー を対 象

と し、 ア リゾナ州 立 大 学 の マ ネ ジ メ ン トの理 念 を確 認 した り、 法 律 と教 職 員 、 メ デ ィア

と広報 、戦 略 計 画 、 予 算 編 成 過 程 とい っ た 管理 運 営 上 の 課題 を検 討 す るセ ッシ ョンを 各

回 ３時 間 で13回 に わ た っ て 開催 して い る （Lewis　et　al．1994：28－30）。 キー ン ソウ ・ス テ イ

ト ・カ レッ ジで は 教 育 へ の 関与 を 高 め るた め に教 員 向 け に ８セ ッシ ョン 、知 識 の 基盤 を

獲 得 し リー ダー シ ップ の ス キル を 高 め るた め に職 員 向 け に ６セ ッシ ョ ンの研 修 を実 施 し

て、 研 修 に よ り学 科 間 の協 力 、 異 な るデ ィ シプ リンへ の理 解 、 同僚 間 の連 携 とい う意 義

深 い影 響 を学 内 に及 ぼ した とい う （Lewis　et　aa．1994：30－34）。
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〔表3〕 個別大学によるリーダーシップ ・プログラム

〈プログラム名称〉と実施大学名 対象者 人数 期間と形態

<Leadership Academy> 中級 ・上級 レベルの 35人 13セ ッシ ョン

アリゾナ州立大学 マネジャー

<Leadership Program> 教職員 20～24人 ６～８セ ッション

キー ンソウ ・ステイ ト・カ レッジ 

<Leadership Academy> コミュニティ ・カ レッジの 35人 ４日間のセ ッシ ョン

シア トル ・コミュニティ ・カレッジ群 ア ドミニス トレーダー

<Leadership Program> ア ドミニス トレーターや 30人 セ ミナー

ウェスタン ・ケンタッキー大学 マネージャー

<BRIDGES> 女性 週末のセ ッシ ョン 

ノース ・カロライナ大学チャペ ルヒル校

*Lewis, Phyllis H. and Fino, Laura M. and Hungar, Julie Y. and Wallace William H•Dand 

Welch Richard F., 1994, " Campus-Based Academies, Institutes, and Seminar or Workshop 

Series, " New Directions for Higher Education, no. 87: 27-41. より作成

シア トル ・コミュニテ ィ ・カ レッジ群 の現職教 育は各学 区の コミュニテ ィ ・カ レッジ

の副学部長や 学長 が参加者 に含 まれてお り、教育 と学習 、す なわち学 生へのサー ビスに

関す るテーマで文献 を読 んだ り、意見 を交換す るプ ログラムで ある （Lewis et al. 1994:

34－36）。 ウエ スタン ・ケ ンタ ッキー大 学では、所属の異 な るア ドミニ ス トレー ターが30

人 で １グル ープをつ く り、マネ ジメン ト、人間関係、個人 の成長 、課題 と政策 とい う４

つの領域 をテーマ にセ ミナー を実施 してい る。 ノー ス ・カ ロライナ大学チ ャペル ヒル校

では、大学の管理 運営 と課題 に関す る知識 の獲得 とともに、メ ンター とな るア ドミニス

トレー ターが学内で指導や相談 にのった り、ネ ッ トワー クや 同僚 の相 談にの るメンタ リ

ングの関係 を築 く機会 を参加者 に与 えるプログラム としている。

こ うした学内にお ける現職教育 は、イ ンター ンシ ップ中心の研修 プ ログラムに比べて

参加者 の人数 が多 く、比較 的短期 かつ 単発 で実施 され ている。 しか し、応募者全員が参

加 でき るわけではな く、参加す るには選抜 されな けれ ばな らず 、また学長が交代 し研修

プ ログラムへの方針 が変更 になった り、予 算措 置が講 じられ なか った りす るため、プ ロ

グラムその ものが長 きにわ た り継続 され る ことは難 しい。 いずれの大学 にお いて も、大

学の 目的にかなったア ドミニス トレー ター を確保 す るために、参加 者 によるプ ログラム

評価 を実施 しなが ら試行錯 誤 を続 けてい る。

２節　 高等教育 関連団体によるプ ログラム

１． さま ざまなプ ログラム

ア メ リカの大学 団体 は、そ の団体 の 目的 と性格 に もよるが、個別 の大学単位 では提供

で きない大学の管理運営や 日常業務 に関す る専門的知識 ・能 力 を獲 得で きるよ うなさま

ざまなプ ログラムを提供す る機能 を有 してい る （福留2008：122－23） 。 この うち、現職

者 を対象 と した リーダーシ ップ ・プ ログラムを表4に 示す。 これ らは、インター ンシ ッ
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〔表4〕 団体 によるリーダーシップ ・プログラム

プ、 セ ミナ ー 、 ワー ク シ ョ ップ な ど、 そ の 形 態 や そ の期 間 、 対 象者 は 実 に さま ざま で あ

る。 コ ロン ビア大 学 テ ィチ ャ ー ズ ・カ レ ッジ にお け る 、 ア カ デ ミ ック ・リー ダー に 関す

る ５年 に わ た る調 査 研 究 プ ロジ ェ ク トに も リー ダ ー研 修 プ ロ グ ラム は取 り上 げ られ た。

ま た 、 大学 に よ っ て提 供 され る、 学位 プ ロ グ ラ ム で は な い リー ダー 研 修 プ ログ ラム も こ

の 中 に は含 まれ て い る。 これ らの プ ログ ラ ム は 、 古 い もの は1960年 代 半 ば か ら実施 され

て きた る が 、 だい た い は1970年 代 半 ば か ら1980年 。代 半 ば にか けて 創 設 され て い る （1）
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いずれ も、既 に教員 も しくはア ドミニス トレー ターの職 についてい る人を対象 とす る

ものであ り、一般 的に応 募者は大学 の将来 を担 うリーダー としての潜在的能 力や希望 を

応募書類や選 考時の面接な どで示 して選抜 され な ければ な らず 、応募者全員が参加で き

るとは限 らない。職 場の理解や承認 を得 て参加 す るこ とが前提 であ り、 した がって、各

プ ログラム には受講料がかか るが、一般 的には参加者がすべ て 自分 でお金 を工面 して支

払 うとい うよ り、所属機 関や 当該 団体か ら何 らかの学資援助 を受 けてプ ログラムに参加

す る。アメ リカ教育協議会 （American Council on Education: ACE ） の フ ェ ロ ー ・プ ロ グ ラ

ム、 ハ ー バ ー ド大 学 の プ ロ グ ラム や 高 等 教 育 の女 性 の た め の 夏 季 講 習 は 特 に受 講 料 が 高

い。Roberts（1990） とLaden（1996） は詳 細 に言 及 して い な い が 、2009年 度 の場 合 、AECの

フ ェ ロー ・プ ロ グ ラ ム で は実 習 生 を受 け入 れ る大 学 側 は7，500ド ル （約90万 円 、調 査 実 施

当時 の 換 算 比 率 で あ る １ ドル120円 で 計 算 、 以 下 同様 ）、 実 習 生 を 出す 大 学 側 は 実習 生 の

給 与 を負 担 す る。 同 じ く2009年 度 のハ ーバ ー ド大 学 の教 育 の マ ネ ジ メ ン ト講 習 は12日 間

で8，200ド ル （約100万 円、受 講 料 と教 材 、寮 で の宿 泊 費 及 び 食 費 を含 む ）、女性 対象 の 夏

季講習 （HERS Bryn Mawr Summer Institute ） は25日 間 で7，900ド ル （約95万 円、 受 講料 と

教 材 、 寮 で の 宿 泊 費 及 び食 費 を含 む） が か か る（2）。

内容 は 、 プ レゼ ンテ ー シ ョン、 デ ィ スカ ッシ ョン 、 ケ ー ス ス タデ ィな どに よ り、 イ ン

タ ビュー の ス キル の獲 得 、 ア ドミニ ス トレー ター や 理 事 た ち との 関係 、 学 生 に対 す る評

価 、 産 学 連 携 な どに つ い て 学 ぶ プ ロ グ ラ ム とな っ て い る。 現 在 は 、 これ らの 他 に も、 ア

メ リカ大 学協会 （Association of American Universities ）、大学理 事協会 （Association of 

Governing Boards of Universities and Colleges ）、 大 学 財 務 経 営 担 当 者 協 会 （National 

Association of College and University Business Officers ） な どの 団 体 が 、会 議 や ワー ク シ ョ

ップを開催 してい る（3）。以上のよ うに数 多 くの関連団体が行 な う研修 は、対人関係のスキ

ル を改善 し、最新 のマネジメン トを学び 、採用や昇進 に結びつ くネ ッ トワー クを広げ る機

会につ なが ってい る （Laden　1996）。

２．ＡＣＥフェ ロー ・プ ログラム

上記の よ うな高等教育の関連団体による短期 の研修プ ログラム とは別 に、アメ リカ教育

協議 会 （ＡＣＥ）が主催す るフェロー ・プ ログ ラムのみが長期 にわた るイ ンター ンシ ップ

を実施 してい る。ＡＣＥは1918年 に設立 され 、州 立私立、営利 非営利、 ２年制 、 ４年 制 を

問わず全米 のあ らゆる大学 が会員校 とな り、各大学 と高等教育機 関全体 の意 見を調整 し、

高等 教育政策へ反 映 させ る活動 をす る大規模 な団体 であ る。ＡＣＥフェロー ・プ ログラム

は長 い歴史 をもち、ア ドミニス トレー ターの研修 プ ログラムは、フォー ド財 団よ り475万

ドル （約 ５億7，000万 円）の助 成金 を得 て1965年 に開 始 され た （Cox　1966）。 Mestas and Ross

（1993：416－47）は 、 この プ ログ ラ ム を全 米 的 な 規模 か つ 大 学 の管 理 運 営 の ほ とん どの 領 域

を カバ ー して成 功 したモ デ ル と してい る。 
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Stauffer（1978）は、大学のいかな る管理運営 のポジシ ョンに とって も １～15ケ 月 のイ ン

ター ンシ ップは、セ ミナーや ワー クシ ョップ よ りは るかに効果的で ある としてい る。 資

金調達 、財務会計 、学 生業務 な どの ノン ・アカデ ミックの管理運営 のポジシ ョンにおけ

るインター ンシ ップはあ るが、実際 にはア ドミニス トレー ター として採用後 に仕 事を し

なが ら学ぶ。 それ に対 して、アカデ ミックの管理運 営のポ ジシ ョンにお けるイ ンター ン

シップの場合は、 ほとん どの学長 ・副学長 ・学部長 は教員で あ り、 １つ もしくは ２つの

デ ィシプ リンを専 門 とす る独特 のキャ リア形成 お よび責務が あるため、イ ン ター ンシ ッ

プ とい う形態 の研修 には一層 の価値 があ る と指摘す る。管理 上の基本 的なスキル を把握

し、デ ィシプ リン中心か ら大学全体 を展望で きる よ うに、アカデ ミック ・ア ドミニス ト

レー ター を再教育す る必要 があ る とす る。それ にはインター ンシ ップが、教 育 ・研 究に

関す る管理 運営につい て点検評価 す ることにつ なが り、 リーダーを育て る機 会にな ると

い うのであ る。 もっとも、イ ンターン シップ はノン ・アカデ ミック部門の業務 において

も大学の リーダー を訓練 し、学生サー ビスの改善 を図る、費用 に対 して効果の高いプ ロ

グラムである ことに違い はない （Mestas and Ross 1993 ）。

このプ ログラムの参加者30名 は、各 大学で指名 された教員 あるいはア ドミニス トレー

ターが応募 書類 、推薦状 、面接 によって選抜 され る （American Council of Education 1993 ）。

そ して、 １年間にわた り大学 の学長 、プ ロポス ト、副学長 らの もとで、彼 らが どのよ う

に方針や戦略計画 をた て、資源配分 し、問題解 決や、新 たな課題 への挑 戦 を行 なってい

るか をよ く見 るた めにイ ンター ンシ ップ生 とな る。参加者 は上級 レベルのア ドミニス ト

レー ター によるメンタ リングを受 けなが ら、イ ンター ンシ ップの他 に、 １週 間にわたる

セ ミナーや全米 あるい は地域 の会議 に出席 した り、他大 学を訪 問 した り、上級 レベル の

大学ア ドミニ ス トレー ター とのネ ッ トワー クへ参加 した りし、終わ りに高等教育 に関す

る論文 を提出す る （American Council of Education 1993 ）。 現 在 のＡＣＥフ ェ ロー ・プ ログ ラ

ムに お いて も、長 期 にわ た り、 メ ンタ リン グ を受 け なが ら学長 や 上 級 レベル の ア ドミニ ス

トレー ター た ち と仕 事 が で き る こ とと、上 級 レベ ル のア ドミニ ス トレー ター た ち と情 報 交

換 で きるネ ッ トワー ク を築 け る こ とが 、 この研 修 の大 きな魅力 。とな って い る（4）

参加 者 の特 徴 につ い て 、最 初 の1964年 のＡＣＥフェ ロー ・プ ログ ラム の参加 候補 者 た ち

は、Ph．D． （哲 学博 士 号 ）、Ed．D． （教 育 学 博 士号 ）、　LL．B． （法 学 士号 ）の学 位 を持 つ か、

教 育 学 の 分 野 で 学位 を得 て い る者 が 多 く、 自分 に 自信 を持 ち 、社 交 的 で あ っ た （Astin

1966：183） 。 さ らに 、 プ ログ ラ ム参加 者 と して最 終 的 に選 抜 され た人 た ちは10人 中 ９人

がPh．D． を持 ち、 高 い給 与 で、 よ り多 くの研 究 業績 を持 ち、 規模 の大 きい 、選 抜 性 の高

い大 学 に勤 め てい る傾 向が あっ た とい う （Astin　1966：183） 。　Roberts（1990） は、 ５年 の

教 育 歴 あ るい は教 育 にお け る管 理 運 営 経 験 を持 ち、 重 要 な指 導 的 立 場 を 引 き受 け られ

る見 込 み を示 す こ との で き る教 員 が 参加 者 とな る と して い た。 つ ま り、ＡＣＥフ ェ ロー

シ ップ ・プ ロ グ ラ ム の応 募 者 は 、 開始 の 頃 よ り教 育 と研 究 にお け る業 績 と既 に 管理 職
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経験 のあ る教員 であった。 同様 に、他 の団体 の研修 プ ログラム も中級 レベル以上の管

理運営 のポジシ ョンに就 く現職が対象で あった。

３節 お わ り に

本稿 では、アメ リカにおける大学ア ドミニス トレー ターの研修プ ログラムの うち、個

別大学にお ける大学独 自のア ドミニス トレー ター養成 プログラム、高等教育の関連団体

による大学 間を横 断 したア ドミニ ス トレー ターの研修 プログラムについて検討 し、次の

ことが明 らか となった。

現職 の大学ア ドミニス トレー ター を対象 とす る研修 は、学生数が爆発的 に増加 し、ア

メ リカの高等教育の大衆化 が進む1970年 代 か ら80年 代 にかけて、手探 りの状態 で始め ら

れてい る。現職 対象 の研修 プログラムは さまざまな大学や団体 によ り提供 され 、期間は

短い もので ３～ ５日間、長い と １年で、インター ンシ ップ、セ ミナー、ワー クシ ョップ

が行なわれ ていた。 いずれ も、基本的に上級 レベル のア ドミニス トレーターを育てる研

修 プログラムであ るか らか、異 なるデ ィシプ リンへの理解、学科間の協力や 同僚間の連

携 を重視す る視点が見 られ る。

個別大学において も、大学関連 団体においても、上級 レベルのア ドミニス トレー ター

がメンター となるイ ンター ンシップは、大学 ア ドミニス トレー ター同士のネ ッ トワー ク

が築 けるとい うメ リッ トが あ り、 さらに上の職階へ就 くプログラム終了者が多い。 だだ

し、効果 は抜群 であるが、手間隙 とコス トがかか るゆえに、参加人数が非常 に限 られ 、

特 に個別 大学における研修プ ログラムの継続 は難 しい。 イ ンター ンシ ップに比べ ると、

セ ミナーや ワー クシ ョップ は、短期間かつ20～30人 の小集 団に分 けて実施 されているが、

それ でも参加 できる人数は少ない。参加者 は基本的には職場や 団体で選抜 され、給与が

保証 された状態で研修 プログラムへ派遣 される。

プ ログラムでは、参加者 が 自分の今後 のキャ リア形成の仕方やイ ンタ ビューの方法な

ど昇進や異動に結びつ くスキル を学ぶ他は、一定のテーマの もとに討 論をす る方法が多

くとられている。それ では大学院課程 とあま り変わ らないよ うである。 だが、上級 レベ

ルのア ドミニス トレーターたち と情報交換 し、よ り良いポジシ ョンの獲得へ向けてのネ

ッ トワー クをつ くることができる点、お よび管理運営の最新のマネジメン トと対人関係

のスキル を磨 くこ とができるとい う点で、大学院課程で行 なっている理論 的教育 を補 完

す る役割 を果た している と言える。

註 

(1) 	 ACE Fellows Program が1965年 、 Presidents' Academy が1975年 、 Summer Institute for 

Women in Higher Education Administration が1976年 、 ACE National Identification Program

が1977年 、 National Institute for Leadership Development が1981年 、 Asilomar Leadership
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Skills Seminar for Women on the Move が1983年 、 Educational Leadership Program が1984年 、 

Executive Leadership Institute が1988年 とな って い る。

（2） ACE http://www.acenetedu/AM/PrinterTemplate.cfm?Section=About&Template-/CM

2008．12．12） 、 ハ ー バ ー ド 大 学 （http://www.gse.harvard.edu/ppe/highered/programs/iem.h

tml　 2009．1．9） ， HERS Bryn Mawr Summer Institute （http://www.hersnet.org/HERSHig 

herEducationResourceServices.htmsisihtm. asp 2009．1．10） な ど の ホ ー ム ペ ー ジ を 参 照 。

（3）ア メ リカ 大学 協 会 （http ://www. aau. edu/ 2008.12.13 ）、大学理事協会 （http://www.agb.org/

2008．12．11）、 大 学財 務 経 営 担 当者 協会 （http://www.nacubo.org/ 2008.12.16 ） な どの ホー

ムペ ー ジ を参 照 。

（4）ＡＣＥの ホ ー ムペ ー ジ を参 照。
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アイル ラン ドにお け る質保 証 の仕組

川 嶋 太 津 夫

は じ め に

アイル ラン ドの人 口は約400万 人、ＧＤＰは約1，610億 ユー ロ （2005）の小 さな国であ り、

高等教育在籍者は、お よそ135，000名 である。進学率は、しか しなが ら約55％ と我が国よ り

もやや高い。また、高等教育には、2005年 で15億 ユー ロを投資 し、政府支出に占める比率

は、3．3％に上 り、天然資源に恵 まれ ない小国のため、同 じように資源 に恵まれ ない我 が国

よ り人的資本形成 の中核 としての高等教育への政府の コ ミッ トメン トは高い。

過去20年 間、様 々な社会経済ニーズに対応す るために、高等教育の多様化 （２元化） を

推 進 して きた。一 つ のセ クター は 、高等 教 育庁 （Higher Education Authority ）が管轄す る大

学部門であ り、高等教育庁か ら支出 され る公費で運営 され る。も う一つのセ クターは、「1992

年地域技術カ レッジ法 （Regional Technical College Act 1992 ）」によって設置 され たい くつか

の技術カ レッジと、独 自の法律 で設置 されているダブ リン工科大学 （Dublin Institute of

Technology） か らなる部 門で、教育科学者 か ら直接運営費 が支出 され る。そのため、高等

教育の質保証 の根拠法 も、大学部門 とそれ以外の部門では異なる。大学 にお ける質保証は、

「1997年 大 学法 （University Act 1997 ）」において、大学は 「大学が提供す る教育 と関連す

るサー ビスの質 を向上 させ るために、質保証の手続きを確 立 し、実施す る」 ことを求め ら

れ てい る。他 方 、 非大 学 部 門は 、 「資格 法 （Qualification（Education & Training ）Act） 」 の 第

28条 において、質保証の手続 きを確立す るよ う規定 されている。以下では主 に大学部門に

おける質保証の現状について報告す る。

１節　 国 レベル の質保証の仕組

アイルラン ドは、英 国 とな らび、ラーニング ・ア ウ トカムズを重視 した教育体制が整備

された、最 もボ ローニャ ・プロセスの理念 が実現 してい る国である。その基盤 は、10の レ

ベルか ら構成 され る 「全国資格枠組 （National Framework of Qualifications ）」 で あ る 。1999

年 に 「資 格 （教 育 ・訓 練 ） 法 （Qualifications（ Education and Training ）Act）」 が制 定 され た。

この法に基づき、アイル ラン ド全国資格機構 （National Qualification Authority of Ireland ），

継続教育 ・訓練資格審議会 （Further Education and Training Awards Council ）、 高等 教 育 ・訓

練資格審議会 （ Higher Education and Training Awards Council ）が設置 された。この資格法は、

教育 と訓練 を横 断す る一貫 した水準を確 立 し、質の向上 を促 し、アクセス、移籍、及び進

学の機会を増加 させ、アイル ラン ドと他 国の資格 を理解 し、比較す ることを可能 とした。
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表 １　 全国資格枠組 
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この資格法の趣 旨を実現するた め、アイル ラン ド全国資格機構 は2003年 に全 国資格枠組

を構築 した。 これ は10の レベル か ら構成 され、それぞれの レベル は、知識、スキル及び コ

ン ビテンスの観点から水準が規定 されている （表 １）。これによって、あ らゆる学習 を通 じ

て授与 される資格 が統合 され ることとなった。学校教育、継続教育 ・訓練、高等教育 ・訓

練で獲得 され た資格 をすべて含んでいる。高等教育 ・訓練での学習 に対 しては、高等教育 ・

訓練資格審議会 、ダブ リン工科大学及び大学 によって資格が授与 され る。

レベル １か らレベル ５までが学校教育段階で得 られ る資格であ り、 レベル ６か らが高等

教育段階で授与 され る資格 である。レベル ６は上級資格 ・高等資格、レベル ７は普通学士、

レベル ８は優等学士、レベル ９は修士 ・大学院資格、そ して レベル10が 博士 となってい る。

高等教育段階で学位や資格を授与できる機 関は、高等教育 ・訓練資格審議会、ダブ リン

工科大学、及び ７つの大学である。大学は、歴史的に学位授与権 が認 め られているので、

その教育の水準や内容 の設定に当たって、 この全国資格枠組 に拘束 され る必要はないが、

実際にはその教育プ ログラムの新設や改編 の際に参考 としてい る。

大学の質保証のも う一つの仕組が 「質の評価 （Quality Review ）」である。大学の質の評

価 は 、 「1997年 大 学 法 （Universities Act 1997 ）」で 「大学は教育 とそれ に関連するサー ビス

の質の向上を 目的 として質 の保証のための手続 きを確立 し、実行す ること」 を求 められて

いる。評価 は、高等教育機構 （Higher Education Authority ） と大学の連合体であるアイル ラ

ン ド大学質協議会 （ Irish Universities Quality Board ）が共 同 して実施す るが、評価の手順は、

欧州大学協会 （European University Association ）の指針に沿って、法律では10年 以内ごとに

自己点検 （Assessment） と評価 （Evaluation） を行 うこ と とな っ てい る。 自己点検 は、 主 と

して学科 を単位 と して 、 学生 や ス タ ッフか らのイ ンプ ッ トも含 めて 、主 に次 の観 点 か ら行

われ る。

（1）大学は何を成 し遂 げよ うとしているのか。

（2）どの ように して、それ を成 し遂げよ うとしているのか。

（3）どの よ うに して、それが うま く行 っていることを認識 しているのか。

（4）改善のため大学は どのよ うに変わっているのか。

この 自己点検をも とに、ＥＵＡ評価チームの訪問調査を中心 とした ピア レビューが実施 さ

れ るが、その際の重点は、上記の第 ４項 目、つま り、改善のための取組 を中心に行われ る。

また、アイル ラン ド固有 の背景 を考慮す るために、大学関係者以外のメンバーから構成 さ

れ る上級判定パネル （High Level Reference Panel ）が、ＥＵＡ評価 チー ムと協議を重ねて、最

終的な評価を下す こととなっている。

2節 　大学 レベルの質保証の仕組

アイル ラン ドの各大学は これまでその教育の質、ひいては授与す る学位 の水準を維持す

るために、英国の大学 と同様 に、 「外部審査官 （External Examiner ）」 を活 用 して きた。 ま
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表 ２　 大 学 の ラー ニ ン グ ・ア ウ トカム ズ
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た、プ ログラムごとに設置 されてい る 「試験委員会 （Examination Board ）」 が 、 学 生 一 人 一

人の学習状況をモニタ リングす るとともに、ＧＰＡを指標 として各プ ログラム間の水準のモ

ニタ リングを行ってきた。 このよ うな従来か らの質保証の取組に加えて、全 国資格枠組の

導入以降、ア ウ トカム重視の観点か ら、教育の質保証 に取 り組んでいる。

新 しいモジュール （プ ログラム） を設置す る際には、全国資格枠組 に規定 された一般的

な （generic）ラーニ ング ・ア ウ トカムズを基に した大学の一般的なラーニ ング ・ア ウ トカ

ムズ （表 ２）、さらにそれを参考 にした、より具体的なプログラム とモジュール のラーニ ン

グ ・ア ウ トカムズを作成す る。次に、大学の教学の最高責任機関である評議会 （Academic

Board） の もとに設置 された委員会 にプ ログラム仕様書 とモジュール仕様書を提出 して、新

しいプログラム とモ ジュールが大学の授与す る学位の質 に相応 しいか どうか、審査を受 け

ることとなっている （図 １）。

プログラム仕様書 とモ ジュール仕様書には、「学生」の立場か ら、次の要素が具体的に書

き込 まれ ているこ とが求 められている。 

(1) What will I learn? 

(2) How will I learn? 

(3) How will I be assessed? 

(4) Am I eligible to take this course? 

(5) When is this module offered?

図 １　 新プログラムの認証プ ロセ ス
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３節 　お わ り に

アイル ラン ドは、先 にも記 したよ うに、いわゆるボローニャ ・プロセスの理念が最 も実

現 されてい る国である。また、二元制の高等教育 システムにもかかわ らず、全国資格枠組

を通 じて、両部 門の架橋が確保 され、両部門間の移動 も比較的容易であ り、また同等性 も

担保 され ている。資格枠組 は、ラーニング ・ア ウ トカムの観点か ら構築 されてお り、高等

教育、あるいは訓練部門 も含めて、高等教育の多様性 と標 準性 ・共通性 のバ ランスを保つ

ための優れた仕組みである。

この よ うな、国 レベルでの質保証の仕組みの構築 とな らんで、各大学の内部 において質

保証の仕組みの構築が進んでい る。学位授与権 を有す る大学 として、新たに開設 され る教

育プ ログラム （コース）が、大学が期待す る内容 と水準 に達 しているか どうかの審査が、

評議会の下に設置 され た委員会に よって、全学的な観点か ら判断 され る。

国 レベル の質保証の仕組み と大学 レベル の質保証の仕組みを組み合 わせ ることによって、

学位 の水準を保 つ工夫が されてい る。 このたびの中央教育審議会の答 申 『学士課程教育の

構築 に向けて』においても、国 レベルでの取組 として、参考指針なが らも学士課程教育に

共通す るラーニ ング ・ア ウ トカムズ として 「学士力」を示す ことを国に求める とともに、

分野別の ラーニ ング ・ア ウ トカムズの検討を、 日本学術会議 に依頼 した ところである。同

時に、各大学 において内部 の質保証の仕組みを構築す ることが、 これか らの大きな課題 の

一つであることも指摘 してい る
。 冒頭に記 したよ うに、アイル ラン ドと我が国では、国や

高等教育 について、まった く規模が違 うこ とは確かである。が、 しか し、人材以外 には こ

れ といった資源 を有 しない国であるとい う点では共通 している。 アイルラン ドのように初

等教育か ら高等教育まで、教育部 門と職業訓練部門を通 じて、共通の資格枠組 を構築す る

ことは、現実には可能でないか もしれないが、検討す る価値 はある と附言 して、本稿 を終

える。

関連 サイ ト 

Higher Education Authority, http://www.hea.ie/ 

National Qualifications Authority,  http://www.nqai.ie/ 

Irish Universities Quality Board, http://iuqb.ie

〈謝 辞〉アイルラン ドの調査 に当た り、 University College Dublin のマ クマ ホ ン （Tim

McMahon） 教 授 に お世 話 に なった 。 ここに記 して感謝 した い。 
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中国における大学教育評価の展開

本科課程教学評価を中心に

南 部 広 孝

１節 は じ め に

文化 大革命 が終結 して以降、中国では教育 を重視す る政策が進 め られてきた。1970年 代

末 には改革開放政策のもと、教育は、工業、農業、国防、科学技術 の 「４つの現代化」 を

実現す るための基礎 と位置づ けられ、 さまざまな改革が実施 され た。1990年 代 に入 る と、

教育 を優先的に発展 させ、全民族 の思想道徳 と科学的、文化的水準 を高めることが 「現代

化」の根本であると考 えられ るようにな り、そ うした流れ を受けて、1990年 代半ばには 「科

教興国」 （科学技術 と教育によって国の振興 をはか る）戦略が打 ち出 され た。

「科教興国」戦略は、1995年 ５月に開催 された全国科学技術大会で江沢民総書記 （当時）

が行った講話の中で示 された。 中国がこの戦略を とる背景 には、国の総合的な力量 と国際

競争力がますます教育の発展の度合い と科学技術及び知識創造の水準によって決まるよ う

になる とい う見通 しがあった。そ して、「科学技術が第一の生産力であるとい う思想 を全面

的に実行に移 し、教育を根本 とす ることを堅持 して、科学技術 と教育を経済的、社会的発

展の重要な位置に置 き、国の科学技術の実力 とそれ を現実 の生産力に転化す る能力 を増強

させ 、全民族の科学技術の資質 と文化的な資質を高めて、経済建設 を科学技術の進歩 に依

拠 し労働者 の資質 を向上 させ る軌道 に移 して、国の繁 栄 ・隆盛 の実現を速める」 ことがめ

ざされたのである（1）。 この 「科教興国」戦略が とられ るようになって以降、教 育、特 に高

等教育 は、国際競争力を高める手段の １つ としてそれまで以上に重視 され るよ うになって

お り、後述す るよ うに、その量的拡大 と質の向上をめざす措置が次々 と実施 されている。

一方 、周知 のよ うに、中国では文化大革命終結後、国全体の経済体制の転換が進 め られ

て きた。従来 は計画経済体制が とられ てきたが、1970年 代末か ら改革開放政策の展 開に伴

って市場経済 の導入が模索 され、実験的な取 り組みが進 め られた。そ して1992年 には 「社

会主義市場経済」体制の確立が提起 された。 こ うした経済体制の転換 は、高等教育機関の

財政体制や管理運営体制 に変化 をもたら した。財政体制への影響では、多様 なルー トでの

資金調達が奨励 され、学費の徴収や市場を通 じた資源獲得が行われ るよ うにな るとともに、

民営高等教育機 関の設置が承認 され 、普通高等教育機 関や成人高等教育機 関 として認 めら

れ るようになった。管理運営体制について言 えば、政府 がすべてを管理す る体制が改めら

れ、政府は法人格 が与え られた高等教育機 関に対 してマクロな指導だけを行い、各 高等教

育機関には徐 々に運営 自主権が与 えられ るようになってきた。つ ま り、政府 が直接財政支

出を行 うと同時に活動の さま ざまな側面について細か く指導する体制 から、各機関が、政 
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府か ら一定の財政支出を受けなが らも自ら資金調達を行い、 自らの運営理念 と発展戦略に

もとついて活動 を展開す るような体制へ と移行 してきてお り、1980年 代か ら進 められてき

たこ うした転換 によって、政府に よる直接的な指導に代わ る質保証 のメカニズムとしての

評価 システムの構築が要請 されてきたのである。

この よ うに、一方では国の発展を支 える原動力 として高等教育の質的向上 と量的拡大が

図 られ、他方で経済体制の転換に伴 うさま ざまな改革 が進め られ ることによって、個 々の

高等教育機 関の活動の質 を評価 し、それをよ り高める必要が生 じているのであ る。

以上 をふまえて本稿 では、 さま ざまな活動 の中でも高等教育機関が行 う活動 として とり

わけ重視 されている教育 （教学）活動 に焦点をあてて、その質の維持 ・向上を目的 として

行われている評価 が どのよ うに展開 されているのかを検討 したい。まず、教育 （教学）評

価が注 目され る要因の １つ となっている高等教育の量的拡大の状況を確認す る。続いて、

教育の質的向上 をめ ぐる政策の展開を整理 した うえで、2003年 か ら2008年 にかけて実施 さ

れた本科課程教学評価の概要を整理 し、具体的な事例 として、地方公立大学に分類す るこ

とができる斉斉哈爾 〔チチハル〕大学での評価過程 を取 り上 げて検討す ることにす る。

２節　量的拡大の状況

は じめに、中国における高等教育拡大の状況 を確認 してお きたい（2）。ここで対象 とする

のは中国で普通高等教育機 関に分類 され る機 関 と学生であ る。

まず機 関数 についてみ ると （図 １）、1978年 に598校 だった普通高等教育機 関は1980年 代

半ばにかけて増加 した後、2000年 までは1000校 か ら1100校 の間で推移 した。 もっともこの

間、機 関の新設が行われなかったわけではな く、普通高等教育機 関同士あるいは普通高等

教育機 関 と成人高等教育機 関との間での合併が行われてお り、全体的な数に大きな変化が

ない ことは合併による減少 に相 当す る数の機 関が新設 され たことを意味 していた。 この時

期 における合併の 目的は、高等教育の構造 と分布 を適正な ものに し、限 られ た資源 と経費

を有効 に使用 して、教育の質や運営 の効率 を高めることだ とされた（3）。機関合併の嚆矢は

1991年 の湖南 中医学院 と湖南科技学院 との合併であ り、それ以降2000年 末 までの10年 間で

556の 高等教育機関 （普通高等教育機 関387校 、成人高等教育機関169校 ）が合併 して232の

高等教育機 関 （ 、成人高等教育機 関20校 ）になっている（4）普通高等教育機 関212校 。 この

合併 の動 きでは、後期 中等教育段 階の教育機 関である中等専 門学校 を巻 き込んだもの もあ

り、また新設機 関の中には中等専門学校か ら昇格 した もの も含まれていたこ とか ら、 この

期 間の高等教育の拡大においてはある意味で 「水増 し」の部分があった とい う点には注意

してお く必要があろ う。2000年 以降、機 関数ははっき りと した増加傾 向に転 じ、特に2001

年以降の ４年間は毎年150校 近 く増加 して、2006年 には1867校 に達 している。

ここで指摘 してお きたいのは、 こうした機 関数の拡大に伴 って、多様な機 関がそ こに含

まれ るよ うになったことである。従来 も、設置 される学問分野にもとづ く分類や、重点大 
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図 １　 全 日制普通高等教育機 関数 の推移 （1978年～2006年 ）

学 とそれ以外の大学 とい った分類 、大学、学院、専科学校 といった機 関名称 による分類 な

どさまざまな機 関類型 があったが、近年はそれに加えて 「２１１工程」に選 ばれた機 関や

「９８５計画」に選ばれた機 関といった新 たなカテ ゴ リーができた り、各機 関がそれぞれ

発展戦略をたてることによって特色 のある試みが行われ た りしてお り、さらに民営高等教

育機 関が一定の規模を 占めるよ うになるな ど、全体 と して機 関の多様性は高まってい る。

一方
、全 日制本科 ・専科課程の学生数 は （図 ２）、1978年 以降1999年 までは漸進的に増加

し、年 によっては減少す ることもあったが、1999年 か ら入学者 の大幅な増加 が行われたた

め、2000年 か ら2004年 にかけては毎年、前年比で20％ を超 える規模 で拡大 した。2005年 、

2006年 にはそれ ほどの増加率ではないものの、拡大傾向は継続 してい る。 このよ うに、特

に2000年 以降高い増加率で拡大 した結果 、1978年 にお よそ86万 人 だった学生数 は2006年 に

は1739万 人 と、約30年 で20倍 の規模 になっているのである。

こ う した量的 拡 大 は、 １機 関 あ た りの学 生 数 の増加 を もた らした。1978年 に は １機 関あ

た り1432．0人 の学 生が い た が、 この数値 は1980年 代 を通 じて増加 や 減少 を繰 り返 しな が ら

全体 と して増加 傾 向 に あ り、1991年 には1901．1人 に達 した。 それ 以 降 は一 貫 して増加 し、

翌1992年 には2000人 、1997年 に は3000人 を超 え、学生 規模 の大 幅 な拡 大 が始 ま った2000年

には5341．9人 とな り、2006年 には9313．6人 に達 した。 また この よ うな変化 に よって 、教 育

条件 の水 準低 下 が生 じてい る。 例 え ば、 専任 教員 １人 あた りの学 生数 をみ る と1978年 に は

4．2人 だ った ものが2006年 に は16．2人 と約 ４倍 にな って い る し、校 舎 建 築面 積 の うち教 学 ・

行 政 に用 い られ る部 分 の面積 は1980年 に は学 生 １人 あ た り35．8㎡ で あ った が、2006年 には
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図 ２　 全 日制 本 科 ・専科 課 程学 生 数 の推 移 （1978年 ～2006年 ）

16．7ｍ2と半分以下になっている。

以上のよ うに、 ここ30年 間、多様性を伴 って全体的な量的拡大が進む とともに １機関あ

た りの規模 も拡大 してお り、専任教員 １人 あた りの学生数や学生 １人 あた り校舎建築面積

といった量的指標 でみた場合、教育条件 は悪化 している。各機関に運営 自主権 を与える中

で、 こ うした状況においていかに教育の質 を保証 し、維持 ・向上 させ るかが重要な課題 と

なっているのである。

３節　高等教育の質の評価 に関す る政策

高等教育機 関における教育 （ 。教学）の質 を評価する動 きは次の ように展 開 してきた（5）

1980年 代に入 って、高等教育機 関の急速な増加や大学院教育の制度化 などに伴って高等

教育機 関にお ける教育の質 を評価す るい くつかの試みが進 め られ ていたが、政策文書の中

で教育の質に対す る評価 に初めて言及 されたのは、1985年 に出 された 「教育体制の改革に

関す る決定」 においてであった。 この文書では、各高等教育機関の運営 自主権 を拡大 しな

ければな らない と指摘 された箇所で、「同時に、国 と教育管理部門は高等教育 に対す るマ ク

ロな指導 と管理 を強化 しなけれ ばな らない。教育管理部 門は さらに教育界、知識界 と雇用

部門を組織 して定期的に高等教育機 関の運営水準に対 して評価 を行わなければ」な らない

ことが述べ られた（6）。この考 え方 に したがって、まず工学教育分野で評価活動が展開 され

た。1985年11月 に出 された通知にもとづ き、工学教育に関わる中央政府部 門、北京市、上

海市、陳西省 、黒龍江省における高等教育主管部門、工学数学、物理、力学のカ リキュラ

ム教学委員会、そ して37の 高等教育機関において、試験的な評価活動 が始め られた（7）。こ
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の ときに構想 された評価では、実施の ３段階 として 「①大学運営状況の総合的評価、②い

ずれか一つの専攻 ・学問分野の運営の総合 的評価 、③例 えば、大学院で授与 され る学位の

質、学士課程教育の質、政治 ・思想工作、研究活動、個別科 目の授業の質な ど、個別項 目

の評価が挙げ られた」（8） に国家教育委員会 当時）か ら出 された 「高等工。そ して1987年 （

学教育評価のモデル活動 を正式に展開す ることに関す るい くつかの意見」 にもとづいて、

試験的な評価活動が本格的に展開 され ることになった（9）。この評価 は、不完全 な統計によ

ってはいるが、1990年 までに ６つ の省 ・直轄市に所在す る500校 近い機関で実施 された とさ

れ る（10）。

1990年 には、「普通高等教育機関教育評価暫定規定」が出され、高等教育機 関の評価に関

して、その 目的、任務、基本的な形式 と手順 、評価実施組織な どが法規の形で示 され た（11）。

まず評価の 目的は 「高等教育機関が主体的に社会 のニーズに適応する能力 を強化 させ 、学

校教育に対する社会の監督 の役割 を発揮 させて、高等教育の社会主義的な方 向性 を自覚的

に堅持 し、運営水準 と教育の質を不断に高 め、社会主義建設のためにいっそ ううまく奉仕

す るよ うにす ること」だ とされた。また、評価 は 「国が高等教育機 関に対 して監督 を行 う

重要な形式であ り各段階の人民政府及び教育行政部門が組織的に実施する」 として国が主

体的に実施す ることが示 され る一方で、機 関の 自己評価 を基礎 としなが ら、党 と行政の関

連部門、教育界、知識界 と雇用部 門を組織 して行 う社会的評価 を重点 とし、学術機構や社

会団体が教育評価に参加す ることを奨励す るとして、多様な組織 が評価に関わ ることへ の

期待が込められた。評価の形式 としては、①合格評価、②運営水準評価 、③優秀選抜評価

（原語は 「選優評估」）の ３種類 が挙げ られた。①合格評価は、新設機関の運営条件 と教育

の質に対する認定評価であ り、②運営水準評価 は合格評価 を通過 した機 関を対象 として機

関全体の運営水準の評価や思想政治教育、専攻 ・学問分野、カ リキュラムなどある項 目に

ついての評価 が含 まれ、機 関の執行部の任期にあわせて ４～ ５年 に １度実施 され ることに

なっていた。③優秀選抜評価は、運営水準評価 を基礎 とし、国 レベルや省 レベルで優秀な

機 関を選 んで表彰す るとともにその結果 を公表す るものだった。 この規定 によって、中国

にお ける高等教育評価の基本的な枠組みが確 立され た。

1993年 に出 された 「中国教育改革 ・発展綱要」では、各学校段 階の各種教育に関 して質

の基準 と評価指標 の体系を作 るこ ととされ、特 に高等教育に関 しては 「指導部 と専門家、

雇用単位 を結びつけた方法 をと り、多様な形式で質の評価 と検査 を行 わなければな らない」

と指摘 された（12） 中華人民共和国教育法」。また、教育関連法規では、1995年 に公布 され た 「

において 「国は教育督導制度 と学校及びその他 の教育機 関の教育評価制度 を実施す る」（第

24条 ） と規定 され 、高等教育を含む各種各段階の教育について評価 を行 うことが明示 され

た（13）。一方、1998年 に公布 された 「中華人民共和国高等教育法」では、第44条 で 「高等教

育機関の運営水準、教育の質は、教育行政部 門の監督 とその組織 による評価 を受けるもの

とす る」と規定 され た（14）。こ うした法律の制定は、教育の質 に対す る評価の実施に明確 な
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法的根拠を与 えたのである。

1995年 、国家教育委員会は、期間 とグルー プを分 けて、高等教育機 関の本科課程教学活

動の評価を実施す ることを決定 した。 ここか ら 「合格評価 を主体 と して多様な形式の評価

を展 開す る」（15）段階が始 まった とされ る。この ときには、合格評価 、優秀評価 と無作為 （原

語は 「随機性」）水準評価 の ３種類が設定 され、後二者、す なわち優秀評価は1996年 か ら、

また無作為水準評価は1999年 か ら試験的に実施 された。2000年 までに、合格評価 は168の 機

関を対象に行われ 、優秀評価 と無作為水準評価はそれぞれ14校 と １校 で試験的な評価が行

われ た（16）。

2001年 には 「高等教育機 関の本科課程教学活動を強化 し教学の質を高めるこ とに関す る

若干の意見」が出 され、 この中では、教育の質的向上の重要性が指摘 されて、そのための

制度 的保障 として政府 と社会による監督 と高等教育機 関の 自己規制 を結びつけた教育の質

の監督 ・測定 ・保証 システムが提唱 されている。 具体的には、評価指標の体系を改善する

とともに、 レベルや類型 の異なる機関の教学の質を測定す る際に異な る指導を行 うこと、

教学に関する管理制度の改革 を進 めることな どが示 された（17）。

そ して、2003年 に策定 された 「2003－2007年 教育振興行動計画」 において、14の 大項 目

の １つ として 「高等教育機 関の教学の質 と教学の改革 に関す るプ ロジェク ト」の実施が挙

げ られ た。その中で、教学の質の評価 ・保証のメカニズムをよ り完全な ものにす ることが

謳われ 、具体的 には、次のよ うに説明 された。

高等教育機関の教学の質の保証 システムを健全に し、高等教育機 関の教学の質

を評価 した りそれ に関す る問い合わせ に応 じた りす る機 関を設置 して、 ５年 を周

期 とす る全国的な高等教育機 関の教学の質の評価制度を実施す る。学問分野 （原

語は 「学科」－筆者注）・専門分 野 （原語は 「専業」 －筆者注）における教学の

質の評価を規範化 し改善 して、人材資格認証及び職業従事許 可制度 と結びつ けた

専門分野評価制度 を徐 々に設 立す る。高等教育機 関の教学の質の評価 に関す る情

報システムの整備 を強化 し、評価指標体系を作 り上げ、教学の状態を示すデー タ

を統計分析 し定期的に公布す る制度 を設立す る（18）。

これ にもとづ く措置 として、2004年 ８月、本科課程及び専科課程の教学評価 を実施す る教

育部高等教育教学評価センター （原語は 「教育部高等教育教学評估 中心」）が設置 され 、 上

で述べ られた ５年周期の評価が2008年 にかけて実施 されたのである。

４節　本科課程教学評価 の実施

１．評価の枠組み

続いて、教育部高等教育教学評価センターが実施 した本科課程教学評価の概 要をま とめ

る。 ここでは、教育部 が2004年 ８月に公布 した 「普通高等教育機 関本科課程教学活動水準
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評価プラン （試行版）」 （原語は 「普通高等学校本科教学工作水平評估方案 （試行）」）を手

がか りとする（19）。なお、専科課程 の教学評価は各省 ・直轄市 ・自治区の教育行政部門によ

って実施 されている。

この評価は、「評価 によって改革 を促 し、評価 によって整備 を促 し、評価 によって管理を

促 し、評価 と整備 を結びつけ、整備 に重点 をお く」ことを原則 としている。評価 を通 じて、

国は高等教育の教学活動 に対す るマクロな管理 と指導を強め、各段階の教育主管部 門が高

等教育機 関の教学活動をいっそ う重視 して支持す るよ うに し、各機 関が 自覚的に国の教育

方針 を貫徹執行 し、教育の規律 に照 らして運営指導思想 を明確 にし、運営条件 を改善 し、

教学の基本的整備 を強化 し、教学管理を強化 し、教学改革 を深化 させ、教学の質 と運営の

効果を全面的に向上 させ るよ う促す ことが 目的 とされている。 ここで注意 しておきたいの

は、教学活動 に焦点をあて、その質の向上をめざす評価 ではあるが、同時に機関の運営水

準の向上 も評価の 目的に含まれ てい るとい う点である。

具体的な評価の指標 は表 １に示 した とお りである。教学活動 を中心 として、それ に直接 ・

間接に関わる項 目が列挙 されている。個々の指標 には さらに具体的な評価内容が設定 され

てい る。例えば、「2．1　教員集団の量 と構造」には ３つの観 点があ り、その うち 「専任教員

中碩士学位、博士学位 を有す る者の比率」では定量的な基準（20）が設け られている し、また

「4．2　カ リキュラム」 にある４つ の観点の うち 「教学内容 とカ リキュラム体系の改革」は

受賞数 とい う定量的基準 とともに定性的な基準が設定 されている。各項 目の具体的な観点

や、それぞれの指標にお ける各観 点の重み に関 しては章末の資料を参照 してもらいたい。

これ ら７つの項 目に加 えて、「特色項 目」 とい う評価項 目が設け られてい る。これ は、後

述するよ うに総合評価 で 「優秀」の成績 を獲得 しよ うとすれば機 関の特色 が鮮 明でなけれ

ばな らない と明確 に示 されていることとあわせて、この評価の中で各機関が 自らの特色を

認識 し、作 り上げることの必要性 を示 している。 「特色項 目」における特色 とは、 「長期に

わた る運営のプ ロセスの中で蓄積 されて形成 された、当該機関に特有で、他 の機 関よ りも

ま さっている独特のす ぐれた風格」であ り、「人材養成過程 を優れた ものに した り教学の質

を高めた りす ることに対 して大 きな役割 を果た し、効果が顕著で」、「一定の安定 性を有す

るとともに、社会的に一定の影響 を持ち、公認 され て」い るものだ とされ る。そ してこ う

した特色 が表れ る側面 と して 「大学管理の全体的な計画 と策略、運営理念、運営の考 え方、

科学的で先進的な教学管理制度 、運用メカニズム、教育モデル、人材の特徴 、カ リキュラ

ムの体系、教学方法及び教学改革 における重要問題 の解決」などが例示 されている。

それぞれの項 目について評価 基準 としてＡ レベル とＣ レベルに相 当する基準が示 されて

お り、ＡとＣの間であれば Ｂ評価 、Ｃの基準に達 しなければＤ評価 となる。 ２級項 目は19

あるが、この うち重要項 目とされ るのが11項 目 （表 １で太字で示 した項 目）、一般項 目が ８

つ ある。19項 目の うち、Ａが15以 上でＣが ３つ以下 （その うち重要項 目でＡが ９つ以上で

Ｃが １つ以下）であ り、かつＤがな くて特色が鮮 明である とい う結果 に対 して 「優秀」 と
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表 １　 普通高等教育機関本科課程教学活動水準評価の指標体系

１級項 目 ２級 項 目

1．1　機 関 の位 置 づ け
１．運営指導思想

1．2　運 営 の考 え方

2．1　 教 員 集団 の量 と構 造
２．教員集 団

2．2　 主 と して授 業 を担 当す る教 員

3．1　 教 学 の基 本 的施設 設 備
３．教学条件 とその利用

3．2　 教 学経 費

4．1　 専 門 分野

４．専門分野の整備 と教学改革 4．2　 カ リキ ュ ラム

4．3　 実 践 的教 学

5．1　 管 理 集 団
５．教学管理

5．2　 質 の コン トロー ル

6．1　 教 員 の風 格
６．学 風

6．2　 学 習 の雰 囲気

7．1　基 本 理論 と基本 技能

7．2　卒 業 論 文 また は卒 業設 計

7．3　 思想 道徳 の 修養
７．教学の効果

7．4　 体 育

7．5　社 会 的名 声

7．6　就 職

注 ：２級項 目の うち太字で示 されているのは重点項 目として位置づけられた項 目である。

出典 ：教育部 「普通高等学校本科教学工作水平評估方案 （試行）」（2004年８月）（教育部

高等教育教学〓估中心のホームページ内の http://www pg zx.edu.cn/main/webShowDoc 

?channel=zxdt iyb&docID=2005/03/13/1110712094205.xml よ り、2009年 ２ 月23日 に ダ

ウ ン ロ ー ド）。

い う総合評価 が与 えられ、ＡとＢがあわせて15以 上でＤが １つ以下 （その うち重要項 目で

Ａ とＢがあわせて ９つ以上でＤが ０）であ り、かつ特色項 目に該 当す る点があれば 「良好」

とい う評価になる。そ してＤが ３つ以下 （その うち重要項 目でＤが １以下） とい う結果に

は 「合格」 とい う評価が与えられ ることになっている。

評価の手順 は大 きく、 自己評価 、専門家 グループによる視察、全体的な改善 とい う手順

になっている（21）。まず 自己評価 では、機 関が 自ら教学活動の成果や長所、特色、また教学

活動の弱点や 問題点を明 らかにす る。 この過程 には、①教育部か ら出 された関連文書及び

評価プ ランの学習、②機 関の教学活動の歴史 と現状 の分析 、③ 自己評価期 間における整備

計画の制定と評価業務の分担、④問題点 に対す る計画的な改善の実施、⑤ 自己評価報告の

執筆 と評価の根拠 となる資料の準備 が含まれ る。 自己評価報告 には、機関の概況、評価業

務 の状況、機 関の教学活動の主要 な成果 と経験、特色、問題 点 とその原因及び対策な どが

盛 り込まれ る。 この段階では、それぞれの項 目に対す る評価 レベルの記載 は行われない。

またこの 自己評価段階に関 しては、 自己評価 と日常の教学活動が有機的に結びついていな

けれ ばな らない ことが強調 され、評価を評価 として独立 した活動 とみ なす のではなく、評

価活動 を通 じて 日頃解決 が困難な問題点を解決 し、教学活動の水準及び人材養成の質を向
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上させ るべきであること、評価の根拠 とな る資料は特別 に評価資料を用意す るのではな く、

教学活動 に関す るデー タベース （原語は 「档案」）を整備充実 させ ることによって整 えるべ

きであることが指摘 され てい る。

続 く専門家 グループによる視察 は、 自己評価 を基礎 として、①事前調査活動、②専門家

メンバーの事前研修及び準備、③機関での調査研究及び全面的な視察、④メンバー間での

視察意見に関す る討論、⑤専門家 グループによる評価 の決 定 と上級部門への報告、⑥視察

状況報告会の開催 とい う手順で行 われ る。 この うち、①事前調査活動では、対象 とな る機

関にお ける質 問紙調査や、卒業設計 （卒業論文）、試験答案の抽 出評価 などが行 われ、統計

的 に処理 された結果が視察期 間中に専門家 グループへ報告 され る。実際の視察では、見学、

授業参観 、座談会の開催、質問紙調査の実施、資料の閲覧、総合的な素質及び教学の効果

に関す る検査の実施な どの方法が用い られ る。

最後の全体的改善の段 階は、専 門家グループの視察意見にもとづ き、教学活動全体に対

す る改善 を進 め、教学活動の水準 と人材養成 の質を さらに向上 させ、 さらなる改革 と発展

のために しっか りとした基礎 を固め るこ とが 目的 とされ ている。評価結果が どの ような も

のであって も、つま り結果がた とえ 「優秀」であった としても、こ うした 目的のために １

年間が この段階に当て られ る。各機 関は、専門家グループの視察が終了 した後 できるだけ

速やかに改善プ ランを提 出 し、 １年後改善状況報告 を提 出す ることが求め られ ている。

２．具体的事例－ 斉斉哈爾大学

こ うした評価が どのよ うに行 われたのかを具体的にみてみ よ う。 ここでは、地方都市 に

設置 され ている比較的規模 の大きな総合大学 として斉斉哈爾 〔チチハル〕大学を取 り上 げ

る（22）。 この大学は、黒龍江省 第 ２の都市である斉斉哈爾市に所在 してお り、 ともに1950年

代 に創設 され た斉斉哈爾軽 工学院 と斉斉哈爾師範学院が1996年 に合併 して設立 された。主

管部門は黒龍江省である。大学院生 が数 百人規模なのに対 して、本科課程及び専科課程 に

は約 ２万人の学生が学んでいる。

斉斉哈爾大学は2007年 に評価 を受 ける機 関 として割 り当て られ たため（23） に、、まず2006年

設置 している57の 専攻 を対象 とす る学内評価活動 を始めた。 この評価では、各専攻の整備

目標 ・任務 を明確 に し、自身の状況 を結びつ けて、専攻整備計画、専攻整備の質及び特色

といった点を深 く検討 し、専攻整備 の効果 をあげ、 さらに基礎 を固めて質を向上 させ る と

ともに、2007年 に教育部の本科教学水準評価 を受 けるための しっか りとした基礎 を定める

ことがめざされ た。57の 専攻 の うち、同年 ８月までに卒業生を輩出 してい る41の 専攻につ

いては 自己評価 （原語は 「自評 」）と校 内専門家による評価 を結びつけた方式 によって評価

の結論 を出す こととし、まだ卒業生を出していない16の 専攻については自己点検 （原語は

「自査」）と校 内専門家による再点検を結びつ けた方式によって改善すべ き点を明 らかにす

るとともに整備プ ランを提 出す ることとされ た。2006年 ９月 ６日か ら27日 にかけて 自己評
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価 、 自己点検が実施 され、10月10日 から11月 ６日にかけて校 内専門家による評価、再点検

が行われた後、本科専攻評価活動報告会が開催 された。専門家 グループが結論 を出 し、大

学の専攻整備活動委員会 に報告 して審査 ・認可を得た後、総括の段 階では、 この専攻整備

活動委員会が専攻評価総括会を開いて評価結果を公表 し、専攻整備 において不足 してい る

点をフィー ドバ ックす るとともに、専攻整備 について経験の交流 を図 り、全体的な改善意

見 を出す こととされた。評価が 「優秀」または 「良好」だった専攻は大学 レベルの重点整

備専攻 に申請す ることができる一方、「不合格」となった専攻は具体的な状況に したがって

期限を決 めて改善することが求め られた。

こ うした動き とともに、2007年 の評価 に向けた準備が進 め られた。教育部の教学評価を

受 けるにあたっての活動プランが策定 され、その中で指導思想、組織、全体的 目標 、主要

な活動任務、具体的な措置が定め られ ると同時に、各部署の任務分担が行われ 、準備のた

めのスケジュールが示 された （表 ２）。

具体的な評価 としては、まず2007年 ３月か ら４月にかけて各教学組織に対する学内評価

が行 われ、報告資料 とともに各組織 における聞き取 りや項 目ごとの視察、意見交換が行わ

れた。続いて同年 ６月には主管部門である省 の専門家による予備評価が実施 された後、

それをふまえた フィー ドバ ック会議が開催 された。 この会議では省全体での評価状況や斉

斉哈爾大学に対す る意見が述べ られ、今後の活動に対する要求が示 された。そ して ９月23

日か ら６日間の 日程で、易佑民 ・元安徽大学副学長を長 とす る専門家 グループ（24）の評価 を

受 けたのである。 唱江華学長か ら、大学概況、運営思想、運営実践、運営の特色、評価整

備活動 の ５つ の面を含む 自己評価活動報告が行われた後、関連の聞き取 りや授業参観、測

表 ２　教育部の教学評価 を受けるためのスケジュール

活 動 任 務 　 　 　 　 　 　完成時期

全学評価受審 （原語は 「迎評」）活動動員大会　　　　　　 2006年10月

評価受審活動プランの制定　　　　　　　　　　　　　　　 2006年10月

各組織各部門評価受審準備活動報告会　　　　　　　　　　 2006年10月

2005－06　学年度教学状態資料 の整理終 了、 ３つの報告の初
2006年10月 末

編の完成

全学教学活動会議 の開催　　　　　　　　　　　　　　　　2006年12月

2006－07　学年度第 １学期教学状態資料の整理終了　　　　　 2007年 １月20日

各組織各部門評価整備活動進展状況報告会　　　　　　　　 2007年 １月20日

各教学組織評価整備活動状況の視察　　　　　　　　　　　 2007年 ３月

各組織各部 門評価受審予備評価準備状況報告会　　　　　　 2007年 ４月末

省の専門家グループによる予備 評価 の応接　　　　　　　　 2007年 ６月

2005－06学 年度教学状態資料 の整理終了、 ３つの報告の原
2007年 ７ 月20日

稿 の完成

専門家 グループを迎 えた視察の準備状況報告会　　 　　　 　2007年 ９月初

出典 ：斉斉哈爾大学 「迎接教育部教学評估工作方案」（斉斉哈爾大学のホームページ内の 
http://www.qqhru.net/ikxy/ShowArticle.asp?ArticleID=9467 よ り 、2009年 ３月16日 に

ダ ウ ン ロー ド） に も とづ き筆 者 作 成 。 
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定試験、実地調査、座談会による意見聴取、卒業論文や試験答案、関連資料の閲覧な どの

方法で視察が進め られ た。 この うち測定試験 は、大学物理、 コンピュータ、教員養成課程

の学生の基本能力、外国語の基本能力 、有機化 学の実験能力 などについて試験が行 われた。

そ して27日 に、専門家 グループが全体会議 を開いてそれぞれの状況について整理 し、各 自

が責任 を持つ評価指標に対 して話 し合いが行われ、各項 目の評価段階案 を策定する ととも

に重点的 に視察 を行 った指標 に関す る評価意見をま とめた。

この評価 を受 けて斉斉哈爾大学は、2007年11月 に 「斉斉哈爾大学本科教学活動水準評価

全体改善プ ラン」 を策 定 し、教育部高等教育教学評価セ ンターに報告 した。 この中で、専

門家 グループか ら、① 大学の位置づけが明確 である、②教学に対す る投入が大きい、③教

員集団の整備が強化 され ている、④教学改革が しっか りと進め られ ている、⑤校風の整備

が重視 されている、⑥ 「刻苦奮闘 し辺境 に貢献す るとい う運営の伝統 を引き継 いで、社会

の基層組織 に向けて、業務を重視 して着実に行い、学んだことを うま く用い ることができ

る応用型の高級専門人材 を養成する」 とい うはっき りとした運営の特色 を作 り上げている

といった成果が認 められた一方で、①教員集団の整備 をい っそ う進め、優秀 な人材の養成

と招聘 を強化 し、専門分野を牽引す る優秀 な教員 をいっそ う多 く養成す ることと、②大学

全体の科学研 究の力量を高め、科学研究を通 じて教学 を促進 させ、教学の水準 をさらに高

めることの ２つの改善点が指摘 され たことが述べ られ た。上記改善プランの改善活動任務

としては、これ ら ２点に加 えて、改革 を深化 させ教育 ・教学の質 を全 面的に高めることが

挙 げられ、2008年10月 までの １年間を ３つ の時期 に分 けて改善を進 めることが表明され た。

こ うしたプロセスを経 て、斉斉哈爾大学は2008年 ３月に 「優秀」 と評価 され た。

５節　お わ り に

中国では文化大革命終結後、経済体制 の転換に伴って政府 と高等教育機関の関係 が変わ

って、政府は高等教育全体に対す るマ クロな指導 に重点 を置 き、高等教育機 関には徐 々に

運営 自主権が与え られ るよ うにな る一方、高等教育の量的拡大 と同時にこれまで以上に多

様 な機 関が登場 した ことによって、高等教育機 関に対す る評価の必要性 が認識 され るよ う

になってきた。 中で も教育 （教学）活動 は高等教育機 関が行 う最 も重要な活動であると考

えられ、その質 を向上 させ るための評価 のあ り方が模索 され てきた。

1990年 代までは、主 として新設 されて間もない機 関を対象 として一定の水準に達 してい

るか どうかを確認する評価や、 自身 の申請 に したがって優れた水準の機 関を選び出す評価

などが行われ、評価の指標 が検討 されてきた。 これに対 して、2003年 か ら始まった本科課

程教学評価では、本科課程を持つほぼすべての機関を対象 として、 自己評価 と専門家によ

る外部評価 、そ して評価結果にもとづ く １年間の改善を一連の過程 とす る方法が用い られ

た。また評価指標では、定量的指標 とともに定性 的指標が設定 され る とともに、「特色項 目」

が設け られるな ど各機 関の特色 にも配慮す ることがめ ざされた。 こ うした全体的な枠組み
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の中で、個別の高等教育機関は学内組織の評価 を行い、主管部門の予備評価 を受け、専門

家に よる視察 に応 じ、評価結果 に したがって改善プランを策定 したのである。

2003年 か ら始まった本科課程教学評価活動 は、2008年10月 までで当初計画 されていた592

の機 関すべての評価が終了 した（25）。この教学評価活動を通 じて次の よ うな成果があったと

言われ る。すなわち、①高等教育機 関が運営 の考え方をはっきりさせ 、運営の位置づけを

明確 に したこ と、②教学活動が高等教育機 関の中心的活動である とますますみな されるよ

うになったこ と、③教学活動に多 くの資源や力が投入 されて運営条件 が顕著に改善 された

こと、④機 関の教学 と管理の規範化を強化 したことであ り、 この他に も、機 関構成員の精

神的一体化がはか られたこ とや、先進的な教育思想 ・観念が広まった こと、教学や管理 に

関す る経験が大 きな規模 で交流 した ことも挙げ られてい る。そ して、 こうした成果 をふ ま

えて、教学評価は高等教育 に携 わる者や広 く社会によって肯定的に評価 され 、受け入れ ら

れている とされ る（26）。その一方で、こうした評価に対す る批判 もみ られ る。例えば柳 と〓

は、評価主体が単一である、評価活動が相対的に閉鎖的である、評価プランと基準が統一

的である といった問題が多 くの研究者によって指摘 されていることを述べた後、今後の課

題 として①高等教育の類型 に関す る研究 を進めて機 関 自身の位置づ けや類型 ごとの評価 の

よ りどころにすべ きであること、②評価活動の前提 となる立法措置 をとるべきであること、

③評価 における主体性が欠如 している状況 を改めるべ きであること、④第三者評価や 中間

組織に よる評価 に対 して過 大に期待す ることな く、中国の状況にふ さわ しい評価体系をつ

くるべきであるこ と、⑤評価方法や評価結果の利用の しかたに注意す るべ きであること、

⑥評価 を行 う専 門家集団の整備 を進 めるべ きであることを挙 げている（27）。この うち③ では、

上か らの評価 になってい るため機 関の主体性が弱い こととともに、モ ノが重視 され教学の

主体の １つである学生 に対す る視点が弱いこ とが指摘 され、また⑤ では、2003年 か ら2007

年 までに評価を受 けた502校 の うち80％ を超 える機 関が 「 とい う評優秀」 の評価 だった（28）

価 のあ り方に疑問が投 げかけられ 、加えて評価結果 と経費補助 との関係を弱め ることが提

案 されている。 このよ うに賛否 両論がある中で現在、次のサイクル の教学評価に向けた検

討 が行われ、評価方法や評価指標 の見直 しが進 め られ てい る。

2003年 から始 め られた本科課程教学評価は、高等教育機 関に一定の運営 自主権が与 えら

れ たことや1999年 以降急激 な量的拡大が行われた ことな どを背景 として、機 関の最 も中心

的な活動である教学に焦点をあてて実施 され た。教学活動 に関連 して管理のあ り方や管理

者集団の状況 も評価対象になってい るこ とや 、具体的な評価項 目の基準が定性的、定量的

に示 されてい ること、以前のよ うなたんな る評価 でな く、評価結果に もとづいて １年間の

改善を行 うことが評価 のプ ロセスの一環 と位置づけ られ てい ることは教学 の質の向上をめ

ざす措置であるとみなす ことができるし、評価 を受 ける準備 として議論が行われ、さまざ

まな資源が投入 され ることも評価 の持つ肯定的な側面であ る。また、機関の位置づ けや管

理者集団、質の コン トロールな どが評価項 目として含 まれていることによって、機関 とし
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ての運営水準を高めることも意図 されてい る。 しか しそれ と同時に、評価その ものに対す

る反対 を含め、すでに述べたよ うな さま ざまな批判や 改善点の提案 も行われている。 次の

サイクルの評価が どのよ うな項 目 ・基準で どの ように進 められ るか、注 目してい く必要が

あるだ ろ う。
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「普通本科課程 を置 く機関の設置に関す る暫定規定」（原語 は 「普通本科学校設置暫行規

定」）の設置基準 と比べ ると、①両方で挙げ られ ていて しか も要求基準が同 じ項 目、②両

方で挙げ られているが要求基準が異なる項 目、③ どち らかで しか挙げ られ ていない項 目

があるこ とがわかる。教員 に関す る指標 を例 にすれば、① として大学院の学位 を有する

教員 が専任教員に 占める比率、② として学生 ・教員比率、③ として兼任教員 と選任教員

の比率 （設置基準でのみ明示） がある。

（21）以下、評価 の手順 に関す る記述 は、許茂祖 「関於普通高等学校本科教学工作水平評估

工作程序」 （http://www. pgzx.edu.cn/main/webShowDoc?channel lyj_pgffyj&docID=2005/04/ 

05/1112692706076.xml 2009年 ２月 に ダ ウン ロー ド） に よる。

（22）以下の記述は主 として、斉斉哈爾大学のホームページ （http://www.qqhru.edu.cn/ ）に あ

る 「教学評估」欄 に掲載 されてい る記事 （2009年３月16日 確認）及び斉斉哈爾大学 「関

於呈送本科教学工作水平評估整改方案的報告」（http://www.pgzx.edu.cn/upload/files/yuanxi 

aopinggu/zggz/qqhrdx.pdf 2009年 ３月13日 にダ ウン ロー ド） に よ る。

（23）教育部〓 公庁 「関於対全国592所 普通高等学校進行本科教学工作水平評估的通知」 （htt 

=2005/05/16/1116239866095p://pgzx. edu.cn/main/webShowDoc?channel=wjhb_jybsjwj&docID .

xml　 2009年 ３月18日 にダ ウンロー ド）による。

（24）易佑民 ・元安徽大学副学長以外の構成 メンバーは、鄭州大学副学長 （副 グループ長）、

元浙江大学党委副書記、陜西理工学院党委書記、淮陰工学院院長 、貴州大学副学長 、元

中国鉱業大学 （北京校区）教務処処長、華中師範大学評価セ ンター主任、対外経済貿易

大学教務処処長、そ して ２名の事務担 当 （うち １名は評価セ ンター所属）であった。

（25）中国 高等教 育 学会 、 前掲 書 、429頁 。

（26）高 思 平 「高校 教学 評估 ：回顧 与 展望 」『光 明 日報』2008年 ２月27日 。

（27）柳 友 栄 ・〓放 「理論 不 足 与制 度 闕如 ：本 科教 学評 估 之症 結 」『新 華文 摘』2009年 第 ３

期 、119－121頁 。

（28）同上 。
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【資料】

普通高等教育機関本科課程教学活動水準の評価指標とレベル基準
参考 レベル基準


１級
２級項 目 主要観測点 の 備 考


項 目	 Ａ Ｃ
重み

1．1 ・機 関の位置 1．0 位置づけが正確であ り、 位 置づけは基本的 に正確 で ［注 １］機 関の計画には、

機 関 の位 づ け と計 機 関の発 展計 画が科 学 あ り、機関の発展計画があ 機関の教育事業の発展計

置 づ け 画［注 １］ 的、合理的であるととも って実施 に付 されてい る 画、学問分野 ・専門分 野

に、効果的に実施 されて の整備計画、教員集 団整

い る 備計画、 キャ ンパス整備

計画を含む。

1．2 ・教 育 の 思 0．5 先進的な教育思想 ・考 え 先進的な教 育思想 ・考え方

運 営 の 考 想 ・考え方 方を有 し、運営の考え方 の学習 と研 究に留意 し、運


え方 が明確で、質に対する意 営 の考え方 がはっきりして


識 が高い いて質に対す る意識がある


・教学の中心 0．5	
一貫 して本 科課程 の教 本科課程の教学 を重視 し、

的 位 置 づ 学を重視 し、教学と機 関 基本的に教学 と機関の他 の

け の他 の活動 との 関係 を 活動 との関係 を正確に処理

正確 に処理 す る ことが す ることができ、第一責任

できる 者の責任が明確である

2．1 ・学生教員比 0．3 附 表 中の合格 となる規 附表 中の合 格 となる規定に ［注 ２］学生教員 比の計算

教 員集 団 ［注 ２］ 定 値 と比べ て少 な くと 合致 している 方法は附表の説 明を参照

の量 と構 も ２は低 く、人材養成の の こと。 その中で専任教

造 需要を満足 させている 員 とは、教員資格 を有 し、

もっぱ ら教学活動 に従事

す る人員を指す。

・全体の構造 0．4 構造が合理的で、発展趨 構造が基本 的に合理的であ

状 態 ［注 勢が よい る ［注 ３］教員の構 造を分析

３］と発 展 す る際の教員 とは、機 関

の趨勢 が編制す る教員専門技術

・専任教員 中 0．3	 50％ 以上 30％ ～40％ 職 を有す る人員を指す。

碩士学位、


博 士 学 位


を 有 す る


者の比率

2．2 ・主として授 0．3 ポ ス トの資 格 に合致す ポス トの資格に合致す る教 ［注 ４］ポス トの資格 に合

主 と して 業 を 担 当 る ［注 ４］教員が95％ 以 員が85％ ～90％ に達 してい 致 してい るとは、主 とし

授 業 を担 す る 教 員 上である る て授業 を担 当する教員 は

当す る教 の資格 講師以上の職 務または碩

員 ・教授、副教 0．3 最近 ３年 以内 にすべ て 毎学年、55歳 以下の教授、 士以上の学位 を有 し、就

授 の 授 業 の教授、副教授が本科課 副教授の95％ 以上が本科課 職前の訓練 を受けて合格

担当状況 程 学生 のた めに授業 を 程 学生のために授業 を行 っ 証書 を取得 した教師であ

行 った た ることを指す。

・教学水準	
0．4 教学の水準が高 く、科学 教 学過程が規範的であ り、

研 究が教 学 を促 進 させ 教 学の質 を保証す ることが

る効果が顕著である できる

3．1 ・校舎の状況 0．2 各種機 能 の教室 が揃 っ 学生 １人あた りの教学 ・行 ［注 ５］教学 ・科学研 究機

教 学 の基 てお り、教学の需要を う 政用部屋面積 、学生100人 器設備 とは、単価が800

本 的施 設 ま く満足させてい る。そ あた りの教学用コン ピュー 元 よ り高い機 器設備 を指

設備 の他 の関連 す る校 舎 が タ台数、学生100人 あた り す。

人材養 成 の需要 を満足 のマルチメデ ィア教室 と言

させている 語教室の座席数が附表で合 ［注 ６］学生 １人 あた りの

格 となる規定に合致 し、教 図書数 と学生 １人あた り

室 、実験室、実習場所 と付 の年間図書購入冊数は機

属用部屋面積及びその他 の 関の図書館 と学院 ・系の

関連校舎が基本的に人材養 資料室の図書を含む。

成 の需要 を満足 させ ている

［注 ７］専門 の訓練場 と施
・実験室、実 0．2 各種機 能 の教学 実験 室 実験室、実習場所 の配置が 設 がある とは、機関の特

習 拠 点 の の配置が しっか りし、設 教 学の基本的要求を満足 さ 徴 に合致 した専門の訓練

状況 備が先進的であ り、利 用 せ ることがで きる。学生 １ 場 と体育施設があ ること
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3．1（ 続 ）

・図書館の状 0．2

況

・学内ネ ッ ト
0．2

ワ ー ク の

整備状況

・運動場 と体
0．2

育施設

3．2 ・４項 目の経 0．6

教 学 経 費 費 ［注 ８］

が 学 費 収

入 に 占 め

る比率
・学生 １人 あ 0．4

た り の ４

項 目 の 経

費 の 増 加

状況

4．1 ・専門分野の 0．5

専 門分 野	 構 造 と 分

布

・養成プラン 0．5

4．2 ・教学内容 と 0．3

カ リ キ ュ カ リ キ ュ

ラム ラ ム 体 系

の改革

率が高く、本科課程の人

材 養成 にお いてか な り

よい役割 を果 た してい

る。学内外の実習拠点が

しっか りし、施設設備が

人材 に応 じて教育す る

実 践的教 学 の要求 を満

足 させ ることができる

管理手段が先進的で、図

書館の使用効果が高い

整備 の水 準 が高 くて運

用がよく、本科課程 の教

学 にお いて重 要 な役 割

を果た している

運動場及び体育施設 （室

内の体育施設 を含む）が

人 材養成 の需 要 を満 足

させている。専門の訓練

場 と施設がある［注 ７］

25％ 以上で、人材養成の

需 要 をかな りうま く満

足 させている

継続的に増加 している

専門分 野 の全体 的な分

布 と構造が合理的で、重

点学問分野 とマ ッチ し、
一定 の影響 を有 す る優

れた専門分野を有する。

新 たに開設 した 専門 分

野 の設 置 が社会 の需 要

を満足 させてお り、学問

分野の基礎 を有 し、教学

の条件がよくて、教学の

質が保証 され、学生が満

足 している

養 成 プ ランが養 成 目標

の要求 に合 致 し、徳 ・

知 ・体 ・美の全面的な発

達 を表現 していて、人文

的素質 と科 学的 素質 の

向上に有利であ り、創造

的精神 と実 践的能 力の

養成に有利である。執行

の状況がよい

全体的 な考 え方 がは っ

き りし、具体的な計画 と

組 み合 わ された措 置が

しっか りしていて、執行

が よく、改革の成果が顕

著であって、省 ・部 レベ

ル 以 上 の成 果 受 賞 ［注

10］を一定の数得 ている

人あた りの教学 ・科学研 究

機器 設備 ［注 ５］の価値及 び

新たに増 えた教学 ・科学研

究機器設備 の占め る比率が

附表で合格 とな る規定に達

してい る

学生 １人あた りの図書数 と

学生 １人あた りの年間図書

購入 冊数 ［注 ６］が附表の要

求に達 している

本科課程 の教学において役

割を果た している

室内体育施設 があ り、学生

１人あた りの運動場面積が

３㎡以上で、施設が基本的

に揃っている

20％ ～23％ で、基本的に人

材養 成 の需 要 を満 足 させ

てい る

同 じ水準を維持 してい る

専 門分野の全体的な分布 と

構造が基本的に合理的で あ

る。新たに開設 した専門分

野 ［注 ９］の設置が社会の需

要 に適応 してお り、教学の

条件 と教学の質が基本的 に

要求を満足 させている

養成 プランが基本 的に養成

目標の要求に合致 し、執行

の状況が比較的 よい

考え方、計画 と措置があ り、
一定の成果がある

を指す 。

［注 ８］４項 目の 経費 に

は、本専科課程業務費、

教学出張旅費、体育維持

費、教学機 器設備 の維持

修理費を含む。

［注 ９］新た に開設 した専

門分野 とは、卒業生が ３

年度 に達 しない専攻 を指

す。

［注10］省 ・部 レベル以上

の成果受賞 とは、最近 ２

回 の表彰 にお いて受賞 し

た成果を指す。

［注11］ マルチメディアに

よる授 業 とは、マルチメ

デ ィア技術 を利用 して授
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4．2（ 続 ） ・教材の開発

と 選 択 使

用

・教学方法 と

手 段 の 改

革

・二言語によ

る教学

4．3 ・実習 と実地

実践 的教 訓練

学

・実践的教学

の 内 容 と

体系

・総合的、設

計 型 実 験

［注13］

・実験室の開

放

5．1 ・構造 と素質

管 理 集 団

［注15］

0．3	 教材 の 選択使 用 と評価

の科学的 な制度があ り、

執行が厳格で、教材の選

択 使用 の全 体的 な水準

が高 く、使用の効果が高

い。当該機関の優れた学

問分野に対 して、特色 あ

る教材 の編 纂 を重点的

に支持 す る計画 と措置

が あ り、成 果が よく、

省 ・部 レベル以上で受賞

した教材 が一定数ある

0．3	 教学 方法 と手段 を積極

的に改革 し、成果が顕著

である。必修科 目でマル

チ メデ ィアを応用 して

授 業 を行 っ て い る ［注

11］時間数が15％ より低

くない。自ら研究製作 し

開発 したマル チ メデ ィ

ア ソフ トが一定数あ り、

教学の効果がよい

0． １	 二言 語 に よる教 学 を奨

励す る措 置 と政 策 が あ

る。適当な専門分野、特

にバイオテクノロジー、

情報技術、金融、法律等

で 二言語 に よっ て授 業

を行 う科 目の比 率 ［注

12］が10％ 以上で、教学

の効果がかな りよい。そ

の他の 専門 分野 にお い

て積極 的 に二言語 に よ

る教学 を行 うこ とが で

きる

0．4	 時間的な保証が あり、措

置が しっか りしていて、

効果がよい

0．3	 内容の更新に注意 し、体

系の設計が科学的、合理

的で、養成 目標 の要求 に

合致 していて、条件が整

え られ る こ とに よっ て

学生が かな り早 く科学

研 究や創 造 的活動 に参

加す ることがで き、効果

がよい

0．2	 総合的、設計型実験の科

目が実 験科 目総数 に 占

める比率が80％ 以上 で

あ り、効果がよい

0．1	 実験 室 を開放 す る ［注

14］時間が長 く、開放 の

範囲 と対象が広 くて、効

果がよい

0．6	 構造が合理的で、集団が

安定 していて、素質が高

く、サー ビス意識が強い
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教材の選択使用 と評価 の科

学的な制度があ り、主要 な

科 目では専門家の間で優れ

てい ると認 められた教材 を

選択使用す るとともに、最

近 ３年間に出版 された新 し

い教材の選択使用に注意 し

ている（特に理工系、財政 ・

経済 ・政治 ・法律系、農林

系）

教学方法 と手段の改革に注

意 し、マルチメデ ィアを用

いた教学技術 が一定程度使

用 されている

二言語による教学 を重視す

るとともに積極的 に実施 し

てい る。 二言語 によって授

業を行 う科 目が一定の比率

に達 している

時間的な保 証があ り、措置

が役 にたっていて、効果が

比較的よい

養成 目標の要求 に基本的に

合致 していて、実験の実施

率が教学大綱の要求の90％

に達 している

総合的、設計型実験の科 目

が実験科 目総数 に占め る比

率が50％ ～60％であ り、効

果が比較的よい

開放的な実験室が あ り、一

定の効果がある

構造が基本的に合理的で、

素質が比較的高い

業 を行 うことを指す。 マ

ル チメデ ィア技術 とは、

コン ピュー タを利用 して

文字、音声、画像、図形、

動画等 の情報 を総合的に

処理する技術 を指す。

［注12］二言語 を用いた教

学 とは、外国語教材を用

いる とともに外国語で授

業を行 う時間 が当該科 目

の50％ 以上に達する科 目

（外国語科 目を除 く）を

指す。 二言語 による授業

の比率 とは、二言語に よ

って教学する科 目の数が

関連する専門分野が開設

す る科 目総数 に占める比

率を指す。

［注13］設計型実験 とは、

実験の 目的 ・要求 と実験

条件 を定め、学生 が自 ら

実験プ ランを設計 する と

ともに実現する実験 を指

す。総合的実験 とは、実

験内容が 当該 科 目の総合

的な知識 もしくは当該科

目と関連する科 目の知識

に関係する実験を指す。

［注14］ 実験 室 の開放 に

は、開放す る範囲、時間、

内容、学生に対す るカバ
ー等 を含む。 この うち開

放 の範 囲 には 科 学研 究

（専門分野）の実験室 を

含む。

［注15］教学管理集団は、

機関 の教学担 当副学長 、

教務処等で専門的に教学

管 理 を 行 う人 員 、学 院



学

風

教

学

の

効

果

5．1（ 続 ） ・教学管理及 0．4 研 究 と実践 の成 果 が顕 教育研究 を奨励 し、一定数 （系、部 ）の教学担 当副

び そ の 改 著であり、研究成果が教 の研究実践成果がある 院長 （主任）、教学秘書等

革 の 研 究 学 改革 に対 して促進 的 の教学管理人員 を含む。

と 実 践 の な役割 を果たしている ［注16］研究と実践成果 と

成果 は、教学管理調査研究ま

たは委託調査の報告、論

文、専門著作等を指す。

5．2 ・教学規則制 0．3 管理制度が健全で、執行 管理 制 度 が基 本的 に健 全 ［注17］教学の質のコン ト

質 の コ ン 度 の 整 備 が厳格で あり、効果が顕 で、執行 が比較的厳格 であ ロール体 系には、 目標の

トロール と執行 著である り、効果が明 らかである 確 定、各主要教学段階 に

おける質 の基準の作成 、

・各主要教学 0．3 質 の基 準が しっ か り し 質の基準が基本的 に作 られ 情報 の 収 集 整理 と分析

段 階 の 質 合理的で、機関の水準と ていて、執行が厳格である （統計 と測定）、評価、情

の基準 地位を表現 していて、執 報の フィー ドバ ック、調

行が厳格 である 整 とコン トロール といっ

た段階を含む。

・教学の質 の 0．4 教 学 の質 の コン トロー 教学の質の コン トロール体

コ ン トロ ル体 系 ［注17］ が科学 的 系が一応形成 され （卒業論
ー ル で しっか りしていて、運 文または卒業設計 に対 して

用 が効 果的 で成 果が 顕 監督 ・維持の措置がある）、

著である （特 に、卒業論 執行状況が比較的よい

文 または卒 業設 計の 質

に対 して しっか り した

監督 ・維持 の措置があ る

と ともに執行状 況 が よ

い）

6．1 ・教員 として 1．0 機 関が教 員 と して の徳 教員がポス トの責任を執行

教 員 の 風 の 徳 の 修 や 風格 の確 立を重視 し し、厳格 に教鞭 をとり、教

格 養 と 業 務 ていて、教員はポス トの 育を行って人を育てている

を 敬 う精 責任を厳格に執行 し、厳

神 しく学問 を行い、厳格 に

教鞭をと り、教育を行 っ

て人を育てている

6．2 ・学 生 が 校 0．3 校紀 ・校規 を自覚的に遵 校紀 ・校紀 を遵守す ること

学習 の 雰 紀 ・校規を 守 し、試験の雰囲気が と ができ、試験の雰囲気が よ

囲気 遵 守 す る てもよい い

状況
・学風の確立

0．3 措置が有効で、効果がよ 措置が行 われてお り、効果

と学 生 の い が比較的 よい

学 習 に 対

す る 積 極

性 を 発 揮

さ せ る 措

置 と効果
・科学技術や 0．4 キ ャンパ ス内で の科学 一 定の参加 者があ り

、活動

文 化 に 関 技 術や 文化 に関す る課 が効果的である

す る 課 外 外 活動 が豊 富で活 発 で

活動 あ り、多くの学生が積極

的 に参加 してい て効果

がよい

7．1 ・学生の基本
0．7 水準が高い 合格である

基 本理 論 理 論 と 基

と基本 技 本 技 能 の

能 実 際 の 水

準
・学生の創造 0．3 学 生 の創 造 的精神 と実 学生は一定の創 造的精神 と

的 精 神 と 践的能力が高く、かな り 実践的能力があ り、一定 の

実 践 的 能 多 くの研 究 実践 の成 果 研究実践の成果 と省 ．部 レ

力 と省 ・部 レベル以上の受 ベル以上の受賞がある

賞がある

7．2 ・選択テーマ 0．5 現実と結びつき、養成 目 現実 と結 びつき、養成 目標

卒 業 論文 の性質、難 標 の要求 を全面的 に反 の要求に基本的 に合致 して

また は卒 易 度 、 分 映 している い る

業設計 量、総合的
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特
色
項
目

7．2（	 続 ） 訓 練 の 状


況

・論文または

0．5 質がよい 論文または設計が規範にあ

設計の質 っていて、質が合格である

7．3 ・学生の思想
1．0 措置が申 し分なく、効果 措置が有効 で、学生の思想


思 想 道徳 道 徳 の 素 的で、学生の思想道徳、 道徳、文化的素質が比較 的


の修養 養 と 文 化 文化的素質が高く、心理 高 く、心理的に健全である


的、心理的 的に健全である


素質


7．4 ・体 育 1．0	 大学生 体質 健康 基準 の 大学生体質健康基準の合格

体 育	 合格 率が97％ 以上 であ 率が95％ ～96％ に達 してい


り、集団的 なスポーツ と る。集団的 なスポーツを重


競技 スポー ツが うま く 視 し、学生 が良好な鍛錬 の


展開され ている 習慣 を養っている


7．5 ・学生の出身 0．6	 学生の出身がよい 学生の出身が比較的よい
社 会 的 名 ・社会的評価 0．4	 社会的評価がよい 社会的評価が比較的よい
声

7．6 ・就職状況 1．0	 現役 卒業生 の年度 末就 現役卒業生 の年度末就職率

就職 職率が80％ 以上であ り、 が60％ ～70％ に達 し、就職


就 職活 動に 関す る措 置 活 動 に関 して 措置 が 行 わ


が有効で、効果がよい れ、効果が比較 的よい


［注18］特色 とは、長期にわたる運営のプロセスの中で蓄積 されて形成 され た、当該機 関に特有で、他の機関よ りもま

さっている独特 のす ぐれた風格を指す。特色は、人材養成過程を優れたものに した り教学の質を高めた りす ること

に対 して大 きな役割を果た し、効果が顕著でなけれ ばな らない。特色 は一定の安定性を有す るとともに、社会的に
一定の影響 を持 ち、公認 されていなければならない。特色は異なる面で体現することができる。それは例えば、大

学管理の全体的 な計画と策略、運営理念、運営の考 え方、科学的で先進的な教学管理制度、運用メカニズム、教育

モデル、人材の特徴、カリキュラムの体系、教学方法及び教学改革における重要問題の解決 といった面である。

附表

普通高等教育機関基本運営条件指標合格基準

本合格基準の説明 （略）

出典 ：教育部 「普通高等学校本科教学工作水平評估方案 （試行）」 （2004年８月） （教育部高等教育教学坪估 中心のホー ム
ページ内の http://www. pgzx.edu.cn/main/ webShowDoc?channel =zxdt iyb&docID= 2005/03/13/1110712094205.xml よ り、

2009年 ２月23日 に ダ ウン ロー ド） よ り筆者 が訳 出 した。
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台湾 にお ける大学入 学者選抜 制度 の変遷 と学生確保戦 略

－18歳 人口減少期の東アジア高等教育市場における入試と学生獲得戦略 －

陳 那 森 ・ 濱 名 篤

は じ め に

高等教育のユニバーサル化 に直面す る国々の多 くは先進国である。高等教育志願率の上昇

と、これに伴 う高等教育機 会の拡大 によって収容 力は拡大 し、進学率は上昇 してきた。他

方、これ らの国々の多 くは、現在若年 人 口の減少 に直面 している。少子高齢化によって2006

年か ら人 口減少に転 じた 日本のみな らず 、一人っ子政策 をとる中国、台湾、韓国 とい う東

アジアの国 ・地域 でも、合 計特殊出生率 は中国が1．70、 図1に あるよ うに韓国1．13、 台湾

1．13と軒並み 日本 に近い様相 を示 している。 こ うした人 口学的な変化は、大学の学生確保

と入試の関係に大きな影響 を与 える。入学定員 に比 して志願者 が多い ことによって成 り立

ってきた、大学入試 による高等教育入 り口段階での質保証メカニズムが、志願者相 当人 口

の減少によって機能 しな くなって きたのである。

資料 ： United Nations, Demographic Yearbook, WHO, World Health Statistics, 各国資料。

日本は厚生 労働 省 「人 口動態 統計」。 出典 は 『平成19年 版　少 子化社 会 白書 』。

注 ：台湾の1970年 は1971年 、1975年 は1976年 、1980年 は1981年 の数値 。

図 １　 アジアの主な国 ・地域にお ける合計特殊出生率の動 き
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本稿では、人 口減少期 における東ア ジアの高等教育市場にお ける入試 と学生確保戦略の

在 り方について、台湾 の事例 を取 り上げて検討す る。 具体的には、台湾における大学入学

者選抜制度 の変遷 に注 目しなが ら、18歳 人 口の減少期にお ける東 アジアの高等教育市場に

おける入試 と学生獲得戦略 について考察す る。以下では、これ までの先行研究、お よび ２

回にわた る現地での聞き取 り調査 によ り収集 した資料を もとに検討 してい く。

台湾の高等教育は、 この50年 間、台湾経済 の発展 と歩調 を合わせ るかのよ うに、大き く

発展 して きた。高等教育機 関数は もちろんの こと、入学率 も飛躍的に向上 した。2007年 ご

ろか ら大学進学率がすでに96％ を超 えてお り、ま さにマーチ ン ・トロウが提唱 した高等教

出典 ： Department of Statistics, Ministry of Education (ed.), 2004, Education in the Republic of 

China (Taiwan), Taipei: Ministry of Education, p.20 に基づき筆者作成。

図 ２　 台湾の教育制度系統図
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育の発展段階説でい うユニバーサルア クセス段階 に入っている。

１節　台湾における高等教育の概要

本章では、台湾 にお ける教育制度 の系統図 （図 ２） を用いて、高等教育発展 の歴史を辿

りなが ら、ここで 「大学」と称す る概念は、どのよ うに位置づけ られているかを設 定す る。

そのあ と、台湾 における大学入学者選抜制度の歴史的変遷、お よび現行の多元入学制度の

概要 とその実施体制の変化 について概観す る。

１．高等教 育発展 の歴 史

第 ２次大戦終結以降、台湾の高等教育発展 の歴史は、およそ以下の ４つの段階に分 けて

考えることがで きる1）。

（1）発展期 （1945～70年 ）

1945～49年 の間は、政権 （1949年に国民党政権 が台湾 に移転） の混乱期であ り、高等教

育の規模や制度に変化 はほ とん ど見 られ なかった。 しか し、その後 、急速に拡大 し、1950

年に高等教 育機 関数 が ７校 だったが、1960年 には27校 、1965年 には56校 、1970年 には92校

とい う速いペースで増 えていった。大学生数 も7，000人 か ら201，178人 に増え、実に30倍 も

増加 した ことにな る。1970年 時点 で、国立の高等教育機 関が30校 に対 し、私 立は62校 に達

し、機関数 で私立は67％ を 占めた。また、専科学校 が70校 までに増加 し、高等教育機 関全

体の76％ を 占めていた。 当時の台湾は労働力集約型 産業が発展 し経済発展を続 けていたこ

とと、政府の私学 の奨励策 を受けて学校数が増加 し、学生数 も大幅に増 えた と考 え られ る。

（2）第 １回調整期 （1971～85年 ）

1971年 か ら1984年 までの間は、私学の拡大 に抑制策 が取 られ 、私立高等機 関の設立申請

が凍結 され た。この時期 は、全体の機 関数が国立のみの増加で92校 か ら105校 へ と学校数 は

漸増 した程度であったが、学生数は20万 人か ら約42万 人 と２倍 以上に増加 した。また、1974

年には技術系学院 （college）がは じめて設 立 された。 この新 たな高等教育機関の設置 によ

って、台湾 の高等教育機 関は普通系 と技術 系に分かれ て発展す るよ うになっていった。 こ

の時期の台湾は、経 済面においては、輸出産業 を強化 し、著 しい経済成長 を遂 げていた。

その結果、次に訪れ る高等教育拡大期 に向けて財政面での国家的基盤 を整 えた といわれ る。

（3）拡 大期 （1985～2000年 ）

1985年 に私 立 高等 教 育機 関 の設 立 申請 が再 開 され た。 これ に加 えて 、技 術 系 の 学校 の 昇

格政 策 （専科 → 学院 、学 院→ 大 学 （university））が取 られ た結 果 、高 等教 育 の機 関数 は1985

年 の102校 か ら2000年 の150校 に増加 し、学 生数 も43万 人 か ら109万 人 と ２倍 以 上 に急 増 した。
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2000年 時点 で設置者別 にみ ると、私立が97校 、国立が53校 となってお り、私立が ３分 の

２近 くを占めるまでになっていた。学校数 は増加 した ものの、学校種別にその内訳 をみ る

と、大学 と学院が顕著に増 えているのに対 し、専科学校 の数は ピー クの77校 か ら、23校 に

まで減少 してい る。 学校数の変化 は、主 として専科が技術学院に、学院が大学に昇格す る

とい う、高等教育の中で よ り威信 の高い学校種への昇格 によるものであった。

1993年 には大学法が改定 され 、学 生募集 にお ける大学の責任 と権限が第24条 に明記 され

た。 この ことによって、各大学、特 に私立大学は 自 らの経営判 断に基づいて入学定員 を増

加 させ ることがで きるよ うになった。同時期の 日本 と同様 に、政府 によって認 められ 、大

幅な規制緩和 によって、高等教育 における市場化が進行 した といえよ う。

（4）第 ２回調整期 （2000年～現在）

図 ３（a）にあるよ うに、2006年 には高等教育機 関数 は162校 にまで増加 した。 これ までみ

てきた よ うに台湾の高等教育は、1950～70年 の発展期 と1985～2000年 の拡大期 に、学校数

が大幅 に増加 していた。その内容 をみ ると、前者は専科学校 （中等教育 と一体化 した ５年

制専門学校） の増加に よるもので、後者は主 として専科学校が独立学院や科技大学に昇格

した ことに よるものであった。後者 について、最近10年 間の状況を さらに詳 しくみ ると、

図 ３（b）にあるよ うに、1996年 か ら2002年 まで、専科学校の数が74校 か ら15校 前後 まで減少

しているが、大学 は増え続 けてい る。 これに比べ 、独立学院 は1997年 か ら2001年 までは急

増 してい るが、2002年 か ら逆 に急減 してい る。 これ は、1997年 か ら2001年 までは専科学校

が独 立学院に昇格 したのが多 く、その後2002年 か ら独立学院が大学に昇格 したのが多 く、

よ り威信の上位 に位置づ け られ る学校種への昇格 の増加が相次いだ。

こ うした昇 格 の 増加 と共 に、 大学 入 試 の合 格 率 が 短 期 間 に急 上 昇 した 。1994年 の44．9％

か ら、2004年 に67．1％ 、2005年 には80％ 、さ らに2008年 に は96％ を超 えて い る。そ の結 果 、

公私立高等教育機関数の推移 台湾の大学および独立学院と専科学校の学校数の推移

図３　台湾の高等教育機関数の推移
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2007年 現在の機 関総数 は164校 で、在籍者数 は112万 人を超 えた。 このよ うな状 況に対 し、

高等教育の規模拡大につ いて、教育の質保証の観 点か らみて行 き過 ぎではないか とい う慎

重論が高まってきたため、現在は大学 の新設は制 限 されていない ものの、奨励 もされてい

ない。いわば第 ２回 目の調整期に入 った とい えるであろ う。

２．高等 教育機 関 の種 類

図 ２に示 され るよ うに、台湾の高等教育機 関は、普通高等教育す なわ ち大学お よび独立

学院 （日本 の単科大学に相 当） と、科学技術系高等教育すなわ ち科学技術大学お よび科学

技術学院、専科学校 との ２つ に大 きくわけ られ る。

大学法に よれ ば、大学及び学院 とは、 「学術の研 究、人材 の育成 、文化 の向上、社会へ

の服務、国家発展 の促進 を宗旨」（第 １条）と して、後期 中等教育に位置づけ られ る普通高

等学校および職 業高等学校 の卒業生 を受 け入れ る。 修業年 限は基本的 には ４年 であるが、

一部の機 関の法律 系や建築 系は ５年
、歯学系 は ６年 、医学系は ７年 である。 また、1980年

代後半以降、専科学校 を昇格 させ る形 で設立 され た科技大学お よび技術学院は主 として高

等職業教育 を行 う機 関であ り、 ４年制 の課程 と ２年制 の課程 とがある。 ４年制 の課程 は主

として職業高等学校の卒業 生を受 け入れ、 ２年制 の課程 は専科学校卒業者 （図 ２の二専 と

五専）を受 け入れ る。しか し、これ らの進学ルー トはまった く独 立 してい るわけではな く、

一定の条件 を満 たせば相互乗 り入れ が可能 となっている2）
。

一方
、専科学校は 「応用的 な科学 ・技術を教授 し実用的な専門人材 を養成する ことを宗

旨」 （「専科学校法」第 １条） とす るもので、 ２年制 と５年制 がある。 ２年制専科学校 は、

関連分野の職業高等学校卒業者 も しくは当該分野 での労働経験 を有す る普通高等学校卒業

生 または職 業高等学校 の卒業者を入学 させ、 ５年制専科学校 は、 日本 の高等専門学校 と同

様、前期中等教育 にあたる国民 中学の卒業者を受 け入れ る。

本稿で主 として視野に入れてい る高等教育機 関は、専科学校、科技大学 ・技術学院 を除

く大学及び学院であ り、その総称 として大学 とい う言葉を用い ることにす る。 なお、専科

学校 、科技大学 ・技術学院 な ど科学技術系の高等教育は、普通高等教育 とは別 の入学者選

抜の仕組みを持 ってお り、相互に入学定員 の10％ を相手側 の入学者選抜 を通 じて受 け入れ

るとい う仕組みになってい るが、詳 しくは他稿に譲 ることとしたい。

２節　大学入学者選抜制度 の概要

１．大学 入学者選抜 制度 の歴史 的変遷

台湾における大学入学者選抜制度は、これまで ４つ の段階を経 てきた と考え られ る。以

下では、それぞれ の段階について振 り返 るこ とにす る。
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（1）単独 選抜 （1946～53年 ）

第 ２次世界大戦後 か ら1953年 まで、台湾で は大学 の数 も受験生の数 も少なかった時期 で

あ り、各大学が単独 で学生募集 を行 っていた。 この間、台湾では、経済の回復 と発展の必

要性か ら大学の数 が倍以上 に増 え、学生数 も1．7倍も増 えていた。1951年 に、台湾の教育部

は、専科以上学校 の学生募集方法12条 を公布 した。その主たる内容は、以下の ４点である。

①学生募集方法は、各大学が独 自に決 める。②筆記試験科 目を減 らし、 甲 ・乙 ・丙の ３組

に分 けて募集 を行 う。 甲組では理 工系学院お よび師範学院 の理系組 を、乙組 では文法商学

院および師範学院の文系組 を、丙組 では農 学院お よび師範学院の博物系お よび理学院の動

植物系 を、それぞれ募集す る。 さらに、師範学院入学希望者 には口頭試問 を課 し、その他

の学校 は必要があれば 口頭試問を実施で きるとされ てい る。③専科以上学校各 系の募集人

数は、各学校 がそれぞれ の教授 陣や設備状況に応 じて決定 してか ら、教育部に報告す る。

④同等学歴 の募集人数は、現役生の10％ を超 えてはな らない。1951～53年 の学生募集はお

おむね この12条 に沿 って行 われ、大きな変更はなかった。 この12条 は、基本的には、 中華

民国時代 に中国大 陸で実施 されていた学生募集政策 の継承 と言 われている3）。

（2）連合試 験 ・募集 （1954～93年 ）

1950年 代 に入って、高校卒業生の数が増 えるにつれ 、重複受験者数 も増え、人的資源や

物的資源お よび受験生 の精神 的な消耗が大きかった。 こうした問題 に対処す るため、教育

部 は台湾大学、台湾 師範学院、台中農学院、台南工学院の ４校 に連合試験 ・募集 （以下 「聯

考」 と略す） を実施す るよ う命 じた。そ して これ を受け、1954年 に ４校に より大専連合学

生募集委員会が組織 され、台北、台 中、台南の ３地 区で試験が実施 され、解答用紙を台北

に集 めて採点が行 われ た。合格者 は、大専連合学生募集委員会 よ り各校に配分 され、各校

がまた各学部学科に合格者の配分 をお こなった。 これが台湾における 「聯考」制度の始ま

りである。

翌1955年 に政治大学 が連合募集 に加わった。続いて、1956年 に教育部はすべての公私 立

学校 と軍事学校が 「聯考」に参加 しな けれ ばな らない と規定 した。1962年 に大学お よび独

立学院 と専科学校 は別 々に連合募集 をお こなったが、多 くの重複受験重複合格が発生 した

ため、翌年 か ら再び合 同で聯合募集 を実施す るよ うになった。 そ してその10年 後の1972年

表 １　 連合入学試験の試験科 目
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か ら、大学 と専科学校が再び別 々に学生募集 を行 うよ うになった。 この ように参加機 関の

増減 が頻繁 にお こなわれ る一方、受験科 目の設 定には大きな変化 がな く、1958年 にグルー

プを分 けず に行われたのを除いて、専門分野 と受験科 目によって募集単位 が ３つない し４

つの グループに分 けられ 、それぞれ規 定 された科 目が課 されていた。 この当時、連合入学

試験 の試験科 目は表 １のよ うに設定 され 、すべての科 目を受験す ることとされていた。

この 「聯考」期間を詳細 に分析すれ ば、表 ２の よ うに ３つの期間にわけることができる。

この表 にお ける学 生募集機 構の委員会 メンバーの構成 か ら、「聯考」の実施期 間中、教 育部

は一貫 して絶大な影響力 を行使 し、「聯考」 を進 めて きたこ とが分か る。

しか し、1984年 には、大学の要求 と受験生の興味関心 を結びつ けるこ とを意図 して、学

生が事前に公表 された合格基準や傾斜配点を参考に しなが ら、試験実施後 に希 望校 を決め

て出願 し、その後統一的に合格者 を決定す る方式が導入 された。 また受験生には、グルー

プをまたがって受験科 目を選択 し受験す るこ とが許 され るよ うになった。 こ うした変化に

より、それ までに比べ ると大学側の裁 量権 が少 しは拡大 された といえるだろ う。

（3）　 「聯 考」 と多元入学 の部分 的試 行 （1994～2001年 ）

1980年 代後 半に始動 した民主主義体制へ の移行 を背 景 に、台湾 では 目ま ぐる しい政治

的 ・社会的変動が見 られた。 こうした変動 は教育の領域 にも波及 し、1993年 の大学法の改

表 ２　 大学連合募集各期間の比較
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正は、学生募集における大学の裁量権が法律 によって保障 され る とい う内容を含む もので

あ り、十数年 に及 ぶ教育改革の始 ま りであった。

1990年 代 に入 ると、教育改革 の重要な柱 として、アメ リカ、イ ギ リス、 日本な ど先進諸

国の大学入学者選抜制度を参考 に、「聯考」方式の見直 しが進め られた。大きな転機 は、1992

年 に財 団法人大学入学試験センター基金会 （原語 ：財團法人大學考試 中心基金會、以下 「大

考中心」 と略す）か ら 『我國大學入學制度 改革建議 書－ 大學 多元入學方案』 とい う報告

書が出 され たことであった。 この報告書では、まず従来の 「聯 考」方式の長所 と短所が整

理 された。

長所 としては、① 高等教育の発展速度 をコン トロール できること、② 国語、英語 、数学

といった基礎科 目が重視 され一定 の学力水 準が維持できること、③公平 性が維持できるこ

と、④ （受験生が）競争 に打ち勝 とうとす る心理 を適度 に育成できるこ と、⑤学生の負担

を減少 させ られ ること、⑥大学が時間や経 費を節約で きるこ と、⑦大学が受 け入れる学生

の水準 に大差がない ことな どが示 された。

短所 としては、①高等学校の教育 目標が歪 曲 され ること、②大学の個性的で主体的な発

展が抑制 され ること、③学生の希 望 と実際の進路 との間に ミスマ ッチが起 こ りがちである

こと、④教育内容 が知識 の記憶や解答技術の習得 に偏 り学生 の総合的な資質の育成に不利

であるこ とな どが挙 げられ た。

この報告書に基づ き、特 に短所 として挙げ られ た点 を改善す る 目的で大き く変更 され た

のが次 の ２点であった。

第 １は、大学教育 を受けるのに必要 な能力 を備 えてい るか どうかを検査す る学科能力検

定試験 （原語 ：学科能力測験）が新たに導入 され た ことである。その結果、連合募集方式

を取ってい る募集 単位の うち、い くつかが この検 定試験 と従来の学力試験の両方を課す よ

うになった。

第 ２は、1994年 に推薦入学 （原語 ：推薦甄選、 日本 の推薦入試 を参考に した とされ る）

制度が導入 され た ことであ る。 これは、特別 な才能 を有す る学生や学業成績が優秀 な学生

を中等教育段階の学校が推薦 し、選抜 を通 じて入 学者 を決定す る方法である。選抜 は ２段

階制で、まず上述 した学科能力検定試験 によって一定の振 るい分 けをお こない、続いて各

募集単位 がそれぞれ の方法 で第 ２段階の選抜試験 を実施す るとい うや り方が とられた。

1998年 には 「申請入学」と呼ばれ る新たな選抜方法 （ア メ リカのＡＯ型入学制度 をモデル

に した とされ る）が導入 された。 これ は学生個人 が学科能力検定試験 の結果 と高等学校 で

の学業成績 によって志望す る大学に入学 を申請す る とい うや り方である。 学校 の推薦 が必

要 とされず 、大学が示す条件 を満たせ ば本人の意思 に応 じて 自由に出願す ることがで きる

ことか ら、 この方法は 自己推薦型の選抜方法である ともいえる。 導入 当初には、 １校 の高

級 中学か ら出願で きる者の人数や １人が出願できる募集単位数 に制限がな く、多数 の大学

に出願で きるとい った点な ども推薦入学 とは異なっていた。
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上述のよ うに、90年 代の入学者選抜の方法 は、おお よそ大学側 が大学連合学生募集委員

会を構成 し、「聯考」を実施 しなが ら、他のい くつかの選抜方法を併用する とい うものであ

った。2001年 までの主な入試方法 は 「聯考」であったが、前述 の短所 を改善 し、高等 学校

への悪影響 を解消す るために、推薦入学や 申請入学等の制度が導入 され、それ らを併用 し

なが ら、徐 々に 「聯 考」の割合を低 下 させ る方 向性 になった。

このよ うな方向性 は、入試 制度 の過度な競争 を抑制 し適正化 を図ること目的 としてきた。

これは、2003年 の 中教審 の将来像答 申 （よ り正確 には2008年 の学士力答 申が出 され る）まで

の 日本の状 況 と近似 した傾 向である といえ よ う。入試方法 と学生募集方法の多様化 が、入

試改善につながる とい う正 当 化の論理 と、学生確保のために入試機会 を増やす とい う大学

経営の論理 が予定調和す るかのよ うに進行 していった ともいえ る。

（4）多元入 学制度 の本格実施 （2002年 ～現在）

2002年 には、現行 とほぼ同 じ選抜方法 が導入 され た。「大学多元入 学新方案」と呼ばれ、

1990年 代の改革を基礎 に してい るが、いくつかの点がこれまで とは異なっていた。 まず選

抜方法が、大考中心が実施す る統一的な学力試験 （学科能力検 定試験、指 定科 目試験） に

よって学生 を選抜す る試験分配入学制 （原語 ：考試分発入学制） と、それ までの推薦入学

と 「申請入学」をあわせた 「大学独 自選抜制」（原語 ：甄選入学制）に分 けられ た。後者 は、

学科能力検定試験 と各募集 単位が実施す る選抜試験 によって合格者 を決める方式である。

学力試験に よって合格者 を決定す る試験分配入学制 では、選抜 の しかたが ３つのタイプ

に分け られた。 １つ は学科能力検定試験 と指定科 目試験 を両方用い、前者 で一定の条件 を

満た した者のなかか ら後者 の成績 に もとづいて合格者 を決定す る方法であ り、指定科 目試

験で課す科 目数 によって これが さらに ２つの タイプ （甲案、乙案）に分け られた。 も う１

つは、学科能力検 定試験 は用いず、指定科 目試験 の成績のみで合格者 を決定す る方法 （丙

案）である。 この方式では、試験科 目は従来 と同様 、あ らか じめ決 められ た ４つのパ ター

ンのいずれ かを選ぶ ことになっていた。

新 しい制度の導入 が発表 され ると、それ に対 して さまざまな批判が出 され、メディア に

も大 きく取 り上げ られた。 そ うした批判 をふまえて、2004年 には修正 され た選抜制度 が導

入 された。具体的には、大学独 自選抜入試 の 「推薦入学」を 「学校推薦」、 「申請入学」 を

「個人申請」に改めた うえで、両者 を統一的 に実施す ることになった。

この選抜方法 が学科能力検 定試 験 と各募集 単位 が実施 す る選抜試験 を用 い るこ とには

変わ りがない。ただ し、「個人 申請」では １人で出願 できるのは ５つの募集単位 までに制 限

され、大学 によっては当該大学で １つ の募集単位 に しか出願 を認 めないもの もあ らわれた。

一方
、試験分配入学制 は、学科能力検定試験 を用い るか どうかのみ に焦点をあてて ２つの

タイプにま とめ られ、指定科 目試験は募集 単位 ごとに ３～ ６科 目を課す こととされた。

現行の推薦入学制度 はすでに12年 間実施 されてきている。 しか し、都 市部 と地方 との格
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差を縮小す ることを 目的の １つ と して取 り入れ た推薦入学は、期待 されたほ どの成果 が上

げ られ なかった。そのため、現行 制度 に加 え、2007年 度か ら 「繁星計画」 とい う選抜方法

が新 たに導入 され た。繁星計画は、従来の選抜方法 が抱 える公平性 に関す る課題への １つ

の緩和策 とい う位置づけが されてい る。それはおお まか に言えば、学科能力検 定試験 で一

定の水準 に達 していることを前提 とした上で、高等 学校段階での相対的順位 を判定基準 と

す る方法である。 この方式 は、ＡＣＴやＳＡＴを活 用 しなが ら、高校 か らの成績調書 を活用 し

て行われ るア メ リカの入学者選抜 を参考に してい るともみ ることがで きる。

以上のよ うに、台湾 における大学入学者選抜は、全体 としてみれば、大学 と学生の希望

が正確 に反映 され ることに重点がおかれ 、複数の多様 な選抜方法が取 り入れ られ ると同時

に、選抜 における評価 内容 も多様化 してきた。 こ うした改革は入試 の適正化 に向けて改善

策であると同時に、多様 な方式で入学者を確保す る とい う大学経営にも資す る仕組み にな

ってお り、 日本 における入試の多様化の歴 史 と極 めて近い とい って よい。アメ リカの入学

者選抜 を参考に しつつ も、推薦入試やＡＯ入試 な ど学力選抜を伴わない多様な方式 を導入 し

た 日本 の事例が、影響を与えてい るとみ ることができよ う。

２．現行 大学入学者 選抜 の概 要

図 ４は2008年 度 の多元入学方案の フローチ ャー トである。各大学はそれぞれ の教育 目標

や特色によ り募集条件 を設定 し、適材適所 で学生 を選抜す ることが可能 となっている。教

育部の規定 によれ ば、試験配分 による募集人数は募集 定員の60％ を下回ってはな らず、大

学独 自選抜 の募集 人数 は募集 定員 の40％ （その うち学校推薦は募集定員の ５％を下回 って

はな らない） を超 えてはな らない。以下では ２大選抜ルー ト （試験配分入学 と大学独 自選

抜）に加 え、2007年度 か ら試験 的に導入 され た繁星計画 と大学単独募集につ いてみてい く。

（1）大学独 自選抜

大学独 自選抜は、従来の学力試験では測れ ない思 考能力や創造 的能力、 コミュニケー シ

ョン能力を評価す ることと、都市部 と非都市部 との格差是正 をあわせて配慮す ることを 目

的 としてお り、学校推薦 と個人 申請 に分 け られ、ポイ ン トは以下の通 りである。

・ 申込みか ら第一段 階での篩い分 けまでは、大学独 自選抜委員会が行 っている。

・ 学校推薦では、高校が各学部学科に条件 を満た した当該年度の卒業生を推薦す る。個

人 申請では、学生が 自分の興味関心に合 った学部学科 に申請を行 な う。

・ 受験生 は、学科能力検 定試験 に参加 し、かつその成績が希 望学部学科の要求 を満たす

ほか、希望学部学科が必要 とされ るほかの試験 を課 され ることができる。

・ 学校推薦では、 １学部学科 しか推薦 できない。個人 申請の場合 は、 ５学部 学科 まで 申

請可能であ るが、募集 単位 が この数 を設定 できる。

・ 受験生 は、同一大学の学部学科 にこの ２ルー トの どち らかに しか申 し込 めない。
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・合格者 は決め られた期間内にネ ッ トを通 じて入学 の意思を表明 しなければ、入学資格

を放棄 した とみな され る。

・第 １段階の篩い分 けを通過 し学 生は、第 ２段階 として希望大学の学部学科が実施す る

指定項 目甄試5）を受け ることになっている。甄試の項 目は書類審査、筆記試験 、 口頭

試問、実技な どが ある。

・繁星計画ルー トの受験生 は、学校推薦 と個人 申請 による受験 はで きない。 また、合格

者は決 め られた期間内に、ネ ッ ト経 由で入 学の意思 を表明 しな けれ ば、試験配分入学

や技術系の大学聯合登録配分入学 による受験ができない。

出典 ：教育部編 『97（2008）年大学多元入学宣導手冊』に基づき筆者作成。

図 ４　 現行 の多元入学方案 の流れ 図
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（2）試験 配分入 学

このルー トによる入学者選抜 において、募集要項 の作成か ら受験 申込み受理、登録配 分

作業 などは、試験配分委員会によ り行なわれ る。 高校 卒業か同等の学力を持つ者 な ら、 当

該年度の学科能力検定試験 と指 定科 目試験 、実技試 験な どの成績 をもって、試 験配分入学

に参加する ことができる。その要点 は以下の通 りである。

・成績 の集計は、科 目ごとに1．00、1．25、1．50、1．75、2．00の いずれ かの比重を乗 じた

傾斜配点の仕方 を とる。

・志望校の登録 は、登録費 を支払ってか らでない とで きない。

・受験生 は、大學考試入學分 發委員會の ウェブサイ トにア クセ ス し、100を 上限 とする志

望校 を登録できる。

既 に、大学独 自選抜あるいは繁星計画に よる入学資格を得てい る者は、決め られた期 間

内にそれ らの資格 を書面によ り辞 退 しなければ、試験配分による登録 はで きない。

（3）繁星計 画

教育資源の都市部 と非都市部 との格差是正、お よび非都市部の受験生 にも大学教育を受

ける機会 を均等 に与 えるために、2007年 度か ら実施 された取 り組みである。繁星計画は、

当初は教育部に よ り決 められ経費補助 を受 けてい る12大 学で限定的に実施 され ていたが、

2008年 度か らさらに13大 学を加 え、計25の 大学で実施す ることが決定 された。

・当該年度の高校卒業生のみが推薦 を受 ける資格 がある。

・受験生は、学科能力検 定試験 を受 けなければな らない。

・当該年度の大学独 自選抜入試の指定項 目甄試 に参加 してはな らない。

・このルー トに よる入学資格 を辞退せず に、当該年度の試験配分入学や技術系の聯合登

録配分入学 を受験 してはな らない。違反者 はこのルー トでの入学 資格 が取消 され る。

（4）大学 単独募集

大学単独募集 とは、他大学 と連合せずに学生募集や入学試験 を単独で実施す るとい うこ

とである。 台湾 においては、学生募集 にあたって は連合募集が主流 であるが、国立台北芸

術大学や体育学院な どの芸術 ・体育 関係 の学院 を設置 してい る大学では、例 えば体育の成

績が優秀な生徒 （原語 ：運動積優學生）に対す る個別募集があ る。 このほかに、軍警察学

校で も、中央警察大学の ４年制大学 と２年制技術 系な どの個別募集がある。国防大学 をは

じめ とす る軍事学校の場合 は軍人材募集セ ンター （原語 ：國軍人材招募 中心） を経 由 し、

個別募集 をす る。個別募集 を行 う学校の大多数は、学科能力検 定試験 （専門によっては、

実技試験 を追加す る場合 もある）を基本的な参考値 として選考を行 う。
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３．現行 大学入学者 選抜 の実施 体制

「聯考」時代は、試験 と募集業務 は、一個所 に集中 して行われていた。それに対 し、現

行 の多元入学制度 においては、「試験 と学生募集 の分離」、すなわち 「試験の専門化 と学生

募集の多元化」を原則 としている。 ここでは、図 ５に基づいて、現行の大学入学者選抜の

実施体制 において、各関係組織 の役割 と相 互関係 について整理 してお こ う6）。

まず 、教育部の役割 にはい くつか の変化 が見 られ る。単独選抜 （1946～53年 ） を実施 し

ていた時期 は、学生募集 の方法や募集人数 まで各大学が独 自に決め られた。しか し、「聯考」

（1954～93年 ）時代 に入 る と、表 ２に示 された よ うに、「聯考」の実施期 間中、学生募集 関

連委員会のメンバーに教育部役員 を配置 し続 けるな ど、学生の募集方法や試験方法、お よ

び募集定員 な ど多岐にわた り、教育部は一貫 して絶大な影響力 を行使 して、「聯考」を進 め

てきた。1990年 代に入 ると、「聯 考」と多元入学試験 が部分的に試行 （1994～2001年 ）され

るな ど、大学入試 改革の兆 しが表れたが、教育部 は改革 を強行 しなかった。 大考 中心の入

試多元化の報告書 を受けてか ら、実に10年 間の時間をかけて緩やかに改革 を進 めた。

多元入学の段階に入る と、教育部 は徐々に大学側 の権限拡大 を許 してきたが、多元化入

学制度 の改善の過程で、例 えば繁 星計画の導入 において、その導入に消極的な大学に再考

を促 して最終的には計画通 り12大 学での実施 を実現 した。 こうした経緯か ら、基本的な制

度設計に関 しては教育部 が依然 と してかな り強い権限 を有 してい ることが分かる。しか し、

「聯考」時代の ように、直接 大学入試や学生募集 に関わることはなく、法律 に基づ き監督 ・

指導 を行 うのみ となっている。

学生募集活動についてみてみ よ う。大学学生募集委員会聯合会 （以下、招聯会 と略す）

は、かつて 「聯考」 を実施す るために設置 され た機 関であったが、1997年 に大学学生募集

政策促進会 （原語 ：大學招生策進會） と改組 され 、それが さらに2002年 に改称 された もの

である。 当該組織 は、各大学 を会員 とし、各大学の学長 を代表 とする。現在の会員数は72

大学である。招聯会 は、教育部の監督指導の下、大学入学者選抜制度 の業務を担 当す る最

高決定機 関 として位置づ けられてい る。その主な任務 は、学生募集方針の討議 ・策定 と、

大学間の学 生募集 事務の調整 な どである。招聯会 は、下部組織 として、試験配分委員会 （原

語 ：大學考試入學分發委員會） と大学独 自選抜委員会 （原語 ：大學甄選入學委員會）が設

置 されてお り、それぞれ試験配分入学 と大学独 自選抜 （学校推薦 と個人申請）に関す る業

務 を担当す ることになっている。 招聯会は教育部 の監督の もと、学術団体 も しくは財団法

人に試験 に関す る業務 を委託 して行わなければな らない と大学法 に定め られてい る。

大考 中心 は、 「聯考」 をめぐる批判 に対 して、大学入学者選抜制度 を改善するために、

1989年 ７月 １日に教育部に より設立 され た機関で、最初の名称 は 「中華民國大學入學考試

中心」であった。1993年 ３月に大学の共同出資に よる 「財團法人大學入學考試 中心基金會

（大考 中心）」に移行 している。大考中心は大学の入学者選抜制度や入試 の方法 ・技術 を検

討する研究機構で あ り、かつ大学入試 を行 う実施機 関で もある。2002年 か ら 「試験 と学生
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募集の分離」、す なわち 「試験の専門化 と学生募集 の多元化」の原則 の下、「学科能力検定

試験」、「指 定科 目試験」 を主管す る機関 とな り、その翌年か ら音楽、美術 、体育の実技試

験 （原語 ：術科考試 ） も主催 している。 そ して、2003年 か らは募集業務を大学に戻 し、試

験業務のみの専門機構 として機能 してい る7）8）。

入学者選抜 において、中心的役割 を果たす のはやは り各大学である。学科能力検定試験

や指 定科 目試験 の成績を入学者選抜に利用はす るが 、最終的 に合否 （の判定基 準）を決定

す るのは各大学 である し、大学独 自選抜 における第 ２段階の選考は各大学で方 法が決定さ

れ、実施 され る。

筆者達 は ２回にわた り、い くつかの大学の学生募集体制 について聞き取 り調査 を実施 し

たが、全般的 には、個別大学の学生募集活動はあま り活発 とは思 えない。それで も入学者

選抜業務 が大 きな支障なく遂行 されている ことを考 えれ ば、統 一試験は大考 中心によ り実

施 され、募集業務 の多 くは招聯会 によ り行 われ、大学がや らなければな らない学生募集関

連業務 はそれ ほ ど多 くない ことに よるもの と推測 され る。 しか し、入試関連業務、特に大

学独 自選抜 において、大学側は よ り主体的に学生募集の責務 を果た し、 この選抜方法 に対

す る世間か らの根強い不公平感 を払 しょくす る努力 を続 ける必要がある。 そのためには、

今後大学側 が入試実施体制 を強化 し、試験過程 での透明性や客観性 を高めることが不可欠

となってきている。そ うい う意味では試験 と募集 を分離 し、“多元的”な入学の理念 に基づ

き、かつての 「聯考」の良い ところを継承 した試験配分入学 と、 日本の推薦入学お よびア

メ リカの申請入学 を参考に した 「大学独 自選抜」 を実施 してきた現行の多元入学制度 は、

時代の要請に応 じての対応 であった とみ ることができよ う。

しか し、進学率の上昇 に伴い、入学志願者 の多様化 が進行 し、従来の 「聯考」の ように

一元化 された学力 のみ基準 で選抜 することは
、もはや現実的 に困難 にな りつつ ある。2007

年には大考の合格者は ８万6，000人 に達 し、合格率は96．3％ の新記録 をマーク し、最低点で

の合格者は ４科 目の成績 で18．47点 （加重集 計後 の得点）まで下がってい る。

また、 この新 しい制度 に対 しては、多元入学制度実施 直後か ら、公平性や客観性 に欠 け

る （大学独 自選抜）、仕組 みが複雑 すぎる （進路指導 困難）、弱者への配慮 が不十分 （社会

正義 に対す る軽視）、受験費用の増加 （経済負担）な どさま ざまな批判が提起 された。その

後何 回かにわたる改良 ・改善 （例 えば2004年 か らの大幅 な簡素化や最近 で言えば 「繁星計

画」の試行 な ど）、お よび関係部 門に よる高校教 師や受験生、保護者向けの研修会等 を徹 底

することによ り、次第 に受 け入れ られやすい形になって きてい るように思われ る。 これま

でみて きたよ うに台湾の大学入学者選抜の特徴 は、試験 ・募集業務 の分離 と、受験生 の適

性 ・能力を尊重 した多元入 学ルー トの提供 （原語 ：考招分離、多元入学） と表現す る こと

ができるが、この制度の理想 としての 目標は、適 当な方法によ り、適合 した学生 を選び、

適切な学科 に進学 させ、適性 に合 った教育 を行 う、 とい うもので ある。
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教 育 部 

◆ 「大学法」の規定に従い各大学の学生募集方法と定員を裁定

◆ 大学学生募集委員会聯合会に対し建議事項を提出

「大学法」 によ

る監督 ・指導

大 学 社会教育司及び高等

「大学法」に よ ◆ 学生募集方法案と募集定員計画の策定 教育司による監督

る監督 ・指導 ◆ 次の活動の実施 ：学生募集広報、学生募集 教育部による財団法

委員会の設置、学生募集要項の作成、出題、 人設立許可 ・監督

試験用紙の印刷、採点、試験監督、成績の

取りまとめ、公布

共同構成 共同出資

大学学生募集委員会聯合会 財団法人大学入学試験センター基金会

◆ 任務 ： ◆ 任務 ：

・学生募集方針の討議 ・策定 １．入試制度改革及び出題技術の改善に関

・各大学の学生募集事項の調整 する研究

・その他学生募集に係る事項 ２．入学試験業務の受け入れ

３．検定試験技術に関するサービス

下位組織 ４．学生指導等教育に関するサービス

・連合配分委員会 ５．上記項 目に関する研修活動

・独自選抜制総合実施センター ６．大学入学に関わるその他の事項

７．その他宗旨に合致する活動

入学試験実施の委託

出典 ：南部 （2007）による。

図 ５　 大学入学者選抜 にお ける各 関係組織 の役割 と相互関係

しか しなが ら、批判 のすべてに対 し対処で きたわけではな く、また さらに新たな課題 も

浮 き彫 りになってい る。例えば、「多元的補習」と呼ばれ る現象の出現や 、大学独 自選抜合

格後の半年間の過 ご し方 （高大連携 して解決すべ き問題）、な どが挙げ られ る。多元的補習

とは、学校推薦 （日本でい う推薦 入試）や個人申請 （ＡＯに近い）を有利 に進 めるた めに、

正規の学業以外 に、各種スキルや 芸術的才能 、資格な どの補習 を行 うこ とを指 してお り、

内容は多岐 にわたることか ら、皮 肉の意味を込 めて 「多元」 とい う言い方が されている と
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い う。多元的な尺度で選考 しよ うとして も、す ぐに受験産業や 学校がか りで新 たな対策が

取 られ、結果 的には 目的通 りには運 ばない とい うこ とであろ うか。

かつての 「聯考」時代 に、 「連合試験 と兵役だけは台湾社会 にお ける公平の最後の ２つ

の防御線」 とい う言 い伝 えがあった9）といわれ るが、大学入試が台湾社会に とっての大き

な通過儀礼 であった ことがわかる。 しか し今 日の状況は、出生率の低下による入学志願者

の減少、それ に伴 う大学の入学定員 と若年人 口がほぼ同数 になった状況を受 け、政府 と大

学が学力等の多様 化に対応 した多元化 した入学ルー トづ くりに取 り組み、多元的観点か ら

の進学適性 の確認 をす る とい う目的 と科挙 以来の試 験制度のついての公平性 を希求す る国

民性 の狭間で、大学入試の改革 に取 り組 んでいる とい えよ う。 こ うした改善努力にもかか

わ らず、現実には学力水準 を担保 した入学者選抜が機能 しなくなってい るのである。

それでは、前述の よ うに18点 でも入学できる入試 な ら無意味であるといえるのであろ う

か。筆者は，2007年 度入試で全国最低点での合格者 を出 した私立大学 を訪 問 し、当該受験

単位 の学科ではない、他 の学科の学生達に話 を聞 く機会を持てた。彼 らへのイ ンタビュー

か らは、學測 （学科能力検定試験 の略） と呼ばれ る共通試験が あるか らこそ勉強 したので

あって、この試験 がなけれ ば益々勉強 は しなかった とい う意見が多 く聞かれた。試験 のた

めの学習 と批判す ることは容易いが、合格率が100％ に近づいた状態 において、試験が不要

にな ることがプラスになる とは考 えに くい反応 であった。

３節　18歳 人 口減少期の東アジア高等教育市場 における入試 と学生獲得戦略

中央教育審議会答 申 『学士課程教 育の構築にむけて』の内容 をみる と、高等教育のユ ニ

バーサル化 に伴 う量的拡大を肯定 し、学生や機 関が多様化す る状況の中で、 グローバル化

に対応 した質保証 を求める とい う内容 である。 この答 申案の中でも触れ られているが、 日

本 の高等教育のグ ローバル化への対応 を求 める動 きは、この審議が始まった2007年 ４月当

時よ りも極 めて具体化 し、変化のス ピー ドは速い。

第 １に、ＯＥＣＤのPisa高 等教育版 のフィージ ビ リテ ィ ・スタデ ィは具体化 して きてい る。

2008年 １月のＯＥＣＤ非公式教育大臣会議 では、議長国 と して渡海文相が これへの参加 （ま

だ本番への実施参加ではない） を表 明 し、2011年 までには結論 が出る予定であるが、内容

次第では高等教育 の国別 ランキング云々とい う騒 ぎになるかも知れ ない。少 な くとも、高

等教育の出 口段階での質保証への世界的関心が高 まることは間違 いない。

第 ２に、「留学生30万 人計画」が具体的な政策課題 になってきた ことであ る。 「グローバ

ル戦略」展 開の一環 として、現在12万 人である受 け入れ留学生を2020年 目途 に30万 人 まで

増やそ うとい うことになってい る。狙い としては、「大学等の教育研 究の国際競争力を高め、

優れた留学生 を戦略的に獲得」す ることだ とい う。入学前か ら卒業後 までを関係省庁 ・機

関が総合的 ・有機 的に連携 して、留学生の受け入れ を増やす とい う。施策 の狙いが実現す

れば良いのはい うまで もないが、実現す るためのハー ドルは高 い。それは、省庁間調整の
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問題や企業 ・地域 との連携 の可能性 を指 しているわ けではない。 国内の問題 にはいる以前

に、最大の留学生の供給源 である東 アジアの状況 自体が大きなハー ドル とな りつつある。

筆者達は2008年 ２～ ５月に台湾 と韓国 を訪 問 し、政府 関係者 、テス ト機 関 （日本 でい え

ば大学入試セ ンター）、個別大学等 に聞 き取 り調査 を行 った。アジア特に東ア ジアの国 ・地

域 は、教育熱心 さで知 られ、受験 戦争 とい う状況 が 日本 と比肩 され語 られ てきた。 これ ら

の国や地域 の入試 の状況 、留学生30万 人計画をめぐるアジアの情勢について述べてみたい。

アジア の高等教育 につ いての 日本 のニ ュー スで最 もよく取 り上げ られ るのは韓国の大

学修学能力試験 （全国統一テス ト）の様子ではないだろ うか。毎年 のよ うにニ ュース画面

に登場す る。追再試 とい う制度がないために、大学入試 に一生 をかける韓国人受験生 の情

景は鬼気迫 るものがある。 その場面の影響か、我 々は韓国の受験戦争 は以前 と同 じ状況で

あるかのよ うな印象 を持つ が、現状は大 きく異なって きている。現在 、大学校36万 人 、専

門大学校30万 人、計66万 人の入学定員 に対 し、高 ３生は60万 人 にすぎず、全 国的 には 日本

同様定員割れ が生 じている。 しか しなが ら、 ソウル首都 圏では こ うした情勢にはなく、 ソ

ウル大 を頂点 とす るピラ ミッ ド構造 に揺るぎはな く、 ソウルの大学では定員割れ は起 こっ

ていない。18歳 人 口の減少傾 向に加 え、 ５年 ほ ど前か ら、就職 もソウル一極集 中で、 ソウ

ルの大学でない と就職 できない と思 われ るよ うにな り、地方の大学 は大苦戦 であるとい う。

筆者が訪問 した光州周辺 の大学では、 日本 では考 え られないほ どのキャンパスや施設 をも

つ歴史 もある名 門で、かつては高麗大が ライバルで あった大規模私大でも、 ５年 間で大幅

な受験生数減で、大学修学能力試験 の上位 ６分 の １しか合格 しなかった難易度が、いまや

２分の １で も合格 にな るとい う。

それだ けではない。韓 国では既 に全国統一試験 （「定時入試」 といわれ る）以外 にも、

大学に入れ るルー トができてい る。日本の入試 をモデル に した入試の多様化が始ま り、「随

時入試」と呼ばれ る、非学力選抜型のＡＯや推薦 に類す る入試 が導入 されてい る。この入試

は、調査書 中心で論述 、面接等 が選考に加 わる等の方法 で、定時 と随時の割合は ５対 ５を

原則 としているが、筆者 の訪問 した光州周辺の他 の大学 では ７割 を非学力型の随時に当て

ていた。その大学はそれ でも定員充 当できず、「追加合格」も行 っていた。追加合格は、そ

れぞれ の入試 で実施できる制度 になっているが、同大学 では正規受験者だけでは足 りず 、

再募集 を して出願 と同時 に追加合格 （試験 は無 し） させ てお り、それ で定員 の12～15％ を

集めてい るとい う状況 であった。広報に力 を入れて も、改組 して も、奨学金 を出 して も、

受験生達は ソウル に行 って しま う。こうした嘆きが数多 く聞かれた。「選 抜大学 （受験生が

集ま り実質的に選抜ができる大学）」と 「募集大学 （受験生確保 に苦 しみ 、受験生の選抜 よ

り募集 に汲 々としてい る大学）」の二極化状態が、首都圏－非首都 圏 とい う地域性 と交錯 し

つつ進行 している。

こうした状況下で、韓 国政府 は入学定員については ソウル地域 では、 「入学 定員増 を認

めない」方針 を打ち出 し、他 の地域では入学定員増 も定員枠 内での改組 の届 け出に よる 自
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由化 している とは一線 を画 した方針 を出 してい る。首都圏への一極集 中は 日本 以上 ではあ

るが、定員割れや大学生の学力低 下等は 日本 と共通す る韓国でのこ うした対応 は、 日本で

も検討 され るべ きか も知れ ない。 こうした韓国で、学生確保の方策 としてのひ とつ として

考え られているのが、海外か らの留学生確保 である。主たる対象は中国である。最近、香

港の大学が中国か らの留学生確保 に力 を入れている とい う新聞報道 があったが、韓国 も留

学生確保競争 に参加せ ざるを得ない状況であ る。

ア ジ アの 主 要 国 ・地域 の合 計 特殊 出生 率 をみ る と、図 １に あ った よ うに、韓 国1．13、 中

国1．70、 台 湾1．12、 シ ン ガ ポ ー ル1．25と 軒 並 み に 低 い （2005年 段 階 。 出 典 は World Health 

Report 2007 ）。 日本 が1．32で あ る こ とを考 え て も東 ア ジア の少 子 化 の 深刻 さが わ か ろ う。

台湾 の状況 も韓国に近い。総数164を 数 え る高等教育機 関の2007年 度 の合格率が96％ を

越 えている。台湾 の大学入試 は韓 国 と近い 「聯考」 とい う全国統一入試 が1994年 まで行 わ

れ ていたが、あま りに受験戦争 が加熱す るため入試 の多元化がはか られた。台湾の大学入

試 は、「大学独 自選抜」 と 「試験配 分入学」の ２つ に大別 できる。

前者は さらに学校推薦 と個人申請 に分け られ 、学科能力検定試験 の受験は必須である。

学科能力検 定試験の成績 （素点ではなく、 ５つ のランク） と個別選抜 （面接や小論文、書

類等） によ り合否判定を行 う。 学校推薦は、学生 １人が １大学 にのみ 、個人 申請は学生 １

人が ５大学まで申請可、 となっている。後者 は、指定科 目試験 （聯考 の名残 り、 日本 のセ

ンター入試 に近い）の受験 が必須 で、学科能力検 定試験はその成績 を必要 とす る大学 に受

験する者のみ受験 （検定用）で可、となっている。この方式では、100校 （受験 単位 ＝学科 ・

専攻等）まで志願 できる。

台湾 で も、少子化 に伴 う定員割れ と大学生 の学力低下が大 きな社会 問題 となってい る。

馬英 九新総統体制 にな り親 中国政策 が進 め られ 、中国大陸に留学生募集のための現地事務

所をつ く り、18歳 人 口の減少 を中国か らの留学生 で補充 しよ うと準備 を進 めている。 台湾

の場合、韓 国や 中国に比べ て言葉 の問題がないので、中国か らの留学生 の獲得 に とっては

強力な競争相手の 出現 とい えるか も知れない。 いずれ にせ よ、留学生 の主な供給源は中国

と仮定 され ていることは共通である。 しか も、その中国 自体 の合計特殊 出生率 が ２を大き

く割 って人 口減少傾 向にある。

福 田元首相 がＥＵか らのＥＵ高等教育市場へ の誘 いを断 り、アジアのエ ラスムス構想を表

明 したことが話題 になった。 また、民主党 も 「東 ア ジア共同体」構想 を打 ち出 し、 日中韓

の東 アジア域 内連 携の強化 をめざ している。留学生30万 人計画 に しろ、 この新構想 にせ よ

実現す ることを期待 したいが、相手のある話であ る。国内の調整や思惑 を考慮す るの も大

事だが、多様化 と国内での大学間競争 が激化す るアジア諸 国の現状や課題 をきちん と分析

した戦略を立てな けれ ばな らないのではないだろ うか。

最後 に、 日本へのインプ リケー シ ョンを付 け加 えてお きたい。

第 １に、少子社会 にお ける大学教育の質保証 と入学者選抜 の改善は、 日本だ けでな く東
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アジア共通の問題 となってい る。 多様化 と質保証 とい う両立が難 しい課題 を、台湾や韓国

は、入学者選抜の改善によって何 とか しよ うと改革 に努めてい るが、入学者選抜だけでの

改善は大変困難 を極めてお り、入試 だけで解決できる問題 ではない。入試 には入試 な らで

はの公平性 や透明性 と多様化 ・多元化 とのバ ランスの取 り方への批判 も浴びやす い。しか し

本質的には、中等教育まで と大学教育が、教育内容 と教育方法の連続性や継続性 をきちん

と “接続”する議論が必要であるこ とを示唆 してい るとい えよ う。

第 ２に、台湾 も含め東ア ジアの国・地域に対す る、 日本の入学選抜者制度 とそれ に伴 う

学生募集の在 り方の影響 は小 さくない。ＡＯや推薦 といった学力試験を伴わない入学者選抜

の在 り方が東 アジアの国や地域に伝播 し、必ず しも好 ま しくない影響を与 えつつある。学

生確保優先のための非学力選抜 とい う方式 である。 これ に対 し台湾の事例は、受験先希望

が100募 集単位 まで一括 してあげ られ 、志望校選択 が どこまで深 く検討 され るか どうかに疑

問は残 るが、過剰 なる学生募集競争にはな りに くく、學測の最低点の低 さには 目を覆わん

ばか りの ものがあるが、それ でも筆記試験があ ることが学習 の底支 え機能 を果た している

と思われ ることが伺 えた。

幸か不幸か、留学生30万 人計画を標榜す る 日本 の大学は、現在の ところ海外において他

国の高等教育機 関 と学生募集や入試、 さらには現地 での教育活動その ものの競争を行 って

いるわ けではない。現在の文科省の規定で は、 日本 の大学の海外分校 をつ くるには， 日本

の大学設置基準 を遵守 した校地 ・校舎、教員組織 （数 、資格）等 を充足 した条件整備 が必要で

あ り、現実には中国等への海外 キャンパ スの立地 は困難である。海外で現地の高等教育機

関や 、海外 か ら進 出 した高等教育機関 と教育の質 をめ ぐる競争 した経験 の無 さは、グ ロー

バル時代 の高等教育の在 り方への 出遅れ を招 く一 因にな りやす い。

入学者選抜の在 り方や 学生確保 のあ り方について も、 日本 国内の視点か らだけでな く、

東アジア とい う視 点か ら見直 してみ る必要 があるのではないだろ うか。

注

1） 楊思緯2007「	 台湾の国立大学法人化に関す る予定政策の分析」『大学財務経営研究』４

号、国立大学財務 ・経営セ ンター、241－259頁 。

2）1954年 に連合試験 ・募集 が ４校か ら始 まったが、1956年 か ら教育部 の指導に従 い、科技

系高等教育機 関 （当時は専科学校のみ）を含むすべ ての公私立学校 と軍事学校が 「聯考」

に参加す る ことになった。 そ して1962年 に一度 だけ大学お よび独立学院 と専科学校 は

別 々に連合募集 をお こなったの を除けば、終戦か ら1971年 まで、科技系高等教育 の入学

者選抜制 は、普通系高等教育のそれ とはほぼ同 じ道 を歩んできた。 しか し、1972年 に科

技系高等教育機 関 と普通系 高等教育機 関は、再び別 々に聯合募集 を行 うよ うになった。

これを境 に今 日まで、科技系高等教育 は独 自の入試選抜制度 を確 立 し維持す るに至っ

ている。 両者が分 かれて入学者選抜 を行 うよ うになった理 由は以下の ように考 え られ る。
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そもそ も台湾 における中等教育は普通系 と職業系の ２系統に分かれてお り、職業系生徒

の進路 として就職 以外 に五専、三専、二専な ど異なった学制 （のちに四技 と二技が加わ

る） を持つ専科学校が あ り、 しか もほ とん どが昼 間部 と夜 間部 を持つ な ど複雑 な仕組み

を有 していることがその一因 として考 え られ る。 また、長 い歴史の中で、中国の人々は

いわゆる伝統的な士大夫 （士大夫 （したいふ） とは、中国の北宋以降で、科挙官僚 ・地

主 ・文人 の三者 を兼ね備 えた者 である。平た く言 うと 「学者官僚」 である。）観念の影

響 を根深 く受 けてお り、技術職業教 育は一般の人か ら見れ ば、第二の選択肢にす ぎない

とされてきた。それ に加 えて台湾では、技術職 業教 育の進 学ルー トは普通系高等教育の

それ に比べ て狭 く、 しば しばその人に対す る教育の最終段階 とい う意 味合いが強 く、生

涯学習能力 の育成が見落 とされ てきた とい う指摘 もある。 こ うした仕組み的な複雑 さに

社会通念上の要素 などが加 わ り、入学者選抜 を合同で行 うよ り別 々に実施 したほ うが よ

り合理的 とされたのではないか と考 え られ る。

3） 楊李娜2005「	 民 國時期的大學招 生制度及其影響」、『〓州〓 范学院学〓 （哲学社会科学

版）』53巻 ４号、118－123頁 。

4） 類 とは、 日本でい う系 に相 当す ることばである。

5） 甄試 とは，適性検査 に相当す るこ とば と考 えられる。

6） 南部 （2007）に よる。

7） 大學招 生委員會 聯合會公式 ウェブサイ ト http: //www. jbcrc. edu. tw/

8） 財團法人大學入學考試 中心基金會公式 ウェブサイ ト http : //www. ceec. edu. tw/

9） 秦 夢群2004「 大學多元入學 制度實施與 改革之研 究」、『教育政 策論壇』 ７卷 ２期 、59－84頁 。
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北欧における大学経営の高度化 とそれを支援す る政策のあ り方

北 川 文 美

１節　 は じめに

知識経済あるいは知識社会 の到来が議論 されてか ら久 しく、大学における知識生産のあ

り方、社会における大学 の役割 についての学術的論考、政策的な取 り組み、大学による実

践的な取 り組み も、この10年 間ほ どで大幅に増加 した。 このよ うな状況は 日本だけではな

く、ＯＥＣＤ諸 国、アジア諸国な ど、異なる政治経済状況下において文脈は異なるが、大学

に対す る社会 ・経済的な期待 と政策的な支援 には国際的に多 くの共通点がみ られ る。 この

よ うな中、世界各国の大学は財政的プ レッシャー直面 してお り、「大学経営」のあ り方 に共

通のモデルが形成 されつつあるよ うに見える （例 えば Deem 1998, Slaughter and Leslie 1997 ）。

一方
、異なる国における高等教育システムが どのよ うに国際的な政策プ レッシャーに反応

し、異なるタイプの大学が組織 としてどのよ うな戦略形成 を行 うのか、 さま ざまなステイ

クホル ダー との間で どのよ うな関係性 を新 たに構築す るかが、ま さに 「大学経営の高度化」

の本質的な課題 とい える。 このよ うなプ ロセ スを明 らかにす るには、 ミクロな組織 の観察

と質的なプロセスに関す る考察が有効である と考え られ る。

本稿 は、北欧、特 にスウェーデ ン ・デ ンマー ク国境地域 にお ける大学連携組織 に関す る

論考、また、ス ウェーデ ンにお ける近年の研究政策の変化 と大学 における研 究戦略に焦点

をあてる。それぞれの論考は、現地における ２次資料のほか、筆者が2008年 １月か ら勤務

しているス ウェーデ ンのル ン ド大学ほか現地 で行 った聞き取 り調査、現在進行 中のプロジ

ェク トか ら得 られ た見地 な どを基礎 としてま とめる。本原稿 は以下の ような構成 となる。

次節において、ス ウェーデ ン南部 とデ ンマーク東部 ・コペ ンハーゲン地域における11の 高

等教育機関からなる大学連携（Oresund　 University ）の事例 を紹介 し、２ヵ国にまたがる 「地

域」レベル にお ける大学連携 と産学官連携 システムの展開を概観 し、「大学経営の高度化 と

それ を支援す る政策のあ り方」についての考察を試みたい。 ３節 では、2009年 ２月か ら５

月にかけて筆者が研究代表者 としてルン ド大学において行 っている短期プ ロジェク ト『「卓

越 した研究環境」における研究結果の社会への還元に関す る調査』 について紹介 し、ス ウ

ェーデ ンにおける高等教育政策、研究政策の動向およびその大学経営に関す る含意につい

て簡単に論 じる。
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２節　大学連 携による地域科学 ・技術振興 と国際ブランデ ィング ：大学経営の高度化 と

は地域内の地方 自治体、産業関係の組織も含めた産学官連携組織 として Oresund Science

と 

Regionが 形 成 され た。 Oresund University は、域 内11大 学 の教育、研 究、国際化な どさまざ

まな分野における大学 間の協力促進 を 目的 としてい る。

Oresund地 域 は、直径30キ ロ圏内にソニー ・エ リクソン、エ リクソンな どのＩＴ企業、アス

トラゼネカな どのライフ ・サイエ ンス系の企業をは じめ とす る、いわゆるハイテク系多国

籍企業の研究開発部門が集積 していることで知 られている。 ス ウェーデ ン、デンマーク と

Oresund University Oresund Science Region の事例政策支援のあ り方 ： 

と Oresund Science Region の概観 Oresund University１ 

Oresund University と は 、Oresund地 域1）、す なわ ち ス ウェ ー デ ン南 部 ス カ ー ニ ア 地域

） とデ ンマー ク東部 にある 地域にお ける、11の 高等教育Scania region Greater Copenhagen（ 

機 関が形成す る大学間ネ ッ トワー クであ る。そ もそ も、 ２ヵ国にまたが る地域内の大学間

European Union Interreg II プ ログ ラムで1995年 に コペ ンハ ー ゲ ン協 力 は 、 ヨー ロ ッパ連 合 の 

大学 とル ン ド大学がライ フ ・サイエ ンス系の研 究協力で リーダー シップを とったことをき

Medicon Valley Academyっか けに 、1997年 に発 足 した が 最初 で あ る2）。 さ らに 、2000年 に コ

ペ ンハ ー ゲ ン とス ウェー デ ン南端 のマル メ の間 にOresund橋 が建 設 され た こ とで 、2001年 に

もに研 究開発費 のＧＤＰ比率は高 く、両国 ともに教育水準が高いことなどが背景 としてあ り、

また コペ ンハーゲ ン国際空港か ら １時間以 内 とい う国際的な立地条件の良 さもこの地域の

図 １ Oresund University を形成する諸機関

出典 http://www. summeruniversity.org/sw16323.asp
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特性 としてあげ られ る。 コペ ンハーゲ ン大学、デ ンマー ク工科大学、ル ン ド大学が主た る

研究大学で、特 に医療 ・ライ フ ・サイエ ンス系の研究がこの地域 の強みであ る。ル ン ド大

学に隣接 してＩＤＥＯＮサイエンスパークがあ り、1980年 代か ら域内のハイテ ク企業の興隆 に

貢献 してきた。 

Oresund Science Region は 、ス ウェーデ ン、デ ンマー ク ２ヵ国 にま たが るOresund地 域 のい

わゆる 「産学連携 クラスター支援」のための産学官連携組織 として機能 してい る3）。産学

官の連携 を促進す るた めに、以下のよ うなプ ラッ トフォームが形成 され、域 内の大学お よ

び産業 の戦略 的な分野 における交流 を支援 している。それぞれのプラッ トフォームにはプ

ロジ ェ ク トの運 営 等 を行 うス タ ッフ がお り、現在 、Oresund（ICT） 、 Oresund Food Network

（food science ）、 Oresund Environment Academy （environmental ）、 Oresund Logistics （logistics） 　が

活 動 して お り、ほ か に もナ ノ ・テ ク ノ ロジー分 野 （Nano Oresund ）、デ ザ イ ン、 医療 ・健 康

分野な どでプ ロジェク ト・ベースの活動が さかん に行われている。 また これ らのプラ ッ ト

フォームをまたいだ、いわゆる融合領域 にお ける産学交流支援 も積極的に行われている。

医療 、 ライ フ ・サ イ エ ンス 系 で 他 に さきが けて 形 成 され た Medicon Valley Alliance

（medico/biotech ）は 、 Oresund Science Region の准 メ ンバ ー （associated member ） と して 、 あ

る程度の独 自性 を持ちつつ、 Oresund Science Region の一部 として、 さらにバル ト海諸国 と

もバイオ分野での産学連携活動で協力 している。 Oresund Science Region は コペ ンハ ー ゲ ン

とル ン ドとにオ フィスを持 ち、スウェーデ ンとデ ンマーク側 とで連携 して活動 を行 ってい

る。 これ らの活動に携 わるプ ロジェク ト ・マネジャーや コーディネーターな どの人材 を今

後いかに地域 の長期的な戦略的人材 として育成 し、キャ リアを促進 してい くかが、今後の

地域にお ける産学官連携 の成功 を左右す るひ とつの鍵である4）。 

Oresund University は、11大 学5）（ス ウェー デ ン ４大 学 、デ ンマー ク ７大 学）の連携 組織 で 、

学生数はあわせて15万 人 （スウェーデン、デ ンマークお よそ半数ずつ）にのぼる。 その主

な活動 として、11大学の4，000に わたる教育プ ログラムのゲー トウェイ を通 じた学生への提

供、図書館 の連携 、サマースクール での協力な どがある。産学連携 、研 究の商業化に関 し

て は 、 Oresund Science Region のプ ラッ トフォームやプロジェク トとの密な連携が行われ て

い る 。 ま た 、 Oresund University の活動のひ とつ である Oresund Entrepreneurship Academy は 、

11大学 における起業教育 の支援 を 目的 とす る。起業教育プ ログラム、イ ノベーシ ョンに関

す るプログラムのマ ッピング、学生に情報提供、起業教育のための教育者 の養成支援、国

際的な連携な どがその活動 となっている。 Oresund University は、2008年 には コペ ンハ ー ゲ

ンとルン ド大学の学長がそれぞれ議長 と副議長 をつ とめ、各大学の学長が年 に １度ずつ集

会 （学長会議） を行 って運営方針 を決 めてい る。 ６大学の学長が理事会 に参加 している。

事務局はスウェーデン （ル ン ド）とデ ンマー ク （コペ ンハーゲン）の両方にあ り、文書 は、

ス ウェーデ ン語 、デンマーク語 の両方が使われている。
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２．大学経営の高度化 と政策支援 のあ り方 

Oresund University, Oresund Science Region の組織や活動 を概観 してみ ると、過去10年 に

おいて、 さまざまな形 で域内の協力関係 を大学のみな らず、地域の地方 自治体、企業 を含

めて積極的に行ってきたこ とがわかる。実際にその運営 にあたっては、ス ウェーデン側 と

デ ンマー ク側 とで、研究 システ ム、高等教育システムが異な り、それぞれ の主要な研究資

金はそれぞれの国の研究助成機関 （research council その他の財 団等）か ら得 るとい う現実

があ り、２国間での クラス ター形成の協力 がスムーズにい くとい う状況では必ず しもない。

しか し、 さまざまなプ ラッ トフォームやネ ッ トワークの形成 を通 じ、 ヨー ロッパ連合 の研

究資金 な どを うま く利用す ることで、地域 レベルでの科学 ・技術振興、さらに国際的な協

力態勢、特に Oresund Science Region としての国際的な 「ブラン ド」 をあげることに成功 し

てい るのはた しかである。政策支援の在 り方 としては、国 レベル とい うよ りは、 ヨー ロッ

パ連合 な どの国際 レベル と 「地域」 レベル （２ヵ国 レベル と各国 レベルの双方）において

有効性 が高い。国 レベルにおいて、国際的地域連携の重要性 についての認識 と、 これ らの

連携 をより円滑 に進 めるための支援が さらに必要であろ う。 

Oresund University は、独 自の事務局 を有 し、プロジェク ト等の運営 を行 う。一方 、大学

間の実質的な協力は研究室 レベルや学科 レベルで さま ざまな形で行 われてお り、かな らず

しも Oresund University として行われ てい るわけではない。研 究者 の 自主的な 「ボ トム ・ア

ップ」の取 り組み と大学 レベルでの 「トップ ・ダ ウン」 の取 り組 みをどのよ うに協調 させ

てい くかが、今後の課題のひ とつであろ う。 また、コペ ンハーゲ ンとルン ドとい う２つの

研究大学 と他の大学 との間のバ ランスについては大学連携運営上 さまざまな軋轢 もあるの

ではないかと想像 され るが、現地での事務局 との聞き取 りの範囲では、Oresund地 域 として

高等教育機関で協力 してい くとい う積極 的な態度が感 じられる。 Oresund Science Region と

同様 、 Oresund University としての国際的な 「ブ ラン ド」形成の努力は大 きい。上述 したプ

ラッ トフォームやネ ッ トワークの形成 を通 じた異分野間の研 究交流や産学連携 と、大学内

部および大学間のコミュニケー シ ョンの促進 との両方か らの取 り組 みが重要 となる。

３節　 ス ウェーデ ンにお ける大学経営の高度化 とそれ を支援す る政策のあ り方につい

ての考察 ：ル ン ド大学にお ける 「リネ ウス研究セ ンター群」の調査 の紹介

１．政策支援	 ：卓越 した研究 と 「リネ ウス研究センター群」

「リネ ウス研 究 セ ンター 」とは、ス ウェー デ ン研 究 カ ウン シル （Swedish Research Council, 

Vetenskapsradet/VR ）が新 たに設 けた研究資金 「リネ ウス ・グラン ト」に よって設 立 された、

いわゆる 「世界的に卓越 した研 究拠点」 ない し 「センター ・オブ ・エ クセ レンス （ＣＯＥ）」

である。2006年 と2008年 の ２回の公募によって、計40の リネ ウス研究セ ンターが設立 され

た。「リネ ウス ・グラン ト」の 目的は 「国際的な競争力 をもち うる最 高水準の研究のための
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支援 を強化するこ と」 にある。対象 とな る研究領域は、医療、自然科学、工学、人文、社

会科学全般にわた る。また、「リネ ウス ・グラン ト」は高等教育機 関 （大学、カ レッジ）が

研究領域 を選択 し、優先的に資金を配分す ることを奨励す ることを 目的 としている。 それ

ぞれの 「リネ ウス研究セ ンター」は年間500万 ～1，000万 クローネ （約6，200万 ～1億2，000

万円）を最長10年 間にわたって受給す る。 国際的なセ ンター ・オブ ・エクセ レンス級 の研

究資金 として決 して最大規模 ではないが、10年 間 とい う期間の長 さと、研究カ ウンシル に

よる国際的な レビューによる選考 とい う 「ステータス」とい う意味で、「リネ ウス ・グラン

ト」はス ウェーデ ンにおける学術的な 「ステー タス ・シンボル」 としての意義が大きい。

ちなみに、日本の21世 紀ＣＯＥ（中核 的研 究拠点）プ ログラムの予算は １テーマ １～ ２億 円、

スーパーＣＯＥプ ログラムは １機関あた り年 ５～10億 円を ５年 間にわた り投入す るもので、

「世界的 に卓越 した研 究拠点」形成 とい う意味で 目的に類似性はあるが、スウェーデ ンの

「リネ ウス ・グラン ト」それ 自体の予算 は 日本のものに比べてかな り小 さい といえる。

2006年 の最初の公募 には各大学 ・カ レッジか ら機 関推薦 された100件 以上の応募があ り、国

際 レビューの結果、20の リネ ウス ・セ ンターが選 ばれ た。2008年 の第 ２回の公募 には105

件 の応募があ り、同様の国際 レビューの結果、20が 選 ばれ た。採択 された大学等の内訳 は

表 １の ようである。2006年 、2008年 の ２回にわた る公募の結果、ル ン ド大学が全体の ３分

の １以上にあたる14を 獲得 した。ル ン ド大学は ウプサ ラ大学 と並ぶ スウェーデ ンを代表す

る伝統的な総合大学で、特 に自然科学系が強いこ とで知 られ る。ル ン ド大学に集 中 した理

由に関 しては、研究 レベルが国際的に高い こと、大学内での戦略的な選考が行われた こと、

応募プ ロセスにおける学内でのサポー ト体制な どがあげ られ ている。

表 １　 リネ ウス ・グラン トの機 関別採択数
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２．大学経営	 ：ル ン ド大学 にお ける 「リネ ウス研 究セ ンター群」：研究の卓越 から


社会的意義へ ？


筆者 は現在 、Vinnova（ Swedish Governmental Agency for Innovation Systems ） とSwedish 

Research Council （Vetenskapsradet/VR ）の共 同 プ ログラ ム （Linnaeus/Vinnova Pilot Study ） に

よる小規模の研究資金 を獲得 し、ル ン ド大学 における計14の 「世界的に卓越 した研究環境」

リネ ウス ・センターにおける研 究結果が、産業も しくは社会 にどのよ うに還元 されている

のか につ いての聞き取 り調査 を行 っている。聞き取 り調査は2009年 ２月か ら５月にか けて

行 われ、中間報告書が ５月中に提 出 され る。 ここでは、ル ン ド大学 における リネ ウス ・セ

ンターの事例か ら、「大学経営の高度化 とそれを支援す る政策のあ り方」についてのいくつ

かの見解 を簡単に述べる。 

Vinnova ( Swedish Governmental Agency for Innovation Systems) は 、 ス ウェー デ ンの政 府機

関で、研 究の促進 、研 究開発の促進 を通 じて、ス ウェーデ ン経済の成長、雇用の促進 、持

続 的な開発 を促進す ることを目的 としている。現在ス ウェーデンにおける研究政策は、研

究資金の選択 と集 中が大きな特徴で、「リネ ウス ・グラン ト」の 目的のひ とつは、各大学が

それ ぞれの特色 となる研究領域 に特化 し、選択 と集 中を促進す ることにある。「世界的に卓

越 した研 究拠点」 としての リネ ウス ・セ ンターの研究成果 が産業 ・社会に還元 され るよ う

なメカニズムの形成はス ウェーデ ンのイ ノベー ション促進 にとって、現在の研 究政策の流

れか らみ ると重要な課題 のひ とつ といえる。

ル ン ド大学 は、 ２回 の 「リネ ウス ・グ ラ ン ト」 の公募 を通 じ、 ス ウェーデ ンの大 学 の 中

で は突 出 した外部 研 究 資金 の獲 得 とい う成 果 をあ げた。ま た、2009年 １月 か ら、元Vinnova

の長官 Per Eriksson を新 たに学長 として迎 え、「イノベーシ ョン」担 当副学長ポス トも新 た

に創設 された。 これ らの意味で、ルン ド大学 はス ウェーデ ンの高等教 育機 関の中で、非常

にユニー クな環境 にある。ル ン ド大学 ほか、研 究活動の活発 な大学では、いわゆるＴＴＯ

（Technology Transfer Office ）が90年 代か ら設立 されてお り （ Jacob et al. 2003 ）、大 学 レベル で

のイノベーシ ョン活動 の促進 を行ってい る。現在 、ス ウェーデンでは、大学 における研究

成果の知的財産権 （Intellectual property rights: IPRs ） は、原則 として研究者個人に帰属 し、

大学機 関が所有す るものではない6）。 そのた め、大学のＴＴＯの権限 と影響 力は、ある程度

限 られた ものになってい る。

現在、筆者が、ル ン ド大学の同僚 とともに行っている聞 き取 り調査 の結果か らいえるこ

とは以下の ３点である。

1）　 「基礎的研究」の卓越 がその選考基準である 「世界的に卓越 した研究拠点」リネ ウス ・

センターは、これ までの さま ざまな外部資金獲得 の成果の上に成 り立ってお り、多 く

が 「学際的」な研究を行ってい る。

2）	 多 くのセ ンターにおいて、さま ざまな形 の研 究成果の商業化 ・知識移転が行なわれ て

いるが、その動機 は、研究成果 の社会 への還元、研 究 自体 を進 めることであ り、商業
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的 ・経済的な動機 は非常に限 られている。

3）	 リネ ウス ・センターにお ける トップの研究者 の見解は、基礎研 究か ら応用研究までの

一貫 した 「バ リュー ・チ ェイン」へのサポー ト体制の充実 の重要性 とい う点に集 中 し

てい る。特に、 リスクの高い基礎研究への支援 の欠如、商業化初期の リスク ・キャ ピ

タルの欠如が多くの聞 き取 り調査で指摘 され た。

これ らは今後 さらに調査 と分析 を要す るが、大学機 関 レベルでの リーダーシ ップの在 り

方、研 究拠点 レベルでのマネ ジメン ト、支援の在 り方、TTOの 役割 な ど、機関 レベルでの議

論 とともに、科学政策 と高等教育政策の接点 としてのイ ノベー シ ョン政策の在 り方、 さ ら

に科学政策の政治性、科学と社会 との関係性に関する議論 （例えば Slaughter and Rhoades

2005） に も一石 を投 じる領 域 であ る と考 え られ る。

注

1）Oresund地 域 の 人 口 は 約360万 人 、 面 積 は20，859　 km2。

2）	 Medicon Valley Academy は 、2007年 に名 称 を変更 して Medicon Valley Alliance とな った。 会

員制で、大学病 院、製薬会社、バイオ ・ベ ンチ ャー、バイオ支援機 関、 自治体、大学研

究室な ど270団 体が現在会員 となっている （http://www.mva.org/ access 21/02/09 ）。

3）	 Oresund Science Region は 、2008年 の ヨー ロ ッパ にお け る 「もっ とも革新 的 な地域 」プ ロ

ジ ェ ク トに選 ばれ た。 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/294&for 

mat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en access 21/02/09.

4）2009年 ２月に文部科学省科学技術 ・学術政策局の科学技術 ・学術戦略官 （地域科学技術

担 当）の関係者 が現地 を訪れた際、 日本 の地域 クラスター政策 との類似性 について筆者

とイ ンフォーマルな議論を行 った。Oresund地 域のプ ロジェク ト・マネジャーや コーデ ィ

ネー ターの経験の重要性 、国際的なブラン ド形成 の重要性 について、 Oresund University 、 

Oresund Science Region の取 り組みが 日本の政策支援に有効な視点を与えるとの意見があ

り、 参考 とな った。

5） 参加 大 学 は以 下 の通	 り。 Lund University, University of Copenhagen, Copenhagen Business 

School, Technical University of Denmark, Swedish University of Agricultural Sciences-Alnarp, 

Roskilde University, Malmo University, Royal School of Library and Information Sciences, 

Kristianstad University, Royal Academy of Fine Arts-School of Architecture, IT University of 

Copenhagen.

6）	 これ は Teacher's exemption と呼ばれ、ヨー ロッパ各国で機関帰属へ と法制度が変更されている

中で、ス ウェーデンの状況はユニークである。大学における研究成果の知的財産権の在 り方

についてはこれまで もさまざまな議論がなされ、1990年 代以降のスウェーデンにおける研究

政策、科学技術政策の変化を含めて大学経営の在 り方に影響を与えている （たとえば Jacob et al.

2003な どを参照）。 これ について は別途 考察 したい （Kitagawa and Wigren, forthcoming ）。
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ア メ リカ連邦政府 に よる高等教 育政策 の普 及 に関す る方策

－FIPSEを 一事例 として

吉 田 武 大

は じめに

本稿 の 目的は、アメ リカ合衆 国 （以下、アメ リカ と略す る）連邦政府 の一機 関である中

等後教育改善基金 （Fund for the Improvement of Postsecondary Education 、 以 下 、FIPSEと 略

す） を対象 として、FIPSEの 策定 した補助金支給 に関するガイ ドライ ンに焦点 をあてなが

ら、連邦政府 による高等教育政策 を普及す るための方策 を明 らかにす ることである。 ここ

でい うガイ ドライン とは、FIPSEが 申請者 に対 して補助金 を支給す る際の一連 の手続、つ

ま り、申請者 の資格や 申請 プロジェク トの 内容規 定、提 出書類 、審査のプロセス、申請プ

ロジェク トに対す る評価基準な どを指す。

周知 のよ うに、アメ リカの教育事項 の権限については、合衆 国憲法修正第10条 において、

「本憲法 によって合衆国に委任 されず、また州 に対 して禁止 され なかった権限は、それぞ

れの州 または人民に留保 され る」1）と規定 され てい るこ とか ら、伝統的 に州政府 に委ね ら

れてきた。 むろん高等教育 もその例外ではない。教育事項の権 限をめ ぐる州政府 の 自律性

は、合衆国憲法下 の法制度 によって一定程度確保 されてい るのである。

その一方 で、連邦政府 は必要に応 じて補助金 の支給等 を実施 し、その普及を図 るな ど、

教育への関与を適宜行 って きた。 このよ うな連邦政府 による関与 を根拠づ けるものの一つ

に、全 てのものにすべて の教育機会 を保障す るとい う理念 を挙げ ることがで きる2）。 同理

念が提唱 され たのは1960年 代である。当時 は高等教育への進学者数が増加 の一途をた どり、

教育機会の確保が大きな課題 とされていた。 この課題 に対 して州政府 が独力で対処す るこ

とは財政面か らも困難 であ り、 ここにこそ連邦政府が関与す る意義 が存す るといえよ う。

とはい え、連邦政府 による教育へ の関与については、賛否両論 を含んだ数多 くの議論 が

なされ てきた ことも事実である。1960年 代以前は、連 邦政府に よる統制 を危惧す る背景か

ら、そもそ も関与 自体に反対す る見解が数多 くみ られ た。 しか し、1970年 代以降、連 邦政

府 の関与をめ ぐる議論 の焦点は、連邦政府 の教育への関与 を所与の前提 とした上で、関与

が どの程度 まで許 され るべ きか、 どの ような形式で行 われ るか とい う点へ と変化す るよう

になった ことが指摘 されてい る3）。

以上の動 向下で、教育事項 の権限 をめ ぐっては、州政府の権限 に配慮 しつつ、連邦政府

が高等教育の教育事項 に どの ような点で関与 し、高等教育政策の普及 をどのよ うに行 って

い くかが模 索 され ている4）。連邦政府つ ま り国家 と大学 との 関係 は今後 いか にあ るべ きな

のか。 こ うした問題 意識 の もと、本稿 ではFIPSEを 取 り上 げ る。連邦教育省 の一部局 であ
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るFIPSEは 中等後教育の教育機会 の改善 を理念 と し、補助金支給等 の役割を担っている。

支給の対象は主に二つに大別 され る。第一 は、大学や コ ミュニテ ィ ・カレッジ といった高

等教育機 関、第二 は、図書館や博物館 な どの生涯学習機 関である。ただ、近年 、例 えば2007

年の支給対象 としては、全145プ ロジェク トの うち、高等教育機 関によるものが ８割強 を 占

めてい る。 この点 で、FIPSEは 生涯学習機 関に一定の配慮 を示 してはいるが、その主た る

機能は、高等教育機 関の教育機会 の改善をね らい と していると捉 えることが可能であ ろ う。

そ こで本稿では、FIPSEの 高等教育 に対す る政策の展開 とい う側 面を分析す ることとす る。

それ ではなぜ 、連邦政府 による高等教育政策の主要 な柱である奨学事業ではな く、予算

規模 とい う点では大 きい とは言いがたいFIPSEを 対象 とす るのか。 その理 由は、1972年 に

創設 されたFIPSEは 、それ以前か ら実施 されてきた奨学事業 に比す ると実践的蓄積 が圧倒

的に少 ないなが らも、創設 か ら短期間の内に、高等教育機 関の教育改善への貢献 とい う点

で 「成功 」 してい るとの高い評価 を得 ている とい う事由に基づ く5）。 この ような評価 を得

てい るFIPSEを 対象 とす ることによ り、高等教育政策 を どのよ うに普及 させ よ うとしてい

るのか、その方策 を浮 き彫 りに し得 ると考 え られ るので ある。また、FIPSEを 対象 と して

検討を行 うことに より、高等教育政策 とい う側面か らみた ときの、国家 と大学 の関係 のあ

りよ うに対す る基礎的な展望が得 られ るとい う意義があることも付け加 えておきたい。

高等教育政策 に関 して、FIPSEを 正面か ら取 り上げた先行研究は、管見 の限 り見 当た ら

ない。なお 、奨学事業を対象 とした もの として、犬塚典子 （2006）6）、塙武郎 （2004）7）、

吉 田香奈 （2002、1996）8） らの貴重 な先行研 究が挙 げ られ る。 しか し、 これ らは、連邦政

府 による政策が どのよ うな社会的 ・歴 史的文脈の 中で成立 し、 どのよ うに実施 され るのか

といったこ とに分析 の焦点が置 かれている もの、学生 ロー ンプ ログラムの動 向や財政 の負

担構造を検討 した もの、 さらには、学生個人への助成 の変化が高等教育システムに及 ぼす

影響について財政 的観点か ら検討 を加 えた ものであって、連邦政府が政策普及のためにい

かなる措置 を講 じているのか とい うことを明 らかに してい るわけではない9）。

研究 目的の解 明に際 しては、第一にFIPSEを 規定す る法令 を分析す ること、第二にFIPSE

の理念 を検討す ること、そ して第三にFIPSEの ガイ ドラインを分析す ること、以上の ３点

を作業課題 として設定する。分析 にあたっては、FIPSEに 関す る法令、　FIPSEの ガイ ドライ

ンといった諸資料の他 、筆者がFIPSEの デ ィ レクターに対 して行 ったイ ンタ ビュー調査10）

の結果な どを素材 として検討 を進 めていくこととす る。

１節　 1998年 改正高等教育法にみるFIPSEの 規定

本節 で は、FIPSEの 概 要 につ い て 、1998年 改正 高 等 教 育法 （Higher Education Amendments

of　1998， 　Public－Law　 105－244 ）を基 に検討 してい くこ ととする。

まず、FIPSEを 取 り巻 く組織を確認 してお くことにす る。　FIPSEの 最高責任者 は教育長官

である。その下に連邦教育省 の一部局である高等教 育局 （Office of Postsecondary Education ）
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が設置 され、さらにその下位組織 と してFIPSEが 設 けられている。　FIPSEに は運営責任者 と

してデ ィ レクターがお かれ 、FIPSE外 部 の諮 問機 関 と して、　FIPSEに 対す る国家 委員会

（National Board of the Fund for the Improvement of Postsecondary Education 、以下、国家委員

会 と略す る）が組織化 されている。以下、各組織の権 限等を確認 してい くことに しよ う。

第一 に、最 高責任者 である教育長官の権 限についてであ る。FIPSEに 関す る教育長官の

権限は次の よ うに規定 され ている11）。つ ま り、教育長官 は、以下の ８つ の権限に よって、

高等教育機 関な どが教育機会 の改善を可能 とす るために、高等教育機 関や他の公 立私立の

各種機 関に対 して、補助金 を支給する権限、および契約す る権限を有す るとされている。

（1）中等後教育の改革 、刷新 そ して改善 を奨励 し、全 てのものに同等の教育機 会を提供

す ること。

（2）教育機関や プ ログラムを創 出 し、キャ リアへ の道筋を構築すべ く共同で努力 し、学

問と経験学習を統合す ること。

（3）コミュニケー シ ョン技術に基づいた教育機 関やプ ログラムを創設す ること。

（4）優先順位や 目的が明確化 され た組織構造 をよ り一層改善す ること。

（5）コス トパフォーマ ンスの良い教授法等を考案 し、導入す ること。

（6）入学や再入学 といった教 育機会の拡大 を図 ってい くこ とや 、個 々のニーズに応 じた

学習プ ログラムを追求 してい くこ と。

（7）大学院教育、研究の組織構造、そ して、大学教員 の採用や確保 について、改革を行

うこ と。

（8）資格検定の実施及び資格 の授与に向けて、新 しい教育機 関や プ ログラムを創 出 し、

そ うした資格 と関連 した既 存の取 り組 みの改善 を行 うこと。

これ らの よ うに、教育長官 は補助金の支給 、お よび契約締結に関す る最高責任者である

との規定がなされ てい る。

第二 に、教育長官 に次いでFIPSEの 運営権 限を有す るデ ィレクター を取 り上げてい くこ

とにす る。1998年 改正高等教育法 によれば、デ ィ レクターは、補助金 の審査や 、申請 され

た各種プロジェク トに対す る評価 に係 る諸手続 きな どに関す るガイ ドライ ンを定めて良い

と規定 され てい る12）。 この規定か らも明 らかな よ うに、FIPSEの 最高責任者 は教育長官 で

あるが、実質的にはデ ィレクターが権 限を有 している といってよい。 また、デ ィレクター

の任用については、教育長官 がデ ィレクター を任命す ることとなってお り、任期 は ３年 を

超えないこ ととされている13）。 なお、デ ィレクターは、教育 の実践現場 にい る者 の中か ら

非公務員 とい う扱 いで任用 されている14）。

第 三に、国家委員会 の権 限が どの よ うに規 定 されてい るか を確認 してお くことにす る。

国家委員会 には、以下の ３点の権限が付与 され ている15）。
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（1）教育長官及びFIPSEの デ ィレクターに対 して、高等教育の改善 に関す る優先事項に

ついて助言 を行 う。 また、高等教育の改善 に関 して適切である場合、 も しくは教育

実践において示 された改善状況 に対す る評価 ・普及 ・採用 に関 して適切である場合

は、その旨を教育長官及 びFIPSEの デ ィ レクター に推薦す る。

（2）教育長官及びFIPSEの デ ィレクター に対 して、　FIPSEの 運営 に関す る助言 を行 う。

そ こには、計画書類 、基準 、FIPSEか ら支給 され る補助金獲得競争のための手続 き

な どに関す る助言 を含む。

（3）国家委員会 は、委員の ３分 の １以上が文書で要求 した場合 を除いて、議長の要求に

応 じて会合 を開 くこととす る。

上記 で確認 したよ うに、国家委員会 は、基本 的には、教育長官お よびデ ィレクターに対

して助言 を行 う役割 を有 してい る。この うち、（1）の権限事項 に記載 されている、申請 され

るプ ロジェク トの内容 に関 して一定の優先事項が設 け られていることは注 目に値す る。後

述す るように、高等教育機 関等が 申請す るプ ロジェク トの内容 は広範 な領域に渡 るが、そ

のことが直 ちに、 申請者がいかなる内容 のプロジェク トを設 定 して も採択 され るとい うこ

とにはな らないのである16）。ここにおい ては、優先 的に採択 され るべ きプロジェク ト内容

が実質的に設定 され てい るといってよい17）。 この よ うに、国家委員会は助言的役割 にとど

ま りつつ も、高等教育機関等が申請す るプ ロジェク トについて、連邦政府が重視す る教育

上の課題 に即 した ものか ら優先 的に採択す る権限 を間接的なが ら有 しているといえよ う。

以上 、FIPSEを 規定す る1998年 改正高等教育法 を素材 として、組織の概要 、教育長官や

デ ィレクターそ して国家委員会 の権限な どを明 らかに してきた。法令 レベルで規定 されて

い るデ ィレクターや国家委員会 の権限、 と りわけデ ィレクターの権 限は一般的 なものであ

り、明確 とは言いがたい側 面を有 していた。 とはい え、 これ ら両者 に対 して、申請に係 る

手続 きな どを定 める権 限やプ ロジェク ト内容 の優先順位 を決定す る権限、つま りガイ ドラ

イ ンを定め る権限 を連邦政府 が認 めてい ることは明 らかである。連邦政府 による政策 を普

及 させ る上 では、 と りわけFIPSEの ディ レクターの果たす役割 がきわめて大 きい ことが こ

こか ら看取 され よ う。

２節　FIPSEの 理念

本節 では、FIPSEが いかな る行動原理 に支 えられ てお り、そ していかなる具体的 な 目標

を掲げてい るのか とい う理念的側面について検討 してい くこととす る。

１．FIPSEの 理念 と行動原理

FIPSEの 理念は、多様 な教育問題 に関心を示 しつつ、中等後教育 の機会 を改善す ること

である。 この理念 は、連邦政府が政策 を展開す る際の根本理念 として位置づけ られ るもの
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である。なお、ア メ リカ において、中等後教育の重要な側面である高等教育の機会をめ ぐ

っては、「世界で初 めて、何人に も高等教育へ の機会 を開 くとい う、世界で最初 の高等教 育

システムをつ くりあげた」18）との言及 もみ られ るこ とか ら、現代におい て、教育の機会 は

重要な論点 とはな りに くいのではないか と思われ がちである。 しか し、中等教育段階か ら

高等教育段階への教育機会 を例に とって も、そ こには、一つの問題が改善 されれば新 たに

改善するべ き課題 が生ず る といった性質が本質的 に内包 されている19）。このこ とを考慮す

るな らば、 中等後教育の機 会の改 善は、今 なお、FIPSEを 支 える重要な理念 として位 置づ

けることが可能で あろ う。

また、上記 の理念 を達成す るための行動原理 としては、以下 の ３つが示 されてい る20）。

第 １ ：刷新的な教育改革のプ ロジェク トを支援す る こと。

第 ２ ：各プ ロジェク トが どのよ うに機能 しているのかを評価す ること。

第 ３ ：プ ロジェク トで得 られた課題や教訓を教育機 関等の間で共有す ること。

これ らはいずれ も政策 の普及 と関連す る原理 であるが、 と りわ け注 目すべ き原理 は第 ３

の原理 である。この第 ３の原理 を具現化 した取 り組 み として、（1）報告書の作成お よび公表、

（2）ガイ ドライ ンにおいてプ ロジェク トの普及 を要請 、 （3）少額の補助金 をよ り多 くのプ ロ

ジェク トに分配 、（4）採択 され たプ ロジェク トディ レクターの会合 におけるイ ンフォーマル

なネ ッ トワー ク構築 の奨励 、の４点が挙げ られ る。

（1）につ い て 、FIPSEは 、プ ロジ ェ ク トで 明 らか に な った課 題 を 「ア クセ ス と リテ ン シ ョ

ン」等のテーマ別 に整理 し、報告書 『Lessons Learned from FIPSE Projects 』にま とめて公表

してい る。 これ によって、プロジェク トに関与 していない高等教育機 関も参照できるよ う

になってい る。

（2）については、申請書の作成 に関す る文書 において、FIPSEの 補助金支給に期待 されて

いることの一つ として、普及 の重要性 が明示 されている21）。後述 のよ うに、この普及の重

要性 とい う期待 は、 申請 プロジェク トの他 の高等教育機 関等へ の転移 可能性 について述べ

た書類 をFIPSEへ の申請書類の 中に含め るべ きである とい う規定 となって具体化 されてい

るのである。

（3）については、創設 当初、配分を どのよ うにすべ きかをめぐって議論が行 われていた。

つま り、多額の補助金 を少数 のプ ロジェク トに対 して分配す るのか、それ とも、少額の補

助金をよ り多 くのプロジェク トに対 して分配す るべ きか とい う議論である22）。最終的 には、

少額の補助金をよ り多 くのプロジェク トに分配す るこ とで決着 がはか られた。この決 定は、

各プ ロジェク トを遂行する際の資金 の不十分 さとい うデメ リッ トも考え られ るが、創設 当

初 のFIPSEの スタ ッフに とって は、第一に、少額 の補助金で あることが多数 のプロジェク

トへの支給 を可能 とし、結果的 に数多 くの 申請者 を引きつける ことになった とい うこ と、

第二 に、各プ ロジェク トに とっては、主要 な予算 とはな りに くいものの、改革の可能性 を
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秘 めた種 とで もい うべ き資金 （seed money ） とい う役割 を果 たす ことにな り、補助金支給

が満了 となった後 も、 当該 プ ロジェク トが継続 され てい く場合が多かった とい うこ と、第

三 に、 申請 した高等教育機 関等 に とっては、連邦政府 か らの補助金 自体 がプ ロジェク トを

実施す ることに対す る正 当性 を付与す るこ とになった とい うこと、以上 ３点の メリッ トを

有す るもの として認識 され ていた。なお、多額の補助金 を少数 のプ ロジェク トに分配す る

ことについては、プ ロジェク ト遂行に際 して十分な補助金 を支給で きるとい うメ リッ トの

反面、多数 のプ ロジェク トに補助金 を支給 できないため、結果 として、 より多 くのプロジ

ェ ク トを普及で きない とい うデ メ リッ トが考え られ うる。 しか し、後 のFIPSEの 特徴 にお

いて取 り上げるよ うに、多様 な教育問題 に関す るプ ロジェク トの成果 を普及 させ る上では、

少額 の補助金 を多数のプロジェク トに分配す る方が適切 であると考 え られ る。このよ うに、

FIPSEの 補助金額 は決 して多い とはいえない ものの、その少額 さゆえに、 とりわけ、上記

第一や第三 とい う側面において、FIPSEの 行動原理 を具体化 し、普及す る際 に役立った と

い えるのである。

（4）に関 しては、採択 され たプ ロジェ ク トのデ ィ レクター達 を対象 とした会議 （annual 

project director's meeting ） が 開催 され て い る。FIPSEは 、年 に一 回、 上記 の よ うな会議 を 開

催 しているが、そ こにおいて、各プ ロジェク トのデ ィレクター 同士によるネ ッ トワー クの

構築を奨励 している23）。なかには、会議 を通 じて、ディ レクター らによって実際に関連 団

体が結成 され、単一も しくは少数の高等教育機 関等 内で行われていた実践が他 の高等教育

機 関等に取 り入れ られていった事例 も存在す るとい う24）。 この よ うな、会議に招集 された

デ ィ レクター らの 「自発 的」なネ ッ トワー クの形成 を通 じて、各高等教育機 関のプロジェ

ク トは、いわば草の根的な広 が りをみせ るよ うになるのである。

FIPSEの 理念を具体化 した上記 ４点の取 り組 みを考慮す る と、採択 され たプ ロジェク ト

を連邦政府が普及 ・拡大 しよ うとしていることは明 らかであろ う。 とはいえ、連邦政府 の

一方的な取 り組み のみによって政策が普及 してい くわけではない
。各高等教育機 関がプ ロ

ジェク トの成果 を普及 させ る活動を展 開させ ることによって、政策の普及が達成 されてい

くとい う図式がここか ら看取 され るのである。

２．FIPSEの 特徴

補助金の支給 に際 しての具体的な特徴 としては以下の ５点が示 されている25）。

（1）FIPSEは	 、特定の ある教育機 関ではな く中等後教育 とい う、 よ り広範 な領域 にお け

る問題に焦 点を当ててい る。

（2）FIPSEは 特 定地域での問題改善に向けた支援 を行 う。ただ、その改善方策は特 定地

域 に とどま らず、広範 な地域 に対す る影響力を有す るべ きである。

（3）FIPSEは 多様な教育問題 、教育機 関、学習者 を対象 としてい る。
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（4）FIPSEは、新 しいプ ロジェク トの実践 を支援す る とい う点で、研究志向 とい うよ りは

実践志 向である。

（5）FIPSEは 、前例 のない取 り組 みに対 して も積極的な支援 を行 う。

これ らには、FIPSEの 行 動原理 で述 べ られ ていた こ とと関連す る項 目がみ られ る。 この

内、（2）において、特定地域 におけ る問題の改善方策が他の地域にお ける問題の改善方策 に

も影響力を有すべ き とされ てい ることは、 あるプ ロジェク トで採 られた改善方策が、他地

域にお ける教育問題 の改善に資す る可能性 を有 していると捉 え られ る。それ故 にこそ、連

邦政府 に とっては、プ ロジェク トの成果を普及する意義がある といえよ う。また、（4）につ

いては、プロジェ ク トの成果 を刊行物 とい うレベル でのみ普及 させるだけではな く、実際

にその成果 を他 の教育機 関等 に導入 させ る とい うね らい を有す るもの と捉 えられ る。 した

がって、FIPSEの 特徴 のなかでも、特に （2）お よび （4）については、行動原理の第 ３、つ ま

りプ ロジェク トを通 じて得 られた教訓や課題 を高等教育機 関等 と共有す るための方法 を具

体化 した もの として位置づ けることがで きる。

３節　諸手続 きのガイ ドライ ン

これまでに検討 してきた法令や理念 の下で、FIPSEの デ ィ レクターがガイ ドライ ンを設

ける条件が整 えられた といえる。それ では、実際にデ ィ レクター によって どの よ うなガイ

ドラインが定め られてい るのか、以下で分析 してい くこととす る。

１．対象 と内容、金額

まずは、補助金支給の対象 を確認 してい く。1998年 改正高等教育法の ところで も確認 し

たよ うに、 申請す ることのできるのは、高等教育機 関や公立私立の各種機関である。公立

私立の各種機関の具体例 としては、 コミュニテ ィの組織、図書館、博物館、貿易お よび技

術学校、 コンソーシアム団体 、学生団体、州お よび地方の政府機関、非営利企業、そ して

各種協会が挙げ られ てお り、広範な対象 となってい る26）。

次 に、申請プ ロジェク トの内容について確認 してい くことにす る。 プ ロジェク トの内容

は、FIPSEの 理念 に即 した ものであ ることが必要 であるが、それで もFIPSEは 、プロジェク

トの内容上 の多様性 を許容 してい ることを謳っている。ただ し、既に述べた よ うに、教育

長官 によって任命 された国家委員会の委員が、優先 して採用すべ きテーマ をデ ィレクター

お よび教育長官に助言す る権 限を有 してい るわけであるか ら、連邦政府 の重視す る政策 と

は無関係なプロジェク トが採択 され る可能性は低 い もの と言わ ざるを得 ないで あろ う27）。

そ して、補助金の支給額について検討 してい くこ とにす る。創設 当初 は、各年度 の支給

額の合計が1，000万 ドル と規定 され ていたが、近年、例 えば1999年 の予算額 は3，000万 ドル

となっている。 この金額は、全米科学財団 など他 の補助金プ ログラムの支 出額に比すれば
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少額 である。

２．審査手続 きと審査基準

上記 において、 申請者 の対象な どを確認 してきた。 では、 申請者の提出 した 申請書は ど

の よ うな手続 きお よび基準 の下で審査 され てい くのであろ うか。 まず は審査 の手続きを簡

単に確認 してお くことにす る。審査は ２段階選抜方 式で行われ ることになっている。FIPSE

の創設 当初 は、同スタ ッフの予想 をは るかに上回る約2，000も の 申請があった28）。 そ して

それ は、審査員の審査許容 量を超 えるものであった。 そ こでFIPSEは 、膨大な数 にのぼる

申請書の審査 とい う現実的 な問題 に対応す るために次の ２点の措置 を講 じることとなる。

すなわち、一つ には、FIPSE外 部の審査者 を審査 に多数参画 させ る措置 を とった。二つに

は、審査手続 きを ２段 階に し、第 １段階では、 ５枚 の書類 のみで審査 を行い、候補者 を絞

り込んだ上で、第 ２段 階においては、よ り詳細 な申請書類 の提 出を求 め、慎重 に審査を行

うとい う対処策 を とった。

後者の よ うな ２段階選抜方式が採 られた ことについては、膨大な数 の申請書類 に対応す

るため とい う創設 当初のやむ を得 ない事情 によるものであった ことは既 に述べ た。しか し、

この ことが次のよ うな意図せ ざる結果 をもた らす こ ととな る。つ ま り、当時のFIPSEの ス

タッフが述懐 しているよ うに、第 １段階の審査に必要 とされ る書類を簡素化 したこ とで、

かえってよ り多 くの申請 を受 け入れ る素地が形成 され ることとなったのである29）。この よ

うに、 ２段階選抜方式の採用 が、結果 的には、連 邦政府の設定す る優先事項に即 したプ ロ

ジェク トの 申請 を増加 させ るこ ととな り、そ うしたプロジェク トを普及 させたい連邦政府

の思惑 と一致 したこ とは否 めない事実であろ う。

では、上記 に述べて きた審査 においては、 どのよ うな基準で 申請書が選別 されてい くの

であろ うか。 ここでは、二つ の主要な審査基準を取 り上 げてい くことにす る。 まず、審査

基準 として は、他 の高等教育機 関等において も転移 可能であるか どうか とい うことが挙げ

られている30）。次 に挙げ られてい るのが、評価計画書に関わ るものである。 申請者 には評

価計画書 の提出が求 められ るが、そ こにおいては、1）他の高等教育機 関等へ転移 できるだ

けの可能性があるか どうか、2）支給期間が満 了 した後 も、申請者の所属す る高等教育機 関

等が 申請 プロジェク トを継続で き うるだ けの可能性 を有す るか ど うか の記載が必要 となっ

てい る31）。以上 の ２点の基準か ら明 らかなよ うに、単に 自らのプ ロジェク トの継続可能性

が重視 され ているだけではなく、他 の高等教育機 関等へ の当該 プ ロジェク トの転移の可能

性 も審査基準 として重視 されてい るこ とか ら、政策の間接的な普及が図 られ ている とい え

よう。
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４節　おわ りに

これまでの検討を踏 まえて、最初 に補助金の支給 を通 じた連邦政府 と高等教育機 関 との

関係 をまとめてお きたい。 その関係 は、連邦政府 が普及の方策 を整備 し、各高等教育機 関

は、実践 したプロジェク トの成果 を他 の機 関等へ転移 させ るこ とに よって、その方策 を補

完する とい うものである。本論で も明 らかに してきたよ うに、連邦政府 の設けたガイ ドラ

イ ン等の方策のみに よって普及 が達成 され るのではない。他 の機関等ヘ プロジェク トが転

移 され るよ うな活動 を各高等教育機関が実践 してい くことが必要なのである。

それでは、連邦政府 によって設 け られた普及のための方策 とは具体的 には どの よ うなも

のなのであろ うか。まず は、そ うした政策 の普及の土台 とな る条件 を明 らかに してお きた

い。最 も重要 な条件は、中等後教育の改善を奨励 し、全 ての ものに同等の教育機会 を提供

する とい うFIPSEの 理念の存在 であ る。この理念 はFIPSEが 運営 され る際の指針 とで もい う

べ きものであ り、同理念 な くしては、FIPSEの 運営 自体が成 り立たない といってよい。次

いで重要な条件 は、FIPSEの デ ィ レクター にガイ ドライ ンの策定権限が委ね られ てい ると

い うこ とで ある。FIPSEの 最高責任者 は言 うまで もな く連邦教育省 の教育長官 であった。

しか し、 これ までの検討か らも明 らかなよ うに、実質的 な運営権 限はデ ィレクターに存 し

ていた。 このことが土台 となって、後述 のよ うな、審査 の手続 きとい った個別具体的なガ

イ ドライ ン策定の側 面で政策の普及 を図る取 り組 みが整備 されてい くことになるのである。

次に、上記 の ２点を土台 とした上で、具体的 にどのよ うな点が高等教育政策の普及 につ

ながってい るのか、その方策 をま とめてい くことにす る。

第一に、プ ロジェク トの申請者 に対 して、当該プ ロジェク トの成果の普及 を求めてい る

こ とである。 このことは二つの側 面で確認 す ることができた。まず は、審査にあたって、

申請 されたプ ロジェク トの、他の高等教育機 関等へ転移 可能性 に関す る書類 の提 出が求め

られていた ことである。次 に、各 プ ロジェク トのデ ィ レクター を対象 とした会議 を通 じて

関連団体 の結成 が奨励 され てい ることである。

第二に、少額ではあるけれ ども出来 うるだ け多 くのプ ロジェク トに補助金を支給 してい

ることである。FIPSEの 支給合計額 自体は、他の補助 金 と比べ る と少額であ る。 しか し、

少額 なが らも多 くのプ ロジェク トに支給 を行 うことに よって、結果的 には多数 の申請者 を

引 きつ けているのである。ただ、プロジェク トの採 択率は毎年 ５％程 となっているため、

当然のことなが ら申請 されたプ ロジェク ト全 てに補助金 が配分 され ているわけではない。

今後、採択率を高 める等 の改善を図ることに よって、 よ り多 くのプ ロジェク トに資金が配

分 され 、FIPSEの 理念を実現する上 での基盤 が確保 され ることにつながると考 える。

第三に、申請プロジェク トの内容 が、多様 な関心 にまたがった もの となっていることで

あ る。FIPSE自 らも強調す るよ うに、プ ロジェク ト内容 を広 く設定す ることに よって、高

等教育機 関に所属す る人 々の関心がFIPSEに 向かい、多様 な分野か らの 申請 を集 めるこ と

が可能 となったのである。
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第四に、 申請 プロジェク トの内容 に優先事項を設定 しているこ とである。 上記第二で述

べた よ うに、 申請 プロジェ ク トの内容は確かに広範 なものであった。 しか し、ただ門戸を

広 くしてお くだけでは、連 邦政府の理念 とす る教育機会の改善 とい うテーマに即 した実践

がアメ リカ全土に普及 しない のは 当然の ことであろ う。 このため、FIPSEは 、プロジェク

トの内容 が広範 に渡 ることを認 めつつ も、その一方で優先事項 を設定 し、それ に即 したプ

ロジェク トを優先的に採択 してい るのであ る。 こ うして、連邦政府が企図す る政策の普及

が図 られてい くこ とになるのであ る。その際、上記優先事項の決定に関 して助言的役割 を

有する国家委員会 の存在 を見落 と してはな らないだろ う。

第五に、 申請書類 の審査 を ２段階選抜方式に し、第 １段階で提 出すべ き申請書類を簡素

化 した こ とであ る。 このこ とは、効 率的な事務処理 のた めとい うFIPSE側 の事情 もあ るけ

れ ども、その一方で、多数の申請 を得るこ とができた とい う点では、連 邦政府 、具体的に

は国家委員会の助言 を参考 に しなが らFIPSEの デ ィ レクターによって設定 され た優先事項

に即 したプ ロジェク トを広 く集 め、それを普及 させ ることに大 きく貢献 してい る。

最後 に、今後の課題 は次の よ うに整理 され る。

まず、補助金支給の側面 か ら見た連邦政府 と州政府の関係 を明 らかに してい くことであ

る。 冒頭で、連邦政府は州政府の権限に配慮 しなが ら教育事項への関与 を模 索 している と

述べたが、本稿 では普及の具体的な方策 を中心に論 じたため、連邦政府 と州政府の具体的

な関係 について検討す るにはいた らなかった。なお、補助金支給 を通 じた連邦政府 と高等

教育機 関の関係 を、大学の 自治の観点か ら明 らかにす ることも課題 として挙げておきたい。

高等教育機 関と りわけ大学には、大学の 自治が認 め られている。そのため、政策の普及を

ね らい として補助金 が支給 され るにあた り、連邦政府お よび大学両機 関の内部で さま ざま

な葛藤が生 じていた ことが予測 され る。 このよ うな課題の解 明は、本稿 で明 らかに した連

邦政府 と高等教育機 関の関係 をよ り総体的 に捉 えることを可能 にす るものであ ると考 える。

次 に、FIPSEに ついて規定 した法令 の変容 を明 らかに してい くことで ある。　FIPSEの 創設

当初 は、各高等教 育機 関等がFIPSEに プ ロジェク トの 申請 を行 う際 に、州政府 の推薦 を得

る必要がある旨の規定がな されていた。 しか し、その後の改正 において、同規定は削除 さ

れ てい る。 この規 定がなぜ 削除 されたのかの検討 は、上記で取 り上げた連邦政府 と州政府

の関係 を検討 してい く上で も不可欠の課題 である と考 える。

そ して、FIPSEの 創設過程 を明 らかにす る ことである。少額 の補助金 をよ り多 くのプ ロ

ジェク トに支給す るとい う配分方法がなぜ 設定 されたのかについて、本稿 では十分な検討

を行わなかった。創設の経緯 を詳細に検討 してい くことで、連邦政府が どのよ うな理念の

もと、FIPSEを 通 して補助金 の支給 を行 お うとしていたのかを より深 く理解 す るこ とが可

能 とな る。
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2005年 以 降の産業界 の創 造性 ・イ ノベー シ ョン要求

日本経団連の要求を中心 とする整理

飯 吉 弘 子

は じめに－　 2000年 代前半 までの創造性要求

本稿では、2000年代半 ば以降の産業界創 造性要求のなかでも、日本経済団体連合 （以下、

日本経団連 と略す） による要求 を中心に提言 内容 を整理 ・分析 し、その要求の特徴 と背景

を考察す る。

創 造性や創造的人材 の育成 に関する要求が、産業界提言で明確に出現 し始めたのは1980

年前後であった。その後1990年 代半ば頃までは、経済同友会お よび関西経済同友会 （以下、

それぞれ同友会 ・関西同友会 と略す）を中心にその要求が展開され ていた。

企業経営者個人か ら構成 されている同友会は、経営者個人の価値観や問題意識 に基づ く

先見的意見や、理想論的見解を多 く発表 し、時代 をリー ドす る傾 向があ り、 この点が、現

実的で逼迫 したニーズに押 され て提言を出す経済団体連合や 日本経営者団体連盟 （以下、

それぞれ、経団連 ・日経連 と略す）およびそれ らが2002年 に合併 した 日本経済団体連合 と

は異なっている1）。

このよ うな同友会お よび関西同友会が、1980年 前後か らその教育関連提言お よび技術 関

連提言で、創造力や創造的人材 の必要性 を積極的に語 り始めたのは将来にお けるそのニー

ズを見越 してのことだった。要求が出 された直接的背景は、 日本 の科学技術面お よび経済

産業面における急速な 「国際化」 と、その進展の中で生 じてきた 日本 に対す る 「基礎研究

ただ乗 り」批判への対応 とい う課題 であった。国際化社会での応分 の貢献のための 「創造

性」重視 を、当時の経営者達が意識 したものであった。 とくに当時の経営者達は、その時

点よ りも今後一層必要性 が高まる中長期的課題 として、創造性の問題 を意識 していた。す

なわち同友会特有の、日本 の将来を見越 した、「先見的な課題」とい う要素が含 まれた もの

だった。

同友会 に加 えて経 団連 と日本経 団連が、創造性について頻繁に要求 を始 めるのは、上記

の同友会 による提言 出現か ら15年 以上後の1990年 代後半以降になってか らである。具体的

には、創造性 ・創造 的人材 の語をタイ トルに掲 げ、創造的な人材の育成 を前面に出 した提言

を出 したのは、1996年 ３月提言 『創造的な人材の育成 に向けて－求 め られ る教育改革 と企

業の行動』であった。経団連の中に設置 された 「創造的人材 の育成 に関す る懇談会」によ

って １年 をかけて議論が行 われたものであった。

この よ うに1990年 代後半以降産業界全体で本格的に見 られ るよ うになった産業界創造性

要求 内容は、2005年 時点で以下 ４側面に整理することがで きる2）。すなわ ち、（a）教育関連
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提言に見 られ る、「個人」にお ける一般的な創造性の必要性 を求めるもの、（b）「（科学）技

術創 造立国」の要求 とい う流れ の中か ら出ているもの、（c）「新産業 ・新事業創造立国」の

要求の流れか らくるもの （起業家育成 とコーポ レー ト・ベンチ ャーの両側面がある） と、

2004年 以降 （c）の流れか ら派生 して見 られ るよ うになった （d）知識社会 にお ける新 しい価値

創造 とい う 「イ ノベー シ ョン」－新 しい 「個」のネ ッ トワーク社会 における創造性の ４つ

であ る。

（b）は一貫 して重要視 されてお り、創造的で有用な 「産業技術人材」の必要性 も2000年 代

半ば時点では依然 として高かった。その一方で、科学技術分野や既存の産業 ・事業に限 ら

ず、む しろそれ ら既存の構造の枠組みを破 ってダイナ ミックにイ ノベイティブに事業展開

や価値創造 を行 っていける 「個」「起業家」の価値 を認 めてい き、その様な 「個人」や 「起

業家」の育成のために個性や創造性 を重視 した教育 も必要 とす る、 （c）、（d）に見 られ るよ

うな要求 も2000年 代以 降見 られ るよ うになった。 とくに同友会における新産業 ・新事業創

造の要求においては、個人 「起業家」の育成 による社会のイ ノベーシ ョンの側面 と、「コー

ポ レー ト・ベ ンチャー」 とい う企業内の新事業創造 ・イ ノベーシ ョンとい う側面 とがある

ことも確認 された。 （d）の 「イ ノベー シ ョン」は、知識社会の本格化 とともに、企業組織 ・

社会組織全体 をダイナ ミックに変 えてい く可能性 のある考 え方であ り、今後注視 してい く

べき新 しい流れ として指摘できるものであった。

このよ うに、大学新規卒業者 に求め られている創造性 ・創造的人材 について考える際に

は、経済団体の教 育関連部会が出 した提言のみならず、他 の部会の提言 にもそのニー ズが

多 く含 まれてお り、要求 内容 も多層構造 となっている。また、（日本）経 団連が1990年 代後

半以降本格的に創造性重視 の提言要求を始めた背景には、グローバル化競争社会にお ける

生 き残 りとい う基本的な課題 とともに、長期化 し深刻度を増 した不況による閉塞感打破 と

業況回復のためとい う眼前 の直接的状況要因があるこ とも指摘 されていた。

本稿 では、このよ うに同友会提言 で2000年 代前半頃か ら見 られ るよ うになった（d）のイ ノ

ベーシ ョンに関する要求が、その後、 日本経団連において も見 られたのかを検証す る。

１節　 日本経団連 の2006年 度以降の総会決議

まず毎年出 されてい る総会決議内容か ら、 日本経団連全体の方向性 を確認 してお こ う。

1995年 か ら2000年 までは、総会決議本文においてほぼ毎年、創造的人材育成が重要課題

として盛 り込 まれていた。総会決議本文における 「創造性に富む人材育成」 （1995年） 「創

造的人材育成」（1997～1999年 ）「創造的で国際的に通用す る人材 を育成」（2000年）な どの

表現がそれである。教育問題 として、創造的人材育成 に重点的に取 り組んできた時期 と一

致 していることが確認できる。2000年 代前半の総会決議本文の中では、人材 育成 における

創造性 の要求は、あま り見 られ なかったが、一方 で 「科学技術創造立国」の要求は一貫 し

て見 られ る。そ して、この総会決議 の流れ と呼応 して、「科学技術創造立国」を求める個別
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表 １　 （日本）経 団連1995年 以降定時総会決議一覧

提言が、頻繁 に発表 され ている。それ らの提言の中では、創造力 を持った有用な 「産業技

術人材」が求 められていた。

では、2006年 度以降は どのよ うな方向性 が見 られ るだろ うか。

表 １において確認 できるとお り、2006年 度の総会決議 タイ トルにある 「時代 を切 り拓 く」

とい う表現、2007年 度の 「未来への責任」の語、2008年 度の 「逆境を飛躍の好機 に」、の表

現にあるように、閉塞感のある逆境である現状打破 とい う課題への意識 が伺 える。 とくに

2007年 度は、改革 自体の創造性 も意識 してい る。

以下に より詳 しく決議内容 を見てみ よう。

まず、2006年 度総会決議 では、「いま企業人 に求められ るのは、 よ り良い未来を求めて、

変化 を恐れず果敢 にリスクに挑戦す る姿勢であ り、わが国社会が伝統的に持つ 良さや強み

を活か しつつ新 しい価値 を創造す ることである。そのために時代を切 り拓 く若い世代の育

成が急がれ る。人 を育て、人 を信 じ、人 間力を最大限に発揮 させ る社会や企業の組織 ・文

化 こそ、経済社会発展 の基盤 となるものである。」 との指摘が見 られ る。 そ して、「１． グ

ローバル競争に挑む企業の力 を引き出す」の中で重要課題 として挙げてい る ７項 目の 中に、

「創意工夫の発揮や新 たな挑戦 を可能 とす る規制改革 ・民間開放 の推進」お よび 「科学技

術創造立国に向 けた諸施策の推進、特 にバイオ、ナ ノテク ・材料 、ものづ くり、ＩＣＴ、宇

宙 ・海洋等、重要技術 を活用 した国際競争力の強化」 を掲げている。そのための 「３．発

展の担い手 となる人材 を育てる」の項 目においては、「（1）基礎学力 の向上、個人の個性 ・

能力 を最大限に伸 ばす多様性 を重視 した教育の実現」 を挙げ、創造性の厳選たる個人の個

性 ・能力を尊重す る教育の必要性 が謳われている （以上、下線筆者付記）。

2007年 度決議 では、直面 してい る、「グローバル化に伴 う大競争 の激化や地球環境問題へ

の意識の高ま り、人 口減少社会の到来な ど、大 きな変化」を意識 しつつ も、「た しかな足取
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りで回復か ら拡大へ と向かってい る」日本経済 のさらなる成長力の向上のために、「民間や

地域 の活力を最大限に引き出す以外に選択肢 はない」 との背景認識 を行っている。 その上

で、「企業活動 は付加価値 の創 造その ものであ り、雇用の維持 ・創出、安全 ・安心で夢のあ

る製 品やサー ビスの提供 を通 じて、国民生活に豊か さをもた らす」ため、「われ われ は、イ

ノベー シ ョンに よって さらなる競争力強化 の主体 とな り、 自らが成長の牽引役を担 う気概

をもって事業を展 開す る」との決意 を述べ ている。そ して、「１．民間活力を引き出 し、持

続 的成長を確実なもの とす る」とい う課題 の中の ４項 目の内、創造性 ・イ ノベー ションに関

連す る項 目としては、以下 ２点 を掲 げていた （下線筆者付記）。

（1）規制改革 ・民間開放 を推進 し、新産業創 出や公共サー ビス効率化 を促す。

（2）科学技術政策の強化 によるイ ノベーシ ョンの加速、ＩＣＴの高度利用推進や物流効率化

に よる生産性 の向上を図 り、産業の競争優位 を確保する。

また、「5． 日本の将来を担 う人づ くりに取 り組 む」とい う課題の 中に掲げ られた ３項 目に

おいては、 「（1）創造性や 国際性 に加 え、公徳心や克 己心をもつ人材の育成 に向け、教育改

革に取 り組む」 として、創造性 を持つ人材 の育成 が、明記 されてお り、また、大学教育に

関連す るもの としては、「（3）産学官連携に よ り、先端科学技術分野の研究開発等 を担 う高

度人材 を育成す る」 との項 目も挙げ られていた （下線筆者付記）。

　2008年 度の総会決議では、「グローバル化 のさらなる加速 とあいまって、経済が減速 しつ

つあ る中でのエネル ギー ・資源価格の高騰や地球温暖化問題への対応、国際金融不安な ど」

を背景 として、 日本が迎 えている 「大きな変化」 と企業経営環境の 「厳 しさ」について言

及 し、さらに、「少子化 ・高齢化 の進行」、「深刻 な財政赤字や社会保障制度への不信」とい

う日本 の社会 における 「影」への危機感 も抱 いている。その打開策は、「断固 とし」た改革

の継続 による、グローバルな 「市場の拡大 と資源の 自由な移動等」の活用 と、「民間や地域

の活力 を最大限に引き出す」 ことである とす る。 そ して、 「逆境」の中にこそ「好機」がある

との意識の下で取 り組 む、「１．成長力強化に向けて民間活力 を引き出す」とい う課題の中

の ３項 目の内、創造性や 高等教育 に関連がある項 目として以下 ２点を上げている。すなわ

ち、 「（1）先進的な電子行政 ・電子社会の実現を起爆剤 として、社会全体の効率性 ・生産性

を向上 させ、産業の競争優位 を確保す る」ことお よび 「（2）研究開発の促進、人材育成 の強

化、産学連携や知的財産政策の強化、教育の充実な どを図ることで、イ ノベーシ ョンを加

速す る」 ことである （下線筆者付記）。

　以上のよ うに、 この ２年間は、 日本経団連全体の方向性 として、産官学連携や科学技術

政策の強化、教育等 による 「イ ノベーシ ョンの加速」が謳われてお り、2006年 度以降の ３

年間全体 として見ても、創造性・イ ノベーシ ョンによる、日本 の経済お よび社会の閉塞感 打

破 を図 る姿勢が見 られ る。
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２節 　 タイ トル に創造 性 ・イ ノベ ー シ ョンの語 の あ る2005年 度後 半 以 降の提 言

日本 経 団連 の2005年 ７月以 降2009年 ３月 ま で の提言 にお い て、提 言 タイ トル に、 「創 造 」

や 「イ ノベー シ ョン」 とい う語 を含 む もの を拾 った とこ ろ、以 下 の通 り10提 言 に上 っ た。 

①	 『イ ノベ ー シ ョンの創 出 に向 けた産 業 界 の 見解 － 「イ ノベ ー ター 日本 」 実現 のた めの

産 学 官 の新 た な役 割 と連 携 の あ り方 －』 （2005年12月13日 ） 

②	 『人 的 ネ ッ トワー ク と地 域 クラ ス ター を通 じた 新産 業 ・新 事 業 の創 造へ』 （2006年 ４月

18日 ） 

③	 『イ ノベー シ ョン創 出 を担 う理 工系博 士 の 育成 と活 用 を 目指 して －悪循 環 を好循 環 に

変 え る ９の方 策 －』　 （2007年 ３月20日 ） 

④	 『ものづ く り中小企 業 の イ ノベ ー シ ョン と現場 力 の強 化』 （2007年10月16日 ） 

⑤	 『イ ノベ ー シ ョンの加 速 に よ る成 長促 進 につ いて』　 （2007年11月20日 ） 

⑥	 『成長創造～躍動の10年 へ～』 （2008年 １月 １日） 

⑦	 『国際競争力強化 に資す る課題解決型イ ノベー シ ョンの推進 に向けて』 （2008年５月20

日） 

⑧	 『「イ ノベーシ ョンと知財政策に関す る研究会」の政策提言 （案）に対する意見』（2008

年 ６月26日 ） 

⑨	 『起業創造委員会報告書 「企業発ベンチ ャーの更なる創 出に向けて」』 （2008年９月16

日） 

⑩	 『イ ノベーシ ョン政策に関す る欧州調査総括』 （2009年３月25日 ）

以上の中でも、 とくに、イノベーシ ョンに関する見解お よびイ ノベー ション と大学教育

や研究 ・産官学連携 との関連 について詳細に扱 っている ４提言 （上記① ・② ・③ ・⑦）につ

いて、それぞれ 内容を詳 しく見ていきたい。

３節　 イノベー シ ョン創出 と産官学の連携 ：2005年12月13日 提言

１．提言発表の経緯 と提言の構成

前節にて挙げた提言① 『イノベーシ ョンの創 出に向けた産業界の見解 － 「イ ノベ ーター

日本」実現のための産学官の新たな役割 と連携のあ り方 －』 （2005年12月13日 ）は、同年度

末に策定が予定 されていた第 ３期科学技術基本計画に関 して 「科学技術投資 の成果 が十分

に還元 され る必要がある」3）とい う認識の下で、産業技術委員会 （委員長 ：庄 山悦彦 ・共

同委員長 ：桜井正光）によってまとめられ た 「今後の科学技術政策、 とくに産学官 の役割

と連携 の在 り方について」の意見書である。

第 ３期科学技術基本計画に関 しては、 この意見書の他 にも、同委員会 内に設置 された科

学技術政策部会 （部会長笠見昭信東芝常任顧問 ：当時）が中心 となって、 「特に、（1）科学
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技術の戦略的重点化 、（2）先端技術融合型COEの 育成 を含む、イ ノベーシ ョン創出に向けた

科学技術 システムの改革、（3）政府研 究開発投資額の拡充 （対GDP比 率 １％ と投入 目標額の

明示） の ３点の実現」 について関係府省 に強 く働 きかけも行 っている。その結果 として、

第 ３期基本計画 には、「「イノベ ーター 日本」な ど６つの政策 目標や、詳細を示 した個別政

策 目標 が掲げ られ るとともに、重点推進 ４分野、推進 ４分野毎に成果 目標 を明示 した推進

戦略が策定 され、重点投資す る対象が 「戦略重点科学技術」と して選定」され、「投資総額

規模が約25兆 円 （計画期間 中の対GDP比 率 １％、名 目成長率 が3．1％を前提）と明記 された」

と評価 している4）。

同提言のタイ トル にも明記 されてい るとお り、イノベー シ ョン創 出を前面に掲げた意見

であ り、以下の通 り、提言内の各項 目すべ てに 「イ ノベー シ ョン」の語が見 られ る。

提言 『イ ノベー シ ョンの創 出に向けた産業界の見解

－ 「イ ノベーター 日本」実現のための産学官の新たな役割 と連携 のあ り方 －」

は じめに

１．価値創造型の産業競争力の強化


－イ ノベーシ ョンの創 出に向けた産業界 の基本認識 －

（1）イ ノベーシ ョンの実現に向けた産業界 の役割

（2）イ ノベーシ ョンの創出に向けた大学、公的研究機 関、政府の役割

（3）ス ピー ド感 を持ったイ ノベーシ ョンの創 出

２．イ ノベーシ ョンの創出に向けた産学官 の新たな役割 と連携のあ り方

（1）イ ノベーシ ョンの種の創 出に向けた取 り組みの強化

（2）市場環境整備 と一体 となったイ ノベーシ ョンの種の育成

（3）イ ノベーシ ョンの創出に向けた横断的な仕組みの構築


おわ りに


２．提言 にお けるイ ノベー シ ョンの捉 え方

イ ノベー ションとその実現への道筋について、 日本経団連 が どのよ うに捉 えてい るかが

よく分かる提言であるため、少 々詳 しく以下に内容を見てい くこととす る。

同提言 内で、「イ ノベー シ ョン」は、「技術革新な どによ り経済 ・社会を変革 し、よ り豊

かな生活へ と結び付 ける」ものであ り、それ は 「知の創 造に始ま り、イノベー シ ョンの種

の創出、種の育成を経て、実現 してい くもの」である と位置づけ られ てい る。その実現の

経緯において、「産業界 は、イ ノベーシ ョンの種の育成、イ ノベー ションの実現」部分で 「最

大の担い手」であるが、「知の創造、イ ノベーシ ョンの種の創 出な どの一連の動 き」とい う

側面では、「大学、公的研究機 関、政府の果たすべ き役割 も大変大きい」との認識がな され

てお り、その意識の中、同提言がイ ノベーシ ョン創出に関 して産官学の連携 を主張 してい

るこ とが分か る。
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産業界はそのために、「経営のス ピー ドの確保 と人材、技術の集 中を図 り、価値創造型 の

産業競争力 を強化するこ とが必要で あり、そのことによって、グローバル な競争 を勝 ち抜

き、世界のフロン トランナーの地位 を確立 してい くことが望まれ る」 と自らのあ り方を捉

えている。そ して、産業競争力強化 のためには、「材料 とデバイス ・高度部材のす りあわせ

だけではな く、その強みを活か しつつ、新 しいシステム ・サー ビスを創出 し、両者の価値

連鎖 の構造で新たな価値 を生み出 してい くことが必要」であるが、その 「今後の競争力 の

鍵」となるのは、「ナノテクノロジーであ り、この強みをシステム ・サー ビスに価値連鎖 さ

せ る鍵 は、ソフ ト設計力 を含む システ ム構築力 とこれ を担 う人材 である」とする。「科学技

術への投資」→ 「成果」→ 「さらなる科学技術投資」とい う 「好循環」の形成のためには、

産業界が、このよ うな 「価値創造型の競争力を確保 し、イノベーシ ョンを実現することに

よって、よ り利便性 の高いサー ビス ・製 品を国民へ還元 し、需要 を喚起す ることが不可欠」

とす る。

その上で、 日本 においては 「出口に責任 を有する府省 の予算割合は低 く、知の創造か ら

イ ノベー ションの実現にまでつ なが る道筋が必ず しも明 らか になっていない」 とい う問題

点5）を挙げ、その問題 点解消のためには 「知の創造か らイ ノベーシ ョンへのス ピー ドを加

速 してい く科学技術 システムの構築」が きわめて重要であるとす る。 また、 「科学、技術、

産業を含む経済 ・社会を別個のもの と捉 えるのではな く、科学、技術 、経済 ・社会 につい

て、互いに連動 した取 り組みを進 めてい くことが不可欠」 との認識 も持 ってお り （図 １参

照）、「企業、大学、公的研究機 関、政府が、適切な連携 と役割分担の もとに、スピー ド感

覚 を持 って、イ ノベーシ ョンの創 出を図ってい くこと」を期待 してい る。

図 １　 科 学 ・技 術 ・社会 の関係

（出典 ：日本経 団連2005年12月13日 提 言）
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３．イ ノベーシ ョン創 出お よびその担い手育成過程での産官学連携のあ り方

とくに、「イ ノベーシ ョンを担 う世界に通用する人材 の育成」とい う面における 「大学や

政府 の果たすべき役割 は大 きい」 とす るが、一方で、イ ノベーシ ョンの担い手の育成 を大

学のみに任せ るとい うことではなく、 「知の創造か らイ ノベー ションの種の創 出に至 る過

程」においては、「解が見 えていない技術領域において、産学官 を含めて異分野の有能 な人

材 を集 めて、拠点を形成 し、知の創造 ・体系化に取 り組み、解 となる可能性のある技術を

統合的 に探 ってい くこと」 も重要であるとす る。具体的には、以下の通 り、産学が協力 し

て実現す る 「先端技術融合型COE」 の提案 も行ってい る。

解の見 えない課題 について、知の創造 と体系化に取 り組み、拠点 を形成 し、イ

ノベーシ ョンの種を生み出 し （フェーズ １）、さらにはそれ をもとに種を育成 （フ

ェーズ ２） してい くための仕組みが、 日本経 団連 として提案 してい る 「先端技術

融合型COE」 である。10年 先 をに らんで、産学の徹底 した議論の下に融合研究領

域 を設定 し、異分野か ら内外の有能な人材を集 めて、 リーダーの強力な リーダー

シ ップのもとで、イノベー ションの種を生み出す世界 トップ レベルの拠点 を形成

す ることが必要 である。研究拠点の 中で学んだ大学院生が、世界に通用す る人材

に育 ち、産業界 を含 めて、イ ノベー ションの担い手 として活躍 してい くことが大

いに期待 される。 さらには、公 的研究機 関が国 としての政策 目標 の実現に積極的

に取 り組む ことや、政府の資金が、企業 を通 じて大学 に再委託 され る方式 をさら

に活用す ることも、イ ノベーシ ョンの種 を多 く創 出 してい く上では重要 と考える。

（日本経団連2005年12月13日 提言）

図 ２　 知の創造か らイ ノベーシ ョンの実現までの一連の流れ と担い手

（出典 ：日本経団連2005年12月13日 提言）
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「知の創造か ら、イ ノベーシ ョンの種の創 出、種の育成 、イ ノベーシ ョンの実現まで」

の 「一連の流れ」における産官学の協力 ・分業体制の １つのイ メージとして図 ２が示 されて

い る。「知の創造 ・体系化 による解の探索の主体」を 「あ くまでも大学」であると位置づ け、

政府 については 「大学の取 り組み を支援する こと」を期待 している。 一方で、産業界は、

「優秀な研究者の派遣や協力、産学の知のイ ンターラクシ ョンの媒介役 となるマネ ジメン

ト人材の派遣 を含 め、知恵による貢献で積極的な役割 を果 たすべ き」だ とす る。

また、 「イ ノベーシ ョンを担 う人材の育成」 としては、 １つの項を立てて説明 し、 「将来

の経済社会や世界の動向を見据 えなが ら研 究開発 がで きる人材」や 「ダブル メジャー を有

す る人材」の育成を重要課題 として挙 げてい る。「材料 、デバイス ・システムの融合 の視点

を含 めたシステム構築力や ソフ ト設計力 を持つ人材」確保 も、「将来の 日本の産業競争力の

鍵」だ とす る。そ して、そのよ うな人材育成のためには、や は り上述の 「先端技術融合型

COE」 等、「世界 トップ レベルの研究拠点や政府の研究開発 プロジェク トにおいて、大学院

生の参加 を推進 していくことな どを通 じて、 ソフ ト設計力 を含めシステム構築力 を有す る

人材 を育成 してい くことが重要」 だ としてい る。

その他 、学生に とって、「産業の現場を直接体験する実践 的なインター ンシップは、大学

での研 究が企業や社会で どのよ うに活用 されてい るかを理解す るために効果的」であ り、

また、若手教授 、助教授に とっては 「一定期間、サバチカル などで企業を体験 し、世界 と

の激 しい競争の前線を実感す ることは、有能な学生を育成す る上で重要」なことであると

す る。産業界 もそのよ うな 「企業体験 ・現場体験 の機会づ く りに努 める」が、一方で、大

学で も、 「兼業な ど関連す る制度について柔軟な対応」 を行 ってほ しい と期待 している。

これ らのイ ノベー シ ョンは、従来か らの 「科学技術創造立国 として世界を リー ドす る新

しい知」を創 造 してい くことはもとよ り、「個 々の分野を極め るだけ」でな く 「将来の経済

社会のあ り方や世界の動 向をに らみなが ら、異分野融合や融合技術領域への取 り組み を進

めること」が重要であ るとする。具体的 な分野 として、例 えば 「ローパ ワーデバイス ・シ

ステム、安心 ・安全ネ ッ トワーク、 ロボ ッ トセル生産 システム」などが挙げ られていた。

４節　新産業 ・新事業の創 造 とイ ノベーシ ョン ：2006年 ４月18日 提言

１．提言発表の経緯 と位置づけ

提言② 『人的ネ ッ トワー クと地域 クラスター を通 じた新産業 ・新事業の創造へ』 （2006

年 ４月18日 ）は、「起業創 造委員会」（共 同委員長 ：高原慶一朗 ・原　良也）において、「メ

ンター制度 に関す る検討」の一環 として、「2005年度の訪米調査お よび2006年 度の国内クラ

スター視察調査の結果 を踏まえ、 クラスター を通 じた地域の新産業の創出を促す」ために

まとめ られた提言 である6）。

提言発表後、 「同提言で取 り上げた メンター制度の 日本にお ける定着」については、「メ

ンター研究会」 （座長 ：鳴戸道郎富士通顧 問）で具体的制度の仕組 みの検討 を行 っている。
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また、日本政策投資銀行お よび地域経済団体の協力 もえて、「起業フォーラム会員企業や地

域のベ ンチャー企業に対 してメンタ リングに関す るニーズを調査 し、その結果 を当委員会

（11月20日）で報告す るとともに制度の実行可能性を探 るため早期 にパイ ロッ ト事業 に着

手す ること」を決 めてい る7）。

新産業 ・新事業創 造 と起業家育成 に関わる要求は、1990年 代後半以降、経団連および 日

本経団連の提言において見 られ るよ うになった。主に、経団連新産業 ・新事業委員会か ら

提言 が出されている。1995年 以降、2005年 前半までの10年 間までに以下の通 り８つの提言

が出 されていた。

経 団連1995年 ７月提言 『新産業 ・新事業創 出への提言－起業家精神 を育む社会 を目指 し

て （中間提言）』

経団連1996年12月 提言 『日本型 コーポ レー ト・ベンチ ャー を 目指 して』

経団連1998年 ６月提言 『大学 ・企業の起業家精神 の発揮 を望む－新産業 ・新事業創 出に

関す る緊急提言』

経団連1999年 １月提言 『新産業創 出に関す る緊急アンケー トについて』

経団連1999年11月 「新産業 フォー ラム」宣言『チ ャレンジ精神 に溢れた活力ある社会 を ！』

経団連2000年 ５月提言 『需要 と供給の新 しい好循環の実現に向けた提言－21世 紀型 リー

デ ィング産業 ・分野の創 出』

日本経団連2004年 ３月提言 『新産業 ・新事業委員会報告書－次代 のコア事業育成のため

に』

「起業家」の育成 とい う観点 （1995年７月提言等）と、「コーポ レー ト・ベ ンチャー」す な

わち企業内における新規事業創 造 とい う観点 （1996年12月提言等） の両方が見 られ る。飯

吉 （2008）でも述べ られ ているよ うに、これ らの提言では、基本的に、「起業家育成、新規起

業 ・新規事業創造 をサ ポー トす る制度面に関する要求」がその主な内容 となってい る。具

体的には、規制緩和による新規事業機会 の創造や 「ス トック ・オプシ ョン」の導入、起業

を進 めるための 「税制改革」、「資金調達環境の整備」等 々の推進 と、個人のチャ レンジ精

神 の発揮やそれ を伸ばすための 「個性を尊重」や 「創造的な人材 の育成」な どが うたわれ

ていた。一部 「既存事業 とのシナ ジー効果」な ども指摘 されているが、「イ ノベーシ ョン」

による新 しい価値創造や発展 とい う観点は含 まれ ていなか った。

一方
、本稿 で見てい る 日本経団連の2006年 ４月18日 提言では、起業家の育成 ・大企業 と

ベ ンチャー との連携 の観点 に加 えて、「イ ノベーシ ョンサイクルの構築」に関す る要求が明

確 に出 されている。

－168－



２．提言内容 とイ ノベー シ ョンサイ クルの構築

同４月18日 提言は、日本経団連の新産業 ・新事業委員会 が行 った、米 国と日本国内の 「ク

ラスター （産業集積地域）の視察をふまえて策定」されてお り、「起業 と新産業創出を通 じ

た 日本 の経済活性化のため、これ らの促進要因である 「人」「技術」 「場所」の ３点にお け

る連携 の強化 を主張 している」 ものである8）。

制度充実は進みつつ ある一方で、進 まない起業 と低い起業意識を問題 であるとして、主

に①米国西海岸 の事例な どをもとに 「起業家ネ ッ トワー クの構築」による 「起業家支援体

制」整備 の必要性や、② 「大学 ・研究機 関、ベ ンチャー企業、大企業が各 々の強みを活か

して研 究開発 か ら試作化、製品化 まで」を行 うオープンな 「イ ノベー ションサイクル の構

築」の必要性 、③ クラスターを構成す る各機関がそれ ぞれの 「強みを活か し」て連携 し合

う 「クラスターにおける連携体制の構築」な どを求めてい る。すなわち、① 「起業家 とそ

れを支 える 「人材」」、② 「競争力 ある 「技術」」、③ 「産業を育む 「場」」 とい う 「３種類 の

連携を通 じ」て 「新産業 ・新事業の創造」を行お うとす るものであった。

クラスター とは、「ある特定分野 に属 し、相互 に関連 した企業 ・機 関か らなる地理的 に近

接 した集団」のことであ り、「クラスターを形成す る各種体の相互補完 が競争力の源 に」な

る とする。クラスターを形成す る各種体 ・機 関としては、「政府 ・自治体」 「ベ ンチャーキ

ャ ピタル （ＶＣ）」「大学 ・研究機 関」 「大企業」の ４つを挙げ、それぞれ 「起業環境 と理念

の長期的醸成」 「投資判断力 を備 えた地元密着ベ ンチャー キャピタル」 「よ り一層の産学連

携 関係」 「自社 の埋没資産 （人、モ ノ、 ノウハ ウ）の発掘」な どを担 うべきである とする。

なお、大学にお ける人材育成の側面に関す る要求 としては、「クラスター内での大学間連

携、若手研 究者の視野を広 げるカ リキュラム構成、理系人材 を対象に した起業家教育 の充

実」な どが挙 げ られている。

「成功 した起業家が後進起業家の相談相手や指導者 （メンター） になるメンタ リング」

が効果的であって、「漠然 と起業に関心のある人材 、起業に興味を持 ってもどのよ うにアプ

ローチすれば よいか分か らない人材 に対 し、起業か ら成功 までの道筋を示す役割 を担 うこ

とも起業ネ ッ トワークの役割」である とす る。そ して、「ネ ッ トワークか ら生まれた成功体

験 が、その起業家に続 けと更な るネ ッ トワー クへの参加 をすすめる好循環 を生み出」す こ

とができ、「大学な どで起業教育を行い、ネ ッ トワークの 中でフォ ローア ップができる仕組

みが整 えば、起業への幅広 い関心 を醸成 し、起業 に果敢に挑む人材の可能性 を引き出す こ

とが期待 できる」 とす る。

すなわち、同提言 において、大学は、起業家 の育成や新事業 ・新産業の創成 において、そ

の研 究面での貢献 ・関与は もとより、人材育成 のための教育の観 点か らも、重要なクラス

ターの １つに位 置づけ られてい るのである。
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５節　イ ノベーシ ョン創出 と理工系博士育成 ：2007年３月20日 提言

１．提言発表の経緯 と位置づけ

提言③ 『イ ノベー ション創 出を担 う理工系博士の育成 と活用 を目指 して－悪循環を好循

環に変 える ９の方策－』（2007年３月20日 ）は、基本的に、同年 １月に出 された新 ビジ ョン

『希望の国、 日本』で 「わが国の最優先課題 として」掲 げ られた 「イ ノベーシ ョン創出の

総合力の向上」の方向性 に沿って出 されたものである。

前年度 より、「産学官連携の推進」の一環 として 「産学官連携推進部会」 （部会長 ：山野

井昭雄味の素顧 問）において、内閣府や 日本学術会議等 と各種会議 （６月の第 ４回産学官

連携推進会議 と、11月 の第 ５回産学官連携サ ミッ ト）等が共催 され 、それ らを通 して 「産

学官相互の理解」深め られた。また、 ２年前 に設立 された東京大学産学連携協議会に対す

る協力 も図 られ てきたが、日本にお ける 「科学技術創 造立国」の実現のためには、「新領域

を切 り開 くマネジメン ト能力 を兼ね備 えた ドクター クラスの人材育成 が不可欠」 との認識

の下で、「産学の関係者の率直な意見交換 によ り、経済社会 に役立つ創造的な人材の育成が

進む こ と」が 目的に掲 げ られ 、「大学院博士課程検討会」が2006年 ３月に設置 された9）。

その検討会を中心 として、2006年 度に、「理工系博士人材 の育成 ・活用に向けた研究 ・教

育のあ り方」等が検討 され、「大学院博 士課程 の現状 と課題 （中間報告）」（2007年１月）が

取 りま とめ られ た。それ とともに、同委員会委員 を対象に、「企業 における博士課程修 了者

の状況に関す るアンケー ト調査」 （2007年２月）が実施 され 、「博士課程修 了者に対す る企

業の評価 、求める資質な ど」が明 らかになった。それ らの検討成果 をもとに出されたのが、

2007年 ３月20日 提言であった10）。

なお、上述 の通 り、同提言の 目的 にも掲 げられ た 「科学技術創造立国」とい う考 え方は、

1960年 代 か らの 日本の政策的流れの延長にあるものであ り、経済的繁栄を基礎 とす る 「経

済立国」を、 「技術立国」 によって達成 しよ うとす るものであった11）とされ る。 日本経団

連 においても、1990年 代末頃か ら、創造的な 「産業技術人材 」育成 の側面に関す る提言が

毎年の よ うに出 されてきた。

今回の2007年 ３月20日 提言 は、そのよ うな 「科学技術創造」 と 「イノベー シ ョン」 とを

明確 に結びつけ、その実現のための鍵の １つ として大学院の理工系博士人材 を明確に位置

づけた ものである。2007年 度 の 「産業技術委員会」 （委員長 ：庄 山悦彦 ・共同委員長 ：桜井

正光）は、このほか、「イノベー シ ョンの創 出を可能 とす る環境整備 に向けた活動」として、

「イ ノベーシ ョンの創 出の重要性 が高まる中、イ ノベーシ ョン25戦 略会議の新設を含 め、

政府での さまざまな動 向を的確 に とらえなが ら、科学技術政策部会 （部会長笠見昭信東芝

常任顧問）、重点化戦略部会 （部会長 ：中村道治 日立製作所 副社長） を中心に、 （1）イ ノベ

ーシ ョンの加 速化 に向けた施策の充実へ の働 きかけ
、（2）第 ３期科学技術基本計画 における

施策の進捗状況のフォ ローア ップ等 の活動 を展開」 している。
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２．提言内容 とイ ノベー シ ョンを担 う理工系博士人材 の育成

大学博士課程の教育機能強化が必要な理 由として、「フロン トランナー時代 にふ さわ しい

深い専門性 と幅広い知識や課題発見能力 を持つ理 工系博士人材」 を育成す るとい う目的を

挙げてい る。また、その際 には、「博士の量的拡大」ではな く、「質的充実」が重要である

とす る。具体的には、博士課程 の入 口 ・プ ロセス・出 口ごとの施策が、大学 ・政府 ・企業そ

れぞれ に対す る要求 として挙げ られている。

まず 、「博 士課程の入 口」における 「博 士課程へ優秀 な学生が進学す るための施策」 とし

ては、以下の ３つが挙げ られている。

１．教育理念の明確化 と学生の選抜 の厳格化	 【大学への要求 】

大学は、博士課程の研究 ・教育を通 じて どうい う人材 を育成するのか理念 ・方

針 を確立 し、博士課程前期 までに学生に伝 える。また、研究 ・教育の内容 の新

陳代謝 を高め、国内外 の学生に とって魅力的なものを用意す る。

２．学生への経済的支援 の拡充 【政府への要求】

政府 は、優秀な学生が経済的理 由に よって博 士課程進学を断念す ることがない

よ う、返済時の税制上の優遇や優秀な学生の学費免除等 、奨学金制度 の拡充 を

図 る。また、学生が研 究 ・学習 に専念で きるよ うフェロー シップや リサーチ ・

アシスタン トな どによる支援 を強化す る。

３．修士課程修了生の採用選考 の早期 開始の 自粛	 【企業へ の要求 】

企業は、修士課程修了生の採用選考に当た り、研究 ・学習の妨 げ とな らないよ

う、 日本経団連の 「新規学卒者 の採用選考に関す る企業の倫理憲章」に基づい

て学習環境の確保 に十分留意す る。

また、 「博士課程 における研 究 ・教育プロセ ス」における、 「博士課程にお ける教育、人

材育成の充実のための施策」 としては、以下の ３つが挙 げられている。

４．社会 のさまざまな分野での活躍 を想定 した教育活動の強化	 【大学への要求】

大学は、アカデ ミアだけでな く、企業 を含む多様 なキャリアパ スを前提 とした

研究 ・教育カ リキュラム、コースを提供す るとともに、教員の教育面の成果 を

積極的に評価す る。

５．教育への積極的な取 り組みに対す る支援 の充実	 【政府 への要求 】

政府は、優れ た教育プ ログラムやカ リキュラムの開発 ・実施 を行 う大学への資

金的支援 を拡充す るとともに、新 しい教育モデルの他大学へ の横展開 を図る。

６．企業 ・社会 を実際に学ぶ機会 の提供	 【企業への要求】

企業は、長期イ ンター ンシ ップへ の協力や博士に対す るセ ミナーの開催等に取
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り組む とともに、大学のサバテ ィカル制度 （留学や研究等のための長期休暇制

度）を活用 して、企業 と大学 との間の人事交流 を促進す る。

さらに 「博士課程の出 口」における、「博士号取得者の活用 を図るための施策」としては、

以下の ３点が挙げ られている。

７．博士号取得者 に対す る就職支援 の充実 【大学への要求】

大学 は、国際競争力を持った博士を輩出す るため、出口管理 を徹底 し、博士の

質の確保を図るとともに博士課程修了者 に対す る就職支援等を充実 させ る。

８．ポス ドク等が活躍できる産学協同の場の提供 【政府 への要求 】

政府は、競争 的資金 を活用 してイノベーシ ョン志向の産学協 同事業 を行い、研

究プ ロジェク トにポス ドク （大学院卒業後、任期のある研究職等 に就 いている

博士号取得者）等 を積極的に参画 させ る。

９．優秀な博士号取得者 を積極的に採用	 【企業への要求】

企業 は、博士人材の採用、育成、配置等の方針を明確 に し、優れた博士人材 を

積極的 に採用す る。 また、採用後 の処遇 は、成果主義 を基本 に魅力 ある職種、

企業 としてい く。

６節　課題解決型イノベーシ ョンの推進 ：2008年 ５月20日 提言

１．提言発表 の経緯 と位置づけ

提言⑦ 『国際競争力強化 に資す る課題解決型イ ノベーシ ョンの推進 に向けて』（2008年５

月20日 ）は、やは り2007年 １月に出 された 日本経団連の新 ビジ ョンにおける 「イ ノベーシ ョ

ン創 出の総合力の向上」 とい う方向性 に沿って出 された提言である。

政府 の第 ３期科学技術基本計画の推進に向けた当面の課題 と改善方策 を提言 したもので、

「産業技術委員会」（2008年度委員長 ：榊原定征 ・共同委員長 ：中鉢良治）か ら出 されたも

の12）であった。

同提言は、「欧米 ・アジア諸国が成長力強化 に しのぎを削る中」において、日本 の 「国際

競争力強化、地球規模 の課題解決 に向けたイノベーシ ョン創出力」の向上のために、「産学

官協働 によるオープン・イノベーシ ョンを促進す る仕組 み」「科学技術政策の推進体制」「企

業、大学、研究開発独法の機能」に関す る改革方策を提言 したもの13）である。

２．提言内容 とイ ノベー シ ョン ・プロセ スにおける大学 （院）の役割

「２．世界 に通用す る研究拠 点の整備」の節の 「（1）世界か ら産学の人材が集ま る トップ

レベル研究拠点の整備 」 とい う項の中の 「①知の交流 ・融合 による先端技術領域の創成」

として、大学 の役割 に関 して以下の点が指摘 されている。
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地球規模 の課題解決に向けたイノベーシ ョン ・プ ロセスの上流における大学の

役割は極 めて大 きい。後述す る人材育成 とともに、10年 か ら15年 後のイ ノベー シ

ョン創 出に寄与す る知の創造 と種 の創出の中核 となることが期待 され る。 とりわ

け 目的基礎研究 において、融合領域 を含 め中長期的な視点か ら世界が注 目す る先

端技術領域を拓 き、世界 トップ レベルの産学の研究者 による多様 な知の交流 ・融

合 を通 じて新たな価値 を創造す ることにより、人材や研究資源の集積 を高度化す

る好循環を創出す ることが重要 である。

また、「３．大学等における人材育成の強化」に関す る節では、大学の教育面での使命に

ついての言及がある。

大学の極めて重要な使命 の一つは、長期 にわた りイノベー シ ョンを担 う若手 の

優れた理工系人材 を育成 し、社会に輩出す ることである。 こうした人材 は、深い

専門性、幅広い知識 に加 え、英語等の高い語学力 を持 ち、高度な コミュニケーシ

ョン能力 と論理力 を展 開す ることによって、国際的な共 同研 究等において、 リー

ダーシ ップを発揮 できる競争力のある人材 にほかならない。 グローバル化が進展

し、将来に対する予見が困難 な時代 に突入す る中、産学官いずれの領域において

も、 こうした資質を備 えた人材の確保が、熾烈な国際競争 を勝 ち抜 く鍵 となる。

人材育成 を効果的に推進す る上では、大学は、適性に基づき研究者 の教育担 当へ

のキャリアシフ トを推進す るとともに、政府において も、質 の高い教育に対す る

競争的資金 を一層充実すべ きで ある。

そ して、「（1）修士・博士課程 の改革」 について も要求 されてお り、「①修士課程の改革」

「②博士課程の改革」「③ポス トドクターのあ り方の見直 し」について言及がなされている。

まず、①の 「修士課程の改革」においては、企業における 「技術系新卒採用 の大半が修

士課程修 了者」であるにもかかわ らず 、「大学では修士課程 が博士課程進学の入 口とみ なさ

れ、カ リキュラムが博士課程進学者 向け となっている」点を問題 に してい る。

修士課程 には 「研究者」を 目指す学生 と 「技術者 」を 目指す学生がい ることを踏まえて、

「複線型 のカ リキュラムを用意 し、修士課程修了者 の質の確保を図ることが期待 され る」

とす る。具体的には、「修士課程の １年次 をコースワー クを中心 とした共通カ リキュラムと

した上で、 ２年次 を博士課程進学希望者 を対象 とした研 究者 コー ス、就職希望者を対象 と

した技術者 コー スに分 けること」な どが挙 げられている。「技術者 コース」においては、「産

学人材育成パー トナー シップ」での検討内容等 も踏まえなが ら、「産業界の参加 も得 てよ り

実践的なカ リキュラムを編成す ることが重要かつ喫緊の課題」だ とす る。
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なお、「修士課程修了者 に対す る早期 の採用活動が、大学院における研究 ・教育の妨げ と

なることのないよ う、2007年10月 に 「2008年度大学 ・大学院新規学卒者等の採用選考に関

す る企業の倫理憲章」 を改定 し、同憲章が修 士課程修了者 の採用選考にも適用 され ること

を明確化 した」 としてい る。

一方
、②の 「博 士課程の改革」では、上述の2007年 ３月20日 提言で、博士人材の質的充

実 について行 った要求に関 して、そのフォローア ップのために、企業が 「求 める人材像の

明確化 ・発信や、長期インターンシップ、博 士セ ミナー等 の企業 ・社会 を実際に学ぶ機会

の提供 に取 り組んでい る」ことが説 明され てい る。また、「大学において も、企業への就職

を含む多様なキャ リアパスを前提 とした研 究 ・教育カ リキュラムの構築や出 口管理の徹底

に取 り組んでい る」 として、 「東京 工業大学」の 「大学院博 士一貫教育プ ログラム」 （2006

年度～） と、「北陸先端科学技術大学院大学上の 「新教育プ ログラム」 （2008年度～） を挙

げている。これ らの博士後期課程の事例では、「科学者 か技術者のキャ リアタイプを選択 し、

それに応 じた授業科 目や学外研修 を選択」してい ることが紹介 されている。そ して、「大学

の教員 が幅広い視 点を経験す る機会の一環 として、企業の研究所 における兼務での受 け入

れ」の有効性について も指摘 し、「政府は、このよ うな大学 ・企業の取組みに対す る資金的

支援を一層充実すべき」 としている。

③の 「ポス トドクターのあ り方 の見直 し」では、現在問題 となっている 「博士課程修 了

後 も任期付雇用等の状態にあるポス トドクターの多 さ」を指摘 し、政府の 「科学技術関係

人材 のキャ リアパス多様化促進事業」等 の対策 の他、「産業界 も大学 と連携 し、産業界での

活躍の機会を広げ るべ く、産学共 同研究でのポス トドクターの積極的な活用や、企業人 と

ポス トドクター との交流会の開催等に努 めている」 とする。政府は、 このよ うな取組みに

「資金的 な支援 を行な う」 とともに、「優秀 なポス トドクターに対 し、ＩＳＯ等 の国際標準化

機関や 国連機 関等への職員 としての派遣や研修 を実施すべ き」だ とす る。

３．国際的人材交流強化 と理工系離れの解消

なお同提言は、「（2）国際的な人材交流 の強化」として、「教員や学生が多様 な文化や価値

観に触れ、互いに切磋琢磨する場 を提供す ることで大学の魅力を向上 させ 、その結果 さら

に優秀 な人材 を惹 きつける好循環 を創 出す ること」の重要性 についても言及 してい る。

さらに、「（3）理科離れ対策」として、「高度理 工系人材 を育成」をめぐる状況 として、「小

中高生の科学への関心」の低 さを指摘 し、「科学技術創造立国がわが国の繁栄に不可欠 であ

ることを国民が強 く認識す るとともに、大人の科学へ の関心の増大、技術者の魅力の向上

に努める必要」があ り、「そのためには、科学の面白さや意義 を伝 えることのできる教員や

教材 ・場の確保が重要」だ とす る。教員 としては、「教員免許の有無に係 らず 、企業出身者

やポス トドクターの活用 も含め、理 工学分野の知識、教授 法、情熱 を兼ね備 えた人材を採

用す るとともに、教育成果 に応 じて待遇 の向上を図るべ き」だと主張 している。
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そ してまた、 「小学校 ・中学校 ・高校の各段階」か ら、 「学校 では教えない科学の面 白さ

や意義 を継続的に体験 させ ることが重要で あ り、 日常生活 に密着 した科学や産業技術 を楽

しく学ぶ ことができる企業の科学実験教室や科学技術館 の活用が有効である」 との指摘 も

行ってい る。独立行政法人運営 の 「日本科学未来館」 と、官民連携運営の 「科学技術館」

があるが、 「科学技術に関す る理解増進活動 を効果的 ・効率的に展開すべ く」、それ ら 「両

館が連携する とともに、両館 とも公設民営の考えに立ち、国が施設 を整備 し、民間が運営

す るあ り方を検討すべ き」 との具体的提案 も行っている。

７節　お わ り に

以上、2005年 以降の 日本経団連の提言において、「イノベーシ ョン」をそのタイ トルに掲

げた提言を中心 に、内容 を確認 した。その他 内容に創造性 ・イ ノベーシ ョンに関す る要求 を

含む提言 もその他多数 あるが、今 回見た ４提言のみか らだ けでも、 日本経団連が、2000年

代後半において、「イ ノベーシ ョン」の推進を明確に打 ち出 し、その推進のための教育や研

究を大学の とくに大学院教育に対 して も求 めてい ることが分かる。

この ような主張の背景には、「少子化 ・高齢化、新興経済国の発展 ・追い上げ、資源価格

の高騰 、地球温暖化 問題等 に直面す るわが国が持続的な成長 を遂げるためには、科学や先

端技術 を基点 としたイ ノベー シ ョンを不断 に創 出するこ とが不可欠 である」（2008年５月20

日提言）との認識 がある。このよ うな認識か ら、日本経団連 は 「2007年 １月に新 ビジ ョン『希

望の国、 日本』 を発表 し、イノベー シ ョン創出の総合力の向上をわが国の最優先課題 」 と

して明確 に掲げ、その実現に向けて多角的 に取 り組みつつ ある。

このイ ノベー シ ョン重視 の姿勢 は、2000年 代前半の同友会の提言 においても見え始めて

いたが、若干遅れて、 日本経団連 でも明 らかに見 られ るよ うになった。同友会では、北城

幹事 を中心に、従来か らの科学技術 を含みつつもそれ を越 えた、組織や価値基準 ・社会構

造をも革新するイ ノベーシ ョンとい う考 え方が明確に打 ち出 されていた。日本経団連 でも、

本稿で も確認 した とお り、一部の提言 （2005年12月13日 提言）の よ うに、科学技術 とい う

観点 を越 え、個 々の分野 を超 えた 「異文化融合や融合技術領域」を伴 うものであるとの見

解 も示 されているが、同友会 ほどそれが明確に説明 されている訳ではなかった。基本 的に

は、科学技術創造の主張の延長にある要求 として位置づ けられ る提言が多かった。

いずれ に しても、2007年 度の新 ビジ ョン以降現在 も、イ ノベーシ ョンの一層の創 出が最

優先課題 として一層追求 されている。 この流れは今後 も しば らく続 くもの と思われ、イノ

ベー シ ョン創 出のための社会組織 ・構造変化 の中に、大学（大学院）も否応な く組 み込 まれ て

い くことが予想 され る。大学（院）は、 この よ うな産業社会 の意図 ・状況を冷静に確認 しつ

つ、そ こに、 どのよ うに関わるかを主体的 ・独 自に判断 してい く必要があると思われ る。
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注

1）飯 吉弘子 （2008） 『戦後 日本産 業 界 の大 学教 育 要求』 参 照 。

2）同上。

3）日本 経 団連 「2005年 度 事 業報 告 ：地域 別 ・国別 委員 会 等 」 よ り。

4）同上 。

5）これ に対 し、同提言 で は、米 国 の状 況 を以 下 の通 り対 比 的 に示 してい る。「米 国 で は、出

口に責任 を有 す る府省 の予 算割 合 が 大 き く、 こ うした府 省 が 大学 の基 礎研 究 に資金 を提

供 してい るこ とか ら、知 の創 造 か らイ ノベ ー シ ョンの 実現 にま でつ な が りや す い構 造 と

な っ てい る」。

6）日本 経 団連 「2006年 度 事業 報告 ：委員 会 等 の活 動」2007年 ５月23日 よ り。

7）同上。

8） 「新 産 業 ・新 事 業創 出へ提 案 －起業 家 ネ ッ トワー クな ど、連 携体制 推進 を」『日本経 団連

タイ ム ス』Ｎｏ．2811（2006年 ４月27日 ）。

9）日本経 団連 「2006年 度 事 業報 告 ：委員 会 等 の活 動 」2007年 ５月23日 よ り。

10）日本 経 団連 「2007年 度 事 業報 告 ：委員 会 等 の活動 」2008年 ５月28日 よ り。

11）後藤 邦 夫 「総説III　 日本 の産業 社 会 と科 学技 術 」、 中 山茂 編集 代 表 、後藤 邦 夫 ・吉 岡斉

編 『［通 史 ］ 日本 の科 学技 術 』第 ５巻 Ｉ、学 陽書房 、1999年 、97－98頁 。

12）日本 経 団連 「2008年 度事 業 報 告 ：委員 会 等 の活動 」2009年 ５月28日 よ り。

13） 「提 言 「国際競 争 力 強化 に資 す る課 題 解決 型 イ ノベ ー シ ョンの推 進 に 向け て」を発 表 －

「課 題解 決 に向 け たオー プ ン ・イ ノベ ー シ ョンの仕 組 み」 な ど」『日本 経 団連 タイ ム ス』

Ｎｏ．2905、2008年 ５月22日 。
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大 学 経 営 の 高 度 化 とそ の 支 援 政 策 を め ぐ っ て

塚 原 修 一

この報告書は、科学研 究費補助金基盤研 究 （Ｂ）によって平成18～20年 度 に行われた 「大

学経営の高度化 とそれ を支援す る政策のあ り方」の成果の一部である。本研究の主題は正

確 には高等教育経営であるが、語感の良 さか ら先行研究を踏襲 して、大学経営の語 を課題

名 には用いた。大学経営 とは、大学が資金 ・施設設備 ・教職員 な どの投入要因 を確保 し、

それ らを組織 して、自らの使命 を追求す ることであると、 さしあた り考えてお きたい。

知識基盤社会をむかえて高等教育へ の関心が世界的に高まってい る。 日本では、教育振

興基本計画に うたわれ た 「教育立国」の実現 に向けて、高等教育の質 的 ・量的な維持向上

が求め られている。そのさい、 中央教育審議会の平成17（2005）年の答 申 『我が国の高等教

育の将来像』 をふ まえれ ば、個別大学の主体的な経営努力 に依拠 してそれ を実現す ること

が期待 されよ う。 このよ うな状況において大学経営の研究に着手 したが、国内の先行研究

はあま り多 くな く、アメ リカなど諸外国の事例を中心に調査研究をすすめた。以下では、

報告書 に収録 した個別論文の概要を記述 し、それ らを整理 して今後 の課題 を考察す る。

１節　個別論文の概要

１．大学経営論の展開 と課題

企業の経営学、非営利組織の経営論、大学経営論 とい う流れにおいて大学経営論の位置

づけをこころみた。経営学 の体系は、価値創造機能 （生産 と販売） と貨幣的機能 （財務）

の ２領域 から構成 され、 さらにマネ ジメン ト問題領域 （経営管理論な ど）が論 じられ る。

これ ら経営の ３要素は、モノ、カネ、 ヒ トと並列に扱われ ることもあ る。非営利組織の経

営論にお ける ３要素 もこれ と同 じであるが、決算の損益だけでは非営利組織 の成果 を判定

しがた く、組織の使命か ら成果 を定義す る部分が重要である。非営利組織 も活動を継続す

るには資源が必要であ り、人員や資金 をいかに して動員す るかが論 じられてい る。

大学の多 くは非営利組織である。大学の役割である教育 ・研究 ・社会貢献の うち、教育

は産業分類 にあてはめれ ばサー ビスの提供 にあたる。大学の特徴 として、事業収入や政府

資金の比重が大きい こと、大学 における価値創造が ヒ トと強 く結びついていることがあげ

られる。おそ らくこれ らの結果 として、大学にお ける意思決 定は複雑である。大学経営 に

関する図書は、アメ リカでは1970年 代か ら飛躍的に増加 した。研 究課題の変遷 をみ ると、

大学経営論の原理論的な研 究はおおむねその最盛期をす ぎ、大学経営のよ り細部 にわたる

研究や、現実的 ・実践的な研究が展 開されつつあるよ うにみえる。以上の考察か ら、大学

経営論の課題 として、大学の活動 を規定す る政府等の諸基準のあ り方、大学の価値創造 に
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かかわる経営の視点か らの研 究、知識基盤社会における大学のあ り方の ３つ を指摘 した。

２．アメリカにお ける学士課程教育 と大学経営

大学を顧客 とす るコンサルティング会社では、次の ８つを重視 して大学の戦略形成 に助

言 していた。選抜性 と価格 によって 区分 され る大学のポジシ ョニング、価格設定、学資援

助方針 、学生のマーケテ ィング とリクルー ト、学生集団の構成、授業 ごとの収容力 と需要、

在籍継続率、補助的収入がそれ である。 アメ リカでは、大学 に対す るアカ ウンタビリテ ィ

を求める圧力 が増 し、学習成果や付加価値が問われるよ うになった。学習成果を高め、退

学 を防止す る手段 として、初年次のラーニング ・コミュニティや ポー トフォ リオが注 目さ

れ た。成功 した教育プログラム として広 く認 められた、 ３大学の取 り組み を調査 した。 ワ

シン トン大学では、専門職員 を活用 した独立採算制の もとで、既存の一般教育科 目にボラ

ンティアのピア ・リーダーによるラーニ ング ・コミュニテ ィを連結 させて、初年次教育の

質の向上 をはかっていた。エバー グ リー ン州立カ レッジでは、課題 指向の学際的な教育プ

ログラムを導入 し、複数 の教員 によるラーニング ・コミュニティを実現 していた。 ポー ト

ラン ド州立大学では、 メ リッ ト・ベースの報酬で活動す るピア ・メンター と教員の連携に

よるラーニ ング ・コミュニテ ィの実現、ルーブ リック （教育 目標 の達成基準） の策定、徹

底 したポー トフォ リオの充実な どによって一般教育のス リム化 をはた していた。

３． コミュニテ ィ ・カ レッジにお ける機 関調査部門

アメ リカにおいて、コ ミュニテ ィ ・カ レッジの機関調査 （IR）部門が どのよ うな状態 にあ

るかを調査 した。 四年制大学にくらべて コミュニテ ィ ・カ レッジは財源が豊かではな く、

IR部 門の整備 が遅れて規模 も小 さいが、 コミュニテ ィ ・カ レッジのなかでは、大規模校 ほ

どIR部 門の歴史が長 く規模 も大 きい。2005年 の調査に よれ ば、コ ミュニテ ィ ・カ レッジの

41％ がIRデ ィレクター １名 を雇用 し、43％はIR部 門に常勤換算で1．5名以上の研究者 を雇用

していた。IRス タ ッフの学歴 は高 く、 ９割 が修士以上の学位 をもっていた。　IR部 門の主な

業務 は、州、連邦、認証機関か らのデー タ要請に対応するこ とであ り、小規模カ レッジを

中心に強い負担感 があった。事例調査 の対象 としたシテ ィカ レッジ ・オブ ・サ ンフランシ

スコのIR部 門は常勤換算で3．8人のスタッフを有 し、調査研究 （学生調査、認証評価 のため

の 自己評価書の作成 など）、計画業務 （学長の意思決 定に必要なデータの提供）、助成 業務

（助成金獲得 にかかわ る学内サー ビスの提供） を行 っていた。計画業務の一環 として、学

科 ごとに廃止の可能性 に言及 した分析結果をカ レッジの計画 ・予算協議会 に提 出 していた。

４．アメ リカにおける大学の同窓会

アメ リカにおける校友行政 （卒業生 と大学の関係 を意味す る） の歴 史を記述 した。1821

年に、ア メリカ初 の同窓会が ウイ リアムズ ・カ レッジに創設 され た。同窓会は、寄付金戦
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略や基金運用のみならず、ＦＤ、大学評価、初年次教育、キャリア教育、継続教育な どの教

育改善 にも貢献 していた。また、就職斡旋や 同窓生の交流事業だけでなく、未来の校友で

ある在学生を支援 して、卒業後 の母校への支援 に結びつ ける努力がな されていた。卒業生

か ら母校への貢献は寄付 とい う形 を とるこ とが多いが、そ うした母校 との関係 を研究す る

ことが校友行政の重要な一部 とされた。1927年 には大学同窓会の全国組織 が創設 され、校

友行政の調査が実施 され て、アメ リカにお ける校友行政はい ちお うの完成 をみた。

５．アメ リカにおける大学教員評価制度

テキサス大学エルパ ソ校 を事例 として大学教員の評価 制度 を調査 した。大学教員評価は

エルパ ソ校 （学事担当副学長） レベル とカ レッジ （学部にあた る） レベル とで行われ、以

下の特質がみ られた。第 １に、研究大学であ りなが ら教育や社会サー ビスを同等に重視去

れ、 とくに社会 との連携活動がカ レッジ レベル において教員評価 の対象 とされ ていた。第

２に、カ レッジの評価基準が大学の使命 に即 していない場合 に修正 を命 じる権 限が学事部

門にあ り、 トップダウンともい うべ き権限関係が教員評価 にみ られた。第 ３に、教授学習

セ ンター （副学長の下部組織） と評価セ ンター （学長の下部組織）の役割 は、各カ レッジ

の大学教員評価が円滑に実施 され るよう側面的に支援す ることであった。

６．大学ア ドミニス トレーターの研修プ ログラム

ア メリカにおける大学ア ドミニス トレー ターの研修プ ログラムのなかで、大学院の学位

課程や修了証 プログラムに くらべて、よ り実務的なもの として、個別大学が 自前で行 う研

修プ ログラム と大学関連 団体な どが主催す る研修プログラムを調査 した。

個別大学の研修プログラムの うち、イ ンターンシップ を主 とする研修 は1980年 代に急増

したが、多 くは90年 代に消滅 した。教職員が給与 を得 なが ら大学の管理運営にたず さわる

この方式 は、効果は高いが、対象者が少人数に限 られ、大学側の負担 も大 きい ことか ら継

続が困難であった。セ ミナーや ワー クシ ョップを主 とす る研修は、よ り多 くが参加 できる

が、 これ も参加者が選抜 され る方式であ り、学長の交代な どがある と継続が難 しかった。

大学関連団体 による研修 プログラムは1980年 頃 に創設 された ものが多い。アメ リカ教育

協議会によるものがその代表例 である。 これ らのプ ログラムには、 ３～ ５日か ら １年 まで

さまざまな期 間の ものがあ り、イ ンター ンシップ、セ ミナー、 ワー クショップな どが行 わ

れ た。所属機 関が高額な参加賞を負担 して教職員 を派遣す る場合 が多 く、上級 ア ドミニス

トレーターを育成する研修 プログラムとして、異なるデ ィシプ リンへの理解、学科間の協

力や 同僚 間の連携な どを重視す る傾 向がみ られた。

７． 中国における大学教育評価

文化大革命の後、中国の高等教育機関には徐々に運営 自主権が与え られ たが、その一方
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で、高等教育の量的拡大 と質的多様化 にともなって評価 の必要性が認識 された。2003年 か

ら開始 された本科課程教学評価 では、 自己評価、専門家による外部評価、評価結果 にもと

づ く １年間の改善を一連 の過程 とす る方法が とられ、当初に予定 された約600機 関の評価 は

2008年 に終了 した。評価活動の成果 として、高等教育機 関における運営方針 の明確化、教

学の重視、教学 と管理に対す る規範化 の強化 な どがなされ 、高等教育関係者 と社会 に教学

評価 が肯定的に受容 された とい う。評価の課題 として、高等教育の類型 ごとに評価す る必

要性、評価の前提 となる立法措置 、評価 の主体性 の欠如、 とくに学生の視点が弱い こと、

中国独 自の評価体系の必要性、評価方法や結果の利用 における注意点 として ８割以上の機

関が優秀 と評価 されたこと、評価結果 と経費補助の関係 を弱めるべきことが指摘 され た。

８．台湾 における大学入学者選抜 と学生確保

台湾の戦後における大学入学者選抜制度 を概観 した。1946～53年 の時期 には大学 も受験

生 も少な く、各大学が単独で学生 を募集 していた。1954年 には高卒者 の増加 をふまえて大

学連合 による統一的な試験がは じま り、教育部は これに大 きな影響力を行使 した。1994年

以降、18歳 人 口の減少による受験競争の緩和に ともない、学生募集における大学の裁量権

が法律で保障 されて推薦入学な どの多元的な入試 が導入 された。

18歳 人 口の減少は、 日本 だけでなく、韓国、台湾、シンガポールな どにも共通で、学生

確保のために各国は留学生に注 目している。 とくに台湾は、言語 が共通な中国大陸か らの

留学生の確保 に乗 り出 しているが、その中国 も出生率が低 下 して人 口減少の傾 向にある。

日本は留学生30万 人計画を打 ち出 しているが、 日本の大学は海外 で競争 した経験が とぼ し

く、その ことがグローバル 時代の高等教育のあ り方への出遅れを招 くことが懸念 され る。

９．アメ リカ連邦政府 による高等教育政策の普及

連邦政府の高等教育局の下部組織 である、中等後教育改善基金 （FIPSE） を事例 に取 り

上げた。 この組織は中等後教育の教育機会の改善を理念 として1972年 に創設 され、競争的

な補助金 を提供す るこ とで高等教育機関の教育改善に貢献 した と評価 されてい る。その最

高責任者 は教育長官であるが、運営責任者 （ディ レクター） と国家委員会 （外部の諮 問機

関） に、プロジェク トの優先課題や審査 のガイ ドラインを設 定す る実質的な権限がある。

FIPSEに おける高等教育政策 の普及は次 のよ うに行 われた。第 １に、補助金の 申請にあ

たって 当該プ ロジェク トの成果が他の高等教育機関等 に移転 できる可能性 に関す る書類 を

求め、プ ロジェク ト代表者 の会議 を通 じて関連 団体の結成 を奨励 した。第 ２に、審査 を ２

段 階 として第 １段階で提出す る書類 を簡素化 したこと、少額 の補助金を多 くのプロジェク

トに支給 した ことによって、多数 の申請者 を引きつけた。第 ３に、多彩なプ ロジェク トを

容認す るとともに、優先課題 を設定 してそれに対応 したプ ロジェク トを広 く募集 した。
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10． アイル ラン ドにお ける質保証 の仕組

アイル ラン ドは、英 国 とともに学習成果 を重視 した教育体制が整備 され て、ボロニア ・

プ ロセスの理念がもっ とも実現 した国である。その基盤 は、資格法にもとづいてアイル ラ

ン ド全国資格機構 が構築 した全 国資格枠組 である。10の レベルか ら構成 され、 レベル １か

ら５までが学校教育段階、 ６が上級資格 ・高等資格、 ７が普通学士、 ８が優等学士、 ９が

修士、 レベル10が 博士である。

大学の質保証の も うひ とつの仕組みが、1997年 大学法 にもとづ く 「質の評価」である。

評価 は、高等教育機構 とアイル ラン ド大学質協議会 （大学の連合体）によって実施 され る。

10年 以内の期間 ごとに、欧州大学協会の指針にそって主に学科を単位 として 自己点検 と評

価 を行い、これ をもとに、欧州大学協会 の評価 チームが改善のための取 り組み に注 目した

訪 問調査 を行 う。大学 レベルの質保証は、これまでは英国 と同様 に外部審査官 を活用 して

な されてきた。 これにくわえて、新 しいモ ジュール （プログラム） を設置する さいには、

学習成果 の仕様書を作成 して、全 国資格枠組に規定 された審査 を受 けるこ ととなった。

11． 日本の産業界の創 造性 ・イ ノベーシ ョン要求

創造性や創造的人材 の育成 に関す る要求が、産業界 の提言 に明確 に出現 しは じめたのは

1980年 前後であ り、アメ リカか ら当時な された基礎研究ただ乗 り批判 に対応 したもの と考

えられ る。1990年 代の後半には創造性にかかわる要求が頻出 しは じめるが、そ こには、1）

個人における一般的な創造性、2）科学技術創造立国、3）新産業 ・新事業創造立国、4）新 し

い価値創造 とい う意味でのイノベーシ ョンとい う４側面がみ られ 、2000年 以降は3）と4）が

注 目された。イ ノベーシ ョンを主題 として2005年 以降になされた ４つの提言では、その推

進が明確 に打 ち出 され 、それ に資す る教育 と研 究をとくに大学院に求 めていた。イ ノベー

シ ョンの内容はおおむね科学技術創造立国の延長線上にあったが、組織、価値基準、社会

構造な どの革新 を打ち出 した提言 もあった。

12． 北欧における大学経営の高度化

ス ウェーデ ン南部 とデ ンマー ク東部にまたがるOresund地 域 では、両国の11の 高等教育機

関か らなる大学連携が行われ、教育プログラムの相互提供、図書館 の連携、サマースクー

ルでの協力などのほか、連携 による起業支援教育もな されている。 この地域には産学官連

携組織 もつくられ、情報通信技術 、食品科学、環境な どの領域や 、これ らをまたいだ融合

領域において産学交流を積極的 に支援 してい る。両国をこえた国際的な協力体制を構築 し、

欧州連合の研究資金を活用 して地域 の国際的な 「ブラン ド」を高める努力がな され、それ

に成功 してい ることは重要である。産学官連携にたず さわ るプロジェク ト・マネ ジャーや

コーデ ィネー タな どを地域の長期的戦略人材 として育成 し、キャ リアをいかに促進 してい

くかが今後の成功 を左右す る鍵である。
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ス ウェーデ ンの リネ ウス ・グラン トは、世界水準の卓越 した研究拠点に配分 され る新 し

い研究資金である。ル ン ド大学は このグラン トの ３分 の １以上を獲得 したが、その理 由と

して、国内では とくに研究水準の高い大学であることのほか、学内での戦略的な選考 と応

募過程における学 内の支援体制が指摘できる。 この ような研 究プ ログラムでは社会や産業

に対す る研究成果の還元が期待 され るが、ス ウェーデ ンの制度では、研究成果の知的財産

権 は原則 として研究者個人に帰属す るため、大学の技術移転部門の権限 と影響力は限 られ

ている。採択 されたル ン ド大学の研究拠点での聞き取 り調査によれ ば、それ らの拠点では

学際的な研究が多 く行 われていた。研究成果の商業化や知識移転は、商業的 ・経済的な動

機 ではな く、研究成果 の社会還元を動機 として行 われていた。 また、 リスクの高い基礎研

究への支援 の欠如 、商業化初期の リスク ・キャピタルの欠如が指摘 されていた。

２節　研 究成果 の整理 と考察

以上の諸論考の うち、第 １論文は この報告書の全体についての総論 であ り、その末尾 で

は、大学経営論の課題 として、大学の活動を規定す る政府等の諸基準のあ り方、大学の価

値創造 にかかわる経営の視点か らの研究、知識基盤社会にお ける大学のあ り方の ３つを指

摘 した。報告書 を通覧す ると、第 ２論文か ら第 ６論文までが主に大学内部の事項を扱い、

第 ７論文か ら第12論 文までは主に大学の外部を扱 ったか ら、これ ら３つの課題 の うち最初

の ２つには取 り組むこ とができたが、第 ３の課題 は今後に残 され た といえる。以下では、

大学経営論の重要な論点 とみな され るものについて、この報告書における取 り扱いを示 し

て今後の課題 を述べる。

１．大学の 自由行動 と規制

大学経営 とい う問題設定は、大学 の自由な行動 を前提 とす る。個別大学 はそれぞれ の建

学の理念や使命 ない し目標 を追求 して、 さまざまな制約条件 のもとで 自由な行動 をとる。

個別大学の行動 は、ひ とつの方向に集約す ることもあれ ば、多 くの方向に拡散す ることも

あろ うが、そ うした 自由な行動は、質保証 の枠組みや政府の高等教育政策 な どによって制

約 され、枠づけ られている。それ らの措置が 目標 とす る ところもまた多元的であ り、たと

えば、質保証ない し卓越性 と教育機会の平等の ような、異な る次元か ら構成 され る。 自由

で多様 な行動 をとる個別大学をいかに規制 して多元的な 目標 を達成す るかが大学経営の高

度化 をめぐる政策 の大枠 である。そのさい、産業政策 の歴史が参照可能であると思われ る

が、高等教育分野は政策 目標 がよ り多元的であ り、非営利組織の行動類型が営利組織 にく

らべて多様 であることか ら、産業政策 よ りも複雑 な形態 になると考 えられ る。

この報告書の冒頭では、個別大学の選択 による個性化 を強調 した中央教育審議会の2005

年の答 申を引用 したが、その後 、株式会社 立大学などの行動をふまえて、大学設置審査な

どをよ り強化す る方向が打ち出 された。 この ことは、 自由か規制かを一括 して議論す るべ
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き事柄 ではな く、個別の事項 ごとにその程度 を論 じるべ き性格の問題である。 とはいえ、

一般論 として
、不確実性 な環境 のもとでは、個別大学の 自由度を高めて多様な選択肢が試

行 されるよ うに して、その ような経験 のなかか ら適切な対応策を見 出す ことが よい と思わ

れ る。18歳 人 口の減少 にともな う高等教育のユニバーサル化 は、そ うした課題 のひ とつで

あろ う。東アジアでは、そのことが高等教育市場にお ける留学生の獲得競争 を激化 させて

いるが （第 ８論文）、大学のグローバルな競争 は 日本の経験 が乏 しい領域 であ り、これ もま

た不確実性が大きい課題のひ とつ といえよ う。

２．大学経営 の高度化

（1）大学経営 のあ り方の検討

政府 、市場 、大学 とい う三者の力学な どにおいて大学がいかなる立場にあるのか、それ

との関係 において大学は どのよ うに組織 され るべ きか といった事柄 が議論 の対象 となろ う。

これについては，主要な先行研 究を第 １論文で紹介 した。報告書のなかでも、教員評価 を

め ぐる大学のいわゆる執行部 と学部の権 限関係 について、アメ リカの事例 を第 ５論文で取

り上げた。 これ らは重要な課題 である。

（2）大学の戦略形成

大学にお ける戦略形成 とともに、その前提 となる大学内外 の環境 の的確 な分析が重要で

ある。報告書では第 ２論文が取 り扱い、あわせて機 関調査 （IR、第 ３論文）と校友行政 （第

４論文）にかかわって論 じられた。 これ については、大学の基本的な価値 の維持 と、環境

の変化への対応 をいか に両立 させ るかが重要である。 た とえば、報告書の第10論 文では創

造性 とイノベー シ ョンに対す る産業界の要求が分析 された。産業界 の要求 を大学が鵜呑み

にす る必要はない として も、それ には耳を傾 けるべきで あ り、大学内外の環境 の周到な分

析 をふまえて新 しい人材需要 に対応す ること （対応 しない とい う選択肢 も含 めて）は、大

学が真摯に検討す るべ き課題である。

（3）価値創 造過程へ の注 目

大学は知識 の生産、加工、整理 、普及 な どにたず さわる組織であるが、 とくに教育につ

いては、学生の知識 、能力、見識 な どを向上 させ る活動の特徴 をふ まえた価値創造への注

目が求め られる。産業分類 にあてはめれ ば、教育 は人 か ら人へ提供 され るサー ビスの一種

であるが、あらか じめ決め られた教育サー ビスを提供す るとい うより、それ によって学生

の発達 を触発す ることが本 旨であるから、これ らの活動 に携 わる学生、教員、職員な どに

注 目す ることになる。

報告書では、大学経営に関与する教職員 の研修 （第 ６論文） をと りあげた。職員の研修

やFDと して行われ る教員の研修は、個人の能力開発それ 自体が 目的 とされ ることが 日本 で
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は多い よ うであるが、ア メ リカでは、異なるディシプ リンへの理解や、学科間の協力な ど

が強調 されていた。す なわち、教員 の場合 には とくにそ うであるが、各人がそれぞれの専

門において卓越 していることはいわば前提 として、そ うした人物 の協力によって、大学の

組織 としての成果 をいかに高め るかに関心が集 中 してい るようにみえた。

（4）価値創造 にかかわ る研究開発

上記の項 目に含まれ ることではあるが、研 究開発の項 目をあえて別 にあげている。産業

界 にかぎ らず 、高等教育の分野においても、研究開発の努力 な しには世界的な地位 を維持

す ることは難 しいのではないか。一般に、サー ビスの研究開発には原理的な難 しさがある

ようにみえるが、教育 もその例外 ではなかろ う。学習 に王道 はない といわれ るが、それで

もさま ざまな改善の余地はあろ う。 とはいえ、たとえば、 日本における大学教育の質的量

的な維持 向上 とい う点か らみた ときに、情報技術な どの開発 と導入 、教員 ない し教員集団

の力量向上、教育 内容の吟味 と更新のいずれが効果的であ るのかについて さえ、共通の認

識 は形成 され ていないのではないか。

３．支援政策 のあ り方

（1）質保証

支援政策 とい う表現があま り適切 ではないか も知れ ないが、大学経営を枠づける重要事

項のひ とつは質保証である。大学教育にお ける質保証 の重要性はい うまでもないが、報告

書では、中国にお ける大学教育評価 （第 ７論文）、台湾にお ける入学者選抜 （第 ８論文）、

アイル ラン ドにお ける質保証 （第 ９論文） を取 り上げた。アメ リカのアク レデ ィテーシ ョ

ン制度は 日本 でも知 られ るよ うになったが、 ヨー ロッパやアジア諸 国の事例について、さ

らに研 究の拡大 と深化が求め られ よ う。ＯＥＣＤのＡＨＥＬＯに代表 され る大学 の学習成果を直

接的に測定 ・評価す る試 みについては、 日本でも研究が始まったばか りであるが、質保証

のなかでの位置づけやそのあ り方 を含 めた吟味が期待 される。

（2）支援政策

大学経営の高度化 を支援する政策のひ とつ として、地域 の大学連携の国際的な 「ブラン

ド」を高 める努力 が第11論 文では指摘 され ていた。大学を対象 と した補助事業や競争的な

研 究費 の配分 などは、いわば大学の活性化 をね らい として行われ てい るもの と想定 される

か ら、これ らを大学経営 とい う視点から再構成すれば、ここで想定 してい る支援政策 とし

て位置づ けることができるよ うにも思われ る。大学経営 は個別大学が主体 として行われ る

か ら、支援政策 を打 ち出 した とい うだけでは不充分であ り、それが周知 され普及す ること

が重要である。 この点で、高等教育政策の普及に着 目した第 ８論文 は貴重 である。
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４． 日本 における大学経営論の確立

大学の学科や プログラム として導入 され る大学経営論には、ある種の学問的な体系性が

不可欠であ り、営利組織にお ける経営学 にあたるもの として、大学経営論の確 立が 日本で

も期待 され る。 さしあた り、アメ リカな どの高等教育プ ログラムを先行事例 とした さらな

る調査が求 められ る。 とはいえ、本報告書の第 ６論文 において高野が示唆 した ように、そ

うしたプ ログラムにおいて さえ、大学に関す る知識 の提供や 、学内の他部 門との協力関係

の醸成かかわ る内容に時間が さかれ ているよ うで あった。 ひ とつの専門分野が学問的な体

系 を確立するには、それ な りの時間 と努力 を要す るので、体系性 の確立は今後の課題 であ

るのか もしれない。大学経営論 の実務的な役割のひ とつは、大学の管理運営 にかかわる人

材養成であろ う。大学ア ドミニス トレー ター養成 として職員 のそれ が先行 しているが、こ

れか らは管理職 に就任す る大学教員を対象 とした研修 が 日本でも求め られ よ う。大学経営

論の確立は、それ らが本格化す る前提条件 といえるのではないか。
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